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主       文 

１ 被申立人ら（債権者ら）と申立人（債務者）間の当裁判所平成３１年

(ラ)第４８号伊方原発３号機運転差止仮処分命令申立却下決定に対する即

時抗告事件について，当裁判所が令和２年１月１７日にした仮処分決定を

取り消す。 

２ 被申立人ら（債権者ら）の抗告を棄却する。 

３ 手続費用は，当裁判所平成３１年(ラ)第４８号事件及び本件を通じ，い

ずれも被申立人ら（債権者ら）の負担とする。 

理       由 

第１ 申立ての趣旨 

   主文同旨 

第２ 事案の概要 

１ 本件は，被申立人ら（債権者ら。以下「債権者ら」という。）が，申立人

（債務者。以下「債務者」という。）の設置・運用する発電用原子炉施設であ

る伊方発電所（以下「本件発電所」という。）３号機の原子炉（以下「本件原

子炉」という。）及びその附属施設（本件原子炉と併せて，以下「本件原子炉

施設」と総称する。）は，地震，火山の噴火等に対する安全性に欠けるところ

があるため，その運転により重大な事故が発生し，これにより大量の放射性物

質が放出されて，債権者らの生命，身体等の重大な法益に対する侵害が生ずる

具体的危険があるとして，人格権に基づく妨害予防請求権を被保全権利とし

て，本件原子炉の運転の差止めを命ずる仮処分命令を申し立てた事案である。 

２ 原審が申立てを却下したため，債権者らが即時抗告した。抗告審である当裁

判所は，本件原子炉施設が後記の新規制基準に適合するとした原子力規制委員

会（以下「規制委員会」という。）の判断は，本件原子炉施設の地震に対する

安全性につき，佐田岬半島沿岸部には活断層がないものとして「震源が敷地に

極めて近い」場合の地震動評価をする必要はないと判断した点，及び火山事象
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の影響による危険性につき，破局的噴火に至らない程度の最大規模の噴火を考

慮しなかった点において不合理で，その過程に過誤ないし欠落があったといわ

ざるを得ず，また，規制委員会の判断とは別に，債務者において，債権者らが

その生命，身体等に重大な被害を受ける具体的危険が存在しないことにつき，

相当の根拠，資料に基づいて主張・疎明したということもできないとして，被

保全権利の疎明がなされたと判断し，保全の必要性を認め，債権者らに担保を

立てさせることなく，債務者は本案訴訟の第一審判決の言渡しまで本件原子炉

を運転してはならない旨の仮処分決定（以下「原決定」という。）をした。債

務者がこれを不服として本件保全異議を申し立てた。 

第３ 前提事実 

   争いのない事実，並びに後掲疎明資料及び審尋の全趣旨により容易に認めら

れる事実は，以下のとおりである。 

１ 当事者 

⑴ 債権者らは，山口県内の柳井市平郡（平郡島），熊毛郡上関町（祝島）及

び大島郡周防大島町にそれぞれ居住している者であり，債権者らの居住地と

本件発電所との距離は，おおむね三十数ｋｍから四十数ｋｍである。 

⑵ 債務者は，四国４県へ電力供給を行う一般電気事業者であり，本件原子炉

施設を含む発電設備を所有している。 

２ 本件原子炉の概要等 

⑴ 本件原子炉の概要 

  債務者は，佐田岬半島の瀬戸内海側に位置する愛媛県西宇和郡伊方町九町

字コチワキ３番耕地４０番地３所在の本件発電所内に発電用原子炉である本

件原子炉を設置している。本件原子炉は，昭和６１年１１月に建設工事が開

始され，平成６年１２月１５日から営業運転が開始された。（乙２） 

⑵ 原子力発電の仕組み 

  ウラン２３５の原子の中心にある原子核に中性子が当たると，原子核が分
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裂し，その際，熱エネルギーと中性子が発生し，この中性子が別のウラン２

３５の核分裂を生じさせ，連鎖的に核分裂が維持されるようになる（核分裂

の連鎖反応）。原子力発電は，ウラン２３５の核分裂の連鎖反応によって生

じる熱エネルギーを発電に利用するもので，具体的には，原子炉内でウラン

２３５の核分裂の連鎖反応を生じさせて熱エネルギーを発生させ，その熱で

蒸気を発生させてタービンを回転させることにより発電を行うものである。 

（乙３） 

⑶ 安全確保の必要性 

  このように，原子力発電は，核分裂反応によって生じる熱エネルギーを利

用して発電を行うため，発電に伴い放射性物質が発生する。この放射性物質

が原子炉から漏れ出すと，その危険性が顕在化することから，燃料であるウ

ラン２３５等を収納する原子炉容器は，通常運転時の圧力・温度はもとよ

り，原子炉内の圧力・温度が異常上昇した場合にも，地震の際に生じる荷重

にも，十分耐えられる強固な構造でなければならない。（乙３，１４） 

  また，原子炉内の圧力・温度が異常に上昇することがないよう，ウラン２

３５の核分裂の連鎖反応を安定的に持続させる必要があるし，原子炉が停止

した後にも，核分裂生成物の崩壊により発生する熱（崩壊熱）等があるた

め，これらの残留熱を除去する冷却手段を確保する必要がある。そこで，原

子炉を「止める」，「冷やす」，放射性物質を「閉じ込める」という安全上

重要な機能を有する設備を用いて事故防止に係る安全確保対策を講ずること

により，異常発生時においても放射性物質を発電用原子炉施設内に閉じ込

め，放射性物質を環境へ大量に放出する事態を防止することが予定されてい

る。（乙１４） 

⑷ 本件原子炉施設の冷却・電気設備 

ア 原子炉の冷却設備 

  本件原子炉施設においては，核分裂を起こす中性子の数を調整するため
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の制御材として，ホウ素及び制御棒等が用いられているほか，タービンを

回転させた蒸気を水に戻すための復水器を冷やすため，その外部に水（二

次冷却材）を，主給水ポンプを用いて循環させている。 

（乙２，３，１３［８－３－１頁以下，８－５－１３１頁以下］，１４） 

  主給水ポンプが何らかの原因により使えない場合に備えて，タービンを

回転させる蒸気を発生させる蒸気発生器に直接給水して原子炉の冷却を可

能とする補助給水設備が設けられている。補助給水設備には，外部電源が

失われた場合でも，非常用ディーゼル発電機により稼働させることができ

る電動補助給水ポンプと，蒸気発生器で発生する蒸気で稼働し，外部電源

及び非常用ディーゼル発電機からの電力供給が失われた場合に稼働させる

ことを予定しているタービン動補助給水ポンプがある。 

（乙３，１３［８－５－１６１～１７６頁］） 

イ 電気設備 

  本件原子炉施設内の機器を運転するのに必要な電気は，通常運転時にお

いてはタービンの回転により電気が発生する発電機から供給するが，発電

機の起動時及び停止中には外部電源から供給を受ける。発電機が停止し，

かつ，外部電源が喪失した場合に備えて，非常用ディーゼル発電機が設け

られているほか，原子炉の温度，圧力等を監視・制御するために必要な機

器については，発電機，外部電源及び非常用ディーゼル発電機からの電気

の供給が喪失した場合に備え，直流電源設備が設けられている。 

（乙１３［８－１０－１～３９頁］） 

３ 東北地方太平洋沖地震及び福島第一原子力発電所における事故（福島事故）

の状況等 

⑴ 事故の概要 

  平成２３年３月１１日，東北地方太平洋沖地震（Ｍ９．０）が発生した。

福島第一原子力発電所（以下「福島第一原発」という。）の各原子炉のうち
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１号機ないし３号機は運転中，４号機ないし６号機は定期点検中であった

が，東北地方太平洋沖地震による地震動を検知して１号機ないし３号機は直

ちに停止した。その際，地震により外部電源を失ったため，代わりに非常用

ディーゼル発電機が作動して交流動力電源を供給し，原子炉の冷却をしてい

た。 

  ところが，その後襲来した津波によって，非常用ディーゼル発電機が停止

し，同時に原子炉の熱を海に逃すための海水ポンプも破損した。さらに，原

子炉の冷却にかかわる注水，減圧等に必要な直流電源を損傷・喪失した結

果，事故防止に係る安全確保対策による冷却に失敗し，炉心の著しい損傷に

至った。そして，最終的には，原子炉格納容器及び原子炉建屋も破損し，放

射性物質の閉じ込めに失敗したため，大量の放射性物質を外部に放出するこ

ととなった（これらの事象を，以下「福島事故」と総称する。）。 

（乙３，７６，７７） 

⑵ 被害及び避難の状況 

ア 福島事故の影響により，福島第一原発から半径２０ｋｍ圏内は警戒区

域，半径２０ｋｍ以遠で放射線量が年間２０ｍＳｖを超える区域は計画的

避難区域として居住が制限され，政府の避難指示によって避難した住民は

約１５万人に達した。福島第一原発から半径２０ｋｍ圏内にあった病院及

び介護老人保健施設の患者が避難した際，別の病院への移送完了までに死

亡した患者数は４８人，同年３月末までの死亡者数は少なくとも６０人に

上った。 

（甲６２１［３３５～３６５頁］） 

イ 福島事故から約４年３か月が経過した平成２７年６月時点で，福島県全

体の避難者は約１１万２０００人に上り，そのうち避難指示区域からの避

難者は約７万９０００人（平成２６年１０月時点），旧避難指示区域及び

旧緊急時避難準備区域からの避難者は約１万９０００人（平成２７年５月
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時点）であった。その後，平成２９年３月末に自主避難者の避難先住宅の

無償提供が打ち切られ，各市町村が自主避難者の多くを避難者に計上しな

くなったために避難者数が減少したものの，復興庁の把握している東北地

方太平洋沖地震による避難者は，令和２年１１月時点で，全国で約４万３

０００人，福島県で７４５９人である。 

（甲４３，１２２７，１２２８） 

４ 福島事故を踏まえた規制の強化 

⑴ 事故原因の分析 

ア 国会事故調報告書 

  国会に設けられた東京電力福島原子力発電所事故調査委員会は，福島事

故について関係者からのヒアリング，現地の視察，住民とのタウンミーテ

ィング，資料調査などを行い，平成２４年９月３０日，その結果及び提言

を国会事故調報告書にまとめた。同報告書では，福島事故の根源的原因

は，歴代の規制当局と東京電力との関係において，規制する立場とされる

立場が逆転関係となることによる原子力安全についての監視・監督機能の

崩壊が起きた点に求められるとの指摘があり，続いて，福島事故の直接的

原因は，地震及び地震に誘発された津波という自然現象であるが，事故の

主因を津波のみに限定すべきではなく，津波が到達する前に，地震により

小規模なＬＯＣＡ（小さな配管破断などの小破口冷却材喪失事故）が生じ

ていた可能性などがあり，安全上重要な機器の地震による損傷はないとは

確定的にはいえない，未解明な部分が残っているので，引き続き事故原因

の解明が必要であると結論づけた。 

（甲６２１［８～９，１２～１３頁］） 

イ 政府事故調査報告書 

  政府の「東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会」

は，福島事故の原因について一定の結論を示すとともに，その最終報告に
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おいて，「原子力安全規制機関は，原子力安全関連の意思決定を実効的に

独立して行うことができ，意思決定に不当な影響を及ぼす可能性のある組

織から機能面で分離されていなければならない。これは，ＩＡＥＡの基本

安全原則も強調するところである。新たな原子力安全規制機関は，このよ

うな独立性と透明性を確保することが必要である。」との提言を行った。 

（甲２１２） 

⑵ 原子力関連法規の制定及び改正 

ア 上記⑴イの提言を受けて，福島事故を契機に明らかとなった原子力の研

究，開発及び利用に関する政策に係る縦割り行政の弊害を除去するととも

に，一つの行政組織が原子力の研究，開発及び利用の推進及び規制の両方

の機能を担うことにより生ずる問題を解消するため，平成２４年６月２０

日，原子力規制委員会設置法（以下「設置法」という。）が成立し，同法

２条により規制委員会が，国家行政組織法３条２項に基づく，いわゆる３

条委員会として設置されるとともに，設置法附則１３条により，それまで

原子力の安全の確保に関する事項について企画し，審議し，及び決定する

ことを任務としていた原子力安全委員会は廃止された。 

  設置法は，原子力利用における安全確保について，「事故の発生を常に

想定し，その防止に最善かつ最大の努力をしなければならないという認識

に立って，確立された国際的な基準を踏まえて原子力利用における安全の

確保を図る」と規定し（同法１条），規制委員会は，原子炉に関する規制

をはじめ原子力利用における安全の確保を図るために必要な施策の策定・

実施を一元的に司り（同法１条及び４条），その運営にあたっては，情報

の公開を徹底する（同法２５条）こととされた。 

  また，規制委員会が平成２５年１月９日に作成した規制委員会の組織理

念において，「原子力規制委員会は，・・・原子力の安全管理を立て直

し，真の安全文化を確立すべく，設置された。原子力にかかわる者
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は・・・常に世界最高水準の安全を目指さなければならない」とされた。 

（乙７８） 

イ 設置法附則１２条，１５条～１８条により，原子力基本法及び核原料物

質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（以下「原子炉等規制法」

という。）の改正が行われた。 

  この改正により，原子炉等規制法は，同法１条に，「原子力施設におい

て重大な事故が生じた場合に放射性物質が異常な水準で当該原子力施設を

設置する工場又は事業所の外へ放出されることその他の核原料物質，核燃

料物質及び原子炉による災害を防止し」，「原子炉の設置及び運転等に関

し，大規模な自然災害及びテロリズムその他の犯罪行為の発生も想定した

必要な規制を行う」等の文言が明記された。また，規制委員会が，設置許

可基準に係る規則を定めること（同法４３条の３の６第１項４号），当該

基準に適合していない場合には，発電用原子炉の設置者に対して，使用停

止等の処分を行うことができる旨規定すること（同法４３条の３の２３第

１項。いわゆるバックフィット制度），４０年の運転期間の制限の原則を

設けること（同法４３条の３の３２）などの改正が行われた。 

  なお，これら原子炉等規制法の改正については，設置法附則により経過

措置が設けられており，例えば，従前の国の機関が改正原子炉等規制法の

施行前にした許可，認可その他の処分又は通知その他の行為は，施行後

は，設置法による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて，相当の

国の機関がした許可，認可その他の処分又は通知その他の行為とみなすと

されている。 

  この改正により，原子力基本法は，原子力利用の基本方針の柱とされて

いる「安全の確保」（同法２条１項）について，「確立された国際的な基

準を踏まえ，国民の生命，健康及び財産の保護，環境の保全並びに我が国

の安全保障に資することを目的として，行うものとする。」（同法２条２
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項）との条項が追加されたが，「原子力の研究，開発及び利用を推進する

ことによって，将来におけるエネルギー資源を確保し，学術の進歩と産業

の振興とを図り，もって人類社会の福祉と国民生活の水準向上とに寄与す

る」という同法の目的（同法１条）には変更が加えられていない。 

ウ なお，原子炉等規制法は，発電用原子炉に係る規制の枠組みについて，

次のとおり定めている（これらの規制の枠組みについては，上記イの改正

前後を通じて特に変更はない。）。 

 発電用原子炉を設置しようとする者は，まず，①規制委員会の原子炉

設置許可を受けることを要する（同法４３条の３の５及び４３条の３の

６）。 

 次に，工事に着手するためには，②工事の計画について規制委員会の

認可を受けなければならない（同法４３条の３の９）。 

 発電用原子炉の運転を開始するためには，③規制委員会の使用前検査

を受け，これに合格しなければならないほか（同法４３条の３の１

１），④保安規定を定め，規制委員会の認可を受けなければならない

（同法４３条の３の２４）。 

 運転開始後においても，⑤一定の時期ごとに，規制委員会が行う施設

定期検査を受けなければならない（同法４３条の３の１５）。 

 発電用原子炉設置許可を受けた者が，原子炉等規制法４３条の３の５

第２項２号から５号まで又は８号から１０号までに掲げる事項を変更し

ようとするときは，⑥規制委員会の設置変更許可（同法４３条の３の

８）を受けた上，必要により，工事計画認可，使用前検査及び保安規定

変更認可を受けなければならない（同法４３条の３の９，４３条の３の

１１及び４３条の３の２４）。 

⑶ 新規制基準の制定経緯 

ア 原子力安全委員会及び原子力安全・保安院による検討 
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  福島事故を受けて，原子力安全委員会及び原子力安全・保安院におい

て，事故防止対策，重大事故等対策並びに地震及び津波の３分野に分けて

次のとおり検討が行われた。 

（乙１１５・４５０［４５～５１頁］） 

 事故防止対策について 

  原子力安全委員会では，「原子力安全基準・指針専門部会」の下に設

置された「安全設計審査指針等検討小委員会」において，平成２３年７

月１５日から平成２４年３月１５日までの間，計１３回にわたり，安全

規制に関する検討が行われた。中心的に検討されたのは，全交流動力電

源喪失対策及び最終的な熱の逃がし場である最終ヒートシンク喪失対策

についてであり，深層防護の考え方を安全確保の基本と位置付け，アメ

リカの規制動向や諸外国における事例が参照された。 

  また，原子力安全・保安院は，事故の発生及び事故の進展について，

当時までに判明している事実関係を基に，工学的な観点からの整理・分

析に基づき，技術的知見を体系的に抽出し，主に設備・手順に係る必要

な対策の方向性を検討し，併せて「東京電力株式会社福島第一原子力発

電所事故の技術的知見に関する意見聴取会」を設置して，平成２３年１

０月２４日から平成２４年２月８日まで計８回にわたり原子力安全・保

安院の分析や考え方に対する専門家の意見を聴きながら，検討を進め

た。そして，「東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の技術的知

見について（平成２４年３月原子力安全・保安院）」において，今後の

規制に反映すべきと考えられる事項（３０項目）を取りまとめた。 

 重大事故等対策について 

  原子力安全委員会においては，平成４年５月に決定した「発電用軽水

型原子炉施設におけるシビアアクシデント対策としてのアクシデントマ

ネージメントについて」において，原子炉設置者が効果的なアクシデン
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トマネージメントの自主的整備と万一の場合にこれを的確に実施できる

ようにすることが強く奨励されていたにもかかわらず，福島事故が発生

したことなどを踏まえ，平成２３年１０月に「発電用軽水型原子炉施設

におけるシビアアクシデント対策について」を決定し，上記の平成４年

５月の原子力安全委員会決定を廃止するとともに，シビアアクシデント

の発生防止，影響緩和に対して，規制上の要求や確認対象の範囲を拡大

することを含めて安全確保対策を強化すべきとし，その具体的な方策及

び施策にについて，原子力安全・保安院において検討するよう求めた。 

  原子力安全・保安院においては，平成２４年２月から同年８月にかけ

て，「発電用軽水型原子炉施設におけるシビアアクシデント対策規制の

基本的考え方に係る意見聴取会」を７回開催し，専門家や原子炉設置者

からの意見を聴取するとともに，原子力安全・保安院及び関係機関がこ

れまでに検討していたシビアアクシデントに関する知見，海外の規制情

報，福島事故の技術的知見などを踏まえて，技術面でのシビアアクシデ

ント対策の基本的考え方を検討・整理し，「発電用軽水型原子炉施設に

おけるシビアアクシデント対策規制の基本的考え方について（現時点で

の検討状況）」を報告書として取りまとめた。 

  もっとも，同報告書は検討過程としての側面を有しており，用語や概

念の厳密な整理にはまだ完全ではない点が残っていたため，シビアアク

シデント対策規制については，今後，新たに設置される規制委員会にお

いて検討が進められることとなった。 

 地震及び津波について 

  原子力安全委員会は，福島事故より前の平成１８年，当時の地質学，

地形学，地震学，地盤工学，建築工学，機械工学等の専門家らの検討に

基づき耐震設計審査指針を改訂したが，福島事故を受けて，上記改訂後

に蓄積された知見，平成２３年３月１１日以降に発生した地震及び津波
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に係る知見並びに福島事故の教訓を踏まえ，地震及び津波に対する安全

確保策について検討することとし，専門的な審議を行うため，原子力安

全基準・指針専門部会に地震・津波関連指針等検討小委員会（以下「地

震等検討小委員会」という。）を設置した。 

  地震等検討小委員会は，平成２３年７月１２日から平成２４年２月２

９日までの間，計１４回の会合を開催し，東北地方太平洋沖地震及びこ

れに伴う津波の分析，これらに係る知見並びに福島事故の教訓を整理

し，また，改訂耐震設計審査指針を踏まえた耐震安全性の確認（いわゆ

る耐震バックチェック）によって得られた経験及び知見を整理した。更

に，地震本部，中央防災会議等における東北地方太平洋沖地震及びこれ

に伴う津波についての検討結果に加えて，土木学会における検討状況，

世界の津波の事例及びＩＡＥＡやアメリカの規制委員会等の規制状況，

福島事故に関連した調査報告書も踏まえて検討を行った。 

  以上の検討を踏まえ，地震等検討小委員会は，平成２４年３月１４日

付けで津波防護設計の基本的な考え方や津波対策を検討する基礎となる

基準津波の策定を義務付けるべき旨を盛り込んだ「発電用原子炉施設に

関する耐震設計審査指針及び関連の指針類に反映させるべき事項につい

て（とりまとめ）」を取りまとめた。 

  また，原子力安全・保安院は，原子力安全委員会から東北地方太平洋

沖地震等の知見を反映して耐震安全性に影響を与える地震に関して評価

を行うよう求められたことを受け，平成２３年９月，事業者から報告さ

れた東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う津波による原子力発電所への

影響などの評価結果について，学識経験者の意見を踏まえた検討を行う

ことなどにより，地震・津波による原子力発電所への影響に関して的確

な評価を行うため，「地震・津波の解析結果の評価に関する意見聴取

会」（第２回から「地震・津波に関する意見聴取会」と改称）及び「建
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築物・構造に関する意見聴取会」を設置し，審議を行った。 

  そして，これらの意見聴取会において，それぞれ報告書が取りまとめ

られ，平成２４年２月，原子力安全委員会に報告された。 

イ 規制委員会における検討 

 検討チームの設置 

  規制委員会は，重大事故等対策，地震及び津波以外の自然現象への対

策に関する設計基準に加え，これまで原子炉設置許可の基準として用い

られてきた原子力安全委員会が策定した安全設計審査指針等の内容を見

直した上で，規制委員会が定めるべき基準を検討するため，更田豊志委

員長（当時は委員）を中心とする「発電用軽水型原子炉の新規制基準に

関する検討チーム」（以下「原子炉施設等基準検討チーム」とい

う。），自然現象に対する設計基準のうち，地震及び津波対策について

は，規制委員会の前身である原子力安全委員会に設置された地震等検討

小委員会の検討も踏まえた上で，規制委員会が定めるべき基準を検討す

るため，島崎邦彦委員長代理（当時。以下「島崎委員長代理」とい

う。）を中心とする「発電用軽水型原子炉施設の地震・津波に関わる規

制基準に関する検討チーム」（以下「地震等基準検討チーム」とい

う。）などを設け，上記各チームにおいて，福島事故の直後から原子力

安全委員会や原子力安全・保安院で行われてきた事故原因や安全対策等

に関する検討を引き継ぐ形で新規制基準の検討が行われた。 

  各チームの会合には，規制委員会担当委員，従来から原子力規制行政

に携わってきた原子力規制庁（以下「規制庁」という。）及び旧独立行

政法人原子力安全基盤機構の職員らが参加したほか，次のとおり，関係

分野の学識経験者についても中立性を確保しつつ有識者として同席を求

め，専門技術的知見に基づく意見等を集約する形で規制基準の見直しが

行われた。 
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（乙１１５・４５０［５１～５２頁］） 

 原子炉施設等基準検討チームにおける検討 

  原子炉施設等基準検討チームにおける検討は，規制委員会の委員で，

原子力安全委員会における安全設計審査指針の見直しを検討していた安

全設計指針等検討小委員会の構成員でもあった更田豊志委員（後の規制

委員会委員長。以下「更田委員長」という。）を中心として行われ，中

立的な立場から複数の外部専門家を関与させるため，シビアアクシデン

ト解析等，関係分野の専門技術的知見を有する学識経験者４名も同チー

ムに参加した。また，独立行政法人（現在は国立研究開発法人）日本原

子力研究開発機構安全研究センターにおいて研究主席の地位にある者に

ついても（これらの者は，安全設計指針等検討小委員会の構成委員でも

あった。），電気事業者等との関係での中立性の確認が行われた上で，

同チームに参加した。 

  原子炉施設等基準検討チームにおいては，平成２４年１０月２５日か

ら平成２５年６月３日までの間，原子炉施設の新規制基準（地震及び津

波対策を除く。）策定のため，学識経験者らの参加の下，計２３回の会

合が開催され，福島事故の教訓（共通要因による複数の安全機能の同時

喪失等）を踏まえ，設計基準事象に対応するための対策の強化を図る観

点から，原子力安全委員会が策定した安全設計審査指針等の内容を見直

した上で規則化等を検討することとされた。検討に当たっては，ＩＡＥ

Ａ安全基準や欧米の規制状況等の海外の知見も勘案された。 

  また，平成２４年６月２７日に改正された原子炉等規制法が，重大事

故等対策を新たに規制対象としたことを踏まえ，原子炉施設等基準検討

チームにおいては，重大事故等対策について重点的な検討を行うことと

し，福島事故の教訓及び海外における規制等を勘案し，仮に，事故防止

に係る安全確保対策を講じたにもかかわらず複数の安全機能の喪失など
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の事象が万一発生したとしても，炉心損傷に至らせないための対策とし

て，重大事故の発生防止対策，さらに重大事故が発生した場合の拡大防

止対策など，重大事故等対策に関する設備に係る要求事項及び重大事故

等対策の有効性評価の考え方等について検討された。 

  そして，原子炉施設等基準検討チームは，検討結果を踏まえ，新規制

基準の骨子案を作成し，これらについて，規制委員会が平成２５年２月

に（行政手続法に基づくものではない任意の）パブリックコメントを行

った結果も踏まえ，基準案を取りまとめた。 

（乙１１５・４５０［５２～５４頁］） 

 地震等基準検討チームにおける検討 

  地震等基準検討チームにおける検討は，島崎委員長代理を中心として

行われ，原子力安全委員会における耐震設計審査指針等の報告書の検討

に参画した有識者のほか，東北地方太平洋沖地震以降，耐震関係の様々

な見直しの場に参画し，基準の策定に貢献した有識者らの中から地震，

津波及び地盤等の各種専門分野の専門技術的知見を有する学識経験者６

名が，検討内容に応じて，地形学，地震，津波及び建築に関する学識経

験者としてチームに参加した。 

  地震等基準検討チームにおいては，平成２４年１１月１９日から平成

２５年６月６日までの間，発電用軽水型原子炉施設の地震・津波に関わ

る新規制基準策定のため，学識経験者らの参加の下，計１３回の会合が

開催された。 

  地震等基準検討チームは，原子力安全委員会の下で地震等検討小委員

会が取りまとめた改訂耐震設計審査指針等の改訂案のうち，地震及び津

波に関わる安全設計方針として求められている各要件については，新た

に策定する基準においても重要な構成要素となるものと評価するととも

に，基準の骨子案を策定するにあたっては，上記改訂案の安全設計方針
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の各要件について改めて分類・整理し，必要な見直しを行った上で基準

の骨子案の構成要素とする方針を示した。そして，上記検討方針に基づ

き，地震及び津波について，ＩＡＥＡ安全基準，アメリカ，フランス及

びドイツの各規制内容のほか，福島事故を踏まえた国会及び政府等の事

故調査委員会の主な指摘事項のうち耐震関係基準の内容に関するものを

整理し，これらと改訂耐震設計審査指針とを比較した上で，国や地域等

の特性に配慮しつつ，我が国の規制として適切な内容を検討した。 

  また，地震等基準検討チームは，発電用原子炉施設における安全対策

への取組の実態を確認するため，電気事業者に対するヒアリングを実施

するとともに，東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う津波を受けた東北

電力株式会社女川原子力発電所の現地調査を実施し，これらの結果も踏

まえ，安全審査の高度化を図るべき事項についての検討を進めた。 

  そして，地震等基準検討チームは，検討結果を踏まえ，地震・津波に

関する新規制基準の骨子案を作成し，これについて，規制委員会が平成

２５年２月に（行政手続法に基づくものではない任意の）パブリックコ

メントを行った結果も踏まえ，基準案を取りまとめた。 

（乙１１５・４５０［５４～５６頁］） 

⑷ 新規制基準の制定 

  規制委員会は，基準案に対し，行政手続法に基づいて平成２５年４月１１

日から１か月間の意見公募手続を行い，その上で，設置許可基準規則等の規

則及び当該規則の解釈を策定するとともに，発電用原子炉の設置許可に係る

基準適合性審査で用いる各種審査ガイドを策定した。そして，このようにし

て制定された新規制基準（なお，「新規制基準」は，規制委員会規則，告示

及び内規等の総称であって，法令上の用語ではなく，行政実務上の通称であ

る。）は同年７月８日に施行された。 

（乙１１５［５６頁］，１４７，４５０［５６頁］） 
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５ 新規制基準の概要 

⑴ 新規制基準の基本構造 

  原子炉設置許可（前記①）については，原子炉等規制法４３条の３の６第

１項各号に適合することが求められるところ（なお，原子炉設置変更許可

（前記⑥）についても，原子炉等規制法４３条の３の８第２項において同条

の規定が準用されている。），同項４号において，「発電用原子炉施設の位

置，構造及び設備が核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又

は発電用原子炉による災害の防止上支障がないものとして規制委員会規則で

定める基準に適合するものであること」と規定されている。この「原子力規

制委員会規則」として，実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及

び設備の基準に関する規則（以下「設置許可基準規則」という。）が定めら

れ，その解釈として，「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及

び設備の基準に関する規則の解釈」（以下「設置許可基準規則解釈」とい

う。）（甲８３０，乙６５）が定められている。 

  次に，工事計画の認可（前記②）については，原子炉等規制法４３条の３

の９第３項各号に適合することが求められるところ，同項２号において，

「発電用原子炉施設が第４３条の３の１４の技術上の基準に適合するもので

あること」が工事計画認可の要件の一つとされている。この「技術上の基

準」として，「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規

則」（以下「技術基準規則」という。）が定められており，その解釈とし

て，「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈」

（以下「技術基準規則解釈」という。）（乙８０）が定められている。 

  また，使用前検査（上記③）については，原子炉等規制法４３条の３の１

１第２項各号に適合することが求められるところ，同項２号において，「第

４３条の３の１４の技術上の基準に適合するものであること」が使用前検査

の合格要件の一つとされている。この「技術上の基準」として，技術基準規
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則が定められており，その解釈として，技術基準規則解釈が定められてい

る。 

⑵ 地震に関する新規制基準の概要 

ア 設置許可基準規則４条３項は，「耐震重要施設は，その供用中に当該耐

震重要施設に大きな影響を及ぼすおそれがある地震による加速度によって

作用する地震力（以下「基準地震動による地震力」という。）に対して安

全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない」と規定する。 

  設置許可基準規則解釈別記２は，設置許可基準規則４条に関する規制委

員会の解釈を示すものであり，基準地震動については，「最新の科学的・

技術的知見を踏まえ，敷地及び敷地周辺の地質・地質構造，地盤構造並び

に地震活動性等の地震学及び地震工学的見地から想定することが適切なも

の」であり（設置許可基準規則解釈別記２の４条５項柱書），「敷地ごと

に震源を特定して策定する地震動」及び「震源を特定せず策定する地震

動」について，それぞれ敷地の解放基盤表面における水平方向及び鉛直方

向の地震動として策定するものとされている（設置許可基準規則解釈別記

２の４条５項１号，乙１１７）。 

  また，規制委員会は，発電用軽水型原子炉施設の設置許可段階の耐震設

計方針に関わる審査において，審査官等が設置許可基準規則，設置許可基

準規則解釈の趣旨を十分踏まえ，基準地震動の妥当性を厳格に確認するた

めに活用する目的で，「基準地震動及び耐震設計審査方針に係る審査ガイ

ド」（以下「地震ガイド」という。）（甲７８３，乙４３）を策定した。 

  なお，地震そのものの規模を表す指標として「マグニチュード」が用い

られるのに対し，地震動を表す指標としては，「震度」又は「加速度」が

用いられる。マグニチュードは一つの地震について一つ定まるのに対し，

震度又は加速度は観測地点によって異なる。「気象庁マグニチュード

（Ｍ）」とは地震計で観測される波の振幅から計算したマグニチュードで
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あり，「モーメントマグニチュード（Ｍｗ）」とは岩盤のずれの規模を基

にして計算したマグニチュードである。「加速度」とは，地震によって地

盤が震動する速度の単位時間当たりの変化の割合であり，その単位はガル

（ｃｍ／ｓ２）である。 

イ 敷地ごとに震源を特定して策定する地震動について 

 設置許可基準規則解釈別記２の概要 

  「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」は，敷地周辺における

地震発生状況，活断層の性質等を考慮し，地震発生様式（内陸地殻内地

震，プレート間地震及び海洋プレート内地震）による地震の分類を行っ

た上で，敷地に大きな影響を与えると予想される地震（検討用地震）を

選定し，選定した検討用地震ごとに，地域特性を踏まえた不確かさを適

切に考慮し，「応答スペクトルに基づく地震動評価」及び「断層モデル

を用いた手法による地震動評価」の双方を行い，この結果に基づき策定

するものである（設置許可基準規則解釈別記２の４条５項２号）。 

 地震発生様式の分類 

  地震とは，大地に揺れをもたらす源（地下の岩盤破壊）をいい，地震

動とは，地震によってもたらされる大地の揺れをいう。日本列島の周辺

には陸のプレートであるユーラシアプレート及び北米プレート，海のプ

レートである太平洋プレート及びフィリピン海プレートの４枚のプレー

トがぶつかり合っており，日本列島の太平洋側の日本海溝や南海トラフ

などでは，海のプレートが陸のプレートの下に沈み込み，陸のプレート

が常に内側に引きずり込まれていることから，プレート境界付近や陸の

岩盤には大きな力が加わっている。この力により岩盤が変形し，また，

岩盤の中にひずみが蓄えられていくが，このひずみがある限界を超える

と，ある弱い面（断層面）を境にして岩盤が破壊され，断層面に沿って

その両側の岩盤がすべってずれ動く現象（断層運動）が生じて，地震が
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発生する。                     （乙５７８） 

  なお，地震動を生じさせる断層を震源断層というのに対し，震源断層

の活動によって地表（又は地下の浅い部分）に現れる変位・変形を地表

地震断層という。地表地震断層のうち，比較的新しい時代に活動し，今

後も活動することが推定されるものを活断層という。 

（乙２０，５７８） 

  地震の発生様式は次の３種類に大別されるところ，設置許可基準規則

解釈別記２の４条５項２号①は，敷地周辺における地震発生状況，活断

層の分布状況等を考慮して，上記発生様式等による地震の分類を行った

上で，敷地に大きな影響を与えると予想される地震（検討用地震）を複

数選定することを求めている。        （乙１１７，５７８） 

ａ 「内陸地殻内地震」とは，陸のプレートの上部地殻地震発生層に生

じる地震をいい，海岸のやや沖合で起こるものを含む（設置許可基準

規則解釈別記２の４条５項２号）が，プレートの境界だけでは解消で

きなかったわずかなひずみが長年にわたって蓄積され，その蓄積され

たひずみを解消する際に陸のプレートを構成する岩盤中で断層運動が

生じて発生するものをいう。本件発電所の前面海域に位置する中央構

造線断層帯において想定される地震は，内陸地殻内地震に分類され

る。（乙１１７，５７８） 

  上記「中央構造線断層帯」とは，和歌山県西部から四国を横断する

長さ約５００ｋｍの区間において，中央構造線の極近傍に併走する活

断層群をいい，「中央構造線」（地質境界としての中央構造線と呼ば

れることがあり，ＭＴＬと表記されることがある。）とは，西南日本

から関東地方まで１０００ｋｍにわたって連続する断層で，三波川帯

と領家帯との境界部に形成されているところ，西南日本横断地殻構造

探査によって，北に約４０度傾斜し地殻全体を断ち切っていることが
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明らかになっている。 

（甲９７２［６～７頁］，９７３［１，２６頁］，乙３４３［１，２

６頁］） 

  なお，設置許可基準規則解釈別記２の４条５項２号②は，内陸地殻

内地震について，震源として考慮する活断層の評価に当たっては，調

査地域の地形・地質条件に応じ，既存文献の調査，変動地形学的調

査，地質調査，地球物理学的調査等の特性を活かし，これらを適切に

組み合わせた調査を実施した上で，その結果を総合的に評価し活断層

の位置・形状・活動性等を明らかにすることと，震源モデルの形状及

び震源特性パラメータ等の評価の当たっては，孤立した短い活断層の

扱いに留意するとともに，複数の活断層の連動を考慮することを求め

ている。                     （乙１１７） 

ｂ 「プレート間地震」とは，相接する二つのプレートの境界面で発生

する地震をいう（設置許可基準規則解釈別記２の４条５項２号）。プ

レート間地震は，年間数ｃｍという海のプレートの動きをそのまま反

映するため，内陸地殻内地震に比べて比較的短い時間（１００～１５

０年間隔）で繰り返されている。南海トラフの巨大地震や東北地方太

平洋沖地震がこれに分類される。  （乙１１７，１８６，５７８） 

ｃ 「海洋プレート内地震」とは，沈み込む（沈み込んだ）海洋プレー

ト内部で発生する地震をいい，海溝軸付近又はそのやや沖合で発生す

る「沈み込む海洋プレート内の地震」又は海溝軸付近から陸側で発生

する「沈み込んだ海洋プレート内の地震（スラブ内地震）」の２種類

に分けられる（設置許可基準規則解釈別記２の４条５項２号）。 

（乙１１７） 

 地震動評価の方法 

  特定の地点における地震動を想定するには，まず，地震の地域特性を
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十分に把握する必要がある。地震の地域特性には，震源から放出される

地震波の性質が，断層の大きさ，断層面の破壊の仕方等によって決まる

という「震源特性」，震源から放出された地震波が，震源からの距離と

ともにその振幅を減じながら地下の岩盤中を伝播していく際の伝播の仕

方等を指す「伝播特性」，地震波が，硬い地盤から軟らかい地盤に伝わ

る際に振幅が大きくなる性質を持っているため，軟らかい地盤上の地点

では，岩盤上の地点に比べて大きな揺れ（地震動）をもたらす性質であ

る「増幅特性」の三つがある。            （乙５７８） 

  次に，建物等の構造物の耐震設計を行うに当たっては，ある地震動が

構造物にどのような揺れをもたらすのかを把握することが重要である。

そのための簡便な方法として一般的に利用されているのが，ある地震動

について，その固有周期ごとに加速度の最大値（応答加速度）を記録し

た図である「応答スペクトル」である。また，原子力発電所のような重

要構造物については，コンピュータを用いて，現実の揺れと同じような

時々刻々と変化する揺れを表した「時刻歴波形」を用いた解析も行うこ

ととされている。         （甲７６６，乙５７７，５７８） 

  応答スペクトル及び時刻歴波形を作成する方法としては，以下の「応

答スペクトルに基づく地震動評価」と「断層モデルを用いた手法による

地震動評価」の二つがあり，設置許可基準規則解釈別記２及び地震ガイ

ドは，これら二つの方法に基づいて基準地震動を作成することを求めて

いる。また，設置許可基準規則解釈別記２の４条５項⑦は，検討用地震

の選定や基準地震動の策定に当たって行う調査や評価は，最新の科学

的・技術的知見を踏まえること，既往の資料等について，それらの充足

度及び精度に対する十分な考慮を行い，参照すること，既往の資料と異

なる見解を採用した場合及び既往の評価と異なる結果を得た場合には，

その根拠を明示することを求めている。     （乙４３，１１７） 
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ａ 応答スペクトルに基づく地震動評価 

  選定された検討用地震につき，距離減衰式に基づいて応答スペクト

ルを先に作成してから，対応する模擬地震波（時刻歴波形）を算定す

る地震動評価の方法である。 

（乙１１５・４５０［２５１～２５３，２６６～２６７頁］） 

  一般に，地震動は，地震の発生場所から遠くなればなるほど小さく

なる性質を有する（距離減衰）ところ，この現象を，過去に発生した

数多くの実際の地震のデータを回帰分析し，地震動の大きさと地震の

規模，震源からの距離等との関係を関数で表したものを距離減衰式と

いう。            （乙１１５・４５０［２５１頁］） 

ｂ 断層モデルを用いた手法による地震動評価 

 断層モデルを用いた手法による地震動評価とは，選定された検討

用地震につき，震源断層面をモデル化した上で，コンピュータを用

いたシミュレーション計算により時刻歴波形を先に算定し，これに

対応する応答スペクトルを作成する地震動評価の方法である。これ

は，１９９５年兵庫県南部地震以降に強震観測網が急速に整備さ

れ，多くの強震観測記録が得られるようになったことを踏まえて発

達してきた新しい手法であり，平成１８年９月に改訂された耐震設

計審査指針以降，その実施が求められるようになった。 

（乙２６，１１５［２５４～２６３，２６６～２６７頁］，１４９，

４５０［２５４～２６３，２６６～２６７頁］，５７８） 

⒝ 上記強震観測記録を用いた震源断層の特性を推定する研究を通し

て，強震動予測に重要な要素は，地震の規模や震源断層の位置・形

状等を表す巨視的震源特性と，震源断層内のアスペリティ（震源断

層面上でずれの大きな領域）の分布とそこでの応力降下量（震源断

層が破壊すると，そこに蓄えられていたエネルギーが解放されるた
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め，岩盤中の応力（外力に対して物体内部に生じる抵抗力）が下が

る。この断層破壊直前の応力と直後の応力の差を応力降下量とい

う。）等，震源断層の破壊の不均質性を示す微視的震源特性の二つ

の震源特性に加え，特に震源域での強震動にとって重要なのは破壊

の伝播特性であることが分かってきた。 

  そこで，地震調査研究推進本部（以下「地震本部」という。）

は，これらの震源特性をある程度単純なモデルに置換し，強振動を

計算するための「特性化震源モデル」を策定し，これをもとに，

「誰がやっても同じ答えが得られる標準的な方法論」として，「震

源断層を特定した地震の強震動予測手法（レシピ）」(以下「強震

動予測レシピ」という。）を作成した。 

  そして，地震ガイドは，断層モデルを用いた手法による地震動評

価を行うに当たり，震源断層の長さ，地震発生層の上端深さ・下端

深さ，断層傾斜角，アスペリティの位置・大きさ，応力降下量，破

壊開始点等の震源断層のパラメータについて，強震動予測レシピ等

の最新の研究成果を考慮して設定することを求めている。 

（甲７８３，乙４３，１１５［２５４～２６３頁］，１４９，４５

０［２５４～２６３頁］，５７８） 

⒞ 次に，震源断層面の各マス目から放出される小地震波を設定し，

上記⒝の震源断層のパラメータを踏まえて，震源断層面と評価地点

との関係をモデル化した上で，震源断層面において地震が発生した

場合の評価地点におけるシミュレーション計算を行い，評価地点に

おける時刻歴波形を導き出すのであるが，上記小地震波を設定する

方法（グリーン関数）には，評価対象となる震源断層付近で発生し

た地震波（評価地点における実地震の観測記録）を用いる経験的グ

リーン関数法と，多くの地震波を統計処理した地震波（人工的に作
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成した地震波）を用いる統計的グリーン関数法とに大別される。ま

た，短周期帯の評価に適している経験的グリーン関数法又は統計的

グリーン関数法により計算した地震動と，長周期帯の評価に適して

いる理論的手法（断層のずれ方や，震源断層から地震波が評価地点

まで伝播する経路上の地盤構造を詳細にモデル化して，理論的に揺

れを計算する方法）により計算した地震動を組み合わせて広い周期

帯で精度よく地震動を評価する手法をハイブリッド合成法という。 

（乙１４９，審尋の全趣旨） 

⒟ 上記⒝のとおり，断層モデルを用いた手法による地震動評価で

は，応答スぺクトルに基づく地震動評価よりも多くのパラメータを

設定する必要があるところ，設置許可基準規則解釈別記２の４条５

項２号⑤は，上記⒝の各パラメータに関する不確かさや，これらに

関する考え方及び解釈の違いによる不確かさについて，敷地におけ

る地震動評価に大きな影響を与えると考えられる支配的なパラメー

タについて分析した上で，必要に応じて不確かさを組み合わせるな

ど適切な手法を用いて考慮することを求めている。 

  また，同号⑥は，内陸地殻内地震について選定した検討用地震の

うち，震源が敷地に極めて近い場合は，地表に変位を伴う断層全体

を考慮した上で，震源モデルの形状及び位置の妥当性，敷地及びそ

こに設置する施設との位置関係，並びに震源特性パラメータの設定

の妥当性について詳細に検討するとともに，これらの検討結果を踏

まえた評価手法の適用性に留意の上，同号⑤の各種の不確かさが地

震動評価に与える影響をより詳細に評価し，震源の極近傍での地震

動の特徴に係る最新の科学的・技術的知見を踏まえた上で，更に十

分な余裕を考慮して基準地震動を策定することを求めている。 

（乙１１７） 
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ウ 「震源を特定せず策定する地震動」は，敷地周辺の状況等を十分考慮し

た詳細な調査を実施しても，なお敷地近傍において発生する可能性のある

内陸地殻内地震の全てを事前に評価し得るとは言い切れないとの観点か

ら，震源と活断層を関連付けることが困難な過去の内陸地殻内地震につい

て得られた震源近傍における観測記録に基づき策定するものである（設置

許可基準規則解釈別記２の４条５項３号）。 

  地震ガイドは，「震源を特定せず策定する地震動」の策定に当たって

は，「地表地震断層が出現しない可能性がある地震」及び「事前に活断層

の存在が指摘されていなかった地域において発生し，地表付近に一部の痕

跡が確認された地震」を踏まえて，検討用地震を選定することとし，ま

た，観測記録の収集対象となる内陸地殻内地震の例として，１９９６年以

降に発生した１６地震を挙げる。この中には，２００８年岩手・宮城内陸

地震，２０００年鳥取県西部地震，２００４年北海道留萌支庁南部地震な

どが含まれている。              （甲７８３，乙４３） 

⑶ 火山活動に関する新規制基準の概要 

ア 設置許可基準規則 

  設置許可基準規則６条は，外部からの衝撃による損傷の防止として，

「安全施設は，想定される自然現象が発生した場合においても安全機能を

損なわないものでなければならない。」と定めており，この「自然現象」

の中には，火山の影響も含まれる（設置許可基準規則解釈６条２項）。 

イ 旧火山ガイド 

  規制委員会は，平成２５年６月１９日，新規制基準が求める火山の影響

により原子炉施設の安全性を損なうことのない設計であることの評価方法

の一例を示すとともに，火山影響評価の妥当性を審査官が判断する際の参

考とするため，原子力発電所の火山影響評価ガイド（以下「旧火山ガイ

ド」という。）を作成した。その内容は，次のとおりであった。 
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（甲９６６，乙３２２） 

 火山影響評価の流れ 

  火山影響評価は，立地評価と影響評価の２段階で行う。 

  立地評価では，まず原子力発電所に影響を及ぼし得る火山の抽出を行

い，影響を及ぼし得る火山が抽出された場合には，抽出された火山の火

山活動に関する個別評価を行う。すなわち，設計対応不可能な火山事象

が原子力発電所の運用期間中（原子力発電所に核燃料物質が存在する期

間中）に影響を及ぼす可能性の評価を行う。 

  影響を及ぼす可能性が十分小さいと評価された場合は，火山活動のモ

ニタリングと火山活動の兆候把握時の対応を適切に行うことを条件とし

て，個々の火山事象に対する影響評価を行う。一方，設計対応不可能な

火山事象が原子力発電所運用期間中に影響を及ぼす可能性が十分小さい

と評価されない場合は，原子力発電所の立地は不適とされる。 

  影響評価では，個々の火山事象への設計対応及び運転対応の妥当性に

ついて評価を行う。 

 原子力発電所に影響を及ぼし得る火山の抽出 

  原子力発電所の地理的領域（原子力発電所から半径１６０ｋｍの領

域）に対して，文献調査等で第四紀（２５８万年前から現在までの期

間）に活動した火山を抽出する。第四紀に活動した火山について，①文

献調査，②地形・地質調査及び火山学的調査を行い，完新世（１万１７

００年前から現在までの期間）に活動を行った火山は，将来活動の可能

性のある火山とする。完新世に活動を行っていない火山は，上記①及び

②の調査結果を基に，当該火山の第四紀の噴火時期，噴火規模，活動の

休止期間を示す階段ダイヤグラムを作成し，より古い時期の活動を評価

する。その結果，将来の活動可能性がないと判断できる場合は，個別評

価対象外とし，当該火山については影響評価のみを行う。それ以外の火
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山は，将来の火山活動可能性が否定できない火山として，個別評価対象

の火山とする。 

 火山活動に関する個別評価 

ａ 上記 で，将来の活動可能性があると評価した火山については，原

子力発電所の運用期間中において設計対応が不可能な火山事象を伴う

火山活動の可能性の評価を行う。ここにいう「設計対応不可能な火山

事象」としては，火砕物密度流（火山噴火で生じた火山ガス，火砕物

の混合物が斜面を流れ下る現象の総称をいい，広義の火砕流をい

う。）などがある。 

  この際，検討対象火山の活動を科学的に把握する観点から，過去の

火山活動履歴とともに，必要に応じて，①地球物理学的及び②地球化

学的調査を行い，現在の火山の活動の状況も併せて評価することとす

る。具体的には，地球物理学的観点からは，検討対象火山に関連する

マグマ溜まりの規模や位置，マグマの供給系に関連する地下構造等に

ついて，地球化学的観点からは，検討対象火山の火山噴出物等につい

て分析することにより，火山の活動状況を把握する。 

  上記 の調査結果と必要に応じて実施する上記①地球物理学的及び

②地球化学的調査の結果を基に，原子力発電所の運用期間中における

検討対象火山の活動の可能性を総合的に評価する。評価の結果，検討

対象火山の活動の可能性が十分小さい場合には，過去の最大規模の噴

火により設計対応不可能な火山事象が原子力発電所に到達したと考え

られる火山を抽出し，火山活動のモニタリングを実施し，運用期間中

において火山活動を継続的に評価する。検討対象火山の活動の可能性

が十分小さいと判断できない場合は，検討対象火山の調査結果から噴

火規模を推定する。調査結果から噴火の規模を推定できない場合は，

検討対象火山の過去最大の噴火規模とする。 
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ｂ 次に，設定した噴火規模における設計対応不可能な火山事象が原子

力発電所に到達する可能性が十分小さいかどうかを評価する。評価で

は，検討対象火山の調査から噴火規模を設定した場合には，類似の火

山における設計対応不可能な火山事象の影響範囲を参考に判断する。

過去最大の噴火規模から設定した場合には，検討対象火山での設計対

応不可能な火山事象の痕跡等から影響範囲を判断する。いずれの方法

によっても影響範囲を判断できない場合には，設計対応不可能な火山

事象の国内既往最大到達距離を影響範囲とする。設計対応不可能な火

山事象が原子力発電所に到達する可能性が十分小さいと評価できない

場合は，原子力発電所の立地は不適と考えられる。十分小さいと評価

できる場合には，過去の最大規模の噴火により設計対応不可能な火山

事象が原子力発電所に到達したと考えられる火山については，モニタ

リング対象とし，火山活動のモニタリングを実施し，運用期間中に火

山活動の継続的な評価を行う。 

 火山活動のモニタリング 

  個別評価により運用期間中の火山活動の可能性が十分小さいと評価し

た火山であっても，設計対応不可能な火山事象が発電所に到達したと考

えられる火山に対しては，噴火可能性が十分小さいことを継続的に確認

することを目的として運用期間中のモニタリングを行う。噴火可能性に

つながるモニタリング結果が観測された場合には，必要な判断・対応を

とる必要がある。 

 原子力発電所への火山事象の影響評価 

  原子力発電所の運用期間中において設計対応不可能な火山事象によっ

て原子力発電所の安全性に影響を及ぼす可能性が十分小さいと評価され

た火山について，それが噴火した場合，原子力発電所の安全性に影響を

与える可能性のある火山事象を抽出し，その影響評価を行う。 
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  上記「原子力発電所の安全性に影響を与える可能性のある火山事象」

としては，降下火砕物（大きさ，形状，組成若しくは形成方法に関係な

く，火山から噴出されたあらゆる種類の火山砕屑物で降下する物），火

山性土石流，噴石などがある。 

  降下火砕物に関しては，火山抽出の結果にかかわらず，原子力発電所

の敷地及びその周辺調査から求められる単位面積あたりの質量と同等の

火砕物が降下するものとする。なお，敷地及び敷地周辺で確認された降

下火砕物で，噴出源が同定でき，その噴出源が将来噴火する可能性が否

定できる場合は考慮対象から除外する。また，降下火砕物は浸食等で厚

さが低く見積もられるケースがあるので，文献等も参考にして，第四紀

火山の噴火による降下火砕物の堆積量を評価する。抽出された火山事象

に対して，上記 及び の調査結果等を踏まえて，原子力発電所への影

響評価を行うための，各事象の特性と規模を設定する。 

ウ 旧火山ガイドにおける設計対応不可能な火山事象を伴う火山活動の評価

に関する基本的な考え方について 

  規制庁は，平成３０年３月７日付けで「原子力発電所の火山影響評価ガ

イドにおける「設計対応不可能な火山事象を伴う火山活動の評価」に関す

る基本的な考え方」（以下「基本的な考え方」という。）を策定し，従前

より行ってきた旧火山ガイドにおける「設計対応不可能な火山事象を伴う

火山活動の評価」に関する考え方を整理した。その考え方の内容は以下の

とおりである。                    （乙３６２） 

 巨大噴火の可能性評価の考え方について 

  巨大噴火（数１０ｋｍ３程度を越えるような噴火，すなわちＶＥＩ６

以上の噴火。なお，ＶＥＩ（火山爆発指数）は，噴火によって生じた火

砕物の体積から噴火規模を段階別に分類するものであり，１回の噴火の

噴出量が１０４ｍ３未満（０．００００１ｋ㎥未満）をＶＥＩ０，１０６
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㎥未満（０．００１ｋ㎥未満）をＶＥＩ１とし，１０１２㎥以上（１０

０ｋ㎥以上）をＶＥＩ８として，ＶＥＩ１からＶＥＩ８の間を噴出量が

１０倍増えるごとに１段階上がるようにし，全部で９段階に分けてい

る。）は，広域的な地域に重大かつ深刻な災害を引き起こすものである

一方，その発生の可能性は低頻度な事象である。現在の火山学の知見に

照らし合わせて考えた場合には，運用期間中に巨大噴火が発生する可能

性が全くないとは言い切れないものの，これを想定した法規制や防災対

策が，原子力規制以外の分野で行われていない。したがって，巨大噴火

によるリスクは，社会通念上容認される水準であると判断できる。 

  したがって，上記を考慮すれば，巨大噴火の可能性の評価について

は，①現在の火山学の知見に照らした火山学的調査を十分に行った上

で，火山の現在の活動状況は巨大噴火が差し迫った状態ではないことが

確認でき，かつ，②運用期間中に巨大噴火が発生するという科学的に合

理性のある具体的な根拠があるといえない場合は，少なくとも運用期間

中は，「巨大噴火の可能性が十分に小さい」と判断できる。 

（乙３２６，３６２） 

 巨大噴火以外の火山活動の評価の考え方について 

  巨大噴火以外の火山活動について，その活動の可能性が十分小さいと

判断できない場合には，火山活動の規模と設計対応不可能な火山事象の

評価を行うこととなる。噴火の規模を特定することは一般に困難である

ため，旧火山ガイドに従い，「検討対象火山の過去最大の噴火規模」に

ついて火山事象の評価を行うこととなる。ここで「検討対象火山の過去

最大の噴火規模」には，当該検討対象火山の最後の巨大噴火以降の最大

規模を用いる。                   （乙３６２） 

エ 旧火山ガイドの改正 

  規制委員会は，平成２９年１１月２９日及び令和元年１２月１８日，火
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山ガイドを次のとおり改正した。 

 平成２９年１１月２９日の改正（以下，この改正後のものを「平成２

９年火山ガイド」という。） 

  債務者が平成２５年７月８日，本件原子炉に係る原子炉設置変更許

可，工事計画認可及び保安規定変更認可に係る各申請（以下「本件各申

請」という。）を行った時点，並びにこれに対する許可等が行われた時

点では，降下火砕物の濃度を既往の実測値に基づいて推定する手法が用

いられていたが，その後，規制委員会に設けられた検討チームにおける

検討の結果，現在得られている観測値には不確実さがあるとして，その

信頼性に疑問が呈され，その代わりに，気中降下火砕物濃度の推定手法

として，降灰継続時間を仮定して堆積量から推定する手法や，数値シミ

ュレーションにより推定する手法を用いるべきであるとの知見が規制庁

から示された。 

  これを受けて，規制委員会は，平成２９年１１月２９日，旧火山ガイ

ドを改正して，降灰継続時間を仮定して降灰量から気中降下火砕物濃度

を推定する手法（以下「３．１の手法」という。）又は数値シミュレー

ションにより気中降下火砕物濃度を推定する手法（以下「３．２の手

法」という。）を用いるべきこととされた。 

  ３．１の手法は，原子力発電所の敷地において運用期間中に想定され

る降下火砕物がある期間（降灰継続時間。原子力発電所敷地での降灰継

続時間を合理的に説明できない限り，２４時間とする。）に堆積したと

仮定して，降下火砕物の粒径の割合から求められる粒径ごとの堆積速度

と粒径ごとの終端速度から算出される粒径ごとの気中濃度の総和を，気

中降下火砕物濃度として求めるものである。 

  他方，３．２の手法は，三次元の大気拡散シミュレーションにより設

定座標点で粒径ごとに気中濃度の時間変化を算出し，得られた最大濃度
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を気中降下火砕物濃度とするものである。なお，気象データの設定は，

評価対象火山又は原子力発電所敷地に近い観測地におけるデータを基

に，１年で最も原子力発電所敷地に対して影響のある月を抽出し，一定

風を設定することとされている。 

（甲９６６，乙１３５，１３８，３２２，３２８） 

 令和元年１２月１８日の改正（以下，この改正後のものを「令和元年

火山ガイド」という。）         （甲１１６８，乙５０９） 

ａ 火山活動に関する個別評価について 

  原子力発電所の運用期間中における検討対象火山の活動の可能性が

十分小さいとされた場合，及び設計対応不可能な火山事象が原子力発

電所に到達する可能性が十分小さいと評価できる場合の火山活動のモ

ニタリング及び継続的な評価に関する記載が削除された。 

  また，検討対象火山（過去に巨大噴火が発生したものに限る。）の

活動の可能性の評価に当たり，巨大噴火については，噴火に至る過程

が十分に解明されていないこと，発生すれば広域的な地域に重大かつ

深刻な災害を引き起こすものの，低頻度な火山事象であり有史におい

て観測されたことがないこと等を踏まえて，当該火山の現在の活動状

況は巨大噴火が差し迫った状態ではないと評価でき，運用期間中にお

ける巨大噴火の可能性を示す科学的に合理性のある具体的な根拠が得

られていない場合には，運用期間中における巨大噴火の可能性は十分

に小さいと判断できるとの記載が加えられた。 

ｂ 火山活動のモニタリングについて 

  火山活動のモニタリングの目的について，「噴火可能性が十分小さ

いことを継続的に確認すること」から「評価時から状態の変化の検知

により評価の根拠が維持されていることを確認すること」と改めら

れ，また，「噴火可能性につながるモニタリング結果が観測された場
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合には，必要な判断・対応をとる必要がある。」という記載が「モニ

タリングにより観測データの有意な変化を把握した場合には，状況に

応じた判断・対応を行うこととする。」と改められた。 

ｃ 原子力発電所への火山事象の影響評価について 

  敷地及び敷地周辺で確認された降下火砕物のうち，考慮対象から除

外される「降下火砕物の噴出源が同定でき，その噴出源が将来噴火す

る可能性が否定できる場合」という記載が「降下火砕物の噴出源とな

る火山事象が同定でき，これと同様の火山事象が原子力発電所の運用

期間中に発生する可能性が十分に小さい場合」と改められた。 

６ 債務者による再稼働申請 

⑴ 債務者は，平成２５年７月８日，本件原子炉に係る原子炉設置変更許可，

工事計画認可及び保安規定変更認可に係る各申請（本件各申請）を規制委員

会に対して行った。債務者が，上記各申請に際し，基準地震動の策定及び火

山に関する評価につき，規制委員会に提出した内容は次のとおりである。 

ア 基準地震動の策定について 

 内陸地殻内地震 

ａ 検討用地震の選定と中央構造線断層帯の性状の把握 

 検討用地震の選定 

  債務者は，検討用地震として中央構造線断層帯による地震を選定

した。 

⒝ 震源断層の位置 

  債務者は，国土地理院，大学等の各種研究機関及び債務者自らが

実施した総延長約６７００ｋｍに及ぶ海上音波探査の結果を基に，

本件発電所の敷地前面海域における中央構造線断層帯の位置を本件

発電所の敷地沖合い約８ｋｍに特定した。 

  債務者の具体的な判断過程は以下のとおりである。 
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  まず，海底下浅部の音波探査記録によると，本件発電所の敷地前

面海域において海底面から海底下深部まで達する活断層は，本件発

電所の敷地沖合い約８ｋｍにある２つの断層（ｆ１断層及びｆ２断

層）のみである。これより南方の断層は，海底下の浅いところで途

切れて地下深部まで達していない断層，又は，比較的海底下深部に

まで達していても海底下浅部の堆積層には変位を与えていない断層

であり，これらは副次的な断層や古い断層である。 

  そして，本件発電所の敷地沖合い約８ｋｍの海底下約２ｋｍに，

三波川変成岩類と領家花こう岩類とが会合する地点が確認できると

ころ，ｆ１断層及びｆ２断層は，この三波川変成岩類と領家花こう

岩類との会合地点へ収斂するように地下に延びており，また，南方

の断層も全体として同会合地点へ収斂していることが分かる。さら

に，ｆ１断層より北方の反射面は緩く南側に傾斜しているのに対

し，ｆ２断層より南方の反射面は緩く北側に傾斜又は水平に分布し

ており，反射パターンが大きく異なっている。 

  以上のとおり，海底下深部の構造から，ｆ１断層とｆ２断層との

間の地下深部，つまり三波川変成岩類と領家花こう岩類とが会合す

る地点の下方に鉛直の震源断層が存在すると考えられる。 

（乙１３［６－３－３６～３９頁，６－５－２５・３１・１５１

頁］，１１９［４３，４８，５３頁］，１２６） 

⒞ 断層の長さ 

  債務者は，本件発電所の敷地周辺において地質・地質構造調査を

実施し，その結果から，四国北西部における中央構造線断層帯を構

成する断層の間にジョグ（断層破壊の末端（活動セグメントの境

界）を示唆する地質構造）が分布することを確認するとともに，既

往文献におけるセグメント区分の知見を分析した。なお，「セグメ
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ント」とは，活断層を，過去の活動時期，平均変位速度，平均活動

間隔，変位の向きなどに基づいて区分した断層区間のことで，固有

地震を繰り返す活断層の最小単元である。 

  その結果，債務者は，四国北西部における中央構造線断層帯の活

動セグメントを川上セグメント（断層長さ約３６ｋｍ），伊予セグ

メント（同約２３ｋｍ），伊予灘セグメント（敷地前面海域の断層

群）（同約４２ｋｍ）及び豊予海峡セグメント（同約２３ｋｍ）の

４つに区分した。 

（乙１１９［５９頁］） 

ｂ 応答スペクトルに基づく地震動評価 

 「応答スペクトルに基づく地震動評価」では，距離減衰式とし

て，基本的には耐専式を採用し，併せて耐専式以外の複数の距離減

衰式でも評価を行った。 

  「耐専式」は，地震規模，等価震源距離等を用いて応答スペクト

ルを評価する手法であり，岩盤における観測記録に基づく距離減衰

式が示されているところ，その適用に当たっては，地震規模の想定

が必要である。 

  債務者は，耐専式が地震規模として気象庁マグニチュード（Ｍ）

を用いているため，松田式を用いて気象庁マグニチュードを求め

た。「松田式」は，地震規模の算出に当たって，断層の長さ（Ｌ）

から気象庁マグニチュード（Ｍ）を求めるための主要な経験式（ｌ

ｏｇＬ＝０．６Ｍ－２．９）である。 

⒝ 断層の長さについては，最大規模を想定するとの観点から，①敷

地前面海域の断層群を含む中央構造線断層帯（約３６０ｋｍ）と九

州側の別府－万年山断層帯とが全区間（約４８０ｋｍ）において連

動するケースを基本としつつ，②四国西部の区間（約１３０ｋｍ）
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で連動するケース及び③敷地前面海域の断層群（約５４ｋｍ）（前

記ａ⒞の伊予灘セグメントに両端の引張性ジョグの中央までを加え

た長さ）単独で活動するケースについてもそれぞれ基本震源モデル

と位置付け，念のため，④断層長さ約６９ｋｍの区間で連動するケ

ースも評価することとした。 

  断層傾斜角については，基本ケースとして鉛直のケースを想定す

るとともに，不確かさの考慮として断層傾斜角が北傾斜３０度のケ

ースをも想定し，これらを上記の断層の長さに関する４ケースと組

み合わせたそれぞれのケースについて応答スペクトルの評価を行っ

た。 

⒞ 耐専式の適用にあたり，適用性の検証を行った結果，断層傾斜角

が鉛直のケースでかつ断層長さが約１３０ｋｍ，約６９ｋｍ及び約

５４ｋｍの３ケースについては，耐専式の適用範囲外にあると判断

し，適用可能な耐専式以外の複数の距離減衰式により評価を行っ

た。それ以外のケースについては，耐専式で評価を行うとともに，

併せて，適用可能な耐専式以外の距離減衰式でも評価を行った。 

乙１３［６－５－３１・３５～３９頁］，３

６［９５，１１１～１４２，１９４～１９７，２２２～２２８

頁］，４０） 

ｃ 断層モデルを用いた手法による地震動評価 

 「断層モデルを用いた手法による地震動評価」において必要なパ

ラメータ（地震モーメント，平均応力降下量，アスペリティの応力

降下量等）を設定する上で用いるスケーリング則については，壇ほ

か（２０１１）を基本として採用した。 

（乙３６［２５～２７頁］） 

  また，断層長さ約４８０ｋｍ及び約１３０ｋｍのモデルではＦｕ
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ｊｉｉ，Ｙｏｓｈｉｈｉｒｏ ａｎｄ Ｍｉｔｓｕｈｉｒｏ Ｍａ

ｔｓｕ’ｕｒａ「Ｒｅｇｉｏｎａｌ Ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ ｉｎ 

Ｓｃａｌｉｎｇ Ｌａｗｓ ｆｏｒ Ｌａｒｇｅ Ｅａｒｔｈｑｕ

ａｋｅｓ ａｎｄ ｉｔｓ Ｔｅｃｔｏｎｉｃ Ｉｍｐｌｉｃａｔ

ｉｏｎ」（以下「Ｆｕｊｉｉ ａｎｄ Ｍａｔｓｕ’ｕｒａ（２００

０）」という。）のスケーリング則を，約５４ｋｍのモデルでは入

倉孝次郎・三宅弘恵「シナリオ地震の強震動予測」（甲１２６。い

わゆる「入倉・三宅（２００１）」）の地震モーメントにＦｕｊｉ

ｉ ａｎｄ Ｍａｔｓｕ’ｕｒａ（２０００）の平均応力降下量を組

み合わせて用いる手法をそれぞれ基本震源モデルに織り込むことと

した。              （乙３６［２３，４４頁］） 

⒝ 不確かさの考慮にあたっては，地震動評価における各種の不確か

さの分類・分析を行い，地震発生時の環境に左右される偶然的な不

確かさ（破壊開始点）及び事前に平均的なモデル（信頼性の高いモ

デル）を特定することが困難な不確かさ（アスペリティ深さ，断層

長さ（連動）等）についてあらかじめ基本震源モデルに織り込むこ

ととした。具体的には，応答スペクトルに基づく地震動評価と同様

に，断層長さ①約４８０ｋｍ，②約１３０ｋｍ及び③約５４ｋｍの

ケースを全て基本震源モデルとして位置付けるとともに，アスペリ

ティ深さについては，保守的に断層上端にアスペリティを配置し，

破壊開始点については，地震動評価への影響が大きくなるよう断層

東下端，中央下端及び西下端の３か所に設定（ただし，特に厳しい

評価となる応力降下量に係る不確かさを考慮するケースでは５か所

に設定）することとした。 

  一方，事前の調査，経験式等によって平均的なモデルを特定する

ことが可能な不確かさ，すなわち，①応力降下量につき１．５倍又
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は２０ＭＰａ，②断層傾斜角（北傾斜３０度），③断層傾斜角（南

傾斜８０度），④破壊伝播速度及び⑤アスペリティの平面位置につ

いては，基本震源モデルに重畳させる不確かさ，換言すれば独立し

た不確かさとして考慮することとした。 

（乙１３［６－５－３１～３３・６９頁］，３６［２０～２４，３

７頁］） 

⒞ グリーン関数は，中央構造線断層帯における断層長さ約４８０ｋ

ｍの基本震源モデルについて，経験的グリーン関数法及び統計的グ

リーン関数法により評価し，両者を比較した。 

  その結果，経験的グリーン関数法及び統計的グリーン関数法によ

る評価の結果は整合的であることを確認したが，本件原子炉施設に

影響の大きい周期０．１秒付近の地震動については経験的グリーン

関数法の結果の方が厳しい結果を与えるものであったことから，本

件原子炉施設への影響度の観点から，経験的グリーン関数法を採用

して評価を行った。      （乙３６［１５２～１５５頁］） 

 プレート間地震 

  債務者は，検討用地震として，内閣府の「南海トラフ巨大地震モデル

検討会」（以下「内閣府検討会」という。）が平成２４年８月２９日付

けで公表した「南海トラフの巨大地震モデル検討会（第二次報告）強震

断層モデル編－強震断層モデルと震度分布について－」（乙１８６。以

下「内閣府検討会（２０１２ｂ）」という。）による南海トラフの巨大

地震（Ｍｗ９．０，陸側ケース）を選定し，これを基本震源モデルとし

た。 

  上記モデルは，内閣府検討会において，あらゆる可能性を考慮した最

大クラスの巨大地震として，過去最大規模の宝永地震（Ｍ８．６）や平

成１５年１２月１６日付け「東南海，南海地震等に関する専門調査会
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（第１６回），東南海，南海地震に関する報告（案）図表集」（以下

「中央防災会議（２００３）」という。）の想定南海地震モデル（Ｍ

８．６）を上回る想定で作成されたモデルである。 

  債務者は，内閣府検討会（２０１２ｂ）で設定された強震動生成域に

加え，さらに敷地直下にも強震動生成域を追加配置する不確かさの考慮

を行った。そして，これをもとに，応答スペクトルに基づく地震動評価

及び断層モデルを用いた手法による地震動評価を行った。 

（乙１３［６－５－３５，６－５－３９～６－５－４３頁］） 

 海洋プレート内地震 

  債務者は検討用地震として，１６４９年安芸・伊予（Ｍ６．９）の地

震を選定した。基本震源モデルの設定にあたり，地震の発生位置，地震

規模及び断層破壊の開始点の不確かさをあらかじめ織り込むこととし，

本件発電所の敷地の下方（真下）に本件発電所敷地周辺地域での既往最

大規模（１８５４年伊予西部地震Ｍ７．０）となるＭ７．０の地震を仮

定した「想定スラブ内地震」を基本震源モデルに設定した。 

  不確かさの考慮においては，２００１年芸予地震（Ｍ６．７）を再現

したモデルをＭ７．０にスケールアップしたケース，アスペリティの位

置を断層上端に配置したケース（Ｍ７．０），敷地の真下に想定する地

震規模をＭ７．２としたケース，敷地東方の領域に水平に近い断層面を

考慮したケース（Ｍ７．４）を設定した。そして，これをもとに，応答

スペクトルに基づく地震動評価及び断層モデルを用いた手法による地震

動評価を行った。 

（乙１３［６－５－３３，６－５－３４，６－５－３９～６－５－４３

頁］） 

 震源を特定せず策定する地震動 

  債務者は，震源と活断層を関連付けることが困難な過去の内陸地殻内
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地震の震源近傍の観測記録を収集するにあたり，「地表地震断層が出現

しない可能性がある地震」及び「事前に活断層の存在が指摘されていな

かった地域において発生し，地表付近に一部の痕跡が確認された地震」

について検討を行った。 

  「地表地震断層が出現しない可能性がある地震」については，２００

４年北海道留萌支庁南部地震の際に，Ｋ－ＮＥＴ港町観測点で観測した

記録について，地盤物性値を踏まえた解析を行った結果，信頼性の高い

基盤地震動（基盤層での地震動）が得られたことから，これに不確かさ

を保守的に考慮するなどした最大加速度６２０ガルの地震動を「震源を

特定せず策定する地震動」として採用した。 

  「事前に活断層の存在が指摘されていなかった地域において発生し，

地表付近に一部の痕跡が確認された地震」としては，２０００年鳥取県

西部地震について，地震ガイドを踏まえて，本件発電所の敷地との地域

差等について慎重に検討を進めた結果，地域差等が認められたものの，

大局的には本件発電所の敷地と同じく西南日本の東西圧縮横ずれの応力

場にあることなどを踏まえ，原子力安全に対する信頼向上の観点等か

ら，より保守的に同地震の観測記録を「震源を特定せず策定する地震

動」として考慮することとし，鳥取県にある賀祥ダムの監査廊（ダム堤

内の管理用通路）に設置された地震計で得られた信頼性の高い観測記録

を「震源を特定せず策定する地震動」として採用した。 

（乙１３［６－５－４３～６－５－４７頁］，４４［７０～１２４

頁］，４６［５～８９頁］） 

 基準地震動の策定 

ａ 応答スペクトルに基づく地震動評価 

  「応答スペクトルに基づく地震動評価」により策定した基準地震動

Ｓｓについては，同評価によって算定された数多くの応答スペクトル
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を包絡し，さらに裕度を考慮して設計用応答スペクトルを策定し，こ

れをもとに基準地震動Ｓｓ－１（１波）を策定した。 

（乙１３［６－５－４８・５０・５１・１０７～１０９・１９７・１

９９・２００・２３３頁］，乙３６［９３～１４２，２２１～２２

８頁］） 

ｂ 断層モデルを用いた手法による地震動評価 

 「断層モデルを用いた手法による地震動評価」により策定した基

準地震動Ｓｓについては，内陸地殻内地震，海洋プレート内地震及

びプレート間地震に関する評価の結果，本件原子炉施設に与える影

響が大きいケースとして，中央構造線断層帯による地震における検

討ケースを選定し，経験的グリーン関数法と理論的手法によるハイ

ブリッド合成を行った。その結果，前記ａの基準地震動Ｓｓ－１を

一部の周期帯において超えた７ケースを基準地震動Ｓｓ－２－１～

基準地震動Ｓｓ－２－７とした。 

（乙１３［６－５－４８・４９・２３８頁］，３６［２３０，２３

１頁］） 

⒝ また，経験的グリーン関数法による評価結果には要素地震の特徴

が反映されることになるところ，債務者が実施した中央構造線断層

帯に係る経験的グリーン関数法を用いた評価では，東西方向の地震

動の周期０．２～０．３秒で基準地震動Ｓｓ－１を超過する結果が

得られているが，南北方向では比較的小さく評価される傾向が見ら

れた。このため，東西方向の周期０．２～０．３秒で基準地震動Ｓ

ｓ－１を超過するケースのうち，基準地震動Ｓｓ－１を超過する度

合いが大きいケースについて，工学的判断として，東西方向と南北

方向の地震波を入れ替えたケースを仮想して基準地震動Ｓｓ－２－

８として設定した。 
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  なお，プレート間地震及び海洋プレート内地震では，基準地震動

Ｓｓ－１を下回る結果となったことから，基準地震動Ｓｓ－２とし

ては設定しなかった。 

（乙１３［６－５－４９・５０頁］，３６［２３２頁］） 

ｃ 震源を特定せず策定する地震動 

  債務者は，「震源を特定せず策定する地震動」については，加藤ほ

か（２００４）の応答スペクトルを考慮するとともに，２００４年北

海道留萌支庁南部地震及び２０００年鳥取県西部地震における観測記

録を基に基準地震動Ｓｓ－３（２波）を策定した。 

（乙１３［６－５－５０頁］，４４，４６） 

ｄ 債務者による基準地震動の策定 

  債務者は，上記ａ～ｃを踏まえて基準地震動Ｓｓを策定した。その

最大加速度は，震源を特定する地震動のうち，応答スペクトルに基づ

く手法による水平動６５０ガルである。 

（乙１３［６－５－５０・５１・１１０・２４１～２５１頁］） 

 本件原子炉に係る設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の地盤に

ついて 

  債務者は，本件発電所敷地周辺の地質図をもとに，本件発電所敷地周

辺陸域の地質構造が安定していること，本件発電所敷地内において，地

表地質調査，地表弾性波探査，ボーリング調査，試掘坑調査，掘削面観

察，深部ボーリング調査，地下水位調査等を実施した結果に基づいて，

本件発電所敷地の地盤は三波川変成岩類のうち主に塩基性片岩で構成さ

れており，本件発電所敷地内の塩基性片岩は片理があるものの，一般に

剥離性が弱く，塊状かつ堅硬であること，本件発電所敷地の地盤はほぼ

水平で，その岩盤は深度約５０ｍから少なくとも約２０００ｍまでは堅

硬かつ緻密な泥質片岩を主体とする結晶片岩が連続しており，塊状かつ
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堅硬で安定していること，本件発電所敷地内にみられる断層はほとんど

が１０ｃｍ未満と小さく，地下深部への連続性もないこと，本件原子炉

施設に係る基礎地盤が支持力，すべり安全性，変形に対する抵抗力を有

し，基準地震動による地震力が作用した場合においても地耐力があると

いえること，本件原子炉の周辺斜面もすべり安全性を有し，基準地震動

による地震力が作用した場合においても安定性があると認められること

を確認し，本件原子炉に係る設計基準対象施設及び重大事故等対処施設

の地盤が設置許可基準規則３条及び３８条に適合するものと判断した。 

（乙１３［６－３－８～１９，７３～８２，１１２～１２３頁］） 

イ 火山に関する評価について 

 立地評価 

  債務者は，本件原子炉施設に影響を及ぼし得る火山の抽出において，

半径１６０ｋｍの地理的領域内にある４２の第四紀火山のうち，完新世

に活動を行った火山として鶴見岳，由布岳，九重山，阿蘇及び阿武火山

群と，完新世に活動を行っていないが将来の活動可能性を否定できない

火山として姫島，高平火山群を抽出した。 

  そして，これら抽出された７つの火山の火山活動に関する個別評価と

して，火砕物密度流以外の設計対応不可能な火山事象は問題とならず，

火砕物密度流に関しては，阿蘇以外の火山は火山活動の履歴や敷地まで

の離隔距離等から考慮する必要がないと評価した。 

  阿蘇については，その噴火履歴として，約９万～８．５万年前に発生

した噴出量６００ｋｍ３以上の阿蘇４噴火があるものの，これによって

発生した火砕物密度流の堆積物は佐田岬半島において確認されていない

こと，本件発電所の敷地と阿蘇カルデラの距離は約１３０ｋｍであり，

その間には佐賀関半島や佐田岬半島などの地形的障害も認められること

から，阿蘇４噴火の火砕物密度流は本件発電所敷地に達していないもの
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と評価した（なお，阿蘇は，約２７万～２５万年前の阿蘇１噴火（噴出

量５０ｋｍ３以上），約１４万年前の阿蘇２噴火（噴出量５０ｋｍ３以

上），約１２万年前の阿蘇３噴火（噴出量１５０ｋｍ３以上）と上記阿

蘇４噴火の計４回にわたり大規模な噴火を起こしている。）。 

  現在の阿蘇の活動については，「Ｔｈｅ ｌａｔｅ Ｑｕａｔｅｒｎ

ａｒｙ ｔｅｐｈｒａ ｌａｙｅｒｓ ｆｒｏｍ ｔｈｅ ｃａｌｄｅ

ｒａ ｖｏｌｃａｎｏｅｓ ｉｎ ａｎｄ ａｒｏｕｎｄ Ｋａｇｏｓ

ｈｉｍａ ｂａｙ，ｓｏｕｔｈｅｒｎ Ｋｙｕｓｈｕ，Ｊａｐａｎ．」

Ｎａｇａｏｋａ，Ｓ．（１９８８），Ｇｅｏｇｒａｐｈｉｃａｌ Ｒｅ

ｐｏｒｔｓ ｏｆ Ｔｏｋｙｏ Ｍｅｔｒｏｐｏｌｉｔａｎ Ｕｎｉｖ

ｅｒｓｉｔｙ，２３，４９－１２２．（乙５６３。以下「Ｎａｇａｏｋ

ａ（１９８８）」という。） を参考にすると，多様な噴火様式の小規

模噴火を繰り返していることから，後カルデラ火山噴火ステージと判断

されていること，Ｔｈｒｅｅ－ｄｉｍｅｎｔｉｏｎａｌ ｓｅｉｓｍｉ

ｃ ｖｅｌｏｃｉｔｙ ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ ｂｅｎｅａｔｈ Ａｓｏ 

Ｖｏｌｃａｎｏ，Ｋｙｕｓｈｕ，Ｊａｐａｎ：Ｓｕｄｏ，Ｙ．ａｎｄ 

Ｌ．Ｓ．Ｌ．Ｋｏｎｇ（２００１），Ｂｕｌｌ．Ｖｏｌｃａｎｏｌ．，

６３，３２６－３４４（以下「Ｓｕｄｏ ａｎｄ Ｋｏｎｇ（２００

１）」という。）に示される地震波速度構造において大規模なマグマ溜

まりが認められないこと，高倉伸一・橋本武志・小池克明・小川康雄

「ＭＴ法による阿蘇カルデラ比抵抗断面」（以下「高倉ほか（２００

０）」という。）によると阿蘇カルデラの地下１０ｋｍ以浅にマグマと

予想される低比抵抗域が認められないこと，三好雅也・長谷中利昭・佐

野貴司「阿蘇カルデラ形成後に活動した多様なマグマとそれらの成因関

係について」（乙１３２。以下「三好ほか （２００５）」という。）

によると，阿蘇４噴火以降の火山岩の分布とそれらの組成から，大規模
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な流紋岩質～デイサイト質マグマ溜まりは想定されないとされているこ

と，国土地理院による電子基準点の解析結果によると，マグマ溜まりの

顕著な増大を示唆する基線変化が認められないことに基づき，現在のマ

グマ溜まりは巨大噴火直前の状態ではなく，運用期間中の噴火規模につ

いては，後カルデラ火山噴火ステージにある阿蘇山における既往最大規

模の噴火である阿蘇草千里ヶ浜噴火（噴出量約２ｋｍ３）を考慮するこ

ととした。 

（乙１３［６－８－３～６－８－１２頁］） 

 影響評価 

ａ 降下火砕物の最大層厚 

  債務者は，本件発電所敷地から１６０ｋｍの地理的領域にある鶴見

岳，高平火山群，由布岳，九重山，阿蘇，阿武火山群及び姫島のほ

か，１６０ｋｍ範囲外の火山も含めて降下火砕物の影響を調査した

（なお，降下火砕物以外には原子力発電所の安全性に影響を与える可

能性のある火山事象はないと評価した。）。 

  そして，本件発電所敷地付近で厚さ５ｃｍを超える降下火砕物が確

認された事例は，すべて九州のカルデラ火山を起源とするものであ

り，これらのカルデラ火山は，いずれも地下のマグマ溜まりの状況か

ら，巨大噴火直前の状態ではないため，運用期間中に同規模の噴火を

起こし，これによる降下火砕物が本件原子炉施設に影響を及ぼす可能

性は十分に小さいと評価した。 

  債務者は，降下火砕物の影響評価に当たり，約５万年前の九重第一

軽石の噴出量を２．０３ｋｍ３として本件発電所敷地付近における火

山灰の降下厚さをシミュレーションし，当初は，ボーリング調査の結

果で宇和盆地中心部に九重第一軽石と対応する火山灰層が認められな

いこと等に鑑み，ほぼ０ｃｍと評価していた。その後，債務者は，規
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制委員会からの指摘を踏まえて，九重第一軽石の噴出量を６．２ｋｍ

３と想定した上で改めてシミュレーションをやり直し，偏西風がほぼ

真西で安定する季節における降下厚さは０ｃｍ～数ｃｍと評価される

ものの，風向きによっては火山灰の降下厚さが最大１４ｃｍとなった

ため，降下火砕物の層厚を１５ｃｍと想定した。 

（乙１３［６－８－１３～６－８－１７頁］） 

ｂ 降下火砕物に対する安全性の確保 

  債務者は，降下火砕物の特徴等を踏まえ，降下火砕物による直接的

影響と間接的影響を考慮し，本件原子炉施設の安全性が損なわれない

よう安全対策を講じたとしている。具体的には，直接的影響について

は，降下火砕物の荷重により構造健全性を失わず安全機能を失わない

設計とすること，構造物への化学的影響（腐食），水循環系の閉塞，

内部における摩耗等により安全機能を損なわない設計とすること，外

気取入口からの降下火砕物の侵入に対して安全機能を損なわない設計

とすること等が挙げられている。このうち，外気取入口からの降下火

砕物の侵入による機械的影響（閉塞）については，非常用ディーゼル

発電機（吸気消音器）及び換気空調設備の外気取入口の開口部を下向

きにして，降下火砕物が侵入しにくい構造とするとともに，これらの

設備にそれぞれフィルタを設置して，降下火砕物の侵入を更に防ぐこ

ととしている。 

  また，債務者は，間接的影響については，降下火砕物が送電設備の

絶縁低下を生じさせることによる広範囲にわたる送電網の損傷による

外部電源喪失及び交通の途絶によるアクセス制限に対し，原子炉の停

止並びに停止後の原子炉及び使用済燃料ピットの冷却に係る機能を担

うために必要となる電源の供給が非常用ディーゼル発電機により継続

できる設計とすることにより，安全機能を損なわない設計としている
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とする。 

（乙１３［６－８－３４４～３５８頁］） 

ｃ 非常用ディーゼル発電機への影響 

  上記ｂのとおり，非常用ディーゼル発電機の吸気消音器にはフィル

タ（吸気フィルタ）が設置されているところ，債務者は，その閉塞等

による非常用ディーゼル発電機への影響について，次のとおり対策を

講じている旨説明している。 

 本件各申請及びこれに対する許可等の時点 

  債務者は，本件各申請及びこれに対する許可等の時点において

は，上記吸気フィルタが閉塞するまでに要する時間について，アイ

スランド共和国のエイヤヒャトラ氷河で平成２２年４月に発生した

火山噴火地点から約４０ｋｍ離れたヘイマランド地区における大気

中の降下火砕物濃度（２４時間観測ピーク値）の観測値である３２

４１μｇ／ｍ３を大気中濃度として想定し，これをもとに約１９．

８時間と試算する一方，吸気フィルタの交換・清掃に要する時間は

要員３～５名で１時間程度と見込まれること，非常用ディーゼル発

電機は２系統設置されており，必要に応じ一つの系統を停止してフ

ィルタを交換することも可能であると説明した。 

  なお，吸気フィルタに捕集されない粒径の小さな降下火砕物が非

常用ディーゼル発電機の機関内に侵入する可能性はあるが，降下火

砕物は砂よりも硬度が低くもろいことから，摩耗の影響は小さく，

また，金属腐食研究の結果より，降下火砕物によって直ちに金属腐

食を生じないが，塗装の実施等によって，腐食により安全機能を損

なわない設計とし，さらに，降灰後の長期的な腐食の影響について

は，日常保守管理等により，状況に応じて補修が可能な設計とした

旨説明した。 
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債務者の影響評価についての確認を行った。 

（甲２３２，乙１３［８－１－３５６～３５７頁］） 

⒝ 旧火山ガイドの改正に伴う債務者の対応 

  債務者は，旧火山ガイドが平成２９年火山ガイドに改正されたこ

とを受けて，非常用ディーゼル発電機の吸気フィルタが閉塞するま

での時間について，気中降下火砕物濃度を３．１ｇ／ｍ３と算定す

るとともに，非常用ディーゼル発電機の吸気フィルタを，着脱可能

なカートリッジ式のものに交換した。その結果，フィルタが閉塞す

るまでの時間は約３．１時間と試算された。 

（甲７６１，乙３２９，６５０） 

⑵ 規制委員会は，平成２７年７月１５日に開催された平成２７年度第１９回

会議において，「四国電力株式会社伊方発電所の発電用原子炉設置変更許可

申請書（３号原子炉施設の変更）に関する審査書」の案を付議，了承し，債

務者の申請に対する許可処分を行った。その際，規制委員会は，前記⑴ア及

びイの債務者による基準地震動の策定及び火山に関する評価について，次の

とおり確認を行った。           （甲２３１，乙１５，８１） 

ア 基準地震動の策定について 

  規制委員会は，債務者が検討用地震ごとに不確かさを考慮して「応答ス

ペクトルに基づく地震動評価」及び「断層モデルを用いた手法による地震

動評価」を行った上で，「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」を

評価しており，その評価が新規制基準に適合していること，債務者が過去

の内陸地殻内地震について得られた震源近傍における観測記録を収集，精

査し，不確かさを考慮して「震源を特定せず策定する地震動」を評価して

おり，その評価が新規制基準に適合していることを確認し，また，債務者

による基準地震動の策定について新規制基準に適合していることを確認し
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た。 

  また，規制委員会は，債務者による本件発電所の敷地地盤の地下構造の

評価，並びに設計基準対象施設の地盤に関する評価を正当と認め，これら

がいずれも新規制基準に適合するものと判断した。 

（乙１５［１１～２０，２９～３３頁］） 

イ 火山に関する評価について 

 立地評価について 

  規制委員会は，前記⑴ 債務者の立地評価について，活動履歴の

把握，地球物理学的手法によるマグマ溜まりの存在や規模等に関する知

見に基づくもので旧火山ガイドを踏まえていることを確認し，運用期間

に設計対応不可能な火山事象が本件原子炉施設に影響を及ぼす可能性は

十分に小さいと評価していることは妥当であると判断した。 

（甲２３１［６４，６５頁］，乙１５［６４，６５頁］） 

 影響評価について 

  文献調査，

地質調査等により，本件原子炉施設への影響を評価するとともに，数値

シミュレーションによる降下火砕物の検討も行っていることから，旧火

山ガイドを踏まえていると判断した。 

（甲２３１［６５～７１頁］，乙１５［６５～７１頁］） 

⑶ 規制委員会は，工事計画認可及び保安規定変更認可に係る各申請について

は，原子炉設置変更許可申請に係る審査と並行し，また，前記⑵の許可処分

の後も引き続き審査を行い，工事計画については平成２８年３月２３日に，

保安規定の変更については同年４月１９日に，それぞれ認可処分を行った。 

（乙５０，８２，８３） 

７ 原子炉の立地，避難計画に関する法規制の概要等 

⑴ 立地審査指針  
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   ア 立地審査指針の概要 

     原子炉等規制法は，平成２４年９月１９日施行の設置法附則に基づき改

正が行われた（以下「本件改正」という。）。 

立地審査指針は，本件改正前の原子炉等規制法２４条１項４号（現４３

条の３の６第１項４号に相当）における「災害の防止上支障がないもので

あること」の基準を具体的に記載した指針の一つで，「陸上に定置する原

子炉の設置に先立って行う安全審査の際，万一の事故に関連して，その立

地条件の適否を判断するためのもの」であり，「原子炉立地審査指針」と

「原子炉立地審査指針を適用する際に必要な暫定的な判断のめやす」で構

成されていた。                    （甲７１０） 

   イ 立地審査指針の新規制基準における位置付け 

本件改正後の原子炉等規制法４３条の３の６第１項４号を受けて規制委

員会が策定した設置許可基準規則においては，立地審査指針は採用されず，

また，設置許可基準規則解釈においても，立地審査指針は引用されていな

い。 

⑵ 深層防護の考え方 

    深層防護とは，一般に，安全に対する脅威から人を守ることを目的として，

ある目標を持ったいくつかの障壁（防護レベル）を用意して，各々の障壁が

独立して有効に機能することを求めるものである。 

    ＩＡＥＡの安全基準の一つである「原子力発電所の安全：設計」（ＳＳＲ

－２／１（Ｒｅｖ.１））では，深層防護の考え方を原子力発電所の設計に

適用し，５つの異なる防護レベルにより構築している。 

   ア 第１の防護レベルは，通常運転状態からの逸脱と安全上重要な機器等の

故障を防止することを目的として，品質管理及び適切で実証された工学的

手法に従って，発電所が健全でかつ保守的に立地，設計，建設，保守及び

運転されることを要求するものである。 
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   イ 第２の防護レベルは，発電所で運転期間中に予期される事象（設計上考

慮することが適切な，原子炉施設の運転寿命までの間に，少なくとも一度

は発生することが予想される，通常の運転状態から逸脱した操作手順が発

生する事象で，安全上重要な機器に重大な損傷を引き起こしたり，事故に

至ったりするおそれがないもの）が事故状態に拡大することを防止するた

めに，通常運転状態からの逸脱を検知し，管理することを目的として，設

計で特定の系統と仕組みを備えること，それらの有効性を安全解析により

確認すること，さらに運転期間中に予期される事象を発生させる起因事象

を防止するか，さもなければその影響を最小に留め，発電所を安全な状態

に戻す運転手順の確立を要求するものである。 

   ウ 第３の防護レベルは，運転期間中に予期される事象又は想定起因事象が

拡大して前段のレベルで制御できず，また，設計基準事故に進展した場合

において，固有の安全性及び工学的な安全の仕組み又はその一方並びに手

順により，事故を超える状態に拡大することを防止するとともに発電所を

安全な状態に戻すことができることを要求するものである。 

   エ 第４の防護レベルは，第３の防護レベルでの対策が失敗した場合を想定

し，事故の拡大を防止し，重大事故の影響を緩和することを要求するもの

である。重大事故等に対する安全上の目的は，時間的にも適用範囲におい

ても限られた防護措置のみで対処可能とするとともに，敷地外の汚染を回

避又は最小化することである。また，早期の放射性物質の放出又は大量の

放射性物質の放出を引き起こす事故シーケンスの発生の可能性を十分に低

くすることによって実質的に排除できることを要求するものである。 

   オ 第５の防護レベルは，重大事故に起因して発生しうる放射性物質の放出

による影響を緩和することを目的として，十分な装備を備えた緊急時対応

施設の整備と，所内と所外の緊急事態の対応に関する緊急時計画と緊急時

手順の整備が必要であるというものである。 
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（甲８５８，８５９） 

⑶ 放射線防護に関する基本的な知見，法規制の内容 

   ア 放射線の被ばく，人体に対する影響 

     外部被ばくとは，体外にある放射線源から放射線を受けることであり，     

内部被ばくとは，放射性物質を吸入，経口摂取等により体内に取り込み，

体内にある放射線源から放射線を受けることである。（乙１０６［４頁］） 

     実効線量とは，人体が部分的に被ばくする場合の効果（等価線量）を，

全身に対する一様な被ばくの影響に換算した線量をいい，これを示す単位

としてＳｖ（シーベルト）が用いられる。  

   イ 確定的影響と確率的影響 

     確定的影響とは，一定の線量以上の放射線を受けることにより，必ず現

れる影響をいう。人が放射線を短時間で一度に受けると，多数の細胞が死

んで，組織や臓器の働きが悪くなることに加え，自らの生命を維持するた

めのＤＮＡや，細胞を修復する能力が失われてしまう可能性がある。確率

的影響とは，一定量の放射線を受けたとしても，必ずしも影響が現れるわ

けではなく，放射線を受ける量が多くなるほど影響が現れる確率が高まる

現象をいう。                   （乙３［４６頁］） 

     国際放射線防護委員会（以下「ＩＣＲＰ」という。）は，１００ｍＳｖ

／年について，これよりも高い線量では，確定的影響とがんの有意なリス

クの可能性が高くなることから，参考レベルの最大値としている（乙１０

９［５７頁］）。他方，ＩＣＲＰは，１００ｍＳｖ／年以下の低線量被ば

くについて，線量に比例して発がんの確率が増えるという仮定を採用して

いる。                 （乙１０９［９，１７頁］） 

   ウ 平常時の放射線量 

     原子力発電所の平常運転に伴って周辺の一般公衆が受ける放射線量につ

いては，「実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則」及び「核原料
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物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度

等を定める告示（平成２７年原子力規制委員会告示第８号）」により線量

限度値として，実効線量１ｍＳｖ／年が定められている。 

また，発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針（昭和５

０年５月１３日原子力委員会決定）においては，より一層厳しい努力目標

として線量目標値として，実効線量０．０５ｍＳｖ／年が定められている。 

（乙７３） 

   エ 福島事故による避難指示区域 

     現在，福島事故による避難指示区域として，「避難指示解除準備区域」

が設定されている。避難指示解除準備区域は，空間線量率から推定された

放射線量が２０ｍＳｖ／年以下となることが確実であると確認された区域

である。 

⑷ 避難計画の作成及び緊急時の対応に関する定め 

ア 原子力災害対策指針 

     規制委員会は，原子力事業者，国の各機関，地方公共団体等による原子

力災害対策の円滑な実施を確保するための指針（以下「原子力災害対策指

針」という。）を定めることとされている（原子力災害対策特別措置法６

条の２）。 

原子力災害対策指針は，重点的に原子力災害に特有な対策を講じておく

べき「原子力災害対策重点区域」として，ＰＡＺ及びＵＰＺという区域を

示しており，これらの区域では，緊急時対応に係る避難計画の策定が求め

られている。 

     ＰＡＺとは，急速に進展する事故において放射線被ばくによる確定的影

響等を回避するため 放射性物質の環境への放出前の段階から予防的に防

護措置を準備する区域のことであり，原子力施設から，おおむね半径５ｋ

ｍが目安とされている。ＵＰＺとは，放射線被ばくによる確率的影響のリ
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スクを最小限に抑えるため，緊急防護措置を準備する区域であり，おおむ

ね半径５～３０ｋｍが目安とされている。 

（乙８８，１０６） 

   イ 避難計画の作成 

     都道府県に置かれる都道府県防災会議は，原子力災害についても，防災

基本計画及び原子力災害対策指針に基づく都道府県地域防災計画を作成す

ることとされており（原子力災害対策特別措置法２８条，災害対策基本法

１４条，４０条），この地域防災計画として，ＰＡＺ及びＵＰＺ圏内の住

民の避難に係る広域避難計画の作成等を行っている。 

また，市町村に置かれる市町村防災会議（市町村防災会議を設置しない

市町村にあっては，当該市町村の市町村長）は，原子力災害についても，

防災基本計画及び原子力災害対策指針に基づく市町村地域防災計画を作成

することとされており（原子力災害対策特別措置法２８条，災害対策基本

法１６条，４２条），この地域防災計画として，広域避難計画に則ったＰ

ＡＺ及びＵＰＺの設定に基づく避難計画の作成等を行っている。 

   ウ 緊急事態応急対策 

     原子力災害対策指針は，第３⑵「異常事態の把握及び緊急事態対応策」

において，以下の事項を定めている。 

     原子力事業者から全面緊急事態に至った旨の通報を受けた場合 

      原則としてＰＡＺと，プラントの状況に応じてＵＰＺの一部の範囲に

おいて，住民等に対して避難等の予防的防護措置を行う。 

     原子力施設から著しく異常な水準で放射性物質が放出され，又はその

おそれがある場合 

      施設の状況や放射性物質の放出状況を踏まえ，必要に応じて予防的防

護措置を実施した範囲以外においても屋内退避を実施する。 

その後，緊急時モニタリングの結果等を踏まえて，予防的防護措置を
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実施した範囲外においても，避難や一時移転，飲食物摂取制限等の防護

措置を行う。 

     住民が一定量以上の被ばくを受ける可能性がある場合 

      ＵＰＺ外においては，放射性物質の放出後については，ＵＰＺにおけ

る対応と同様，ＯＩＬ１及びＯＩＬ２を超える地域を特定し，避難や一

時移転を実施しなければならない。 

ＯＩＬとは，防護措置実施の基準である運用上の介入レベルのことで

ある。ＯＩＬ１は，住民等を数時間以内に避難や屋内退避等をさせるた

めの基準であり，地上１ｍで計測した空間放射線量率が５００μＳｖ／

ｈが基準とされている。ＯＩＬ２は，住民等を１週間程度以内に一時移

転させるための基準であり，地上１ｍで計測した空間放射線量率が２０

μＳｖ／ｈが基準とされている。 

（乙１０６［４１，５９～６２頁］） 

⑸ 本件発電所に関する避難計画 

   ア 伊方地域 

     伊方地域における緊急時対応に係る計画においては，原子力災害対策指 

針に従い，ＰＡＺは半径５ｋｍ圏内（伊方町１町），ＵＰＺは半径３０ｋ

ｍ圏内（伊方町，八幡浜市，大洲市，西予市，宇和島市，伊予市，内子町，

上関町）に設定されている。               （乙８８） 

   イ 山口県 

     山口県は，災害対策基本法及び原子力災害特別措置法に基づいて，地域

防災計画原子力災害対策編を作成している。同防災計画の中では，住民の

避難の問題に関し，ＵＰＺとして，山口県上関町八島が定められた上で，

避難又は一時移転，屋内退避の指示等，避難所の設置，避難等の実施，要

配慮者の避難誘導，避難住民に対するスクリーニング等が定められている。 

また，上関町は，本件発電所で事故が発生した場合の上関町八島住民の
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避難に関する計画として，上関町地域防災計画原子力災害対策編及び上関

町原子力災害時避難行動計画を作成している。  （甲７０５～７０７） 

   ウ 債権者らの居住地 

他方，債権者らが居住しているのは山口県内の柳井市平郡島，上関町祝

島及び周防大島町であるところ，債権者らの居住地と本件発電所との距離

はおおむね三十数ｋｍから四十数ｋｍであり，債権者らの居住地は原子力

災害対策指針で定めるＵＰＺ（おおむね半径５～３０ｋｍを目安とする。）

の範囲外に位置しているため，債権者らを直接の対象とした避難計画は策

定されていない。 

８ 中央構造線断層帯の長期評価の改訂 

⑴ 地震本部の地震調査委員会（以下「地震調査委員会」という。）は，平成

２３年２月１８日，「中央構造線断層帯（金剛山地東縁－伊予灘）の長期評

価（一部改訂）について」（甲７９２，乙３８。以下「中央構造線断層帯長

期評価（一部改訂）」という。）を公表していたが，新しい知見が得られた

ことから，中央構造線断層帯の全域にわたり再評価を行い，平成２９年１２

月１９日，「四国地域の活断層の長期評価（第一版）」（甲９７２）（以下

「四国長期評価」という。）及び「中央構造線断層帯（金剛山地東縁－由布

院）の長期評価（第二版）」（甲９７３，乙３４３）（以下「中央構造線断

層帯長期評価（第二版）」という。）を公表した。 

（甲７９２，９７２，９７３，乙３８，３４３） 

⑵ 中央構造線断層帯長期評価（一部改訂）では，本件発電所敷地至近距離に

ある断層区間は「石鎚山脈北縁西部－伊予灘」（長さ：約１３０ｋｍ）であ

り，これを基に債務者は断層長さ約１３０ｋｍケースを設定し，基準地震動

を策定していた。これに対し，中央構造線断層帯長期評価（第二版）では，

本件発電所至近距離にある断層区間は「伊予灘」となり，その長さは約８８

ｋｍと設定された。    （甲９７３［１１頁］，乙３４３［１１頁］） 
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⑶ 中央構造線断層帯長期評価（第二版）は，「伊予灘」区間における中央構

造線断層帯の断層の深部の傾斜角について，北傾斜中角度（約４０度）と高

角度（ほぼ鉛直）の両論を併記したが，中角度の可能性が高いとした。 

  なお，伊予灘海域の調査について，中央構造線断層帯長期評価（第二版）

には，「⑨伊予灘区間では断層が海域に位置しており，陸域に近い沿岸浅海

域の調査も必要となる。本断層帯（中央構造線断層帯）の深部での傾斜を最

終的に解明するためには，断層の深部延長をボーリング調査などによって直

接確認することが望ましい。」（４頁），「伊予灘南縁，佐田岬半島沿岸の

中央構造線については現在までのところ探査がなされていないために活断層

と認定されていない。今後の詳細な調査が求められる。」（３１頁），「伊

予灘区間では断層が海域に位置しており，陸域に近い沿岸浅海域の調査も必

要となる。本断層帯の深部での傾斜を最終的に解明するためには，断層の深

部延長をボーリング調査などによって直接確認することが望ましい。」（６

１頁）の各記載がある。 

（甲９７３・乙３４３［３～４，３１～３３，６１頁］） 

⑷ 規制庁は，平成３０年２月２１日に開催された規制委員会の第３０回技術

情報検討会において，最新の知見の一つとして，中央構造線断層帯長期評価

（第二版）の改訂に関する知見を報告した上で，「中央構造線断層帯による

地震は，本件発電所の基準地震動を策定する際の検討用地震の一つである。

新規制基準適合性審査における中央構造線活断層帯の地震動評価では，断層

の長さ，傾斜角の不確かさ（北傾斜）の考慮等を確認しており，今回収集し

た改訂評価の知見における評価はこれに包含されている」との見解を示し

た。 

（乙４３１［１頁］） 

第４ 争点及び争点に関する当事者の主張の要旨 

１ 司法審査の在り方 
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（債権者らの主張） 

⑴ 原子力関連法令等の平成２４年改正の趣旨 

  福島事故によって，原子力発電所の持つ潜在的危険性の大きさや，その事

故により他の科学技術の利用に伴う事故とは質的に異なる被害（不可逆甚大

性，全体性，広範囲性及び長期継続性）を生じさせるという特異性を有する

ことが明らかになった。 

  平成２４年に行われた原子力関連法令等の改正は，我が国の原子力行政

が，「決して起こらない」と言われていた過酷事故を現に起こしてしまった

ことを立法事実として，事故の反省や教訓を踏まえてなされたものである。 

⑵ 原子力発電所に求められる安全の程度 

  上記⑴の原子力関連法令等の平成２４年改正の趣旨からすると，原子力発

電所には，極めて高度な安全が求められるべきであり，言い換えれば，

「（十分な情報を与えられた）通常人が疑いを差し挟まない程度に，万が一

にも（福島事故のような）深刻な災害が起こらないという確信を持ち得る程

度の安全」が求められるべきである。これは実質的にゼロリスクを求めるの

と同じではないが，原子力発電所の持つ危険性や被害の特異性を踏まえれ

ば，安易に他の危険施設や科学技術の利用と同列に扱うことは許されず，そ

の意味では，最高度の安全が求められるものである（他の社会活動で行われ

ている調査・検討すらなされていなければ，最高度の安全が確保されている

とは評価し得ない。）。 

⑶ 司法審査の枠組み 

  本件のように人格権侵害を理由として差止めを求める民事訴訟において

は，差止めを請求する側が人格権侵害の具体的危険性を主張立証するのが原

則であるところ，上記⑴及び⑵からすれば，本件の場合には，人格権侵害の

具体的危険性についての疎明の程度を軽減し，債権者らにおいて人格権侵害

の具体的危険が存在することを一応疎明すれば足りるという解釈（甲６５
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０）が採用されるべきであり，これが採用できないとしても，債権者らにお

いて疎明すべき命題を「人格権侵害の具体的危険が万が一にも存在するこ

と」に修正するか，原決定をはじめとする多くの裁判例が採用するように，

事業者である債務者側に原子力発電所の安全に関する事実上の主張・疎明責

任を負わせるべきである。 

  債務者の主張する判断枠組みでは，福島事故のような深刻な事故を二度と

起こさないという上記⑴の法改正の趣旨に反する結果となり，法解釈として

不当である。 

⑷ 原子力発電所の求められる安全の判断 

  科学的知見をどこまで考慮するかという問題について，債務者が主張する

ように，通説的見解により判断するのだとすると，福島事故前に指摘されて

いた１５ｍを超える津波が到来する可能性は考慮しなくてよいことになる

し，本件においても，中央構造線の地質的境界が活断層である可能性が指摘

されているにもかかわらず，十分な調査を行わないままこの可能性を考慮対

象から外すことになってしまうが，これは，上記⑴の法改正の趣旨に反する

ものである。 

  また，科学の不定性が大きい地震学や火山学などの分野においては，そも

そも通説的見解と呼べるものが存在しない場合も多い。 

  だからこそ，現時点で，究明・獲得途上の専門知を社会的に利用活用しよ

うとする場合には，その不確実性を十分に考慮して，不確実性がマイナスに

作用した場合の損害の特質（どのような権利・利益を侵害するのか，時間

的・空間的にどの程度広がり得るのか等）に応じて十分な安全を確保しつつ

利用活用する必要があるところ，原子力発電所の場合には，その侵害される

利益が生命や身体の安全を含む人格権の根幹部分であり，時間的にも空間的

にも極めて膨大な広がりを持つものであるがゆえに，他の危険施設と比較し

ても最高度の安全が要求されるし，全ての代替可能な科学的知見（科学的に
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信頼可能と評価され得る他の全ての知見）を考慮すべきという基準が採用さ

れるべきである。 

  科学に関わる問題を，①科学の卓越性（ある事象が原理的に発生するか否

か。），②科学の不定性（ある事象が発生するとして，どの程度の確率で発

生するか。），③価値観の問題（ある事象の発生確率を「安全」とみるか，

「危険」とみるか。）の観点で分類して整理してみると，原子力発電所の場

合には，②と③の問題が混在するなどしており，軽々に，いずれの見解が正

しいとか，誤っているといった科学的判断は難しいといわざるを得ないので

あって，このような場合には，法的判断を行う裁判所としては，被侵害利益

の大きさと稼働による利益を比較考量して安全の具体的判断をするほかない

というべきである。 

（債務者の主張） 

⑴ 司法審査の枠組み 

  本件裁判のような妨害予防請求においては，将来発生するか否か不確実な

侵害の予測に基づいて相手方の権利行使を制約するものであるから，単に理

論的ないし抽象的に危険性が存在するというのでは足りず，人格権侵害によ

る被害が生じる「具体的危険性」の存在が必要である。そして，上記の具体

的危険性があることについては，債権者らに主張・疎明責任がある。 

  本件原子炉は，規制委員会による厳格な審査を経て，新規制基準に適合し

ていることが確認されている。規制委員会が，多方面にわたる極めて高度な

最新の科学的，専門技術的知見に基づく総合的判断として行った適合性の判

断は，客観性を有するものとして本件裁判においても当然尊重されるべきで

あり，規制委員会において福島事故を踏まえて制定された新規制基準への適

合性が確認されたことは，本件原子炉の安全性が科学的，専門技術的知見を

踏まえた総合的判断によって裏付けられたということを意味し，本件原子炉

の安全性を示す極めて重要な事実となる。 
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  そして，本件は仮の地位を定める仮処分であり，債務者に与える影響が大

きいことから，債権者らには高度の疎明が求められるべきである。仮に債務

者が一定の主張・疎明責任を負うとしても，保全事件においては，一応確か

らしい程度の疎明がなされればよいとされているところ，本件原子炉の安全

対策が規制委員会の厳格な審査を経て，福島事故の教訓を適切に踏まえて策

定された新規制基準に適合していると認められたことは，本件原子炉が安全

性を確保していることに関する一応確からしい程度の疎明の内容として十分

なものである。規制委員会による審査の内容や審査の在り方についての踏み

込んだ議論は本案訴訟で行うべきであって，一応確からしい程度の疎明がな

されればよいとされる保全事件においては，外形上，法が定める基準に適合

するものとして正当に許可を受けていることが明らかであれば，疎明の程度

としては十分なはずであり，これを不十分とするのは，過度に原子力発電所

を特別視するものであって妥当でない。 

  規制委員会による許認可を踏まえてもなお本件原子炉の安全性を否定する

債権者らは，本件原子炉の安全性が欠如していること，そして，それが仮処

分命令による救済を要するものであることについて，単に抽象的な可能性等

を列挙するだけでなく，具体的かつ科学的根拠を示して主張・疎明しなけれ

ばならない。 

⑵ 原子力発電所に求められる安全の判断 

  原子力発電所に求められる安全の判断については，基本的には，伊方発電

所原子炉設置許可処分取消請求事件に関する最高裁判決（最高裁昭和６０年

(行ツ)第１３３号平成４年１０月２９日第一小法廷判決・民集４６巻７号１

１７４頁）に則り，通説的見解に基づいて判断されるべきである。もっと

も，通説的見解に対する有力な異説が存在する場合や，通説的見解自体が定

まりきっていない場合には，通説的見解に拠るだけでは十分とはいえないこ

とも考えられる。しかし，学術論争の場においては，常に，合理的な根拠に
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基づかない異説や，最新の調査結果等が踏まえられていない古い認識に基づ

く異説も存在し，どのような見解までを採用すべきかについて一定の明確な

基準を設けることは困難である。このように，自然科学の分野では，ある見

解が通説ではないものの合理性のある知見であるのか，合理性を有しないと

される見解なのかの区別は容易でないことから，原子炉等規制法は，通説的

見解ではない異説をどの程度まで考慮すべきかという点について，規制委員

会の専門技術的知見に基づく裁量に委ねている。すなわち，原子炉等規制法

が，同法４３条の３の６第１項各号所定の基準の適合性について，専門技術

的知見を有する規制委員会の合理的な判断に委ねた趣旨に照らせば，最新の

科学的知見の採否の選択も，専門技術的知見を有する規制委員会の合理的な

判断（専門技術的裁量）に委ねられているものと解され，同法は，上記のよ

うな最新の科学的知見の採否に関する規制委員会の専門技術的判断を尊重す

ることを要請しているものと解される。 

  そこで，本件においても，債務者及び規制委員会が採用した知見に現在の

通説的見解に照らして明白な誤りがあると判明し，この知見に基づけば安全

性の判断が科学的真実に反するような場合には，基本とされるべき通説的見

解からの逸脱として厳しく判断されるべきと考えるが，逆に，債務者及び規

制委員会が採用した知見が通説的見解に基づくものであって一定の合理性が

認められるにもかかわらず，当該通説的見解に対する異説が存在すること

や，同見解に対する批判が存在すること等から，債務者及び規制委員会が採

用した知見が不合理である（又は合理性に疑いが残る）と判断すべきではな

い。つまり，裁判所が，通説的見解と異説の当否のような科学的技術的問題

について深く立ち入って，いずれの見解によるのが相当であるかなどといっ

た判断をすることは，そもそも司法の審査能力を超える疑いが強い上，上記

のような判断は実質的に判断代置的な司法審査となり，原子炉等規制法が規

制委員会に専門技術的裁量を認めた趣旨を没却することとなることから，相
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当でない。 

  このことは，本件裁判の要件事実からしても正当である。すなわち，本件

のような将来予測に基づく差止請求（妨害予防請求）の要件として求められ

る危険性は具体的危険性であって論理的ないし抽象的，潜在的レベルの危険

性では足りない。仮に規制委員会の判断に不合理な点があったとしてもそれ

自体が具体的危険性に直結するわけではない。それにもかかわらず，規制委

員会の判断に不合理な点があることをもって具体的危険性を認定するという

のであれば，その「不合理」は具体的危険性が認定されてしかるべきレベル

の不合理でなければならない。規制委員会の専門技術的判断にそれ相応の合

理性が認められるような場合についてまで差止請求を認めることは，もはや

具体的危険性ではなく論理的ないし抽象的，潜在的レベルの危険性に基づい

て差止請求を認めるというに等しく，差止請求（妨害予防請求）の要件に照

らし妥当ではない。 

  債権者らは，地震や火山事象を巡る自然科学の評価については，不確実性

が大きいことから，通説的見解とはいえなくとも保守的な評価につながる知

見を採用した評価を行わなければならないと主張する。 

  しかし，地震や火山事象を巡る自然科学の評価に不確実性が伴い，専門技

術的，科学的知見によっても明確な答えを導くことができないことは，債務

者や規制委員会も当然に認識しており，通説的見解だけでなく，保守的な評

価につながるような有力な知見が存在する場合には，債務者自身の保守的な

考慮として，又は，規制委員会が審査の過程で指摘することにより，債務者

の評価に反映している。 

  通説的見解以外の知見をどの程度まで考慮するべきかの判断については，

上記のとおり規制委員会の合理的な判断（専門技術的裁量）に委ねられてい

るが，それは，決して規制委員会の独善的な判断を意味するものではなく，

規制委員会内の様々な意見，更には，規制委員会からの委託研究の成果とし
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て蓄積された知見や，パブリックコメント等の機会に収集された幅広い意見

をも踏まえて，審査会合の場や，規制委員会内部において十分に議論を重ね

た上で，専門家集団としての科学的かつ工学的な判断がなされている。この

ような専門家集団による判断が可能であり，かつ，それが有用であることに

ついては，国際的にも認容され，広く活用されているのであり，原子力の安

全基準策定に関わる専門家らによっても認められている。 

２ 地震に対する安全性 

⑴ 「震源が敷地に極めて近い」場合の評価の要否 

（債権者らの主張） 

ア 主張の概要 

  設置許可基準規則及び同解釈別記２は，「敷地ごとに震源を特定して策

定する地震動」について，内陸地殻内地震について選定した検討用地震に

関し，活断層の位置・形状・活動性等を明らかにすることを求めており，

上記解釈別記２や地震ガイドは，「震源が敷地に極めて近い」，すなわ

ち，表層地盤の震源域から敷地までの距離が２ｋｍ以内の場合について，

特別の配慮をすべきことを求めている。 

  しかし，債務者は，佐田岬半島北岸部に活断層は存在せず，活断層が敷

地に極めて近い場合の評価は必要がないと判断して，活断層が敷地に極め

て近い場合の地震動評価を行っておらず，具体的な数値も持ち合わせてい

ない。したがって，債務者の上記判断が不合理である場合には，債務者に

よる断層モデルを用いた手法による地震動評価が全体として不合理なもの

である疑いを生ずることになり，断層モデルを用いた手法による地震動評

価が応答スペクトルに基づく地震動評価の数値を超えないという判断自

体，ひいては債務者による地震動評価そのものが不合理なものであって，

これを正当とした規制委員会の判断も不合理ということになる。 

  そして，本件発電所敷地付近にある，佐田岬半島北岸部の地質境界とし
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ての中央構造線は活断層である可能性が高く，そのことは現時点における

地震調査研究に関する最も有力な見解である，中央構造線断層帯長期評価

（第二版）でも指摘されているにもかかわらず，債務者は，より精密な探

査方法（三次元反射法探査やボーリング調査）があるのに，精度の低い二

次元反射法探査に固執して最善を尽くさないまま，すなわち，合理的な根

拠なく地層境界としての中央構造線が断層であることを否定しているので

あって，これを是認した規制委員会の判断には，判断の過程に過誤ないし

欠落があったといわざるを得ない。したがって，人格権侵害の具体的危険

の存在が認められる。 

  なお，上記「震源が敷地に極めて近い」という場合の「震源」は，地震

発生層における震源域ではなく，表層地盤の震源域を指すものと解され

る。なぜなら，上記新規制基準の定めは，震源が敷地に極めて近い場合，

表層地盤の震源域の影響について，地表断層から２ｋｍ以上離れていれば

無視しうるものの，敷地から２ｋｍ程度以内の地表地盤が変位する場合に

は，比較的軟らかいとされる表層地盤といえども，無視できないという震

源極近傍の地震動評価の研究成果に基づいて策定されたものであるとこ

ろ，上記研究においては，横ずれ断層（鉛直の断層）のケースと逆断層

（傾斜角６０度）のケースとを検討し，逆断層のケースについて，地表断

層からの距離が２ｋｍ以上離れると，表層地盤の震源域からの影響は無視

できる程度に下がるとされているからである（なお，横ずれ断層のケース

については，上記２ｋｍの起算点について「断層」としか記載されていな

いが，これは鉛直の断層を想定しているために，震源域の直上からの距離

であるか，地表断層からの距離であるかを明記する必要がなかったに過ぎ

ないものと考えられる。）。 

イ 活断層の有無に関する債務者の評価について 

 債務者による海上音波探査（反射法地震探査）が不十分であること 
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  本件発電所の敷地東側の地域には下灘‐長浜沿岸活断層帯が存在し，

反対側の九州側では，佐賀関断層という活断層が地震本部によっても示

されているところ，地質境界としての中央構造線が本件発電所付近の東

西で活断層と一致する場所があることから，佐田岬半島北岸部の地質境

界としての中央構造線が活断層である可能性，すなわち，敷地から極め

て近い場所に活断層の存在する可能性がある。 

  敷地から極めて近い場所の活断層の有無の調査については，仮にそれ

が存在した場合の影響力を考えると，一般的な活断層の調査よりも，よ

り詳細な，より念入りな調査が求められる。しかし，債務者は，債務者

の実施している探査法よりも精密な方法があるのに，これを実施せず，

最善を尽くしていない。 

  具体的には，まず，債務者が海上音波探査（反射法地震探査）に採用

したブーマーなどの透過深度は，せいぜい１００～２００ｍにすぎな

い。また，債務者の海上音波探査（反射法地震探査）は，デコンボリュ

ーションフィルタをかけたり，ＣＤＰ重合において重合数を大きくして

ノイズを抑えなくてはならないのに，そうしていない問題点がある。例

えば，石油探査ですら，重複反射（ノイズ）を抑えるためのＣＤＰ重合

の重合数が１００程度とされるが，債務者の探査ではわずか８にとどま

っている。ノイズを抑える作業がほとんどなされていないと言っても過

言ではない。さらに，測線と測線との間が１ｋｍもあいており，その間

の地層の状態が把握されていないという問題点もある。 

  加えて，二次元反射法地震探査では，得られる情報が測線直下の地質

情報に限られ，正確な連続的地下構造図は作成できず，地下構造を三次

元的に正確に把握するためには，三次元反射法地震探査が不可欠である

が，債務者の海上音波探査（反射法地震探査）は，二次元探査でしかな

い。これでは詳細さの程度が全く不十分で，ノイズを抑えていないこと
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もあいまって不正確，不十分な反射法探査となってしまっている。 

  そもそも海上音波探査は，地層のつながりを追うための技術であっ

て，地層の不連続を確実に捉えるためのものではないのであって，断層

の有無を判断するのに，必ずしも適しておらず，より精密な方法である

ボーリング調査を行うべきであった。 

  このように，債務者の実施している二次元反射法探査よりも精密な方

法（三次元反射法探査，ボーリング調査）があるのに，債務者は，これ

を実施していない。その結果，債務者の上記探査結果の地質境界として

の中央構造線を示す解釈線には，存在するはずのない，地質境界を貫く

反射面が存在することになっていたり，地質境界としての中央構造線の

下は堆積層ではなく，三波川変成岩類であるはずなのに，解釈線の下に

堆積層を示す複数の反射面が存在することになっているという誤った解

釈線が導かれている。 

 海上音波探査（反射法地震探査）の結果に基づく債務者の評価が誤り

であること 

  債務者は，債務者の指摘する海上音波探査（反射法地震探査）結果に

基づいて，沖合い約８ｋｍ付近にある活断層群よりも南側の佐田岬半島

北岸部では，Ａ層，Ｄ層及びＴ層がそれぞれ水平に分布しており，三波

川変成岩類の上面に向かって扇状の層を成すような変位の累積性が見ら

れない，少なくとも後期更新世以降（１２～１３万年前以降）における

期間に，三波川変成岩類上面と堆積層との地質境界を境に堆積層がずり

落ちるような正断層の活動（正断層成分を有する横ずれの活動を含

む。）がないことから佐田岬半島北岸部に活断層はないと主張する。 

  しかし，債務者が上記評価を行うに際して用いた図は，縦軸と横軸の

縮尺が実際とは異なる，極めて精度の低いものであって，ここから上記

のような分析を行うことはできない。 
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  また，正断層運動がある場合においても，扇状の層をなすような変位

の累積性等が必ずしも存在するとは限らない。ハーフグラーベン構造を

とっていても，陸地近傍側に，扇状の層をなすような変位の累積性が見

られないケースもある。債務者は，カナダ・ノバスコシア州の Fundy ハ

ーフグラーベンにおいても，主断層付近の正断層変位をみても主断層側

に向かって堆積層が扇状に厚くなる構造が見て取れる，主断層側に向か

って浅くなる地点にも多数の正断層変位が生じていると主張するが，仮

にカナダ・ノバスコシア州の Fundy ハーフグラーベンが債務者の主張す

るとおりの形状だったとしても，佐田岬半島北岸部におけるハーフグラ

ーベン構造の存在を否定することにはつながらない。 

  更に，債務者は，自らが作成し規制委員会に提出した海底地形図（乙

１２６）について，佐田岬半島沿岸部において，若い地層が卓越した潮

流によって消失したと説明しており，現に上記図において佐田岬半島北

岸部は白抜きされているが，これは，若い地層が消失したことにより，

調査が困難か不能であったことによるものと考えられる。したがって，

仮に債務者の主張するとおり，扇状の層をなすような変位の累積性が見

られず，また，Ｄ層が水平だったとしても，それは，卓越した潮流によ

って若い地層が消失したことによるものである可能性が高く，地質境界

たる中央構造線がハーフグラーベン構造であるか，活断層であるかとい

った問題とは，必ずしも関連性があるものではない。 

  なお，伊予灘沖では，三波川結晶片岩類と，領家帯の花崗岩，片麻岩

がくさび形をなしており，そのくさび形部分に，若い地層が堆積してい

る（新期堆積層が存在している）ところ，このような状態は，三波川結

晶片岩類の上部を領家帯の花崗岩，片麻岩が滑り落ちている，すなわ

ち，佐田岬半島北岸部の中央構造線をハーフグラーベンであると捉える

ことによってのみ可能である。 
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ウ 中央構造線断層帯長期評価（第二版）の記載 

 中央構造線断層帯長期評価（第二版）には，「三波川帯と領家帯上面

の接合部以浅の中央構造線も活断層である可能性を考慮に入れておくこ

とが必要と考えられる。伊予灘南縁，佐田岬半島沿岸の中央構造線につ

いては現在までのところ探査がなされていないために活断層と認定され

ていない。今後の詳細な調査が求められる。」との記載がある。 

  中央構造線断層帯長期評価（第二版）を作成した地震本部の地震調査

委員会は，阪神・淡路大震災（平成７年１月）を契機として，我が国の

地震調査研究を一元的に推進するため，地震防災対策特別措置法に基づ

き，政府の特別な機関として，全国の大学，研究機関が優秀な人材や有

益なデータを結集して組織されたものである。そして，中央構造線断層

帯長期評価（第二版）は，同委員会により，相当の費用と時間が投下さ

れ，作成され，発表されたものである。したがって，中央構造線断層帯

長期評価（第二版）の信頼性は極めて高度に担保されており，これは，

現時点における地震調査研究に関する最も有力な見解である。 

  このような性質を有する中央構造線断層帯長期評価（第二版）におい

て，上記のとおり，佐田岬半島沿岸に活断層が存在するか否かについ

て，債務者等が行った海上音波探査では不十分である旨の記載があるこ

とは，本件発電所敷地沿岸部に活断層がないことを確認しているという

債務者の主張が誤っていることを端的に示すものである。 

 債務者は，中央構造線断層帯長期評価（第二版）の上記記載につき，

中央構造線断層帯長期評価（第二版）の策定に関わった広島大学大学院

教授奥村晃史（以下「奥村教授」という。）及び首都大学東京名誉教授

山崎晴雄（以下「山崎教授」という。）の陳述も引用しながら，債務者

の行った海上音波探査の結果を見落としたものだと主張する。 

  まず，債務者は，現に中央構造線断層帯長期評価（第二版）の参考文



 71 

献に債務者が行った海上音波探査の結果が記載されたヒアリング資料

（乙１２６）が掲載されていないことを指摘するが，中央構造線断層帯

長期評価（第二版）の参考文献には，債務者が行った海上音波探査の結

果が記載された別の資料（乙１１９）が引用された上，伊予灘区間の海

域部について，債務者の行った音波探査を基に中央構造線に関する説明

がなされているから，債務者による海上音波探査の結果を見落としたと

は認められない。 

  また，債務者は，中央構造線断層帯長期評価（第二版）において債務

者による海上音波探査の結果が見落とされた原因や経緯として，「規制

委員会のホームページ上で，…ヒアリング資料の検索には困難を伴う」

と主張したり，中央構造線断層帯の長期評価にあたっての第５９回活断

層分科会において，「すべてのデータを網羅的に収集することは，時間

的な制約もあるので難しいが，主要なものについてはできる限りのデー

タを参照するようにしたい」，「その際のデータは，公表されているも

ののみで良い。」と発言されていることを取り上げ，「上記の発言から

すれば，時間的な制約もある中で，公表されている主要な論文等や委員

が個人的に把握している資料が議論の基礎となっているに過ぎず，非常

に検索が困難なヒアリング資料（乙１２６）が参照されないことは十分

にありうる」と指摘したりしている。 

  しかし，活断層分科会における上記発言は，「本地域を評価する際に

は，伊予灘など海域のデータが重要になる。前回の評価が公表されて以

降，新たなデータが得られているはずである。」「四国電力のデータを

用いる際には，それらの結果に依存せざるを得ないだろう。それ以外の

データは入手可能か。」という発言を受けて，「全てのデータを網羅的

に収集することは，時間的な制約もあるので難しいが，主要なものにつ

いてはできる限りのデータを参照するようにしたい。」「その際のデー
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タは，公表されているもののみで良い。」と発言されたものである。こ

のように，「本地域を評価する際には，伊予灘などの海域データが重

要」，「四国電力のデータを用いる際には，それらの結果に依存せざる

を得ない」という発言がされていることからすると，「四国電力の海域

のデータ」の有無は重視されており，同データは，明らかにここにいう

「参照されるべき主要なデータ」であって，これが参照されないことは

考えられない（なお，活断層分科会においては，その後も佐田岬半島北

岸部の活断層の有無について複数回にわたり議論が行われており，債務

者が主張するような「僅かに言及されたのみ」というような状況ではな

い。）。 

  加えて，中央構造線断層帯長期評価（第二版）には，債務者が行った

海上音波探査の結果が記載された資料（乙１１９）が引用された上で，

伊予灘の海域部について，債務者の行った音波探査を基に中央構造線の

説明がなされているのであるから，その際，債務者による海上音波探査

の結果を見落としたなどということがないことは明らかである。中央構

音波探査が不十分であったことを指摘するものに外ならない。 

エ その他債権者らの主張を裏付ける事情 

  そのほか，次の ～ の各事情からすると，佐田岬半島北岸部の中央構

造線が活断層であることは明らかであり，少なくとも本件発電所敷地至近

距離において，地質境界としての中央構造線自体が正断層成分を含む横ず

れ断層である可能性（本件原子力発電所敷地近距離の地質境界たる中央構

造線も活断層である可能性）は否定できない。 

 佐田岬半島北岸部が中央構造線のダメージゾーンであること 

  愛媛大学名誉教授小松正幸（以下「小松教授」という。）が佐田岬半

島北岸部で行った断層調査によれば，比較的浅所で，また，時代的にも
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比較的新しい時代に形成されたと考えられるガウジを伴う断層が普遍的

に存在していること，一次断層群（断層核が３０ｃｍ以上の幅を持つ比

較的大きな断層が数十ｍないし１００ｍの間隔で存在する断層群），二

次断層群（５～２０ｃｍの幅の断層核を持つ断層で，幅数十ｃｍ間隔の

平行な断層群を形成するもの）のほか，数ｃｍオーダーの幅で細かな断

層群が密に形成されている三次断層群まで存在するのは，佐田岬半島北

岸の中央構造線に沿うと考えられる部分だけであること，湾入部の東先

端（ヒラバエ）では，東西性の正断層群の断層面がむき出しになり，西

端では鉛直フラクチャーが示す断層のリニアメントとなっていること，

ヒラバエの岩礁に見られる断層面は三次断層群の微細な割れ目が発達し

ており，中央構造線に関連するダメージゾーンの特徴を示していること

からすると，佐田岬半島北岸部は中央構造線のダメージゾーンであると

考えられる。 

 伊予灘堆積盆が一貫してほぼ一定の速度で沈んでいること 

  伊予灘における堆積盆を形成する地層は，中国電力によってボーリン

グ調査が行われ，下位からＣ，Ｂ４，Ｂ３，Ｂ２， Ｂ１及びＡ層に区

分されて，各層の年代の推定と特定がなされている。その結果，堆積層

の大半を占めるＢ４及びＣ層の年代幅は２２０万年と推定され，Ｂ１～

Ｂ３の堆積時間７９万年の約２．８倍であるから，堆積速度が同じだと

すれば，後者の厚さは前者の２．８倍になるはずである。 

  各層の区分が明瞭になされ，伊予灘南部に近い領域でなされた中国電

力のエアガン断面図から，Ｂ１～Ｂ３の厚さの合計と，Ｂ４＋Ｃの厚さ

の合計を比較すると，Ｌｉｎｅ １７Ａ（豊予海峡に近い測線）では

２．４倍，Ｌｉｎｅ １４Ａ（三崎沖）では２．３倍，Ｌｉｎｅ ９Ａ

（瀬戸沖）では２．７倍であり，予想される厚さにほぼ等しいか，それ

よりやや薄く（すなわち，Ｃ層とＢ４層の堆積速度がその後の年代の堆
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積層との比較で相対的に小さく）なっている。 

  このように，伊予灘堆積盆の堆積作用は７０万年前を境にした変化は

なく，鮮新世末（３００万年前）のハーフグラーベンの形成初期から現

世まで一貫してほぼ一定の速度で沈んでいる。伊予灘堆積盆が一貫して

ほぼ一定の速度で沈んでいるということは，すなわち，伊予灘において

は，７０万年以降も，それ以前と同様に北側低下の垂直運動が行われて

いる，一貫して中央構造線を主断層とするハーフグラーベンの形成運動

が継続しているということである。 

  仮に，これが活断層としての運動でないというのであれば，この運動

を説明する別のメカニズムが示されねばならないが，現在のところ，そ

のようなメカニズムは示されていない。 

 両端が活断層 

  中央構造線のうち本件発電所敷地付近の部分の東寄りの地域には下灘

‐長浜沿岸活断層帯が存在し，反対側の九州側では，佐賀関断層という

活断層が地震本部によっても示されているところ，地質境界としての中

央構造線が本件発電所付近の東西で活断層と一致する場所があること

は，佐田岬半島北岸部の中央構造線が活断層であることを，補強する事

情となり得るものである。 

 重力異常調査の結果 

  重力異常調査の結果，本件発電所敷地直近の中央構造線（地質境界）

に沿って重力異常の急変帯があると認められるところ，このことは，こ

の地質境界に沿ってハーフグラーベンが形成されていること，すなわ

ち，この地質境界が断層であることの証左となる。 

オ 規制委員会による判断過程の過誤ないし欠落 

  以上のとおり，本件原子力発電所敷地至近距離において，地質境界とし

ての中央構造線自体が正断層成分を含む横ずれ断層である可能性（本件原
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子力発電所敷地近距離の地質境界たる中央構造線も活断層である可能性）

は否定できない。 

  そして，地質境界としての中央構造線自体を断層とみた場合に，仮に地

表断層から本件原子力発電所敷地までの距離を正確に測ることは困難であ

るとしても，中央構造線断層帯長期評価（第二版）と見解を一つにする小

松教授及び広島大学大学院理学研究科准教授早坂康隆（以下「早坂准教

授」という。）の見解によると，遠くとも本件発電所から２ｋｍ以内であ

ると認められる。そうすると，本件原子力発電所敷地は中央構造線の地層

地盤の震源域から２ｋｍ以内にあることとなり，したがって，本件原子力

発電所については，「震源が敷地に極めて近い場合」の地震動評価をする

必要があった。ところが，債務者は，「震源が敷地に極めて近い場合」の

地震動評価を行っていない。 

  そうすると，債務者は，「震源が敷地に極めて近い場合」に該当する可

能性があるのに，佐田岬半島北岸部の活断層の有無を十分に調査しないま

ま，これが存在しないとして本件原子炉に係る原子炉設置変更許可，工事

計画認可及び保安規定変更認可の各申請をし，規制委員会はこれを問題な

いとして判断したものであるから，このような規制委員会の判断には，判

断の過程に過誤ないし欠落があったことになる。 

  これに対し，債務者は，規制委員会が佐田岬半島北岸部の活断層の有無

について判断していないかのような原決定の説示を論難するが，規制委員

会には，自ら佐田岬半島北岸部の活断層の有無について判断することが求

められているわけではなく，中央構造線断層帯長期評価（第二版）の記載

に従い，「震源が敷地に極めて近い場合」の地震動評価を行った上で，債

務者による本件発電所に係る原子炉設置変更許可，工事計画認可及び保安

規定変更認可の各申請について審査を行うべきであったのに，自ら佐田岬

半島北岸部に活断層が存在しないなどと自らの分を超えた判断を行い，
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「震源が敷地に極めて近い場合」の地震動評価を行わなかったものである

から，その判断の過程に過誤ないし欠落があることは明らかである。 

  以上のとおり，規制委員会の判断には，判断の過程に過誤ないし欠落が

あったのであるから，本件原子炉の運転等によって放射性物質が周辺の環

境に放出され，その放射線被ばくにより債権者らがその生命，身体や生活

基盤に重大な被害を受ける具体的危険が存在することの一応の疎明は尽く

されたというべきであり，債務者は，「震源が敷地に極めて近い場合」の

地震動評価に関する具体的な数値を持ち合わせていないとして，これに対

する反対疎明を尽くしていないのであるから，本件原子炉の運転により債

権者らの生命，身体等に対する侵害が生ずる具体的危険が存在する。 

（債務者の主張） 

ア 債務者による地震動評価 

  債務者は，基準地震動を策定するに際し，まず，「敷地ごとに震源を特

定して策定する地震動」に関する基本震源モデルの設定に当たって，内陸

地殻内地震，海洋プレート内地震及びプレート間地震のそれぞれの地震発

生様式について，詳細な調査を踏まえた上で，それでもなお残る不確かさ

をあらかじめ織り込むなどして高い保守性を確保した。そして，その上

で，更なる不確かさを保守的に組み合わせて考慮することなどにより，信

頼性の高い基準地震動Ｓｓを策定した。また，「震源を特定せず策定する

地震動」についても，十分な保守性を確保して策定した。 

  特に，本件発電所に最も影響のある中央構造線断層帯の地震に関して，

債務者は様々な調査を行い，それらの結果を保守的に考慮した上で，断層

位置，断層長さ，断層傾斜角及び断層幅をそれぞれ設定し，基本震源モデ

ルを作成した。 

  地震動評価は，自然現象を対象とするものであることから，詳細な調査

を尽くしてもなお不確かな部分が残ること，すなわち，震源断層の性状及
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び将来発生する地震について「精度良く予測する」こと（将来発生する地

震による地震動の最大加速度や地震波形等と一致するような予測をするこ

と）が不可能であることは否定できないが，そのような自然科学の不確実

性を踏まえた上でその点を保守的に考慮し，余裕のある地震動として設定

することで，将来発生する地震動に耐えられるよう原子力発電所を設計す

ることは可能である。 

  このようにして，基準地震動Ｓｓとして基準地震動Ｓｓ－１では１ケー

ス，基準地震動Ｓｓ－２は８ケース，基準地震動Ｓｓ－３は２ケースをそ

れぞれ設定した。そして，債務者による基準地震動Ｓｓの策定が地震ガイ

ドに適合する合理的なものであることについては，規制委員会の厳格な審

査を経た上で，許可を受けている。 

  また，上記基準地震動は，本件原子炉の耐震性能の限界を示すものでは

ない。すなわち，基準地震動Ｓｓの策定に続く耐震設計において耐震安全

余裕が確保されるため，最終的な原子力発電所の設備としては，より大き

な耐震性能を有することとなる。 

  本件原子炉についても，設計及び建設時において耐震安全上の余裕を十

分確保するとともに，これを向上させるための対策を不断に講じてきたこ

とから，基準地震動Ｓｓに耐えられることはもとより，仮に基準地震動Ｓ

ｓを上回る地震が到来しても十分に耐えることができる大きな耐震安全上

の余裕を有している。 

  具体的には，①地震動によって現実に設備等に働く力と評価値との間の

余裕，②評価値と評価基準値との間の余裕，③評価基準値と機能維持限界

値との間の余裕が存在することに加え，そもそも，設計において想定する

合計負荷は，地震動以外の条件についても厳しい条件を重畳させているた

め，基準地震動Ｓｓだけによるものよりも大幅に積み増されている。 

  したがって，基準地震動Ｓｓを超えれば直ちに原子力発電所が危機的な
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状況に陥るというものではなく，実際の原子力発電所施設の耐震性能はそ

れよりも大幅に上回るように設定されている。 

イ 活断層の有無に関する債務者の評価 

 高精度な海上音波探査の結果が得られていること 

ａ 「地質境界としての中央構造線」と「活断層としての中央構造線」

とは区別して検討しなければならないところ，伊予灘よりも東方で

「地質境界としての中央構造線」が陸域に現れる地点（四国北西部）

では，債権者らも認めるとおり，「地質境界としての中央構造線」が

活断層ではなく，離れた地点に「活断層としての中央構造線」が分布

することが明らかになっている。問題は，このように四国北西部陸域

では活断層でない「地質境界としての中央構造線」が，伊予灘海域に

入った途端に活断層となっているのか否かである。 

  伊予灘において債務者及びその他の機関によってこれまでに実施さ

れた海上音波探査は全長約６７００ｋｍにも及ぶ。佐田岬半島北岸部

を含めた伊予灘における海上音波探査は他に類を見ないほどの高密度

でなされており，国土地理院が行う活断層調査のための海上音波探査

と比べても高密度なものである。上記多数の海上音波探査記録から，

活断層が分布しているのは，本件発電所の敷地沖合い約８ｋｍ～約５

ｋｍの範囲であって，それよりも南側では，地層が水平に堆積し，活

断層が存在しないことが明らかになっている。 

  一方，債権者らが活断層であると主張する佐田岬半島北岸部に沿う

ように東西に延びる「地質境界としての中央構造線」が位置するの

は，沖合い約５ｋｍよりも南側で，佐田岬半島の沿岸に極めて近い位

置であるが，債務者は，そのような佐田岬半島の沿岸に極めて近い位

置においても，産業技術総合研究所の活断層調査と比べても高品質な

海上音波探査を行っており，活断層の判読を行うに当たって必要とな
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る高精度な浅部の海上音波探査記録が得られている。 

ｂ 債権者らは，債務者が実施した佐田岬半島北岸部の海上音波探査記

録は粗すぎるなどとして，佐田岬半島北岸部の「地質境界としての中

央構造線」が活断層であることを示す変位が実際には存在するにもか

かわらず海上音波探査によって捉えられていないだけである旨を主張

するが，債務者が佐田岬半島北岸部で実施した海上音波探査において

は，高解像度な海上音波探査記録を得ることができるという最新の技

術を用いており，債権者らがその主張の根拠に用いる喜多灘～串沖の

音波探査結果と比較しても高精度である。 

  また，債権者らは，京都大学名誉教授芦田讓（以下「芦田教授」と

いう。）の意見書に基づき，債務者が佐田岬半島北岸部の海上音波探

査に用いたブーマーやチャープソナーでは透過深度が浅く，その結果

として得られた海上音波探査記録には深部の地下構造が現れないため

に海上音波探査記録として十分ではないと主張するが，活断層の判読

を行うに当たって必要なのは，ブーマーやチャープソナーによって得

られる比較的浅い部分の音波探査記録であり，地下深部の構造ではな

い。 

  更に，債権者らは，債務者が得た佐田岬半島北岸部の海上音波探査

記録について，重複反射が多く見られることを批判し，これを除去し

なければならない旨を主張するが，重複反射が現れるのは，深部にお

いてであり，活断層の判読を行うに当たって必要な浅部の堆積層中に

重複反射は見られないので，活断層の有無を判読する上で何ら支障は

ない。また，重複反射が現れていても，債務者は，重複反射を適切に

判別し，その背景にある明瞭な地層境界線や層内反射面を適切に読み

とって正確な解釈図を作成することができている。 

ｃ 債権者らは，佐田岬半島北岸部において活断層の有無を判断するた
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めに三次元探査を実施すべきと主張するが，一般的に，伊予灘のよう

な内海の浅海域で，しかも佐田岬半島北岸部のような入り組んだ湾内

にまで海上三次元探査が実施されることは考えられない。そもそも，

活断層は直線的な形状で地表に現れるものであるから，それを横断す

る方向に調査すれば，二次元探査で確実に断層を捉えることができる

ので，活断層調査において三次元探査は必須のものではない。芦田教

授が専門とする資源探査においては，地下深部の岩盤中に三次元的な

地質構造によってトラップされた資源の在り処と埋蔵量を把握するた

めに，地下深部までの構造を把握するための三次元探査が不可欠なの

かもしれないが，活断層の判読を行うに当たっては，複数の二次元探

査を組み合わせることにより確実に活断層を捉えることができるので

あり，資源探査と活断層調査とでは，捉えようとする対象がそもそも

全く異なっている。債権者らは，音波探査図が十分なものかどうかに

ついて，資源探査の専門家の意見を重視すべきと主張するが，直線的

な断層分布と二次元的な断層面を有する活断層の第四紀後期における

活動性評価のために堆積層浅部に高分解能を求める海域活断層調査と

石油を貯留する深部岩盤中の背斜トラップ等の三次元的な構造と広が

りを把握する油田探査とでは，探査に求める性能や解釈に際しての着

眼点が大きく異なるので，本件のような海域活断層調査については活

断層調査の専門家の意見を重視すべきである。また，佐田岬半島北岸

部においては，入り組んだ湾内まで測線を展開できる小回りの良さに

加えて解像度の高さを両立できる二次元探査が適しており，三次元探

査で二次元探査よりも高精度な記録を得ることは期待できない。 

  また，債権者らは，佐田岬半島北岸部の「地質境界としての中央構

造線」が活断層であるか否かを判断するためには，海上音波探査に加

えてボーリング調査を実施する必要があると主張するが，ボーリング
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調査は，基本的には，海上音波探査で得られた断面に上載地層法を適

用する上で必要な地層の年代を把握するため，補助的な位置づけで行

われるものであって，既に信頼性の高い層序区分がなされ，約１００

万年前以前からの堆積層を切る断層すら認められないことが分かって

いる佐田岬半島北岸部で海底ボーリング調査を行う理由は見当たらな

いし，そもそもボーリングによって佐田岬半島北岸部の「地質境界と

しての中央構造線」の試料を採取しても活断層であるか否かを判断す

ることはできない。なお，中央構造線断層帯長期評価（第二版）がボ

ーリング調査で確認するのが望ましいとしたのは，地質境界としての

中央構造線の深部の断層傾斜角を確定するためであって，活断層の存

在を確認するためではない。 

 調査結果に基づく債務者の評価について 

ａ もし，小松教授及び早坂准教授が示すような佐田岬半島北岸部の

「地質境界としての中央構造線」が活断層であるならば，佐田岬半島

北岸部の湾内にまで入る測線はその「地質境界としての中央構造線」

を必ず横断することとなるため，そのような測線に沿って実施した海

上音波探査によって変位の有無を判断できる堆積層の明瞭な反射面を

得ていれば，活断層であることを示す変位が確実に捉えられる。 

  佐田岬半島北岸部の「地質境界としての中央構造線」を横断するよ

うに湾内にまで入った測線で得られた海上音波探査記録を見れば，Ｄ

層やＴ層といった堆積層に活断層の存在を示す変位はみられず，佐田

岬半島北岸部の「地質境界としての中央構造線」が活断層として活動

していることを示す痕跡は見当たらない。債権者らは沖合い約８ｋｍ

の地下深部において震源断層が正断層を主体として活動していること

を前提に，その結果として上部の堆積層が三波川変成岩類の上面に沿

ってずり落ちて佐田岬半島北岸部にその痕跡である活断層が存在して
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いるはずであると主張するところ，そのような堆積層が三波川変成岩

類の上面に沿ってずり落ちる活動がこれまで繰り返されてきたのであ

れば，当然ながら，佐田岬半島北岸部の堆積層には，地質境界（三波

川変成岩類の上面）に向かって扇形となるような正断層運動を示す堆

積層の変位の累積が見られるはずであるし，三波川変成岩類の上面に

は凹凸が存在するのであるから，堆積層が三波川変成岩類の上面に沿

ってずり落ちる正断層の活動があれば三波川変成岩類の上面の凹凸部

を覆う堆積層には確実に活断層を示す変位が生じるはずであるが，実

際には，そのような変位の痕跡は全く認められず，水平に堆積してい

る。 

  これに対し，債権者らは，海上音波探査の結果を判読するに当た

り，縦横比を強調した図を用いたことを批判するが，海域の活断層判

読においては活断層を見逃すことのないように縦横比を強調するので

あり，債務者の示した縮尺は活断層判読において一般的なものであ

る。すなわち，変位の累積性の観点からすると，実際よりも鉛直方向

のずれや水平方向の傾きが強調され，仮に正断層運動の結果として現

れる扇状の層をなすような変位の累積があれば，それが強調されて確

認できるはずである。しかし，そのように強調して表示しても，佐田

岬半島北岸部においては鉛直方向のずれも扇状の変位の累積も見られ

ないのである。 

  また，債権者らは，伊予灘の堆積層が水平で正断層運動を示す扇状

の変位が見られないのは潮流で削られたから水平になっているに過ぎ

ないと主張する。しかしながら，潮流で削られるのはあくまでＤ層の

上面だけであるから，正断層運動が繰り返されてきたのであれば，そ

れ以外のＤ層の堆積層中には依然として扇状の変位の累積が残ってい

るはずであるし，Ｄ層よりもさらに下位のＴ層にも扇状の変位の累積
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が見られるはずであるが，そのような変位は見られない。潮流によっ

て一部の堆積層が削られたとしても，それより下位の堆積層により判

読を行うことができる。 

  更に，債権者らは，佐田岬半島北岸部の堆積層が水平である点につ

いて，正断層運動があっても扇状になるとは限らない旨，あるいは，

堆積層が水平なままでずり落ちることもあるかもしれないなどと主張

する。しかしながら，科学は，これまでの経験に基づいて妥当性が認

められたことの積み重ねで成り立っている。活断層についても，これ

までの知見の蓄積から活断層の認定基準が提唱されているところ，佐

田岬半島北岸部の堆積層の状況は，活断層の認定基準に照らして活断

層が存在する場合には当てはまらない。これまでの科学的な知見の積

み重ねを否定するのであれば，可能性が完全には否定できないことを

抽象的に論ずるだけでは不十分であり，佐田岬半島北岸部に活断層が

あることを示す具体的なデータを示さなければならない。 

  そもそも，断層面は活動の繰り返しによって平面的な形態となるも

のであり，佐田岬半島北岸部の三波川変成岩類の上面の凹凸が著しい

ということ自体，三波川変成岩類の上面と堆積層との境界が断層では

ないこと，すなわち，佐田岬半島北岸部において三波川変成岩類の上

面に沿ってずり落ちる運動が生じていないことを明確に示している。 

  したがって，佐田岬半島北岸部の「地質境界としての中央構造線」

が活断層でないことは明らかである。 

ｂ 上記ａのとおり，最も直接的な根拠である，債務者が実施した佐田

岬半島北岸部の詳細な海上音波探査記録から，佐田岬半島北岸部の

「地質境界としての中央構造線」が活断層でないことは明らかである

が，この結論は，海上音波探査記録以外の観点，具体的には，伊予灘

の地質構造に基づく検討からも支持される。 
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  すなわち，伊予灘の地質構造からすれば，債権者らが主張する佐田

岬半島北岸部の活断層は，単に地下深部の震源断層が中角度の場合に

それを延長した線上に活断層が現れることを意味するものではなく，

横ずれするとは考えられない低角度の断層となって地表部に現れるこ

とを意味するものであり，中央構造線断層帯が主として横ずれで活動

することを前提とすれば（中央構造線断層帯長期評価（第二版）は主

として横ずれで活動すると評価している。），このような低角の断層

面で横ずれ運動を行うことは力学的に不可能である。横ずれの卓越す

る中央構造線断層帯では高角の断層が生じやすく，震源断層の上方

（沖合い約８ｋｍ付近）にショートカットした形で高角の活断層が生

じているのであり，沿岸部で低角になる三波川変成岩類上面を覆う伊

予灘の堆積層が全て領家帯と一緒に横ずれして沿岸部に低角の活断層

が生じることは考えられない。 

ｃ 活断層の有無に関する債務者の上記評価については，長期評価部会

の委員，伊予灘の活断層調査を長年行ってきた研究者を含め，多数の

専門家（具体的には，奥村教授，山崎教授，愛媛大学理工学研究科教

授・社会共創学部教授榊󠄀原正幸（以下「榊󠄀原教授」という。），山口

大学大学院理工学研究科（理学）元教授金折裕司（以下「金折氏」と

いう。），国立研究開発法人産業技術総合研究所特別顧問・名誉リサ

ーチャー佃栄吉氏（以下「佃氏」という。），電力中央研究所研究参

事上田圭一（以下「上田氏」という。），香川大学創造工学部教授長

谷川修一（以下「長谷川教授」という。））がこれを妥当であるとの

意見を述べており，その信頼性は高い。 

  また，後記オのとおり，規制委員会も上記音波探査記録を確認した

上で活断層は存在しないと評価しており，令和２年９月１６日に使用

済燃料乾式貯蔵施設の設置変更許可申請に係る審査の結果を取りまと
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めた際には，中央構造線断層帯長期評価（第二版）の内容も踏まえた

上で，改めてこのことを確認している。 

  なお，佐田岬半島北岸部の「地質境界としての中央構造線」が活断

層ではないことが明らかになったことについて取りまとめた論文が，

査読論文として正式に認められ，活断層学会が発行する「活断層研

究」に掲載されることとなった。これにより，佐田岬半島北岸部の中

央構造線の探査が行われていること，及び，本件発電所の敷地前面海

域である伊予灘中部の「地質境界としての中央構造線」に第四紀以降

の活動はないこと，すなわち，活断層ではないことが学術的に認めら

れたことになる。 

ウ 中央構造線断層帯長期評価（第二版）の記載について 

  債権者らは，中央構造線断層帯長期評価（第二版）において，佐田岬半

島北岸部の活断層の有無について調査する必要性を指摘する旨の記載がな

されていることを指摘し，佐田岬半島北岸部に活断層が存在する可能性を

考慮した評価をしなければならない旨を主張する。 

  しかしながら，当該記載については，債務者による佐田岬半島北岸部の

詳細な海上音波探査記録の存在が中央構造線断層帯の長期評価の改訂に関

わった委員に十分知られておらず，改訂に係る議論の中で全く確認されて

いなかったからであることが明らかになっているため，かかる中央構造線

断層帯長期評価（第二版）の記載を根拠として佐田岬半島北岸部の「地質

境界としての中央構造線」が活断層である可能性を論ずることはできな

い。この点は，長期評価部会の委員である奥村教授や山崎教授も述べてい

ることに加え，債務者が文部科学省への情報開示請求によって得た地震本

部地震調査委員会の長期評価部会及びその下部組織である活断層分科会の

議事録及び会合資料から，中央構造線断層帯長期評価（第二版）への改訂

に係る議論において，債務者による佐田岬半島北岸部の詳細な海上音波探
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査記録が全く確認されないままに，佐田岬半島北岸部の活断層の有無につ

いて調査する必要性を指摘する旨の記載がなされたことが，明白なものと

なった。 

  すなわち，当該議事録及び会合資料からは，中央構造線断層帯の断層傾

斜角については，中央構造線断層帯の長期評価の改訂に当たっての主要な

論点として，長期評価部会でも活断層分科会でも数多くの資料に基づいて

丁寧な議論がなされている一方で，佐田岬半島北岸部の「地質境界として

の中央構造線」が活断層であるか否かについては，長期評価部会ではほぼ

議論されず，活断層分科会においても特段の根拠等が示されることもなく

僅かに言及されたのみで大きな論点とはなっていないこと，また，債務者

による佐田岬半島北岸部の詳細な海上音波探査記録については会合の場で

一切参照されることがなかったこと，そして，長期評価部会でも活断層分

科会でも，中央構造線断層帯の断層傾斜角を中心に議論が進められたにも

かかわらず，最終的な取りまとめの直前になって，今後の課題として佐田

岬半島北岸部における調査が求められる旨を述べた一人の委員の意見が，

何ら審議されないままに改訂案に記載され，最終的な中央構造線断層帯長

期評価（第二版）においてもその記載が残されてしまったことが分かる。

このような経緯については，佃氏が詳しく述べるところであるし，奥村教

授の見解とも整合する。 

  また，この点については，規制委員会も同様の認識を示している。すな

わち，令和２年３月４日に行われた規制委員会の令和元年度第６８回会合

において，規制委員会の委員及び事務局のいずれからも，中央構造線断層

帯の長期評価の改訂に当たって，債務者が平成２６年１０月１日のヒアリ

ングの際に提出した佐田岬半島北岸部の詳細な海上音波探査記録を掲載し

た資料の内容が参照されていないと考えられる旨の意見が出され，その理

由としては，当該資料の内容が取りまとめ資料に盛り込まれていなかった



 87 

ことが原因として考えられる（つまり，取りまとめ資料と違って資料の検

索が困難なヒアリング資料の内容は中央構造線断層帯の長期評価の改訂に

当たって参照されなかったと考えられる）とされている。 

  そして，前記 断層学会の査読論文は，中央構造線断層帯長期評

価（第二版）における佐田岬半島北岸部の活断層の有無について調査する

必要性を指摘する旨の記載を踏まえた上で，佐田岬半島北岸部の「地質境

界としての中央構造線」は活断層でないことを明らかにした論文であり，

これにより中央構造線断層帯長期評価（第二版）が佐田岬半島北岸部の中

央構造線が活断層である可能性を考慮に入れておくことが必要とした理由

はなくなった。この査読論文が次回の中央構造線断層帯の長期評価の改訂

に際しては必ず参照されるため，中央構造線断層帯長期評価（第二版）に

おける佐田岬半島北岸部の活断層の有無について調査する必要性を指摘す

る旨の記載が残されることは考えられない。 

エ 債権者らが主張するその他の点について 

 債権者らは，小松教授及び早坂准教授の見解に基づいて，佐田岬半島

北岸部が中央構造線のダメージゾーンであるとして，中央構造線，すな

わち，本件発電所敷地至近距離にある地質境界としての中央構造線が活

断層である可能性を否定できないと主張する。しかし，そもそも仮にダ

メージゾーンであったとしても，いつの時代のどの断層運動によるもの

かは別問題であるため，佐田岬半島北岸部における活断層の有無とは直

接関係がない。また，この点を措くとしても，小松教授らは，何ら定量

的な検討をしていない。佐田岬半島北岸部と遠方とでは，岩盤露頭での

平均割れ目頻度に有意な差は認められず，債権者らの主張する中央構造

線からの距離と割れ目頻度に関係がないことは明らかである。更に，小

松教授は，本件発電所から約２０ｋｍも離れた地点における，かつ，佐

田岬半島の基盤をなす一般的な塩基性片岩とは特徴の異なる露頭を典型
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例として示していること，中央構造線からかなりの距離があり，もはや

ダメージゾーンとはいえない領域にある地点で，浅所で形成された断層

が頻繁に存在する旨述べるなど，自らの見解を否定するような自己矛盾

した内容もみられ，科学的な妥当性は認められない。 

  なお，小松教授及び早坂准教授の見解には矛盾が多く，例えば，正断

層運動によって伊予灘のハーフグラーベンを形成する中央構造線が佐田

岬半島北岸部に存在するという従来の主張とは整合しない，中央構造線

の横ずれ運動や中央構造線と直交する南北方向の活断層を指摘するな

ど，その見解は一貫性を欠いている。 

 債権者らは，小松教授の見解に基づき，両端に活断層が存在すること

や，重力異常図において佐田岬半島北岸部から北の領域に重力異常が見

られることを踏まえれば，佐田岬半島北岸部に沿って活断層が分布する

可能性がある旨を主張する。 

  しかし，小松教授自身も認めるとおり，両端に活断層があれば当然に

その間が活断層となるものではなく，佐田岬半島北岸部の海上音波探査

記録に基づいて活断層の有無を検討することが重要である。 

  重力異常についても，小松教授自身も認めるとおり，重力異常図から

分かるのは，あくまで地下の密度差であって，活断層を直接判別できる

わけではなく，伊予灘では活断層の位置について言及するほどの分解能

が重力異常にないことも踏まえれば，やはり佐田岬半島北岸部の海上音

波探査記録に基づいて活断層の有無を検討することが重要である。 

オ 規制委員会による審査について 

 規制委員会は，平成２５～２７年にかけての本件原子炉に係る新規制

基準適合性審査において，佐田岬半島北岸部も含めて活断層の有無につ

いて検討した。その過程で，規制委員会は，佐田岬半島北岸部について

は海底谷という活断層を疑わせる地形が見られることも踏まえ，佐田岬
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半島北岸部の海陸境界に極めて近い領域（債権者らが主張する「地質境

界としての中央構造線」が確認できる位置）を含む詳細な海上音波探査

記録の提示を債務者に指示し，債務者は，これを受けて，佐田岬半島北

岸の湾内に入るような沿岸部に極めて近い領域を含む詳細な海上音波探

査記録を示し，海底谷が断層地形ではないことを説明し，規制委員会

は，平成２７年７月１５日，本件原子炉が新規制基準に適合していると

の判断を行った。 

 平成２９年１２月１９日に中央構造線断層帯の長期評価が第二版へと

改訂され，全体の断層長さ，断層区分，断層傾斜角の評価が変わった。

なお，改訂後の中央構造線断層帯長期評価（第二版）には，今後の課題

として，「伊予灘南縁，佐田岬半島沿岸の中央構造線については現在ま

でのところ探査がなされていないために活断層と認定されていない。今

後の詳細な調査が求められる。」と，佐田岬半島北岸部の活断層の有無

について調査する必要性を指摘する旨の記載がなされた。 

  中央構造線断層帯の長期評価の改訂を受け，規制委員会としては，平

成３０年２月２１日の技術情報検討会において，中央構造線断層帯長期

評価（第二版）における知見のなかに規制に反映させるべき知見がある

か否かを検討した結果，全体の断層長さの変更，断層区分の変更及び断

層傾斜角の評価の変更については新しい知見としては検討したものの，

既に平成２５～２７年にかけて行った本件原子炉に係る新規制基準適合

性審査の段階から，債務者が各種の不確かさの考慮等を行っていること

を踏まえ，当該知見はこれに包含されており，規制に反映させるべき知

見には当たらないと判断した。他方，中央構造線断層帯長期評価（第二

版）における佐田岬半島北岸部の活断層の有無について調査する必要性

を指摘する旨の記載については，規制委員会としては，新しい知見とは

考えなかった。 
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 債務者が平成３０年５月２５日に申請した使用済燃料乾式貯蔵施設の

設置変更許可申請に係る審査の中で，規制委員会は，全体の断層長さの

変更，断層区分の変更及び断層傾斜角の評価の変更が本件発電所の基準

地震動Ｓｓに影響するものではないことを改めて説明するよう債務者に

求め，これを受けた債務者は，検討・評価結果を取りまとめて規制委員

会に報告し，当該検討・評価結果が妥当である旨の了承を得た。他方，

技術情報検討会において新しい知見に当たらないと判断された中央構造

線断層帯長期評価（第二版）における佐田岬半島北岸部の活断層の有無

について調査する必要性を指摘する旨の記載については，既に平成２５

～２７年にかけて行った本件原子炉に係る新規制基準適合性審査の段階

で佐田岬半島北岸の湾内に入るような沿岸部に極めて近い領域を含む詳

細な海上音波探査記録により佐田岬半島北岸部に活断層が存在しないこ

とを確認していたことや，別府重点（乙３４５）において「地質境界と

しての中央構造線」が活断層ではないとする既許可の審査結果を肯定す

る内容があることを踏まえ，使用済燃料乾式貯蔵施設の設置変更許可申

請に係る審査において債務者に対して特段の説明を求めることはなかっ

た。 

  そして，令和２年３月４日に行われた規制委員会の令和元年度第６８

回会合において，事務局から，上記で述べたような事実関係，すなわ

ち，技術情報検討会において適切に検討した結果，中央構造線断層帯長

期評価（第二版）における佐田岬半島北岸部の活断層の有無について調

査する必要性を指摘する旨の記載は新しい知見に当たらないと判断され

ていること，債務者が実施した沿岸部に極めて近い領域に係る詳細な海

上音波探査記録を踏まえ，佐田岬半島北岸部の「地質境界としての中央

構造線」が活断層ではなく本件発電所の敷地及び敷地近傍に活断層はな

いことを平成２５年から平成２７年にかけて行った本件原子炉に係る新
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規制基準適合性審査の中で既に確認していること，並びに，技術情報検

討会における検討に加えて，使用済燃料乾式貯蔵施設の設置変更許可申

請に係る審査の中でも，「（１）中央構造線断層帯としての評価」（全

体の断層長さの変更，断層区分の変更及び断層傾斜角の評価の変更）が

本件発電所の基準地震動Ｓｓに影響しないこと及び「（２）地質境界断

層としての中央構造線（本件発電所の敷地近傍）」が活断層でないと既

許可で判断したことについて審査チームとして確認を行った上で既に一

通りの審議を終えていることなどが報告され，規制委員会は，その報告

を了承した。 

  その後，規制委員会は，使用済燃料乾式貯蔵施設の設置変更許可申請

に係る審査の結果を取りまとめた。当該審査書には，既許可申請の審査

（平成２５～２７年にかけて行った本件原子炉に係る新規制基準適合性

審査）の段階で，敷地前面の海底谷の地形調査，地質境界としての中央

構造線が確認できる入り組んだ湾内部も対象にした海上音波探査等の結

果から，敷地近傍には後期更新世以降の地層に変位を及ぼすような活断

層が存在しないことを確認していたこと等から，中央構造線断層帯長期

評価（第二版）における佐田岬半島北岸部の活断層の有無について調査

する必要性を指摘する旨の記載を踏まえても，本件発電所の基準地震動

Ｓｓを見直す必要はないことが明記された。 

  以上のとおり，中央構造線断層帯長期評価（第二版）の内容も踏まえ

た上で，本件原子炉に係る設置変更許可申請が，令和２年９月１６日付

けで許可された。 

 債権者らは，規制委員会が中央構造線断層帯長期評価（第二版）にお

ける佐田岬半島北岸部の活断層の有無について調査する必要性を指摘す

る旨の記載を無視している旨を主張するが，規制委員会は，技術情報検

討会で検討した段階から，当該記載については中央構造線断層帯長期評
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価（第二版）の結論として記載されたものではないことから（乙５２０

（１４頁）参照），新しい知見としては取り扱わず，また，既に平成２

５～２７年にかけて行った本件原子炉に係る新規制基準適合性審査の段

階で佐田岬半島北岸の湾内に入るような沿岸部に極めて近い領域を含む

詳細な海上音波探査記録により佐田岬半島北岸部に活断層が存在しない

ことを確認していたこと等を踏まえて，使用済燃料乾式貯蔵施設の設置

変更許可申請に係る審査において改めて審査する必要がないと判断した

ものである。 

カ 小括 

  以上のとおり，債権者らが活断層であると主張する佐田岬半島北岸部を

通る「地質境界としての中央構造線」が活断層ではなく佐田岬半島北岸部

に活断層はないことが明らかであり，本件発電所において，「震源が敷地

に極めて近い」場合の評価は不要である。 

  なお，地震動評価において，科学的調査を尽くしてもなお残る不確かさ

を保守的に考慮することが重要であること，そして債務者がそれを踏まえ

て保守的な基準地震動Ｓｓを策定していることは前記アのとおりである

が，佐田岬半島北岸部の活断層の有無という点については，活断層が存在

しないことが詳細な海上音波探査記録に基づく観測事実として明らかにな

っているのであるから，不確かさとして考慮する必要はない。 

  すなわち，債務者としても，専門科学技術的な知見について，通説的見

解に対する有力な異説が存在する場合や，また，通説的見解自体が定まり

きっていない場合が存在し，そのような場合には，通説的見解に拠るだけ

では十分とはいえない場合も考えられることは否定しないが，佐田岬半島

北岸部の活断層の有無については，単に通説的見解があるというにとどま

らず，既に活断層が存在しないことが詳細な海上音波探査記録に基づく観

測事実として明らかになっており，査読論文として受理されているのであ
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るから，不確かさをどの程度まで考慮するかという議論とは次元が異なっ

ている。 

⑵ プレート間地震の地震動評価 

（債権者らの主張） 

ア 債務者は，プレート間地震の地震動評価について，ＳＭＧＡモデルを基

本としている。しかし，同じプレート間地震である東北地方太平洋沖地震

の際，女川原子力発電所において，当時の基準地震動Ｓｓを超える地震動

が観測されたところ，この原因である大振幅パルス波について，ＳＭＧＡ

モデルでは，同モデルを考案した元京都大学防災研究所の入倉孝次郎氏

（以下「入倉氏」という。）を含めて研究者の誰一人として再現できてい

ない。これは，ＳＭＧＡモデルを用いた地震動想定では，地震動評価が過

小となることを表している。 

  これに対し，独立行政法人港湾空港技術研究所の地震防災研究領域長野

津厚氏（以下「野津氏」という。）の提唱するＳＰＧＡモデルでは，上記

東北地方太平洋沖地震の大振幅パルス波を再現できた。ＳＰＧＡモデル

は，すでに，港湾施設の技術的な基準に採用されており，信頼できるモデ

ルであるし，原子力発電所に最高度の安全が求められることからすれば，

他の施設で現に利用されている保守的なモデルを用いないことは，それだ

けで「最善かつ最大の努力」（設置法１条）を怠っているということであ

り，原子力発電所の安全が欠如していることを示すものである。 

  この点，ＳＭＧＡモデルを考案した入倉氏自身も，上記の２０１１年東

北地方太平洋沖地震の大振幅パルス波について，これを再現するために

は，ＳＭＧＡ内の小さなサブエリア内でより高い応力パラメータを持つ

「不均質モデル」を使用する必要性があることを指摘している。 

イ 強震動に関する研究は，実際に起こった地震に関する事後の分析という

点では大きく発展してきたが，今後に起こりうる事象の予測という点にお
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いてはまだ発展段階にあり，被害地震が起こる度に，それ以前の知見では

予測できなかったような事態が生じ，その都度強震動研究の知見が塗り替

えられてきていることからしても，原子力発電所の安全の保証に活用でき

るほどに成熟しているとはいえない。したがって，強震動研究の成果を活

用して原子力発電所の安全を保証することは現段階では不可能である（地

震動学の不定性）。 

  福島事故は，まさにこのような強震動研究の限界を示す出来事であり，

新規制基準は，そのことを踏まえて策定されたものであるが，新規制基準

においては，耐震重要施設の基準地震動と，過酷事故時の重大事故等対処

施設の基準地震動に差を設けることはせず，同じ基準地震動に耐えられる

ことを求めている。過酷事故は，耐震重要施設が基準地震動を超える地震

力に対し，安全機能が損なわれて発生することも考えられるから，過酷事

故時の重大事故等対処施設の基準地震動を，耐震重要施設の基準地震動よ

り大きなものとすることも考えられるが，新規制基準が，上記のとおり両

者に差を設けていないことからすると，新規制基準が求める基準地震動は

極めて保守的なものというべきであって，これは当該原子力発電所を襲う

可能性がある地震動をカバーしているといえるものであること，これを超

える地震動が当該原子力発電所を襲うことはまずないといえるものである

ことが，必要である。科学的合理性があるより保守的な知見がある場合，

これを排除する理由として，発生確率が低いことや知見が確立されていな

いことを理由としてはならない。科学的に正確な評価かどうかという判断

よりも，不確実ではあっても保守的な評価かどうかという判断がなされる

べきである。 

ウ しかし，債務者は，海洋プレート間地震の地震動想定について，ＳＰＧ

Ａモデルも，ＳＭＧＡ内の小さなサブエリア内でより高い応力パラメータ

を持つ「不均質モデル」も採用していない。したがって，債務者の地震動
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想定は過少であり，本件原子力発電所を襲う可能性がある地震動をカバー

しているとはいえないから，そのことだけで本件発電所の安全の欠如が認

められるというべきである。 

  債権者らの側から本件発電所を襲う可能性のある地震動を明らかにする

ことにより，債務者の評価が過小であることについて明らかにすると，①

内閣府のＳＭＧＡモデル（陸側ケース）を出発点とし，四国における西側

のＳＭＧＡを，想定震源断層から外れない範囲で可能な限り本件原子力発

電所に近づけ，次に，各ＳＭＧＡを構成する小断層の中で最も本件原子力

発電所に近いものを選び出し，そこにＳＰＧＡを配置した（ＳＰＧＡのパ

ラメーターは，東北地方太平洋沖地震の地震動の再現に成功したパラメー

ター）。その結果は，最大加速度は約１９００ガル，最大速度は約１３８

ｃｍ／ｓとなり，地盤条件が良いにもかかわらず，ＳＰＧＡからの最短距

離が小さいために，加速度，速度ともに大きな値を示している，②ＳＭＧ

Ａ内の小さなサブエリア内でより高い応力パラメータを持つ「不均質モデ

ル」を用いて，同じ位置に Kurahashi & Irikura（２０１３）のＳＭＧＡ

３を置き，ＳＭＧＡ内の不均質性を考慮した場合の結果でも，基準地震動

を大きく上回る地震動になる，③別の考え方で，岩波・科学の野津（２０

１７）に記載したＳＰＧＡモデルによる地震動（最大加速度約１０６６ガ

ル）は，ＳＭＧＡモデル（陸側ケース）を前提として，「各ＳＭＧＡを構

成する小断層の中で最も伊方発電所に近いものを選び出し，そこにＳＰＧ

Ａを配置」したものである。この結果によっても，基準地震動を大きく上

回っている。 

（債務者の主張） 

ア 債務者は，プレート間地震として，内閣府検討会が現時点の科学的知見

に基づきあらゆる可能性を考慮した最大クラスの巨大な地震として設定し

た「南海トラフの巨大地震」を検討用地震とし，内閣府検討会における複
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数の想定ケースの中でも最も本件発電所の敷地にとって厳しいケースを選

定した上で，さらに内閣府検討会のモデルに加えて敷地直下にＳＭＧＡを

設定するなどの保守性を加えた評価を行い，規制委員会の許可を受けてい

る。 

イ ＳＭＧＡモデルを用いた手法は，その有効性が広く一般に認知されてい

る手法であり，内閣府の検討会や地震本部の強震動予測レシピでも用いら

れている（乙１８６（１頁，８頁等），乙１４９）。現実に発生した地震

動を事後的に正確に再現するという点において，ＳＭＧＡモデルだけでは

限界があり，ＳＰＧＡモデルやその他の不均質な破壊面を想定するモデル

を用いることで説明がつく場合があるとしても，事前に保守的な地震動を

設定するという観点からすれば，ＳＭＧＡモデルを用いつつ様々なパラメ

ータをあらかじめ保守的に設定することで十分に機能しており，野津氏の

提案するＳＰＧＡモデルを用いる必要はないし，むしろ，ＳＰＧＡモデル

は，その物理モデルとしての妥当性や予測問題への適用性などに課題を有

している。 

  また，野津氏が平成２８年９月９日付け意見書（甲４８０）において，

ＳＰＧＡモデルを用いて独自に行った南海トラフの巨大地震による地震動

の計算においては，ＳＰＧＡの位置を，内閣府が強震動生成域（ＳＭＧ

Ａ）のうち，可能性がある範囲で最も陸域側（本件発電所の敷地に近い

側）に設定した「陸側ケース」の範囲外に置いている点（ＳＭＧＡの中で

局所的に応力降下量の高いとされるＳＰＧＡを，ＳＭＧＡの範囲外に想定

することはできない。）や，本件発電所の敷地とは異なる増幅特性を持つ

地盤をもとに基準地震動を計算している点等において不合理であり，ま

た，債務者の上記指摘を踏まえて改めて計算し直したとする同年１２月２

６日付け意見書（甲６１０）における計算も，上記地盤の増幅特性につい

て，野津氏が最初に用いた地盤の増幅を一部修正したものを用いているに
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過ぎないことや，東北地方太平洋沖地震による地震動の再現に成功したと

いう断層破壊やその進行の仕方のパターンを用いているところ，これを南

海トラフの地震にそのまま当てはめることの合理性が示されていない点に

おいて，やはり不合理である。したがって，野津氏の上記見解は，債務者

によるプレート間地震に係る地震動評価（南海トラフの巨大地震を想定し

た地震動評価）の妥当性を否定する根拠とならない。 

ウ なお，債権者らは，本件発電所の耐震設計の基準となる地震動（基準地

震動）が建設当時から数度にわたって見直されてきたことを非難するが，

原子力発電所に係る地震動の評価手法が，知見の充実，科学技術の進捗，

解析手法の高度化等を背景に，絶えず発展・高度化してきた，その積み重

ねの結果であり，決して過去の評価が過小であったわけではない。 

  債権者らは，詳細な調査を尽くしてもなお，地下深くの震源断層の全体

を直接確認することはできないため，不確かな部分が残る旨を主張する

が，詳細な調査を尽くしてもなお不確かな部分が残ること，すなわち，震

源断層の性状及び将来発生する地震について「精度良く予測する」こと

（将来発生する地震による地震動の最大加速度や地震波形等と一致するよ

うな予測をすること）が不可能であることは，いわば当然であり，したが

って，原子力発電所の耐震安全性を確保する上でも，そのような地震動評

価は求められていない。基準地震動は，原子力発電所の耐震安全性を確保

するために，耐震設計の基準となる地震動を策定するものであるから，将

来発生する地震動を精度良く予測できずとも，自然科学の不確実性を踏ま

えた上でその点を保守的に考慮し，余裕のある地震動として設定すること

で，将来発生する地震動に耐えられるよう原子力発電所を設計することは

可能である。そして，本件原子炉においては，地域性を踏まえ，詳細な調

査に基づいて震源断層を十分に把握した上で，それでもなお不確かさが残

る部分について，策定する地震動が過小とならないよう，震源断層の長さ
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や面積を保守的に評価することなどにより，十分に自然科学の不確かさを

考慮して余裕を持った地震動を策定し，これを基準として耐震安全性の確

保を図っている。 

３ 火山事象の影響に対する安全性 

⑴ 立地評価 

（債権者らの主張） 

ア 立地評価に関する基準の不合理性 

 立地評価に関して本来なされるべき評価 

  火山ガイドに従えば，本件では，阿蘇は完新世に活動を行っているた

め将来の活動可能性があるとされ（旧火山ガイド３．３項⑴），個別評

価が問題となる。ここでは，原子力発電所の運用期間中における設計対

応不可能な火山事象を伴う火山活動の可能性評価（運用期間中の活動可

能性評価と設計対応不可能な火山事象の到達可能性評価）が行われる。 

  上記活動可能性評価の前提として，「運用期間」とは原子力発電所に

核燃料物質が存在する期間とされているところ（旧火山ガイド１．４項

⑷），本件原子炉については，仮に運転を終えたとしても，百年単位で

ＭＯＸ燃料を敷地内で冷却し続けなければならないことに加え，中間貯

蔵施設ないし最終処分場の見通しが立っておらず，使用済核燃料物質の

搬出先が何ら具体的に定まっていない現時点においては，「運用期間」

は少なくとも数百年に及ぶ可能性が高い。 

  そして，現在の火山学の水準に照らせば，噴火の中長期的予測手法は

確立しておらず，「運用期間」とされる今後数百年間に，検討対象火山

の活動可能性が十分小さいと判断できないことはもちろん，「運転期

間」である数十年に限ったとしても「活動可能性が十分小さい」と判断

すること自体不可能である。本件でも，阿蘇の活動可能性が十分小さい

と判断することはできない。 
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  次に，設計対応不可能な火山事象の到達可能性評価に関する前提とし

て，噴火規模の設定が問題となるところ（旧火山ガイド４．１項⑶），

調査結果から噴火規模を推定できない場合には検討対象火山の過去最大

の噴火規模とされており，現在の火山学の水準では，噴火の時期や規模

を相当前の時点で相当程度の正確さで予測することは困難であるから，

噴火規模を推定することはできず，過去最大の噴火規模である阿蘇４噴

火規模と考えるべきである（旧火山ガイド４．１項⑶）。 

  そして，噴火規模を阿蘇４噴火と想定した場合，文献調査等によって

も阿蘇４噴火による設計対応不可能な火砕物密度流が本件発電所の敷地

に到達した可能性が指摘されており，その可能性が十分小さいと評価で

きないから，本件発電所は立地不適とされるべきである（旧火山ガイド

４．１項⑶）。 

 令和元年火山ガイドが噴火の中長期的予測を前提としていること 

  令和元年火山ガイドは，単に「火山事象が発生する時期及びその規模

を的確に予測できることを前提とするものではない」というのみで（令

和元年火山ガイド解説-3.），評価手法がもつ不確実性を保守的に評価

するような改正がなされていない。とりわけ，「現在の火山の状態を評

価する」ことが，なにゆえ「運用期間中の活動可能性が十分小さい」と

いう評価につながるのかまったく不明であり，火山ガイドの不合理性

は，令和元年火山ガイドによって，是正されるどころか，むしろ強まっ

たというべきである。 

  令和元年火山ガイドがどのような修辞を用いようとも，旧火山ガイド

と比較して，具体的評価判断手法はほとんど修正されておらず（巨大噴

火についてむしろ緩やかに改悪された），不確実性を保守的に評価する

ような改正を行っていないのであるから，令和元年火山ガイドは，実質

的には，依然として噴火の中長期的予測が可能であることを前提とした
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ものというほかなく，令和元年火山ガイドは不合理である。 

 令和元年火山ガイドが巨大噴火とそれ以外を区別していること 

  次に，令和元年火山ガイドは，過去に巨大噴火が発生した火山におけ

る巨大噴火の活動可能性評価をそれ以外の規模の噴火と区別し，①非切

迫性の要件，②具体的根拠欠缺の要件を具備することで活動可能性が十

分小さいと評価することができるというが，旧火山ガイドが巨大噴火と

それ以外の規模の噴火を区別していなかったことは規定や規制委員会に

おける議論状況から明らかである。 

  また，①の要件は基準が不明確で恣意的な解釈を許容する余地がある

し，②の要件に至っては，中長期的予測が困難な現状からすると，噴火

の相当前の時点で，運用期間中に巨大噴火が発生するという具体的な根

拠を示せる場合は容易に想定できず，要件として意味をなしていない。

したがって，令和元年火山ガイドは，実質的には，巨大噴火について社

会通念を理由に実質的に考慮対象から除外するものであって，このよう

な基準は，福島事故の教訓を踏まえておらず，たとえ確率論的に発生確

率が低いとされた事象であっても，いったん事故や災害が発生したとき

の被害の規模が極めて大きい場合については，然るべき対策を講じるべ

きであるという政府事故調報告書の記載に反するものであって不合理で

ある。 

  更に，原子力発電所の安全については，原子力基本法，設置法等の趣

旨からすると国際的な基準を満たすことが求められ，国際的な基準を下

回るような社会通念に依拠してこれを否定することはできない。そし

て，確立された国際的な基準の一つである国際原子力機関（ＩＡＥＡ）

の策定した原子力発電所の火山ハザードについてのガイド（ＳＳＧ－２

１）は，いくつかの加盟国では放射線影響の可能性のある事象の年間発

生確率の上限値として１０－７が用いられていること，カルデラ火山に
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ついては５００万年前以降に一度でも活動していれば，将来に火山活動

の可能性を残すものとみなすことを定めており，したがってまた，後期

更新世以降に発生した規模の噴火については，可能性を否定できないも

のとして扱うべきであると考えることが，ＳＳＧ－２１にも合致すると

いうべきである。したがって，これらの基準を満たさない令和元年火山

ガイドの定め及び債務者の評価は不合理である。 

 モニタリングに関する基準の不合理性 

  令和元年火山ガイドは，モニタリングの位置付けを不明確なものに変

更した。すなわち，旧火山ガイドにおいては，モニタリングが立地評価

の一部として５章に位置づけられ，その目的は「噴火可能性が十分小さ

いことを継続的に確認すること」であって，「原子炉の運転停止，核燃

料の搬出等を行うための監視であ」ることが明記されていた。 

  これに対し，令和元年火山ガイドでは，立地評価とは別の６章に位置

づけが変更され，目的も「評価時から状態の変化の検知により評価の根

拠が維持されていることを確認すること」と変更された。「原子炉の運

転停止，核燃料の搬出等を行うための監視であ」るという文言も削除さ

れ，モニタリングの位置づけは非常に不明確なものとなった。 

  旧火山ガイドがこのように改められたのは，これまでの多くの裁判例

において，モニタリングによって破局的噴火の予兆を把握できるという

考えが誤っていると認定されてきたからであり，これを改正するという

のであれば，モニタリングによって予兆を把握することが困難であるこ

とを前提として，立地評価自体を保守的に変更するべきであった。 

  ところが，令和元年火山ガイドは，立地評価に関して保守的な改正を

行わず，モニタリングを立地評価から外し，その位置づけを曖昧にした

というだけのものであって，いわば開き直っただけの「改悪」を行って

いる。モニタリングによって噴火の兆候を的確に把握することはできな
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いし，我が国のモニタリングは国際基準にすら満たないものである。そ

して，モニタリングの不確実性を補うような改正もされていないことか

ら，モニタリングを含む立地評価に関する令和元年火山ガイドの定めは

不合理である。 

イ 立地評価に関する基準適合判断の不合理性 

  立地評価に関する基準適合判断の不合理性として，阿蘇４規模の噴火が

発生した場合に，設計対応不可能な火山事象たる火砕物密度流が本件原子

力発電所敷地に到達する可能性が十分小さいとする債務者及び規制委員会

の評価は，その判断を誤ったものであって不合理である。 

  まず，債務者は，阿蘇４噴火の火砕流の到達範囲を検討するのみで，令

和元年火山ガイドが要求している火砕物密度流の到達範囲を検討していな

い。火砕物密度流には，火砕流のほか，火砕サージ及びブラストが含まれ

（令和元年火山ガイド１．４項⑼⑽⑾），火砕サージは火砕流よりも遠方

まで到達する可能性がある。 

  また，そもそも，火砕流堆積物から火山灰層への変化は遷移的であり，

火砕流の到達範囲を確定するには，本質的な困難を伴う。 

  加えて，約９万年前の阿蘇４噴火の際の火砕流堆積物は，佐田岬半島の

地形や浸食の影響等により残存していないと考えられること，債務者が行

ったボーリングコアは短く，阿蘇４噴火の火砕流堆積物層がある地層に到

達していないと考えられること，シミュレーションソフトＴＩＴＡＮ２Ｄ

は阿蘇４噴火のような大規模噴火には適用し得ないことなどに照らせば，

阿蘇４噴火規模の火砕流が到達する可能性は十分小さいという債務者の主

張には理由がなく，火砕物密度流の到達可能性が十分小さいという判断は

不合理である。 

（債務者の主張） 

ア 立地評価に関する基準の合理性について 
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 巨大噴火の発生可能性に関する評価 

  旧火山ガイドにおいては，巨大噴火に関する明確な記載がなく，原決

定も，旧火山ガイドに基づいて判断しているところ，令和元年１２月１

８日，過去に巨大噴火が発生した火山に関する評価に当たっての考え方

について整理した上で旧火山ガイドが改正されており，改正後の令和元

年火山ガイドにおいては，巨大噴火について，「当該火山の現在の活動

状況は巨大噴火が差し迫った状態ではないと評価でき，運用期間中にお

ける巨大噴火の可能性を示す科学的に合理性のある具体的な根拠が得ら

れていない場合は，運用期間中における巨大噴火の可能性は十分小さい

と判断できる」と明記されている。 

  これは，巨大噴火というハザードの特性を考慮した工学的な判断であ

って，火山事象に関する物理現象等に基づく火山活動の推移の予測とい

った，純粋に自然科学的（理学的）な知見のみに立脚して噴火の時期や

規模を予測することとは異なる。地震や通常の噴火などのハザードと比

較して，明らかに低頻度な事象であり，発生すれば広域的な地域に重大

かつ深刻な災害を引き起こす巨大噴火は，社会的に，他の法制度をみて

もこれを考慮するものはなく，令和元年火山ガイドは，工学的な判断と

して，検討対象火山の現在の活動状況が，巨大噴火が差し迫った状態で

はないと評価でき，運用期間中に巨大噴火の可能性を示す科学的に合理

性のある具体的な根拠もないのであれば，運用期間中の巨大噴火の可能

性は十分小さいと判断できるものと取り扱うこととしている。 

  債権者らは，ＩＡＥＡが定めたＳＳＧ－２１は，カルデラ火山につい

て，５００万年前以降に一度でも活動していれば検討対象に含めている

ことから，令和元年火山ガイドの定めや債務者の評価はＩＡＥＡの基準

からかけ離れている，ＳＳＧ－２１の定める１０００万年に１回以下よ

り低頻度の事象でない限り当該事象を無視してはならないと主張する
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が，ＳＳＧ－２１は，ホットスポット上に存在する火山のように日本列

島の火山とは異なる寿命を持つ火山も考慮した基準であり，これをその

まま日本の火山に適用する必要はなく，日本列島の火山の特性を踏まえ

て第四紀の約２６０万年間を基準として活動性を検討する火山を抽出す

ることは何ら不合理なものではない。また，ＳＳＧ－２１の定める１０

－７の基準は，初期スクリーニング基準であって，発生の確率が１×１

０－７よりも大きな噴火を全て考慮することを求めているわけではな

い。 

  また，債権者らは，少なくとも後期更新世以降に発生した噴火につい

ては，基本的に運用期間中も発生する可能性を否定できないと考えるこ

とがＩＡＥＡの基準に合致すると主張するが，ＩＡＥＡは，令和元年火

山ガイドと同様に，テクトニック―マグマ相互モデルに基づき，再発率

の変化（例えば，火山システムの衰退など）又は現象の特性の変化（例

えば，珪長質火砕流の頻度の増加や噴火様式の周期性）等を考慮して火

山噴火の可能性を評価するという考え方を示しており，後期更新世以降

に発生した規模の噴火について可能性を否定できないものとして扱うべ

きといった考え方は採っていない。 

  更に，阿蘇４噴火のような規模の噴火のポテンシャルについては，令

和元年火山ガイドに基づく判断とは別に，専門家の意見分布も踏まえた

総合評価として定量化されている。すなわち，火山専門家であり，か

つ，科学的あるいは工学的に不確かさがある低確率／高影響事象に対す

る意思決定におけるエキスパート・ジャッジの活用の専門家でもあるＰ

ｒｆ．Ｗｉｌｌｙ Ｐ．Ａｓｐｉｎａｌｌによって編成された専門家グ

ループは，阿蘇４噴火の噴出量，現在の阿蘇のマグマ溜まりの体積，マ

グマの組成等について，既存の文献等の知見とそれを踏まえた専門家の

意見に基づいた重み付けによるモデルを構築して，今後１００年の阿蘇
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４噴火の規模の噴火のポテンシャルを繰り返し計算した。その結果，専

門家グループの判断として，現在の阿蘇の状況を前提として今後１００

年以内に阿蘇４噴火の規模の噴火のポテンシャルは１０－９のオーダー

と評価され，限りなくゼロに近いことが示された。この結果は，地震ハ

ザードと同等のレベルで確率論的な評価結果が示されたとまでは言い難

いものの，火山の現在の活動状況を何ら考慮しない場合に対して有意に

小さく，今後１００年以内に阿蘇４噴火の規模の噴火が差し迫った状態

とはならないことが，専門家集団の総合評価として定量的に示されたも

のといえる。 

 噴火の中長期的予測を前提としているとの債権者らの主張について 

  債権者らは，現状の火山学の知見では，噴火の時期や規模を的確に予

測することはできないと主張する。 

  確かに，純粋に自然科学的（理学的）な見地のみからは，巨大噴火が

いつ発生するか的確に予測することは不可能であるが，過去の巨大噴火

に係る地質学的な調査や岩石学的な調査等を重ねることで，近い将来に

おける巨大噴火の可能性に関する知見が一定程度蓄積されており（例え

ば，玄武岩質マグマでは，阿蘇４噴火のような巨大カルデラを形成する

大規模な爆発的噴火に繋がらないということは，地質学的に普遍的な前

提となっており，巨大噴火のポテンシャルの有無を評価することは可能

である。そして，令和元年火山ガイドも，巨大噴火に至る過程が十分に

解明されていないことを前提として，このような火山学的な知見に照ら

して，巨大噴火のポテンシャルの有無を評価し，運用期間中における巨

大噴火の可能性が十分に小さいかどうかを判断するものである。 

  自然科学的（理学的）な知見を技術，社会に応用するに当たって，知

見の不確かさを埋めるために，経験やモデル等も活用した工学的判断や

エキスパート・ジャッジ（専門家判断）は大きな役割を果たしている
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し，一般火山防災でも活用されている。また，原子力の分野でも，科学

的アプローチで直接解決できない問題について，専門家の評価結果が意

思決定の基準として受け入れられており，ＩＡＥＡもエキスパート・ジ

ャッジの活用を明言している。このように，火山学が巨大噴火発生の時

期や規模を的確に予知できるレベルに至っていないとしても，一定の知

見は蓄積されているので，工学的判断，エキスパート・ジャッジも活用

することで，巨大噴火のポテンシャルの有無を評価し，運用期間中にお

ける巨大噴火の可能性が十分に小さいかどうかを判断することはできる

のである。 

  したがって，令和元年火山ガイドに対して，純粋な自然科学的（理学

的）な観点のみから数十年先までの噴火の時期や規模を予測するための

手段が開発されていないなどとする批判は当たらない。 

 モニタリングについて 

  原決定は，モニタリング検討チームの議論を根拠に運用期間中におけ

る巨大噴火の可能性が十分に小さいかどうかを判断できないと判示した

が，同検討チームは，モニタリングで観測できる，地質学的には一瞬の

出来事に基づいて，しかも各カルデラ火山に共通の定量的基準（閾値）

を提示すべく議論していたものであるのに対し，運用期間中の巨大噴火

の可能性の判断は，何万年にも及ぶ長期間の活動履歴に各種の地球物理

学的調査結果等を加味した個別の火山の巨大噴火のポテンシャルの有無

についての総合評価であり，更には工学的な判断も加えた評価であるか

ら，両者は質的に異なる。 

イ 立地評価に関する基準適合判断の合理性について 

 債務者による阿蘇の評価の概要 

  火山学の知見は，未解明な部分も大きいものの，長年の知見の蓄積に

より，一定の信頼性のある知見も得られている。例えば，巨大噴火につ
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いては，少なくとも大量の珪長質マグマの蓄積を必要とする。この珪長

質マグマは，マントルで生じた苦鉄質な初生マグマが，上昇過程におい

て，結晶化したり，周囲の地殻を溶融させたりして発生するものであ

る。また，巨大噴火前にはマグマ溜まりが地下浅部に達していると考え

られている。 

  火山学は，地質学，岩石学，地球物理学といった多彩な学問分野から

研究対象とされてきたことから，それぞれの分野が得意とする科学的調

査手法により調査されており，各手法で得られた結果を総合的に判断す

ることで，信頼性の高い評価をすることができる。特に，阿蘇カルデラ

は内陸に位置してカルデラ湖もないことから多様な調査が可能な特性も

あり，これまでに様々な調査が行われ，多くの知見が蓄積されている火

山である。 

  債務者は，本件発電所の運用期間中に考慮する阿蘇の噴火を評価する

に当たって，阿蘇の活動履歴に基づく検討に地球物理学的調査に基づく

検討を加え，更には，近年の新たな手法による調査結果も参照しつつ，

それらの検討結果を総合的に考慮して，現在の阿蘇の活動状況に係る評

価を行った。 

 現在の阿蘇は巨大噴火が差し迫っていないこと 

ａ 阿蘇の活動履歴に基づく検討 

  阿蘇４噴火後の後カルデラ期においては，カルデラ中央部で苦鉄質

マグマが活動し，その周辺で珪長質マグマが活動しているところ，こ

の活動分布は，現在の阿蘇の地下には巨大な珪長質マグマが存在しな

いことを示している。また，１万年前以降は苦鉄質な活動が卓越して

いることから，珪長質マグマの生産率は減少し，大規模な珪長質マグ

マの蓄積がないと考えられる。さらに，後カルデラ期の噴出物の岩質

の多様性等からは，後カルデラ期には，カルデラ形成期に存在した巨
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大なマグマ溜まりが消失し，複数の独立した小規模マグマ溜まりが形

成されたと考えられる。 

ｂ 地球物理学的調査に基づく検討 

  阿蘇では，多様な調査が豊富に行われた結果，地下深くから地下約

１５ｋｍ及び地下約６ｋｍのマグマ溜まりを経由して現在活動してい

る中岳に連続的に繋がる供給系が確認される一方，カルデラ浅部に巨

大なマグマ溜まりは確認されない。これを上記ａの活動履歴と併せて

考えると，現在の阿蘇の供給系においては，大量の珪長質マグマへの

進化をもたらす仕組みが存在しているとは考えられない。 

  また，阿蘇では，複数機関の多数の観測による地盤変動調査が長期

にわたって行われている。このような測地学的な研究によって得られ

た阿蘇カルデラ内の地殻変動データは，地下構造及び火山ガスの消費

と整合的であり，マグマの増減と対応していると判断できる。また，

一般に，地殻の中～上部に巨大な珪長質マグマ溜まりを形成する際に

は広域的な地盤上昇を伴うとされるが，阿蘇では，逆にカルデラ全体

が沈降している。そして，現在の阿蘇の状況は，１９３０年代と比較

してもマグマは蓄積されていないと推定され，大規模なカルデラ噴火

が起こるような状態ではないと推定される。 

ｃ 検討 

  上記ａ，ｂを踏まえると，現在の阿蘇の地下浅部に巨大な珪長質マ

阿蘇

４噴火を境に非常に大きな変化が生じており，カルデラ形成期以前と

後カルデラ期とでは有意に活動性が異なることが明らかになってい

る。 

  更に，債務者による評価以降，産業技術総合研究所が新たに開発し

ている地下水等の調査から深部のマグマの状態を推定する地球化学的



 109 

な手法でも，阿蘇の地下には苦鉄質マグマが存在し，珪長質マグマは

存在していない可能性を示唆する結果が得られているし，現在の阿蘇

の噴火活動の状況は，Ｎａｇａｏｋａ（１９８８）等で整理された南

九州のカルデラ火山の噴火履歴における巨大噴火直前に見られた噴火

活動の状況とも異なる。 

  そして，多くの巨大噴火の数百年前には前兆的に類似組成の珪長質

マグマの流出的噴火が発生しているとの知見や，宇和盆地の火山灰記

録において，阿蘇１噴火～阿蘇４噴火に伴う火山灰の堆積層の前に

は，組成の類似する火山灰の堆積層が狭在するという知見があるとこ

ろ，現在の阿蘇においてそのような噴火は認められない。このような

知見に照らしても巨大噴火の発生が示唆されるような状況にはない。 

  以上によれば，現在の阿蘇は巨大噴火が差し迫った状態にはない。 

 阿蘇４噴火後に阿蘇に大きな変化が生じていること 

  阿蘇については，以下の複数の調査結果から，阿蘇４噴火を境に非常

に大きな変化が生じており，火山学的にも，また，統計学的にも，カル

デラ形成期以前と後カルデラ期とでは有意に活動性が異なることが明ら

かになっている。 

  なお，債権者らは，以下の一部の調査結果について，Ｎａｇａｏｋａ

（１９８８）の知見と混同しているが，Ｎａｇａｏｋａ（１９８８）

は，以下に挙げるいずれの調査結果とも直接関係はないし，ましてや，

多角的な知見を総合評価した債務者の後カルデラ期の評価と，参照した

知見の一つに過ぎないＮａｇａｏｋａ（１９８８）の知見とを同列に扱

えるものではない。 

ａ マグマの成因の違いを示す指標となるストロンチウム同位体比，微

量元素の含有量の違いから，カルデラ形成期と阿蘇４噴火以降とでは

全く異なるプロセスでマグマが生成されていると評価される。 
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ｂ カルデラ形成期のマグマシステムは，深部に貫入した苦鉄質マグマ

から大量の珪長質マグマへの進化をもたらす仕組みがあったと考えら

れるのに対して，後カルデラ期のマグマシステムは，深部に貫入した

苦鉄質マグマがあまり進化しないまま噴出するものとなっており，マ

グマシステムが全く異なる。 

ｃ 後カルデラ期の噴火活動は，次第に珪長質な噴火が減っており，阿

蘇のカルデラ形成期に見られる徐々に珪長質化していく傾向と逆の傾

向を示している。 

ｄ 宇和盆地の堆積記録において，カルデラ形成期に阿蘇起源の降灰が

多数示されるのに対して，後カルデラ期の阿蘇起源の降灰が示されな

いことは，統計学的に見ても，カルデラ形成期と後カルデラ期で噴火

活動に相当な変化があったと解釈できる。 

 阿蘇に係る評価の信頼性 

  債権者らは，火山学の知見の不確実性が大きいことを強調するとこ

ろ，確かに，その発生メカニズム等の点については未解明の点もあり，

地震動のような精緻な予測手法が確立しているとは言い難いものの，噴

火履歴等については，むしろ地震よりも痕跡が残りやすく，数十万年間

のデータ群を得ることも可能であり，これらのデータを用いて，地質学

的調査や岩石学的調査を行うことが可能である。 

  また，地下のマグマ溜まりの調査についても，火山によって濃淡はあ

るが，研究の十分に進んだ火山では，豊富な研究データに基づいて，一

定の信頼性のある評価を行うことが可能である。この点，阿蘇は，他の

カルデラ火山と比較しても非常に多彩な手法による綿密な調査が行われ

ているところ，特性の異なる各種の調査において浅部に巨大な珪長質マ

グマ溜まりを示す構造が認められないのであるから，その信頼性は高

い。例えば，阿蘇では，地震波探査（地震波探査の手法には，トモグラ



 111 

フィー，レシーバ関数法等複数の手法があり，個々に特徴があるため，

複数の手法を利用することで，より信頼度，解像度が上がる。）や測地

観測に加えて，メルトや水の存在に敏感なＭＴ探査等の各種の地球物理

学的調査手法による調査が行われ，地下約６ｋｍのマグマ溜まり等の地

下構造が明らかにされている（例えば，乙４０２，乙４００，乙６３

２）。巨大な珪長質マグマ溜まりが存在しないと考えられることは，噴

出物の分布や地球化学的調査など全く異なる観点からの検討結果とも整

合的である。 

  そして，債務者による阿蘇に係る検討内容及び評価結果の妥当性は，

規制委員会による厳格な審査を経て認められたことはもとより，阿蘇観

測の第一人者である京都大学大学院理学研究科附属地球熱学研究施設火

山研究センター教授大倉敬宏（以下「大倉教授」という。）の見解（鍵

山恒臣京都大学名誉教授の見解も同旨），科学と社会の関係に関する研

究も行っている榊󠄀原教授の見解，ＳＳＧ－２１の主著者であり，原子力

規制に関する豊富な経験も有する元米国規制委員会上級顧問のＤｒ．Ｂ

ｒｉｔｔａｉｎ Ｅ．Ｈｉｌｌの見解，世界的な火山学の権威であるＰ

ｒｆ．Ｓｉｒ Ｒ．Ｓｔｅｐｈｅｎ Ｊ．Ｓｐａｒｋｓ ＦＲＳの見

解，研究機関である産業技術総合研究所による研究成果といった，多く

の専門家の見解によっても裏付けられている。 

  これに対し，火山研究者である須藤靖明氏（以下「須藤氏」とい

う。）は，深い位置に存在する低速度領域を根拠に巨大噴火が否定でき

ないなどと述べるが，結局は，自然科学的に完全には否定しきれないと

いった当然のことを述べるものであり，絶対安全を求めるに等しい。 

 小括 

  以上のとおり，阿蘇の現在の活動状況は，巨大噴火が差し迫った状態

にはないと評価できる。また，運用期間中における巨大噴火の可能性を
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示す科学的に合理性のある具体的な根拠もない。したがって，令和元年

火山ガイドに照らせば，運用期間中の巨大噴火の可能性は十分に小さい

と判断できる。そして，このような債務者の評価については，規制委員

会において審査され，科学的，専門技術的知見に基づき，妥当であると

して許可を受けている。 

  

な変化が生じたと考えられ，現在，苦鉄質マグマの活動が卓越している

ことから，火山ガイドに即した現在の火山の状況を踏まえた巨大噴火の

ポテンシャル評価に加えて，巨大噴火の準備に要する時間を勘案して

も，巨大噴火を考慮する必要がないといえる。巨大噴火は，一般に通常

の噴火よりもその準備に時間を要すると考えられているところ，阿蘇

は，阿蘇４噴火を契機とした大きな変化を経験したことが明らかであ

り，現在，地下深部から中岳に連続的につながり，苦鉄質マグマが卓越

するマグマシステムを有し，巨大な珪長質マグマ溜まりは準備されてい

ないと考えられるから，このような状態から，巨大噴火のマグマ溜まり

の準備期間と比較してはるかに短期間である本件発電所の運用期間中

に，急速に大量の珪長質マグマを生産するマグマシステムに進化し，巨

大噴火の準備が完了することは考え難い。 

⑵ 影響評価 

（債権者らの主張） 

  以下のとおり，債務者の火山事象による影響評価は，本件発電所敷地へ

の降下火砕物の最大層厚を過小評価しており，また，債務者の想定する最

大層厚を前提としても気中降下火砕物濃度を過小評価している。 

  なお，債務者は，降下火砕物による影響を非常用ディーゼル発電機の機

能維持の問題だけに矮小化しようとしているが，降下火砕物による本件原

子炉への影響はそれにとどまらず，取水設備の機能喪失，降下火砕物が中
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央制御室に侵入して本件発電所の職員の健康被害を引き起こす可能性，コ

ントロール建屋等に侵入して本件原子炉の電気系統等に付着することによ

り本件原子炉が制御不能になる危険性なども考えられるところ，債務者

は，これらの点に関する検討を十分行っておらず，規制委員会による審査

もこの点を看過している。 

ア 最大層厚の過小評価 

 破局的噴火に準ずる規模の噴火を前提に層厚の評価をすべきこと 

  万が一，破局的噴火について，そのリスクを容認するのが社会通念で

あるという前提に立つとしても，破局的噴火は，科学的にその発生可能

性が十分小さいとは評価し得ず，本来考慮しなければならないリスクを

例外的に容認するものであるから，これらに至らない規模の噴火（準ず

る規模の噴火）については，噴火の発生可能性が否定できない以上，原

則どおりこれを想定してリスク評価を行わなければならない。 

  影響評価，特に層厚の評価の場面において，立地評価における令和元

年火山ガイドの考え方（４．１項⑶）と同様の記載は見られないが，立

地評価と影響評価とで巨大噴火に対する取扱いを区別する合理的理由も

ないから，令和元年火山ガイドは，影響評価においても，立地評価と同

様，噴火規模を最後の巨大噴火以降の最大の噴火規模とするものと思わ

れる。 

  しかし，前述のとおり，これは論理飛躍であり，破局的噴火に準ずる

規模の噴火について評価方法を定めていない点で基準は不合理である。 

  また，実際にも，債務者は，破局的噴火どころか，巨大噴火に準ずる

規模の噴火まで考慮対象から除外し，それよりもはるかに規模の小さい

草千里ヶ浜軽石噴火（噴出量２．３４ｋｍ３）のみを考慮している点で

不合理である。 

  破局的噴火に準ずる規模（噴出量８０～９０ｋｍ３程度）の噴火を想
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定すると，少なく見積もっても，現在の想定（１５ｃｍ）の１０数倍程

度の降下火砕物が本件発電所の敷地周辺に到達することとなる（巨大噴

火に準ずる規模（噴出量３０～４０ｋｍ３程度）と考えても，５～７倍

程度の降下火砕物が到達することとなる）。このような大量の降灰に対

して，本件原子力発電所は安全機能を維持できず，過酷事故につながる

具体的危険が存在する。 

 九重第一軽石噴火による層厚の過小評価 

  債務者は，降下火砕物に対する影響評価において敷地に最も大きな影

響を与え得る噴火として，九重山における約５万年前の九重第一軽石噴

火を想定し，その噴出量を６．２ｋｍ３と見積もり，これを前提とした

降灰シミュレーションを行い，敷地において考慮すべき降下火砕物の厚

さを１５ｃｍと評価した。しかし，債務者による上記評価は，次のとお

り過小評価である可能性が高い。 

ａ 火山噴出物の体積を正確に把握することは困難であり，現在得られ

ている知見には大きな不定性が存在する。現に，債務者は，当初，九

重第一軽石噴火による噴出量を２．０３ｋｍ３と見積もっていたので

あり，簡単に数倍変化しているし，同噴火についてＶＥＩ６（噴出量

１０ｋｍ３以上）である可能性すら指摘する文献もある。 

  噴出量の体積は，ある地点において確認されている堆積層の厚さか

ら，合理的と考えられる等層厚線を大雑把に引き，面積×厚さで体積

を求めるものであるところ，風化等の影響もあって堆積層が確認でき

ることの方が稀であり，観測点が少ないほど大雑把なものとならざる

を得ず，また，新たな堆積層が確認されて等層厚線が変われば，簡単

に大幅に数値が変わり得るような不定性の大きいものである。 

ｂ 九重山のように火山フロント上に位置する火山について，過去最大

以上の噴火が起こらないという保証は，実は全く存在しない。その意
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味でも，噴出量に過度に依拠して「深刻な災害が万が一にも起こらな

いようにする」ための安全を画することには大きなリスクが伴う。少

なくとも，そのような不定性が大きい噴出量について，あたかも確実

なものであるかのように考えてシミュレーションを行い，その結果か

ら最大層厚を決めるのは，不定性に対する保守的評価として不十分で

あって不当である。 

ｃ 本件発電所の敷地内において，九重第一軽石噴火による降灰はほと

んど確認されていないものの，九重山から約１４０ｋｍ東に位置する

高知県宿毛市付近で，約２０ｃｍの降灰があったことを示す文献等が

複数存在する（甲１２０１，甲６５１・５５頁，甲１１９４・２

頁）。そうすると，敷地方向を風下とした場合には，九重山から約１

０８ｋｍしか離れていない本件原子力発電所敷地には，２０ｃｍを上

回る降灰があり得る。 

  ところで，令和元年火山ガイドの解説-19.（平成２９年火山ガイド

の解説-16.と同内容）は，降下火砕物の層厚について，敷地内及びそ

の周辺で降下火砕物の堆積が観測されない場合は，ⅰ）類似する火山

の降下火砕物堆積物の情報を基に求める，ⅱ）降下火砕物の数値シミ

ュレーションを行うことにより求めることとしており，債務者は，敷

地における層厚をほぼ０ｃｍと評価した上で，上記ⅱの方法により最

大層厚を１５ｃｍと設定している。 

  しかし，前記のとおり噴出量は極めて不定性の大きい概念であり，

ⅱの方法のみによって最大層厚を決定するのは保守的ではなく，ⅰの

方法も併せて検討するものと読むべきである。そして，ⅰの方法を検

討すると，九重第一軽石噴火と噴出量が類似した火山噴火であって，

かつ，遠方に大量の降灰をもたらした噴火として，御岳山における御

嶽伊那噴火，赤城山における赤城鹿沼テフラ噴火，樽前山における樽
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前ｂ，ｃ及びｄの各噴火並びに恵庭山における恵庭ａ噴火などがあ

り，これらの噴火においては，火口から１００ｋｍ遠方において，２

０ｃｍから５０ｃｍ近い降灰が確認されているのであり，そうである

以上，本件においても，保守的にみて５０ｃｍ程度，少なくとも３０

ｃｍ程度の最大層厚を設定すべきである。 

  また，ⅱの方法に関しても，平成２９年火山ガイド及び令和元年火

山ガイドは，数値シミュレーションに際し，類似の火山降下火砕物堆

積物等の情報を参考とすることができるとしており，不定性の大きい

現時点で保守的な評価を行うのであれば，上記類似火山のシミュレー

ションを行い，これを踏まえて最大層厚を決定すべきである。 

 小括 

  以上のとおり，最大層厚が過小評価となれば，気中降下火砕物濃度も

当然に過小評価となり得る。本件原子力発電所に，債務者の想定を超え

る降灰が到来した場合に本件原子力発電所が安全であるとの主張立証は

尽くされていない。したがって，債権者らの人格権を侵害する具体的危

険の存在が事実上推認される。 

イ 気中降下火砕物濃度の過小評価 

 平成２９年火山ガイドの定めた大気中濃度の推定手法について 

  平成２９年火山ガイドにおける降下火砕物の大気中濃度の推定手法

は，①降灰継続時間を仮定して降灰量から気中降下火砕物濃度を推定す

る手法（以下「３．１の手法」という。），②数値シミュレーションに

より気中降下火砕物濃度を推定する手法（以下「３．２の手法」とい

う。）のいずれかの手法によって行えばよいこととされているが，これ

は濃度推定手法に内在する不確実性を保守的に考慮したものとなってお

らず，実現象よりも過小な評価につながりかねない。 

  平成２９年火山ガイドが定める濃度推定手法については，平成２９年
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火山ガイド自身が認めるとおり，それ自体に大きな不定性が存在する。

例えば，シミュレーションソフトとして用いられているＴｅｐｈｒａ２

は，現在主流である重力流モデルを再現したものではなく，傘型領域か

らの降下火砕物の落下も再現できないため，無批判に用いるべきではな

い。特に，インバージョン的利用（初期パラメータを設定して噴出物の

分布をみる通常の利用方法とは逆に，噴出物の分布から初期パラメータ

を求める利用方法）の場面では問題が百出する状況にあり，これが正確

なものであるという前提で最大層厚を評価するのは不定性に対する保守

性として不十分である。 

  また，「３．１の手法」や「３．２の手法」は，いずれも「再飛散」

現象を考慮していないし，「３．１の手法」は，凝集によって単独では

地表に到達し得ない細粒火砕物の落下を促進するという点を考慮してい

ない。少なくとも，凝集を考慮することによって，どの程度の保守性及

び不定性が存在するのかという評価を怠っている。更に，降灰継続時間

について２４時間としているが，これは非常に大雑把な数字であり，不

定性が大きい。 

  加えて，「３．１の手法」及び「３．２の手法」について，降下火砕

物に関する検討チームでの専門家の見解は，いずれも行った上で保守的

な方を採用するというものであったにもかかわらず，規制庁が取りまと

める際に，「３．１の手法」または「３．２の手法」のいずれか一方で

よいと曲解したものである。 

  以上のとおり，降下火砕物の気中濃度に関する平成２９年火山ガイド

の定めは，推定手法がもつ不定性を保守的に考慮したものとなっておら

ず，基準として不合理である。 

  気中濃度の評価を誤れば，非常用ディーゼル発電機が機能喪失して冷

却機能を喪失したり，中央制御室等に大量の降下火砕物が侵入して異常
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発生時における人的対応が困難になったりして，深刻な事故につながる

可能性が否定できない。 

 債務者による気中降下火砕物濃度の過小評価について 

  債務者は，気中降下火砕物濃度推定において，Ｔｅｐｈｒａ２によっ

て粒径分布を計算したとして，実際の降灰や他の類似火山の事例よりも

大きい粒子の割合が多くなるような粒径分布を用いて計算し，本件原子

炉における気中濃度の最大値は３．１ｇ／ｍ３との評価を行っている。 

  すなわち，債務者が用いた粒径分布によれば，粒径１２５μｍ～５０

０μｍ（１φ～３φ）の粒子が全体の８９．３２％を占め，粒径６２．

５μｍ未満（４φ未満）の粒子はわずか２％弱しかない。しかし，類似

火山である樽前の１７３９年噴火（Ｔａ‐ａ）の６１．２ｋｍ地点にお

ける粒径分布は，粒径６２．５μｍ未満（４φ未満）の粒子が１４％近

く存在し，これを用いて濃度計算を行うと，濃度は１１．８ｇ／ｍ３程

度となる。また，有珠の２０００年噴火の粒径分布は，粒径６２．５μ

ｍ未満（４φ未満）の粒子が３０％以上あり，これを用いて濃度計算を

行うと，濃度は２５．８７ｇ／ｍ３程度にもなり得る。初歩的な科学的

経験則に照らして，火口から遠方になればなるほど細かな粒径の降下火

砕物の割合が大きくなるはずであるから，樽前噴火や有珠噴火よりも遠

方である九重山から約１０８ｋｍ離れた本件敷地においては，さらに細

かな粒子の割合が大きくなる可能性がある。 

  更に，本件では，敷地周辺における粒径分布の実測値は明らかにされ

ていないが，九重第一軽石噴火が約５万年前の噴火であることを踏まえ

ると，実測値でさえも，微細粒子が風化・溶解する結果，実際の降灰現

象に比較して粒径分布が大きめになる可能性が高い。 

  そして，初歩的な科学的経験則に照らせば，粒子が大きくなればなる

ほど降灰速度が速くなり，粒子が気中に留まっている時間が短くなる結
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果，気中濃度が小さくなるはずであり，粒径の大きい分布を用いて濃度

計算を行うのは濃度の過小評価につながる。原子力発電所の安全に関す

る判断は法的価値判断ではあるが，この初歩的な科学的経験則に違反す

ることは許されない。 

  濃度の推定手法に大きな不定性が存在する以上，深刻な災害が万が一

にも起こらないようにしなければならない原子力発電所の安全評価とし

ては，債務者は，本来，上記のような方法を含む複数の試算を行い，保

守的な数値を採用して濃度を設定すべきであるのに，これを怠り，安易

に実測値や類似火山の数値よりも非保守的となるシミュレーション結果

を採用して濃度を設定している。 

  基準適合性に係る債務者の評価が不合理であることは明らかである。 

（債務者の主張） 

ア 最大層厚の評価について 

 九重第一軽石噴火を想定したことの合理性 

  前記⑴（債務者の主張） 阿蘇４噴火を契機とした変化

を考えると，後カルデラ期の噴火活動を踏まえて本件発電所の運用期間

中の噴火規模を設定することは合理的であり，債務者は，後カルデラ期

既往最大の噴火である草千里ヶ浜噴火を考慮している。一方，最近の活

動に着目したときには，比較的大きな噴火があった１９３０年代のよう

な噴火はない状態であると評価されていることや，約１万年前以降に活

動が卓越している苦鉄質なマグマは爆発的な噴火をしにくいことを踏ま

えて，より小さな噴火規模を想定することも一定の合理性がある。それ

にもかかわらず，後カルデラ期既往最大の噴火である草千里ヶ浜噴火を

考慮することは保守的である。 

  また，令和元年火山ガイドは，巨大噴火が発生した火山について運用

期間中における巨大噴火の可能性が十分小さいと判断される場合には，



 120 

最後の巨大噴火以降の最大の噴火規模を想定することを明記した。この

規定について，規制委員会の更田委員長は，巨大噴火を起こした火山が

条件を変えてしまうことなどを勘案した工学的な判断であると説明して

いる。 

  火山学における知見として，巨大噴火と巨大噴火には至らない噴火と

は異なるメカニズムによって駆動されていると考えられており，巨大噴

火と巨大噴火に至らない噴火では，その噴出量に連続性がなく，両者の

噴火規模には大きな差がある。また，巨大噴火を契機とするマグマ供給

系の変化等が指摘される例が多くあり，特に大きな珪長質カルデラ噴火

が将来の火山活動のパターンにまで影響を及ぼす可能性が指摘されてい

る。さらに，信頼性のあるデータベースである「日本の火山（第３

版）」においてもカルデラ火山と後カルデラ火山とが別の火山として整

理されている。 

  債権者らは，巨大噴火を考慮しないとしても，巨大噴火に準ずる規模

の噴火を考慮しなければならない旨を主張するが，以上に述べた点を踏

まえると，最後のカルデラ噴火とそれ以降の時代の巨大噴火に至らない

噴火とを分けることには火山学的な根拠があると言え，令和元年火山ガ

イドが，工学的判断として，最後の巨大噴火以降の最大の噴火規模を考

慮することを求めていることは何ら不合理ではない。 

  そして，前記⑴（債務者の主張）イのとおり，本件原子炉の運用期間

中に阿蘇の巨大噴火が発生する可能性は十分小さいと判断できるので，

令和元年火山ガイドに従えば，本件原子炉の火山事象の影響評価におけ

る阿蘇の評価では，最後の巨大噴火である阿蘇４噴火後の期間において

最大規模の噴火である草千里ヶ浜軽石の噴火規模を考慮することとな

る。そして，上記のとおり，債務者は，草千里ヶ浜軽石の噴火規模を考

慮しており，規制委員会において審査され，科学的，専門技術的知見に
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基づき，妥当であるとして許可を受けている。 

  特に，阿蘇においては，前記⑴（債務者の主張） ，阿蘇

４噴火後にカルデラ形成期から後カルデラ期への変化が生じていること

が，火山学的及び統計学的に明確に裏付けられており，かつ，この変化

は，阿蘇３噴火以前の巨大噴火で生じた変化や他のカルデラ火山の例と

比較しても特異に大きいことから，後カルデラ期の活動を基に噴火規模

を想定する合理性は高い。しかも，上記のとおり，阿蘇の最近の活動状

況に鑑みれば，草千里ヶ浜軽石の噴火規模を想定することは，十分に保

守的である。したがって，巨大噴火に準ずる規模の噴火を考慮しなけれ

ばならないとする債権者らの主張は，阿蘇においては，一層当てはまら

ない。 

 九重第一軽石噴火による層厚の評価 

  九重山において考慮する九重第一降下軽石の噴火は，その規模が阿蘇

において考慮する草千里ヶ浜軽石よりも大きく，位置関係も阿蘇より九

重山の方が本件発電所の敷地に近いので，阿蘇の噴火よりも本件原子炉

に与える影響が大きい。そして，九重第一降下軽石について，本来はジ

ェット気流が安定して吹き難い九重山から本件発電所の方角に，降灰

中，連続して吹き続けるという非常に保守的な条件設定に加え，噴出量

として，保守的な６．２ｋｍ３を提唱する長岡信治・奥野充「九重火山

のテフラ層序」（以下「長岡・奥野（２０１４）」という。）の知見を

採用してシミュレーションを行った結果，本件発電所の敷地における降

下火砕物の層厚は最大で１４ｃｍとなった。債務者は，これに更なる保

守性を加味して，本件原子炉の設計において考慮する降下火砕物の層厚

として１５ｃｍを設定し，規制委員会の許可を得た。 

  債権者らは，債務者が九重第一降下軽石の噴出量として考慮した６．

２ｋｍ３が過小であるかのように主張するが，債務者が採用した噴出量



 122 

６．２ｋｍ３を提唱する長岡・奥野（２０１４）の知見は，債権者らが

指摘する宿毛市の２０ｃｍの層厚を前提にしたものであるから，債権者

らの指摘は債務者の想定が過小であるということの根拠にはなり得な

い。また，債務者は，新規制基準への適合性審査終了後も，安全性向上

の取り組みを継続しており，九重第一降下軽石に関する火山灰データの

拡充に努めているところ，その結果からすれば，むしろ噴出量６．２ｋ

ｍ３を想定することは保守的であると言える。 

  なお，過去６０万年間以上の噴火履歴が高精度に記録されている宇和

盆地の火山灰データでは，巨大噴火の火山灰を除けば，層厚１５ｃｍを

超える火山灰は認められない。阿蘇４噴火や姶良カルデラの姶良丹沢噴

火といった九州のカルデラ火山における極めて大きな噴出量の噴火でさ

え宇和盆地における火山灰の堆積層厚は３０～４０ｃｍのオーダーであ

る。したがって，仮に，債務者の想定を上回る噴火規模が発生したとし

ても，自然災害に係る確率論的評価の専門家である岡山大学教授隈元崇

（以下「隈元教授」という。）が述べるとおり，本件発電所の設計層厚

１５ｃｍを上回る火山灰が本件発電所において堆積することは想定し難

い。 

 影響評価に関する定量的な評価について 

  債務者は，隈元教授に宇和盆地の火山灰データを用いた確率論的評価

の実施を依頼した。その結果，本件発電所の敷地において堆積層厚１５

ｃｍを超える降灰は，より信頼性の高い３５万年評価で年超過確率１．

７～２．５×１０－５と，非常に低頻度な事象であるとの評価を得た。 

  宇和盆地の火山灰データのような精度の良いデータに基づいて降下火

砕物の堆積層厚に係る確率論的評価をすることは，ＩＡＥＡのＳＳＧ－

２１等の著者でもある東京大学地震研究所火山噴火予知研究センター教

授中田節也（以下「中田教授」という。）が述べるように，ＩＡＥＡの
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安全ガイドの考え方に照らしても順当な手法である。特に，堆積環境の

良い宇和盆地では，火山灰が地層として数十万年間といった長期にわた

って保存されているため，どこで発生した噴火であるかに依拠しない降

灰厚さごとの頻度分布を作成し，火山噴火のモデルや将来の予測の不確

実性にかかわらず，阿蘇４噴火のような大きな噴火まで含んだデータ群

の統計処理によって特定地域を対象とした確率論的評価が可能であり，

地震ハザードと同等のレベルで信頼性の高い確率論的な評価が可能であ

る。 

  上記評価の結果として，本件発電所における１５ｃｍという設計層厚

を超過する可能性は小さく，設計基準として妥当な水準であることが定

量的にも示された。 

イ 気中降下火砕物濃度の評価について 

 気中降下火砕物濃度の計算手法に関する平成２９年火山ガイドの定め

について 

  平成２９年火山ガイドは，「降灰継続時間を仮定して降灰量から気中

降下火砕物濃度を推定する手法」と「数値シミュレーションにより気中

降下火砕物濃度を推定する手法」のうちのいずれかによることとしてい

る。このうち，債務者の採用する「降灰継続時間を仮定して降灰量から

気中降下火砕物濃度を推定する手法」は，本来であれば，降下速度が非

常に小さく２４時間以内には降下できないような粒径の小さな降下火砕

物も含めて，あえて全ての降下火砕物が２４時間のうちに同時に降灰す

ると仮定している点，また，粒径の小さな降下火砕物は凝集して降下す

る（乙６５４）ところ，凝集することで気中降下火砕物濃度は小さくな

るにもかかわらず，あえて凝集を考慮していない点で保守的な算定方法

となっている。 

  債権者らは，「降灰継続時間を仮定して降灰量から気中降下火砕物濃
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度を推定する手法」と「数値シミュレーションにより気中降下火砕物濃

度を推定する手法」のうちのいずれかによることとしている平成２９年

火山ガイドの規定が不合理であり，両算定手法のうち保守的なものを採

用すべきであると主張するが，いずれの算定手法によっても「実際の降

灰現象と比較して保守的な値」となるため，何ら不合理ではない。 

 債務者による気中降下火砕物濃度の評価について 

  債務者は，平成２９年火山ガイドに定める気中降下火砕物濃度の計算

手法のうち，「降灰継続時間を仮定して降灰量から気中降下火砕物濃度

を推定する手法」を採用して規制委員会の認可を受けている。 

  債務者が，平成２９年火山ガイドにおいて，気中降下火砕物濃度の計

算に用いる粒径分布として，降下火砕物の堆積層厚のシミュレーション

に基づく粒径分布を用いることが定められていることを踏まえ，当該粒

径分布を用いているのに対して，債権者らは，より小さな粒子の多くな

る粒径分布を用いれば，算定される気中降下火砕物濃度が大きくなる旨

を主張するが，そもそも堆積層厚のシミュレーションとの一貫性を持た

せる平成２９年火山ガイドの規定は合理的であるし，九重山とは特性の

異なる他の火山の，しかも層厚等の条件が全く異なる地点で得られた粒

径分布を直接採用する必要はない。また，４φ（＝１／１６ｍｍ）より

細粒のシルト粒子と粘土粒子は，単独で落下することができないとされ

ているところ，実際，四国に降灰をもたらした２０１６年の阿蘇の噴火

の例においても，４φよりも小さな粒子は，単独で降下したのではな

く，凝集して降下したことが示されている。そして，債務者は，新規制

基準への適合性審査終了後も，安全性向上の取り組みを継続しており，

九重第一降下軽石に関する火山灰データの拡充に努めているところ，こ

れによれば，九重第一降下軽石の全粒度組成は，債務者が堆積層厚のシ

ミュレーションに用いたものよりも粗粒である（大きな粒子が多い）た
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め，債権者らの主張は当たらない。 

 降下火砕物に対する本件原子炉の安全裕度 

  本件原子炉は，他の自然現象に対するのと同様，火山事象に対して

も，十分な安全余裕を確保している。そのため，仮に債務者の想定を上

回る降下火砕物の堆積があるとしても，火山灰フィルタの設計には余裕

があり，直ちに非常用ディーゼル発電機が機能喪失するわけではない

し，また，仮に非常用ディーゼル発電機が機能喪失しても，長期にわた

って原子炉を冷却することが可能であり，本件原子炉の安全性を確保す

ることができる。 

  この点について，事業者は，発電用原子炉施設における安全性の向上

を図るため，その安全性について自ら評価を行い，その結果を規制委員

会に届け出ることを求められているところ（原子炉等規制法４３条の３

の２９），その一環として，債務者は，詳細かつ定量的な検討を行っ

た。まず，火山灰フィルタは，２系統ある非常用ディーゼル発電機のう

ち１系統に火山灰フィルタの取替え・清掃要員を集中的に配置すること

により，降下火砕物の大気中濃度として，１５．４ｇ／ｍ３（堆積層厚

では約６０ｃｍ相当）まで火山灰フィルタの性能を維持できることを確

認した（ただし，降下火砕物の堆積荷重を保守的に勘案して，堆積層厚

４５ｃｍで非常用ディーゼル発電機が使用不可能となると評価し

た。）。他方，非常用ディーゼル発電機が機能喪失した場合の原子炉の

冷却手段として，電源を必要としないタービン動補助給水ポンプを用い

た原子炉の冷却手段があるところ，同対策によって，堆積層厚７０ｃｍ

に対して炉心の冷却を維持できることを確認した。この結果，本件原子

炉では，堆積層厚７０ｃｍに対して原子炉の冷却が可能であることが確

認できた。宇和盆地の火山灰データでは，過去６０万年間において阿蘇

４噴火等の巨大噴火も含めた既往最大の堆積層厚が約４０ｃｍであるこ
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とに鑑みれば，巨大噴火に伴う既往最大の堆積層厚を上回るような噴火

に対しても，本件原子炉で講じている降下火砕物に対する安全確保対策

が有効であることが確認できたことを意味している。 

  なお，噴火規模が大きくなると降灰の給源が広がり，降灰範囲も広域

に分散するので，単純に比例倍にはならない。 

４ 避難の困難性 

（債権者らの主張） 

⑴ 深層防護の考え方 

  原子力発電所の安全を判断するに当たっては，原子力発電所の国際的な安

全思想である深層防護を踏まえたものでなければならない。「深層防護」と

は，多数の連続しかつ独立した防護レベルの組み合わせによって，人あるい

は環境に対する有害な影響が引き起こされることを防止するというものであ

る。深層防護のポイントは，複数の防護レベルを用意し，その防護レベルそ

れぞれが独立して有効に機能することである。具体的には，前記１（債権者

らの主張）にみた原子力発電所事故の特異性から，放射性物質を放出して

人々を被ばくさせないために，少なくとも第１層から第５層（避難計画）ま

での防護階層を備えるものとされている。そのことは，国際的には，スリー

マイル事故，チェルノブイリ原子力発電所事故などの度重なる原子力発電所

事故を経て，１９９０年代には確立した知見となっている。 

  一方，我が国では，福島事故の時点では，第４層は事業者の自主性に任さ

れ，第５層の実効性は極めて不十分であったために，避難によって多数の死

傷者を発生させ，人々に無用な被ばくをさせた。このことを受けて，福島事

故後の法改正によって，設置法が，その目的に「事故の発生を常に想定」

し，「確立された国際的な基準を踏まえて原子力利用における安全の確保を

図るため必要な施策を策定し，又は実施」すると定め（１条），原子力災害

特別措置法が「深層防護の徹底」（４条の２）と定めた。 
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  深層防護にとって不可欠なのは，各防護階層の独立性である。各防護階層

の独立性に基づくと，第３の防護階層までが機能しないことを前提として第

４の防護階層（重大事故防止措置）における対策を講じることとされ，さら

に，第４の防護階層までが機能しない場合を想定して，第５の防護階層（避

難計画）における対策を講じることになる。このように，原子力発電所にお

いては，「前段の階層で防護するから後段の階層については検討しなくてよ

い」という考えは許されないのであり，これを「前段否定」の考え方とい

う。また，逆に，後段の防護階層における対策が高度なものとなっているこ

とを理由として，前段の防護階層における対策を軽視することも許されな

い。これを「後段否定」の考え方という。 

  この前段否定及び後段否定の考え方に基づいて各層の独立性を確保し，各

層において最高度の安全を備えたものでなければ，全体として「安全」とは

みなさないというのが原子力発電所の安全に関する国際的な基準である。し

たがって，福島事故後に第４層（シビアアクシデント対策）が強化されたか

ら，第３層までについては，合理的に予測される程度の自然災害（例えば，

８０～９０％をカバーできる程度）を考慮すれば足りるという考え方は許さ

れない。例えば，地震動でいえば，基準地震動は当該原子力発電所を襲う可

能性がある地震動をカバーしているといえるものであること，基準地震動を

超える地震動が当該原子力発電所を襲うことはまずないといえるものである

ことが必要である。 

  これと同様に，第４層（シビアアクシデント対策）までが万全であって

も，第５層について不十分であれば，原子力発電所が内在するリスクを社会

通念上許容できるとはいえず，法的には安全と評価してはならない。 

  債務者は，本件原子炉から放射性物質が異常に大量に放出され，周辺住民

等の避難が必要となる事態に陥ることはまず考えられないと主張するが，こ

れは，本件発電所は過酷事故を起こさないのだから，避難計画に不備があっ
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ても，債権者らの人格権を侵害しないというものであり，福島事故前の原子

力発電所安全神話から一歩も出ていない。このような発想は原子力発電所事

業者に特有のものであり，他の分野では通用しない。事故が起こった時に一

定の規模以上の被害が想定される科学技術設備については，設備自体の安全

性を高めるだけでなく，万が一の事故が起こった時の被害回避の方策を取っ

ていなければ，法令上，その設備の利用自体が許されないのである。このよ

うに，「深層防護」に類似した考え方は，原子力発電所に限らず，一定規模

以上の被害が想定される科学技術設備においては当然であるところ，原子力

発電所事故は，前記１（債権者らの主張）にみたとおり甚大な被害をもたら

すものであること，原子力発電所事故被害者のほとんどは，海難事故や航空

機事故の被害者とは異なり，自らの意思と関係なくこれに巻き込まれる者で

あることからすると，万一の事故の際の救命設備を備え付けていなければ航

海や運航が許されないのに，原子力発電所について，万が一の事故の際の救

命手段である適切な避難計画が準備されていなくても運転が許されるという

現実が社会通念に反し，社会的に許されない事態であることは明白である。 

  以上のとおり，いかに第４層までの対策が万全だとしても，絶対的安全が

観念できない以上，これらが破られるリスクはゼロにはならない。それでも

原子力発電所の稼働が容認されるのは，第５層も前段否定の論理によって万

全を期すからであり，第５層の避難計画が実効性を欠くのであれば，その原

子力発電所は社会通念上許容できないリスクを有しているといえ，人格権侵

害の具体的危険があることになる。 

⑵ 避難の困難性 

ア 島内での避難 

  債権者らは，本件発電所から約３４～４６ｋｍに位置する島々に居住す

る。債権者らの居住する建物は，いずれも古く，原子力発電所事故を引き

起こすような巨大地震で倒壊する恐れがあり，また，巨大地震の際の度重
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なる揺れに対する恐怖の点からも，屋内退避は不可能である。近くの避難

所での屋内退避についても，債権者らの居住する島には，いずれも，原子

力発電所事故による放射性物質を避けながら巨大地震に耐えられるような

屋内の避難所の整備はなされていない。 

  原子力発電所事故が起きてから避難所を用意することも不可能である。

東北地方太平洋沖地震時に体育館の天井が損壊して多くの落下物が降った

ことから，屋内退避所となる施設は事前に耐震性を十分に強化しておかな

ければ二次被害の恐れがある。しかし，債権者らの居住する島において，

地震時の避難所は，屋外あるいは耐震性を備えていない古い建物であっ

て，原子力発電所事故を起こすような巨大地震に耐えられるものは準備さ

れていない。避難所には，少なくとも，十分な収容能力，スクリーニング

体制（放射線を測定する機器，放射性物質を取り除く道具，人員，場所な

ど。），被ばくをしないために放射性物質が拡散・到達しない地点である

ことが求められるものの，原子力発電所事故が起きてからそのような条件

を満たす屋内の避難所を設けることは不可能である。 

イ 島外への避難 

  島外への避難も極めて困難あるいは不可能である。 

  平郡島と祝島の場合，島外への一般的な移動手段は船舶しかない。しか

し，地震によって道路の寸断や損壊によって港までたどりつくことが困難

であると考えられるし，地震・津波によって港湾施設が損傷を受けて使用

できなくなっている可能性が高く，また船舶自身が損傷を受けて航行でき

なくなっている可能性も高い。放射性物質が漂う中で船舶を操縦する船員

を確保することも極めて難しい。さらに，船舶は，波，うねりが高い場合

や，風が強い場合など天候によって運航に影響を受けることも多い。船舶

の定員は少なく，島民全員を一度に乗せられない。 

  周防大島の場合，島外への一般的な移動手段は大島大橋を渡ることであ
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る。しかし，地震，津波によって大島大橋が損傷し，通行できなくなって

いる可能性が高い。また，大島大橋は，本土側から島側に渡った地点が信

号機の設置されたＴ字型交差点になっており，ここから道路が島の東西に

分岐している。したがって，周防大島の住民が島外に避難する場合，島の

東西から避難者の車両がこのＴ字型交差点を目指して押し寄せることにな

る。ところが，道路は片側一車線しかなく，普段でも行楽シーズンや大き

なイベントが開催された時は渋滞することが知られており，１万６０００

人以上の町民が避難のために殺到した場合には，大渋滞が発生して，全く

動きが取れない状態になることは確実である。このように島外への避難も

極めて困難あるいは不可能である。 

⑶ 安定ヨウ素剤を，放射性ヨウ素を吸い込む前に服用できないこと 

  債権者らの居住する島には安定ヨウ素剤が保管されておらず，安定ヨウ素

剤の事前配布もなされていないことから，本件発電所で放射性物質放出事故

が起きた場合に，債権者らは，放射性ヨウ素を吸い込む前に安定ヨウ素剤で

防護することができないと考えられ，この点でも債権者らの生命・健康は侵

害される危険がある。 

⑷ 新型コロナウイルス感染症が終息していない現状では安全に避難すること

ができないこと 

  新型コロナウイルス感染症が終息していない現状では密集・密接・密閉の

環境を避けることが求められる。他方，原子力発電所事故が起きた際の避難

計画は，住民らが自家用車や船，自衛隊車両等に乗り合って避難することに

なり，密集・密接・密閉の環境である。また，避難退域時検査（スクリーニ

ング），除染，安定ヨウ素剤の配布・服用の場面では，人の密集，密接が発

生し，放射性物質を避けて屋内でこれらの作業を行なう場合には密閉空間に

なる。さらに，避難所は，まさに放射性物質が屋内に流入しないように密閉

した空間に人が密集・密接する３密の空間である。つまり，新型コロナウイ
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ルス感染症が拡大している現在においては，避難計画どおりに避難すること

によって感染拡大を招いてしまい，被ばくを避けるための避難をすることが

できない。 

（債務者の主張） 

⑴ 深層防護の考え方について 

  本件原子炉においては，福島事故を踏まえて安全確保対策の信頼性を高め

るとともに，万が一，事故防止に係る安全確保対策が奏功せず，重大事故等

が発生した場合においても，本件原子炉の安全性を確保することができるよ

う，安全確保対策を強化しており，本件原子炉から放射性物質が異常に大量

に放出され，周辺住民等の避難が必要となる事態に陥ることはまず考えられ

ないことから，債権者らの避難の可否が本件裁判の争点となることはない。 

  債権者らは，深層防護の安全対策において採用されている「前段否定」及

び「後段否定」の考え方を述べた上で，第５層の避難が安全にできないとい

うことになればそれだけで本件原子炉の運転を差し止めなければならないと

主張するが，深層防護の考え方と，人格権の侵害を根拠とする差止請求が認

められるための「具体的危険性」の判断とは異なるものである。 

  すなわち，深層防護の考え方の基礎には，債権者らが「前段否定」及び

「後段否定」の考え方として主張するような「各防護階層の独立性」という

発想があるところ，それは，異常や事故の発生・拡大を防止しその影響を低

減するために多段的な安全確保対策を立案・計画するに当たって，各レベル

における対策をそれぞれ充実した十分な内容とするために，あえて，各々を

独立した対策として捉え，前段階の対策は奏功せず，後続の対策には期待で

きない，との前提を無条件に置くものである。換言すると，各レベルでの対

策は，それらの対策を合わせることにより（前段階の対策と合わせることに

より）初めて安全確保が図られるというものではなく，また，後続の段階の

対策に期待せず，当該段階で確実に異常や事故の発生・拡大等を防止するの
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に十分な対策を講じるべきであるとの考え方にあえて立脚して設備の設計等

を行うことにより，各段階の対策が十分な内容となるように意図したもので

ある。このように，深層防護の考え方においては，あえて，各々の階層の対

策を独立したものとして捉え，前段の対策が奏功せず，後段の対策には期待

できないとの無条件の前提，すなわち，それが発生する「具体的な可能性」

を検討することなく無条件に前段及び後段の対策が奏功しないという前提を

置くことにより，各段階における対策がそれぞれ充実した十分な内容となる

ようにしている。 

  一方，本件の究極的な争点は，本件原子炉の運転によって債権者らの人格

権が侵害される「具体的危険性」があるか否かであり，かかる具体的危険性

の有無を判断するに当たっては，深層防護の各段階における対策が奏功しな

いことの「具体的な可能性」が正面から問われることになる。つまり，債権

者らの人格権が侵害される「具体的危険性」があるか否かの観点からは，第

５層における避難等の防災対策が必要となる蓋然性，すなわち前提として第

４層までの対策が奏功しない「具体的な可能性」がなければ，債権者らの人

格権が侵害される「具体的危険性」があるとは言い得ない。債権者らの主張

は，こうした債務者の第４層までの対策が全て奏功せずに原子炉格納容器が

破損し，放射性物質が大量に放出されるという事態を，その「具体的な可能

性」を問うことなく当然の前提とした上で，第５層の防護階層（避難計

画），すなわち原子力防災対策の合理性，実効性の有無のみによって，人格

権侵害の「具体的危険性」の有無を判断するよう求めるものであり，妥当で

ない。 

  我が国の法制度は，原子炉等規制法全体として，ＩＡＥＡが示す深層防護

のうち，第１から第４の防護階層までに関する事項については，原子力事業

者に対する規制を通じて担保されるのに対して，避難に関する事項について

は，災害の一形態としての原子力災害に対し，国，地方公共団体，原子力事
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業者等がそれぞれの責務を果たすものとして，災害対策基本法及び原子力災

害対策特別措置法によって措置されている。すなわち，国は防災基本計画及

び原子力災害対策指針を定める責務を有し，同基本計画及び同指針に基づく

各地域の地域防災計画は，地域の実情を熟知している地方公共団体が作成す

ることが適切であることから，災害対策基本法及び原子力災害特別措置法

は，地方公共団体が地域防災計画を作成する責務を有するものとしている。

このように，原子力防災対策は，原則として国や自治体がその実施の主体と

なるものであり，債務者が独自に避難計画等を策定することはできないた

め，債権者らが居住する地域における避難計画等が存在しないことによって

債権者らの適切な避難が不可能であること，そして，その結果として債権者

らの人格権が侵害される具体的危険が存在することについては，債権者らに

おいて主張疎明する必要がある。 

⑵ 債権者らの主張について 

  避難に当たって新型コロナウイルスの感染について留意しなければならな

いとしても，そもそも防災計画では，新型コロナウイルスに限らず，その

時々の状況に応じて様々な対策を臨機に講じることが予定されているのであ

り，避難計画に明確に定められていないからといって直ちに新型コロナウイ

ルスの感染について留意しながらの避難が不可能であると断ずる債権者らの

主張には理由がない。特に，新型コロナウイルスの感染防止に関しては，国

（内閣府）として，具体的な留意事項も含めた原子力災害時の防護措置に係

る考え方を示すなどの対応を既に行っているのであるから，それらに基づい

て適切な対応がとられることが合理的に見込まれる。 

  そもそも，原子力災害対策について定めている原子力災害対策指針では，

緊急事態における住民等に対する放射線の影響を最小限に抑える防護措置を

確実なものにすることが目的とされていること，また，規制委員会が「１０

０ミリシーベルト以下の被ばく線量域では，がん等の影響は，他の要因によ
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る発がんの影響等によって隠れてしまうほど小さく，疫学的に健康リスクの

明らかな増加を証明することは難しいと国際的に認識されている」との考え

方を示した上で，事前対策めやす線量を，実効線量で１００ｍＳｖの水準と

していること，国際的にも，緊急時対応の目標は，被ばくの防止ではなく，

影響の緩和とされていること，さらに，ＯＩＬ２に基づく避難基準が一定時

間経過後の防護措置の開始を前提としていることなどを併せて考慮すれば，

債権者らが一切被ばくしないことを判断基準として，防護措置の合理性を判

断することは適切ではない。 

５ 保全の必要性 

（債権者らの主張） 

  仮に，本件原子炉施設において福島事故のような深刻な事故が発生すれば，

債権者らの人格権が回復不能な程度に害される。本件原子炉の運転は，そのよ

うな深刻な事故を発生させ，債権者らの重要な権利を不可逆的に侵害するおそ

れのある行為であるから，保全の必要性が高い。 

（債務者の主張） 

  本件申立ては，仮の地位を定める仮処分であり，保全の必要性として，「債

権者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるため」の必要性があり，本案

訴訟の確定判決が得られるのを待つことなく保全命令の発令が必要であること

が求められる（民事保全法２３条２項）。そして，本来，仮の地位を定める仮

処分は，債務者に与える影響が大きいことから，その保全の必要性は高度のも

のが要求され，債権者は，本案判決による救済を待っていたのでは債権者の権

利が実質的に満足されなくなるような事情を具体的に示さなければならない。 

  しかしながら，債権者らが差止めの根拠とする火山事象については，阿蘇に

おいて，巨大噴火や巨大噴火に準ずるレベルの噴火が発生すれば，火山周辺の

住民の生命，身体に直接的な損害が発生することはもとより，日本全域に深刻

な影響が生ずることになるのであるから，そのような噴火が短期間のうちに発
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生する状況にあるというのであれば，全国の活火山の観測，監視等を行ってい

る気象庁から噴火警報が発表されるなどして，報道等でも大きく取り上げられ

ていてしかるべきであるし，国家レベルでの対策が講じられ地元住民らが具体

的に移住や避難を開始する事態に至っていなければならないが，事実として，

そのような事態に至っていないのであるから（現在の阿蘇山の噴火警戒レベル

は１（「活火山であることに留意」するレベル）とされている。），阿蘇につ

いて詳細な火山学的調査に基づく検討等を行うまでもなく，阿蘇の火山事象に

よる危険が，本案訴訟の確定判決が得られるのを待つことができないほどに差

し迫っているとは到底考えられない。 

  また，中央構造線断層帯による地震についても，本件発電所の敷地前面の伊

予灘区間は平均活動間隔が２～３千年程度であるところ，既に数百年前に活動

しており，中央構造線断層帯長期評価（第二版）においても，今後３０年以内

の地震発生確率が最も低い「Ｚランク」とされていることからすれば，やはり

本案訴訟の確定判決が得られるのを待つことができないほどに中央構造線断層

帯による地震が差し迫っているとはいい難い。 

  したがって，債権者らが，本異議審において，本件原子炉の安全性が損なわ

れ，放射性物質を大量に放出する事故に至る原因として主張する阿蘇の巨大噴

火や巨大噴火に準ずるレベルの噴火及び中央構造線断層帯による地震について

は，いずれも本案訴訟の確定判決が得られるのを待つことなく保全命令の発令

が必要であることを根拠付けるものとはならない。 

第５ 当裁判所の判断 

１ 本件における司法審査の在り方について 

⑴ 本件は，民事保全法２３条２項に基づき，本件原子炉の運転差止めを求め

るものであり，これが認められるためには，「争いがある権利関係について

債権者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるためこれを必要とする」

ことが必要である。 
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  債権者らが主張する被保全権利は，人格権に基づく妨害予防請求権として

の差止請求権であるところ，個人の生命，身体又は健康という重大な保護法

益が侵害される具体的危険がある場合には，当該個人は，人格権に基づく妨

害予防請求権として，侵害行為を予防するため，当該侵害行為の差止めを請

求することができるというべきである。 

  債権者らは，本件原子炉には安全性に欠けるところがあるため，その運転

により債権者らの生命，身体又は健康が侵害される具体的危険があるとし

て，運転の差止めを請求する権利があると主張するものであり，本件におい

ては，この具体的危険性が認められるか否かが問題となる。 

⑵ 具体的危険性の存在についての判断枠組み 

ア 債権者らは，本件のように人格権侵害を理由として差止めを求める民事

訴訟においては差止めを請求する側が人格権侵害の具体的危険性の存在を

主張立証するのが原則であるとした上で，福島事故を立法事実として，そ

の反省及び教訓を踏まえて平成２４年に行われた原子力関連法令等の改正

の趣旨並びにこの改正によって求められる原子力発電所の安全の程度（通

常人が疑いを差し挟まない程度に，万が一にも深刻な災害が起こらないと

いう確信を持ち得る程度の安全）からすれば，本件の場合には，人格権侵

害の具体的危険性についての疎明の程度を軽減し，債権者らにおいて人格

権侵害の具体的危険性が存在することを一応疎明すれば足りるという解釈

（甲６５０）が採用されるべきであり，これが採用できないとしても，債

権者らにおいて疎明すべき命題を「人格権侵害の具体的危険性が万が一に

も存在すること」に修正するか，原決定をはじめとする多くの裁判例が採

用するように，事業者である債務者側に原子力発電所の安全に関する事実

上の主張・疎明責任を負わせるべきであり，債務者において，本件原子炉

が，上記の意味での安全性を有していることを高度の蓋然性をもって疎明

しない限り，本件原子炉の運転により，債権者らの生命，身体又は健康が
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侵害される具体的危険があると認められるべきである，債務者の主張する

判断枠組みでは，福島事故のような深刻な事故を二度と起こさないという

上記の法改正の趣旨に反する結果となり，法解釈として不当であるなどと

主張する。 

イ これに対し，債務者は，本件のように妨害予防請求権に基づく差止めを

求める場合には，単に理論的ないし抽象的に危険性が存在するというので

は足りず，人格権侵害の具体的危険性の存在が必要であり，主張・疎明責

任は差止めを求める債権者らにあるなどと主張する。 

ウ 具体的危険性の存在について，前提事実及び上記の当事者の各主張など

を踏まえて，その判断枠組みについて検討する。 

 原子力発電所は，核燃料を使用し，その運転により人体に有害な多量

の放射性物質を原子炉内に発生させる施設であり，ひとたび事故等が発

生し，放射性物質が原子炉外に放出されると，周辺地域の住民の生命，

身体及び健康等に重大な危害を及ぼし，周辺の環境を長期間，広範囲に

わたって汚染するおそれがある。このことは，福島事故からも明らかで

あり，福島事故のような深刻な被害の発生を防止するためには，重大な

事故が万が一にも発生しないよう，原子力発電所の安全性を確保する必

要がある。 

  そこで，福島事故の反省と教訓を踏まえて，原子力安全規制を担う新

たな行政機関として規制委員会が設置され，改正された原子炉等規制法

は，発電用原子炉の設置及び変更について，規制委員会の許可を受けな

ければならないとし（同法４３条の３の５第１項，同条の３の８第１

項），これらの許可の要件の一つとして，「発電用原子炉施設の位置，

構造及び設備が核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又

は発電用原子炉による災害防止上支障がないものとして規制委員会規則

で定める基準に適合するものである」（同法４３条の３の６第１項４
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号，同条の３の８第２項）と定め，発電用原子炉施設の安全性に関する

基準の策定及び安全性の審査の権限を規制委員会に付与し，規制委員会

は，この権限に基づき，設置許可基準規則を制定した。 

  原子力発電所に求められる安全性の具体的基準を策定するに当たって

は，地震，火山活動等の自然災害や人為的要因などの事故発生の原因と

なり得る様々な事象を想定し，それらの事象によって原子力発電所施設

を構成する設備，機器等が機能を損なうことがないよう備えるべき強度

を定め，あるいは，異常事態の発生を想定した上で，その拡大を防止す

るために必要な設備，機器等の設置を求めるなど，多角的，総合的見地

から多重的に安全性を確保するための基準を検討する必要があり，ま

た，策定した基準に基づいて個々の原子力発電所の安全性を審査するに

当たっては，当該原子力発電所の立地の地形，地質等の自然条件を前提

として，影響を及ぼし得る地震，火山活動等の規模を具体的に想定し，

設備，機器等が想定した地震，火山活動等によってその機能を損なうこ

とがないかを確認することなどが求められる。 

  そして，これらの安全性の基準の策定及び基準への適合性の審査にお

いては，対象となる事項が多岐にわたる上，科学的には解明されていな

い事項や将来の予測に係る事項も多く含まれていることから，常に，原

子力工学をはじめ，地震学や火山学等の多方面にわたる極めて高度な最

新の科学的・技術的知見に基づく総合的判断が必要とされる。 

  このような原子力発電所の安全性の基準の策定及び基準への適合性の

審査の特質から，改正された原子炉等規制法は，原子力発電所の安全性

の基準の策定及び基準への適合性の審査を規制委員会に委ねたものとい

える。 

 規制委員会は，本件原子炉について，審査の結果，基準に適合すると

の判断を行ったものであるところ，既にみた当事者双方の主張及び後記
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２及び３で詳しく述べるとおり，原子力発電所の安全性に影響を及ぼす

大規模自然災害の発生の時期や規模については，現在の科学的知見では

具体的に予測できないことから，本件原子炉の安全性や新規制基準の合

理性及び規制委員会の上記の判断に対しても，様々な専門的立場からそ

れぞれの研究等に基づいて様々な見解が述べられているが，これらは，

想定が極めて難しい将来予測に係るものであることもあって，科学的に

は，直ちに，いずれの見解が正しいともいえないのが現状であるといわ

ざるを得ない。 

  本件において当裁判所に求められているのは，当事者双方が主張して

いるとおり，あくまでも本件原子炉の運転により債権者らの生命，身体

又は健康が侵害される具体的危険があると法的判断として認められるか

否かであり，原子力発電所の設置許可処分等の当否が問題となる行政訴

訟とは異なり，上記の規制委員会における判断やその判断の合理性の有

無等は，いずれも上記の具体的危険性の存在を判断する上での重要な事

実の一つにとどまるものというべきである。 

 本件における具体的危険性の存在についての判断枠組みについて，債

権者らは，上記アのとおり主張するところ，確かに，原子力発電所の安

全性に影響を及ぼす大規模自然災害の発生の時期や規模については，現

在の科学的知見では具体的に予測できないことからして，現時点におい

て，大規模自然災害によって，本件原子炉施設において福島事故のよう

な深刻な事故が発生する可能性が全くないと断定できないことは事実で

あり，また，福島事故の反省と教訓も踏まえて考えるべきであることも

債権者らが主張するとおりである。 

  しかしながら，上記のことは，論理的には，本件における人格権侵害

の抽象的危険性を肯定するものに過ぎず，直ちに具体的危険性の存在を

推認するに足りるものとはいえないというべきである。また，債権者ら
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が主張する原子力発電所に求められるとする「通常人が疑いを差し挟ま

ない程度に，万が一にも深刻な災害が起こらないという確信を持ち得る

程度の安全」は，原子力発電所の安全性に影響を及ぼす大規模自然災害

の発生の時期や規模については，現在の科学的知見では具体的に予測で

きないことからすると，結局，原子力発電所の安全性についてゼロリス

クを求めることに等しいものであり，これも直ちに採用することはでき

ない。 

  さらに，上記のとおり，原子力発電所の安全性に影響を及ぼす大規模

自然災害の発生の時期や規模については現在の科学的知見では具体的に

予測できないことから，本件原子炉の安全性等についても様々な専門的

立場からそれぞれの研究等に基づいて様々な見解が述べられ，科学的に

は，直ちに，いずれの見解が正しいともいえない現状の下では，独自の

科学的知見を有するものでない裁判所において，いかに福島事故による

影響の甚大性，その反省及び教訓を踏まえた原子力関係規定の改正を考

慮したとしても，本件原子炉の安全性についての具体的な検討を離れ

て，本件原子炉の存在（福島事故から明らかとなった原子力発電所の潜

在的危険性）及び債権者らの居住状況から直ちに，債権者らの生命，身

体又は健康が侵害される具体的危険があると事実上推定するなどという

ことは相当でないと考える。 

  以上のとおり，当裁判所としては，福島事故による影響の甚大性，そ

の反省及び教訓を踏まえた原子力関係規定の改正を考慮したとしても，

本件で問題となる人格権侵害の具体的危険性の存在について，債権者ら

の疎明責任を軽減したり，債権者らが疎明すべき命題を修正することに

は，論理の飛躍があり，これを採用することはできないと判断する。 

  なお，原子力発電所の設置許可処分取消訴訟の審理判断については，

規制委員会の専門技術的な調査審議及び判断を基にしてされた行政庁の



 141 

判断に不合理な点があるか否かという観点から，現在の科学技術水準に

照らし，上記調査審議において用いられた具体的な審査基準に不合理な

点があり，あるいは当該原子炉施設がこの具体的審査基準に適合すると

した規制委員会の調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤，欠落があ

り，行政庁の判断がこれに依拠してされたと認められる場合には，行政

庁の上記判断に不合理な点があるものとして，この判断に基づく原子炉

設置許可処分は違法と解すべきであるとされ，不合理な点があることの

主張，立証責任は，本来，原告が負うべきであるが，行政庁の側におい

て，まず，不合理な点のないことを相当の根拠，資料に基づき主張，立

証する必要があり，行政庁がこの主張，立証を尽くさない場合には，不

合理な点があることが事実上推定されるとされているところ（最高裁昭

和６０年(行ツ)第１３３号平成４年１０月２９日第一小法廷判決・民集

４６巻７号１１７４頁参照），

記訴訟の審理判断基準を本件の判断に直ちに持ち込むことは相当でない

と考える。 

  したがって，当裁判所としては，現在の科学的知見からして，本件原

子炉の運転期間中に本件原子炉の安全性に影響を及ぼす大規模自然災害

の発生する可能性が具体的に高く，これによって債権者らの生命，身体

又は健康が侵害される具体的危険があると認められなければ，本件原子

炉の運転差止めを命じるという法的判断はできないというべきであり，

この疎明責任は，民事保全事件の原則のとおり，債権者らが負うべきで

あると考える。これと見解を異にする債権者らの上記主張はいずれも採

用しない。 

  以下，このような観点から検討する。 

２ 地震に対する安全性について 

⑴ 「震源が敷地に極めて近い」場合の評価の要否 



 142 

ア 疎明事実 

  後掲疎明資料及び審尋の全趣旨によれば，前提事実のほか，次の事実が

一応認められる。 

 新規制基準における活断層の扱い等について 

ａ 新規制基準においては，「敷地ごとに震源を特定して策定する地震

動」について，内陸地殻内地震について選定した検討用地震に関し，

震源として考慮する活断層の評価に当たっては，調査地域の地形・地

質条件に応じ，既存文献の調査，変動地形学的調査，地質調査，地球

物理学的調査等の特性を活かし，これらを適切に組み合わせた調査を

実施した上で，その結果を総合的に評価し活断層の位置・形状・活動

性等を明らかにすることを考慮し（設置許可基準規則解釈別記２の４

条５項２号②），また，検討用地震のうち，震源が敷地に極めて近い

場合は，地表に変位を伴う断層全体を考慮した上で，震源モデルの形

状及び位置の妥当性，敷地及びそこに設置する施設との位置関係，並

びに震源特性パラメータの設定の妥当性について詳細に検討するとと

もに，これらの検討結果を踏まえた評価手法の適用性に留意の上，各

種の不確かさが地震動評価に与える影響をより詳細に評価し，震源の

極近傍での地震動の特徴に係る最新の科学的・技術的知見を踏まえた

上で，さらに十分な余裕を考慮して基準地震動を策定することが求め

られている（同別記２の４条５項２号⑥）。 

ｂ また，発電用軽水型原子炉施設の設置許可段階の耐震設計方針に関

わる審査において，審査官等が設置許可基準規則，設置許可基準規則

解釈の趣旨を十分踏まえ，基準地震動の妥当性を厳格に確認するため

に活用する目的で作成された地震ガイド（甲７８３，乙４３）には，

「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」について，震源が敷地

に近く，その破壊過程が地震動評価に大きな影響を与えると考えられ
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る地震については，断層モデルを用いた手法が重視されている必要が

あるとの方針を明らかにした上（Ⅰ．３．１⑵），検討用地震の選定

について，内陸地殻内地震について，各種の調査及び観測等により震

源として想定する断層の形状等の評価が適切に行われていることを確

認することとし（Ⅰ．３．２．２⑴），断層モデルを用いた手法によ

る地震動評価については，震源が敷地に極めて近い場合の地震動評価

について，地表に変位を伴う断層全体（地表地震断層から震源断層ま

での断層全体）を考慮した上で，震源モデルの形状及び位置の妥当

性，敷地及びそこに設置する施設との位置関係，並びに震源特性パラ

メータの設定の妥当性について詳細に検討されていることを確認する

こと，これらの検討結果を踏まえた評価手法の適用性に留意の上，各

種の不確かさが地震動評価に与える影響をより詳細に評価し，震源の

極近傍での地震動の特徴に係る最新の科学的・技術的知見を踏まえた

上で，さらに十分な余裕を考慮して地震動が評価されていること，特

に，評価地点近傍に存在する強振動生成領域（アスペリティ）での応

力降下量などの強振動の生成強度に関するパラメータ，強振動生成領

域同士の破壊開始時間のずれや破壊進行パターンの設定において，不

確かさを考慮し，破壊シナリオが適切に考慮されていることを確認す

ること，震源の極近傍での地震動の特徴に係る最新の科学的・技術的

知見を取り込んだ手法により，地表に変位を伴う国内外被害地震の震

源極近傍の地震動記録に対して適切な再現解析を行い，震源モデルに

基づく短周期地震動，長周期地震動及び永久変位を十分に説明できて

いること（特に，永久変位・変位についても実現象を適切に再現でき

ていること）を確認すること，浅部における断層のずれの進展の不均

質性が地震動評価へ及ぼす影響を検討するとともに，浅部における断

層のずれの不確かさが十分に評価されていることを確認すること，破
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壊伝播効果が地震動へ与える影響について，十分に精査されているこ

と，水平動成分に加えて上下動成分の評価が適切に行われていること

を確認することを求める記載がある（Ⅰ．３．３．２⑷④）。 

ｃ 上記ａの設置許可基準規則解釈別記２の定め及び上記ｂの地震ガイ

ドの記述中の，震源が敷地に極めて近い場合についての記載を裏付け

るものとして，規制委員会による次の研究がある。すなわち，規制委

員会は，平成２７年１月，「福島第一事故を踏まえた震源極近傍の地

震動評価の高度化」（乙２９６。以下「震源極近傍の地震動評価」と

いう。）において，地表地震断層から震源断層までの浅部地盤（震源

断層とはならない比較的軟らかい地盤）が活動することの影響につい

て，震源から２ｋｍ以上離れていれば浅部地盤の影響は無視し得るも

のの，敷地から２ｋｍ程度以内の浅部地盤が変位する場合には，比較

的軟らかい地盤の活動といえどもその影響を無視できないという研究

結果を示した。震源極近傍の地震動評価には，次の記載がある。 

 研究の目的及び前提条件 

  内陸地殻内地震を対象とした断層モデルを用いた手法による地震

動評価に際しては，活断層の長さと地震発生層の厚さを始め，各種

断層パラメータ間の理論的又は経験的関係式に基づき，深さが数ｋ

ｍ～１５ｋｍ程度の地震発生層における震源断層のモデルが設定さ

れている。一般的に，構造物等に被害を与える強振動は地震発生層

の断層破壊に支配されると考えられるため，それよりも浅い地盤

（表層地盤）から放出される地震波を考慮することがなかったが，

新規制基準では，震源が敷地に極めて近い場合の地震動評価につい

ての規定が加えられた。しかし，参考となる震源極近傍での地震観

測記録が乏しいため，定量的評価を解析的に実施して，震源極近傍

の地震動の特徴を理解するべく，鉛直横ずれ断層と傾斜６０度の逆
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断層を対象として，アスペリティを地震発生層に設定した上で，地

表までの断層全体の破壊を再現する動力学的断層破壊シミュレーシ

ョンを実施し，その分析結果を用いた強震動評価を行い，表層地盤

の震源域による地震動解析への影響を評価した。 

⒝ 横ずれ断層を対象とした震源極近傍の地震動評価 

  断層面の形状と位置に関して，長さ２５ｋｍ，幅１８ｋｍの矩形

断層面を設定し，解析領域の地盤モデルは，厚さ３ｋｍの表層地盤

と厚さ１５ｋｍの地震発生層から構成される水平成層モデルとし

て，動力学的破壊シミュレーションにより地表面各部の地震動の計

算を行い，地中深くの震源域の破壊が生じた地震動と表層地盤の震

源域の破壊が生じた地震動とが足し合わされた地震動を得るととも

に，波数積分法により表層地盤と地震発生層におけるそれぞれの震

源域の寄与分に分けて，断層近傍の評価地点（地表断層からの水平

距離０．０５ｋｍ，約０．１ｋｍ，約０．２ｋｍ，約０．５ｋｍ，

約１．０ｋｍ，約２．２ｋｍ，約４．７ｋｍ及び１０ｋｍの８地

点）における理論波形の解析を行ったところ，断層極近傍におい

て，断層直交成分（ＦＮ成分）においては地震発生層の地震動が全

体の９０％程度を占め，平行成分（ＦＰ成分）は表層地盤の震源域

の地震動が全体のほぼ１００％を占めていた。また，断層から２ｋ

ｍ以上離れると，表層地盤の震源域による影響は無視できる程度に

下がる。上下成分（ＵＤ成分）はＦＰ成分とほぼ同じ傾向にある

が，地震動の大きさは小さい。 

⒞ 逆断層を対象とした震源極近傍の地震動評価 

  長さ２５ｋｍ，傾斜角６０度の逆断層を対象とし，断層上端が地

表に達するモデルを設定し，深さ方向において，横ずれ断層と同

様，表層地盤を深さ０～３ｋｍ，地震発生層を深さ３～１８ｋｍの
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範囲に仮定し，アスペリティの上端深さを５ｋｍとして，動力学的

破壊シミュレーションにより地震動の計算を行い，波数積分法に基

づく理論波形を計算し，表層地盤と地震発生層におけるそれぞれの

震源域による地震動の寄与度を調べたところ，ＦＮ成分は，地表断

層からの距離に関わらず深い震源域からの地震動が支配的であり，

表層地盤の震源域からの地震動の影響は無視できる程度であり，ま

た，ＦＰ成分でも地表断層からの距離が０．２～１ｋｍの範囲で，

表層地盤からの地震動に比べておおむね深い震源域からの地震動が

支配的となっているのに対し，ＵＤ成分については，地表断層から

の距離が２ｋｍ以下では，表層地盤の震源域からの地震動が深い震

源域からの地震動を部分的に上回る。しかし，地表断層から２ｋｍ

以上離れると，表層地盤の震源域による影響は無視できる程度に下

がる。このように，逆断層における震源極近傍の地震動は，横ずれ

断層と異なり，表層地盤の震源域による地震動の影響が小さいとい

える。 

⒟ まとめ 

  横ずれ断層の場合，断層極近傍において断層直交成分は地震発生

層の震源域に，断層平行成分は表層地盤の震源域に支配されること

が分かった。地震動に与える震源域の影響として，本検討の設定条

件で断層から２ｋｍ程度以上離れると，表層地盤の震源域による影

響は無視できる程度に下がること，逆断層の場合は，おおむね地震

発生層の震源域からの地震動が支配的であり，表層地盤の震源域か

らの影響が小さいことが示された。 

 断層に関連する基本的な知見 

ａ 断層運動とその種類 

  プレート運動による伸長の力や圧縮の力は，地下の岩盤に歪みを蓄
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積させる。その歪みに岩盤が耐えきれなくなると，ある面を境にして

岩盤が急激に破壊され，地震が発生する。その破壊された面を「断層

面」といい，既存の断層を動かしたり，新たに断層を作ったりする動

きを，「断層運動」という。 

  断層運動は，地下の岩盤に働く力の向きの違いにより，断層面を挟

んだ両側の岩盤に異なる動きを生じさせるため，①逆断層型，②正断

層型，③横ずれ断層型の３つの基本的なパターンに分けられる。 

  ①逆断層型は，水平の方向から岩盤が圧縮されたため，断層面を挟

んで上側の岩盤がずり上がる（上側の岩盤が下側の岩盤に乗り上が

る）動きをしたものをいう。②正断層型は，水平の方向に岩盤が引っ

張られることにより，断層面を境にして，上側の岩盤が下へ滑り落ち

る動きをしたものをいう。③横ずれ断層型は，岩盤に圧縮や伸長がか

かって，断層面を挟んで，それぞれの岩盤が逆方向にずれる動きをし

たものをいい，断層面を挟んで向かい側の岩盤が右側にずれたものを

「右横ずれ断層」，左側にずれたものを「左横ずれ断層」という。 

  また，逆断層型及び正断層型は，いずれも断層面に沿って岩盤が上

下にずれる動きをするので，「横ずれ断層」に対して，「縦ずれ断

層」に分類される。 

（甲８８６，乙１９，２０） 

ｂ ハーフグラーベン 

  ハーフグラーベンとは，片側を正断層で区切られたブロックが傾き

つつ凹んだ部分（半地溝）であり，これに対し，両側を正断層で区切

られたものはグラーベン（地溝）とされる。 

  伸長応力場で岩盤が水平方向に引っぱられると，正断層に区切られ

た岩盤が傾きつつ全体として水平方向に延びていく。このとき岩盤と

岩盤との間には三角形の凹みが形成され，その凹んだ部分は堆積物に
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より埋め尽くされる。このように，岩盤が傾く方向の断面では，堆積

層は扇状の形態を示す。ハーフグラーベンの上に堆積部が蓄積し，そ

の後も断層運動が繰り返されると，堆積物を切る多数の副次的断層が

形成されることになる。 

ｃ 海上音波探査 

  海上音波探査は，海面付近の水中から海底に向けて音波を発し，海

底，堆積層，基盤岩等からの反射音波を観測して海底下の地質構造を

調査する探査方法である。具体的には，船で発振器及び受振器を曳航

し，発振器から出た音波が海底下の地層の境界等で反射し，戻ってき

たものを検知することにより，地層の重なり及び連続性を調査するも

のであり，音波を発する音源によって，調査範囲，精度等が異なる。

音源の周波数が高いほど分解能が高くなるが，探査深度は浅くなり，

逆に，周波数が低いほど分解能は低下するが，より深い深度まで探査

が可能となる。 

  いずれも金属板の振動を音源とする「ソノプローブ」及び「ブーマ

ー」は，主に深さ数十～百ｍ程度までの海底下浅部の構造を，水中放

電を音源とする「スパーカー」及び高圧水の噴出を音源とする「ウォ

ーターガン」は，主に深さ数百ｍ程度までのやや深い構造を，さらに

圧縮空気の噴出を音源とする「エアガン」は，深さ数ｋｍに達するよ

うなさらに深い構造をそれぞれ調査するのに適している。 

ｄ 上載地層法 

  上載地層法とは，断層を覆う地層（上載地層）の堆積年代を基に当

該断層の活動時期を判断する方法のことをいう。   （乙４４６） 

 中央構造線の性状に関する債務者の調査，評価 

ａ 評価 

  債務者は，中央構造線断層帯の震源断層の位置について，本件発電
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所敷地沖合い約８ｋｍに分布する高角の活断層の地下深部（地下約２

ｋｍ）の領家花こう岩類（領家帯）と三波川変成岩類（三波川帯）の

会合部以深に存在すると評価している。震源断層の傾斜角について

は，鉛直であるとしているが，中央構造線の地質境界と一致して北傾

斜である可能性も否定していない。 

  また，佐田岬半島沿岸部に活断層は存在しないと判断している。 

（乙１３[６－３－６５～６６，６－３－７０～７３，６－５－２４

～２５，６－５－３１～３２頁]） 

ｂ 調査 

  債務者は，本件発電所の敷地前面海域で各種音源を用いた海上音波

探査を実施している。また，伊予灘においては，債務者をはじめ産業

技術総合研究所，国土地理院，大学グループなど各調査機関により，

調査対象深度及び分解能の異なる各種の音源を用いた海上音波探査が

実施されている。債務者は，これらの海上音波探査の結果について，

平成２６年１０月１日に規制庁が行ったヒアリングの際，ヒアリング

資料（乙１２６。以下「四国電力（２０１４）」という。）として提

出した。 

  また，海上音波探査により反射面を判読するに当たって，どの反射

面がどの地層に相当するのかを確認する上でボーリング調査が重要に

なるところ，四国電力（２０１４）については，音波探査断面で区分

されたＡ層，Ｄ層，Ｔ層及びＢ層の層序区分の精度を上げるため，ボ

ーリング調査により実際に地層を確認する必要があり，債務者は，本

件発電所の敷地前面海域の付近にある上灘沖北断層について，海底ボ

ーリング調査を行った。なお，債務者は，平成２５年に行った調査に

おいては，南北方向に１１本（特に，本件発電所敷地前面海域におい

ては，約２ｋｍの範囲内に５本），これと交叉する東西方向に３本の
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測線を設けてブーマー等による海上音波探査を行った。 

（乙１１９，１２０，１２６，３０３，５９３，５９５） 

ｃ 震源断層の傾斜角 

  債務者は，前提事実６⑴ （本決定３４～３５頁）のとお

り，本件発電所の敷地沖合約８ｋｍの海底下約２ｋｍにある，三波川

変成岩類と領家花こう岩類とが会合する地点の下方に鉛直な震源断層

が存在するものと考えた。債務者が，震源断層の傾斜角を鉛直である

と考えた根拠は，次のとおりである。 

① 地震学的観点 

  地震学的には，近年国内外で発生した横ずれ断層による主な地震

では，震源断層はいずれもほぼ鉛直であることが明らかにされてい

ること，緩く傾斜する断層面を横ずれさせるような応力場は考えに

くく，一般的に，横ずれ断層の震源断層面はほぼ鉛直であると考え

られていることから，債務者は，現在の伊予灘における中央構造線

断層帯の震源断層の傾斜角も鉛直である可能性が高いと考えた。 

（乙１３［６－３－６４頁］） 

② 地下浅部の活断層 

  本件発電所敷地前面海域に認められる地下浅部の断層はいずれも

高角度である。地下浅部の活断層が高角であることから直ちに震源

断層の傾斜角を推定できるわけではないものの，特に，領家花こう

岩類と三波川変成岩類の会合部が存在する沖合い約８ｋｍの地点の

ほぼ鉛直の活断層には，変位の累積性（より深い層（古い層）にお

ける変形の程度が顕著であること）が顕著であり，同所に繰り返し

活動する震源断層が存在していることを示していることなどから，

債務者は，地下深部の震源断層も鉛直である方が自然であると考え

た。 
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（乙１３［６－３－３６～３８頁］，審尋の全趣旨） 

③ 海上音波探査 

  さらに，海上音波探査による探査断面を対象にアトリビュート解 

析による断層傾斜角の検討を実施した結果，海底下浅部に見られる

高角度の断層の下方において，北傾斜する地質境界（地質境界とし

ての中央構造線）が高角度の断層によって変位を受けている可能性

が示唆されており，これを踏まえ，債務者は，沖合い約８ｋｍの地

点に鉛直の震源断層が存在する可能性が高いと考えた。 

（乙１３［６－３－６４～６５頁］） 

ｄ 佐田岬半島沿岸部の活断層 

  債務者は，四国電力（２０１４）によると，佐田岬半島北岸の湾奥

部まで横断する音波探査断面において，中期～後期更新世相当層と推

定されるＤ層に変形が認められないことなどから，佐田岬半島の北岸

部に活断層が存在していないことが確認できると判断した。 

（乙１３[６－３－７０～７３頁]，１２６） 

ｅ 高橋恭平ほか「地震探査結果に基づく四国北西沖伊予灘海域におけ

る中央構造線の分布及び活動性」（乙５９５。以下「高橋ほか論文」

という。） 

  総合地質調査株式会社の高橋恭平らは，債務者の職員らとの共同研

究を行い，これまで深部構造のデータが十分に得られていなかった伊

予灘において，２００４年に取得した深部を対象とした地震探査デー

タの解析を行い，地下数ｋｍまでの深部構造を鮮明に捉えた地震探査

断面を得るとともに，２００４年及び２０１３年に実施した海底下浅

部を対象とした地震探査データ（すなわち，上記ｂの海上音波探査）

に基づき，佐田岬半島沿岸の堆積層内部の構造を明瞭に捉え，これら

の探査結果に基づき，伊予灘の中央構造線及び中央構造線活断層系の
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分布及び活動性について検討を加えた。 

 地震探査概要 

  深部構造の検討に用いた地震探査データは，２００４年に取得し

た音波探査及び屈折法探査データであり，このうち，深部音波探査

は，エアガンを音源とし，４８チャンネル，チャンネル間隔１２．

５ｍのマルチチャンネル方式で，屈折法探査は，同じくエアガンを

音源とし，音波探査と同一の設定をした測線上の海底に，約１２０

０～１７００ｍ間隔で合計９個又は１０個の受振器を設置し，その

直上を２５ｍ間隔で発振した。一方，浅部構造を検討目的の音波探

査は，２００４年及び２０１３年に行い，前者はウォーターガン及

びブーマーを音源としたシングルチャンネル方式で，後者はブーマ

ーを音源としたマルチチャンネル方式（８チャンネル，チャンネル

間隔２．５ｍ）で行った。 

  また，反射法データ処理のうち浅部音波探査については，マルチ

チャンネル方式で行ったものにつき，デコンボリューション，速度

解析，ＣＭＰ重合，マイグレーション等を行った。他方，シングル

チャンネル方式で行ったものについては，適切なフィルタ設定と振

幅調整を行い，記録断面を船上の記録器に直接記録した。 

⒝ 地震探査結果 

Ⅰ 深部地震探査結果 

  伊予灘海域の層序は，下位からＳ層（調査海域の南部に認めら

れる音響基盤），Ｒ層（調査海域の北部に広く認められる音響基

盤），Ｉｚ層（Ｓ層及びＲ層の上位に分布）及びＮ層（最上位に

広く分布し，連続性のよい概ね水平な反射面からなる。）に区分

される。共同研究においては，伊予灘東部，中部及び西部におい

て，それぞれ深部地震探査が行われているが，このうち本件発電
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所敷地前面海域を含む伊予灘中部の地質構造は次のとおりであ

る。 

  Ｓ層上面は，断面南端の表層付近から測点番号４５０付近（高

橋ほか論文４頁下側の図面によれば，沖合い約８ｋｍ地点に相当

する。）の深度２０００ｍ付近に向かって２０度程度で北傾斜

し，その更に北方では傾斜角を３０度程度に変えながら深度３０

００ｍ付近まで断続的に認められ，その間にＲ層の下位に潜り込

む構造を呈している。Ｉｚ層は，断面南端より約１ｋｍ北方から

測点番号６００（高橋ほか論文４頁下側の図面によれば，沖合い

約４ｋｍ地点に相当する。）までの範囲では，深度２００～４０

０ｍ付近にあり，ほぼ水平であり，更に北方では上面の深度を増

しながら，概ねＲ層とＳ層の会合部付近まで追跡される。Ｉｚ層

を覆うＮ層は，沖合の断層付近を除き概ね水平である。 

  Ｒ層とＳ層は，測点番号４００～５００付近（高橋ほか論文４

頁下側の図面によれば，沖合い約６．５～９ｋｍ地点に相当す

る。）で会合し，それらの上面は両者の会合部で深度２０００～

２５００ｍに達する。会合部付近では，上位のＮ層中の反射面に

不連続や下位ほど傾斜が大きくなる系統的な撓みが認められるこ

とから，これらの不連続部及び撓みを断層と判断した。本件発電

所敷地前面の伊方沖の測線では，Ｒ層とＳ層の会合部付近（測点

番号４４０付近）に，ほぼ鉛直にＮ層を切断し海底面に達する２

条の断層を確認でき，これら２条の断層に挟まれた領域は相対的

に沈降する凹地状の構造を呈している。 

  また，これらの明瞭な断層の南方（伊方沖では，測点番号４５

０～５３０（高橋ほか論文４頁下側の図面によれば，沖合い約

５．６ｋｍ地点に相当する。）付近）にも，Ｉｚ層やＮ層の反射



 154 

面に不連続が認められる。これらの不連続部は，表層付近（海底

下３００ｍ程度以浅）のみを変位させる断層と，表層付近には変

位が達していない伏在断層とに分けられる。前者は高角度であ

り，後者は中角度から高角度の北傾斜で，北落ちの正断層成分を

持つと考えられる。 

Ⅱ 浅部地震探査結果 

  浅部地震探査は，上記Ⅰの伊方沖の測線と同一の測線上を伊予

灘南縁の佐田岬半島沿岸まで延伸して実施された。その結果によ

ると，測点番号１（断面南端）の深度約１５０ｍから測点番号１

６（沖合い約３ｋｍの地点）の深度３００ｍ付近にかけて音響基

盤（Ｒ層及びＩｚ層に相当）が認められる。音響基盤の上位に

は，音響基盤にオンラップするほぼ水平な反射面が認められ，Ｎ

層に相当する。測点番号２５（沖合い約５ｋｍの地点）より北側

のＮ層には，海底面まで達する反射面の不連続や下位ほど傾斜が

大きくなる系統的な撓みが認められ，上記Ⅰの海底面に達する断

層ともほぼ対応することから，断層と判断される。 

  沖合い約１～２ｋｍまでの浅部地震探査を行ったブーマー・シ

ングルチャンネル方式音波探査及びブーマー・マルチチャンネル

方式音波探査の結果によれば，本件発電所の敷地前面に表層部が

１０ｍ程度削剥され，幅約１ｋｍの海底谷が形成されているが，

その下位に認められるＮ層の明瞭な反射面は，ほぼ水平であるこ

とが認められる。 

⒞ 考察 

Ⅰ 伊予灘の深部地震探査断面における地質境界断層と活断層 

  前記⒝の探査結果によるＳ層は三波川変成岩類に，Ｒ層は領家

花崗岩類・変成岩類に，Ｉｚ層は和泉層群にそれぞれ対比され，
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Ｎ層は新第三系統及び第四系統（鮮新統及び更新統である郡中層

及び大分層群並びにそれらを覆う沖積層）に対比される。 

  そうすると，前記⒝の探査結果は，三波川変成岩類の上面が佐

田岬半島沿岸から緩く北に傾斜し，伊予灘沖合いで領家花崗岩類

と会合し（この会合部の地質境界断層を，「Ｒ／Ｓ断層」とい

う。），伊予灘中部では，三波川変成岩類上面がさらに領家花崗

岩類の下位に延びる構造を示すものとなり，従来の伊予灘中部の

地震探査結果に基づく構造に関する報告や，伊予灘に隣接する別

府湾や四国東部における地震探査結果に基づく構造と類似する。

また，伊予灘においては，三波川変成岩類及び領家花崗岩類の上

位に和泉層群が分布し，三波川変成岩類と和泉層群が北傾斜する

地質境界断層（Ｉｚ／Ｓ境界）で接する。この地質境界断層が中

央構造線と認識されている。 

  一方，新第三系及び第四系には海底面まで変位を及ぼす複数の

活断層群が認められる。これらの断層は，中央構造線活断層系に

相当する。これらの断層の中には，他の断層と比較して変位の累

積が特に顕著で海底面まで達する高角断層が認められ，中央構造

線活断層系の主断層と考えられる。これら高角な主断層に挟まれ

た新第三系及び第四系には凸状や凹地状の構造が認められ，これ

らは中央構造線活断層系の右横ずれ運動に伴う隆起や沈降によっ

て生じた変形構造と考えられる。また，これらの主断層の下方延

長は，領家花崗岩類と三波川変成岩類の会合部付近に収斂してい

るようにみえることから，中央構造線活断層系の活動はＲ／Ｓ境

界の活動に関連している可能性がある。 

  伊予灘中部では，中央構造線活断層系の主断層の数ｋｍ南側に

複数の断層が分布するが，このうち北落ちの正断層成分を持つ海
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底面まで達しない伏在断層群は，これらと対応する変形構造が認

められないことから，これらの伏在断層群は少なくとも第四紀の

後半には活動していないと考えられる。上記伏在断層群の存在

は，現在の中央構造線活断層系を形成する右横ずれ成分主体の断

層活動ではなく，過去に北落ちの正断層成分主体の断層活動があ

ったことを示唆する。 

Ⅱ 四国北西部から伊予灘にかけての中央構造線の分布及び活動性 

  Ｒ／Ｓ境界上端は，厚さ２０００～３０００ｍの新第三系及び

第四系並びに一部では和泉層群に覆われる。その分布は，伊予断

層の海域延長付近から別府湾東部まで北東－南西方向にほぼ直線

的に延び，中央構造線活断層系の分布と概ね一致する。言い換え

れば，伊予灘における中央構造線活断層系は，海底面下約２００

０～３０００ｍにあるＲ／Ｓ境界上端付近から海底面までの堆積

層を高角に切る断層である。ただし，さらに深部では，中央構造

線活断層系の断層面がそのまま高角で三波川変成岩類を切断する

のか，Ｒ／Ｓ境界に沿って北傾斜の断層面に収斂するのかについ

て，今回検討した深部地震探査結果からは判断できない。 

  他方，Ｉｚ／Ｓ境界上端は，新第三系及び第四系に覆われる。

その分布は，大局的には海岸線に沿って北東－南西方向に延びる

が，直線性に乏しく大きく湾曲し，中央構造線活断層系の分布と

は対応しない。 

  また，Ｉｚ／Ｓ境界及びその南方への浅部延長となる三波川変

成岩類上面を覆う新第三系及び第四系はほぼ水平で，中央構造線

断層帯長期評価（第二版）においてＩｚ／Ｓ境界が活断層である

可能性を指摘する根拠とした別府湾から豊予海峡で見られるよう

な強い変形構造は認められない。ただし，伊予灘東部及び西部の
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沿岸部では，一部で活断層が指摘されており，これらは沖合の主

断層から分かれた分岐断層とも考えられるが，現時点では深部の

Ｉｚ／Ｓ境界の活動との関連性は明らかでない。 

  Ｉｚ／Ｓ境界上端付近を含む沿岸部では，新第三系及び第四系

は和泉層群及び三波川変成岩類をほぼ水平に覆っている。Ｉｚ／

Ｓ境界の浅部延長にあたる佐田岬半島北岸には，幅約１ｋｍの海

底谷が認められ，その分布は豊予海峡北側の海釜付近まで達して

いるが，その下位の地層はほぼ水平で，活構造を示唆する累積的

な変形は認められないことから，この海底谷は潮流の作用により

形成された構造である可能性が高い。以上によれば，伊予灘中部

では，Ｉｚ／Ｓ境界に第四紀以降の活動はないと判断される。 

  このように，伊予灘の中央構造線活断層系より南側に位置する

Ｉｚ／Ｓ境界は，直線性に乏しく屈曲するという分布形態と第四

紀以降の活発な活動の痕跡が認められないという特徴を持つが，

これらの点は四国北西部の構造と共通している。 

 中央構造線断層帯長期評価（第二版）への改訂及びその記載内容 

ａ 中央構造線断層帯長期評価（一部改訂）の記載内容 

  中央構造線断層帯における地下の断層面の傾斜は，東端部の金剛山

地東縁では，深さ約３００ｍ以浅において西傾斜１５～４５°，和泉

山脈南縁から紀淡海峡を経て淡路島南部に至る範囲では，深さ１ｋｍ

よりも浅いところでは北傾斜１５～４５°，また，四国の讃岐山脈南

縁では，地質境界が活断層の断層面であるとすれば深さ５ｋｍ以浅で

は北傾斜３０～４０°と推定される。しかし，中央構造線断層帯（金

剛山地東縁を除く）のような活動的な横ずれ断層の場合，力学的にみ

て一般には断層面の傾斜は高角度と考えられていることから，今後さ

らに検討が必要である。これより西側の石鎚山脈北縁から愛媛県西部
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に至る区間は地表及び海底付近に限れば高角であると推定されるが，

地下深部については資料が得られていない。また，伊予灘では深さ２

ｋｍ以浅では高角度で北傾斜の可能性がある。 

（甲７９２［２３頁］，乙３８［２３頁］） 

ｂ 中央構造線断層帯長期評価（第二版）の記載内容 

 中央構造線断層帯の位置及び形態 

  中央構造線断層帯は，奈良県香芝市から愛媛県伊予市まで四国北

部を東西に横断し，伊予灘に達している。中央構造線断層帯はさら

に西に延び，別府湾を経て大分県由布市に至る全長約４４４ｋｍの

長大な断層であるところ，過去の活動時期や断層の形状等の違い，

平均的なずれの速度などから，全体が１０の区間に分けられる。 

  その１０区間は，①金剛山地東縁区間（約１６ｋｍ），②五条谷

区間（約２９ｋｍ），③根来区間（約２７ｋｍ），④紀淡海峡－鳴

門海峡区間（約４２ｋｍ），⑤讃岐山脈南縁東部区間（約５２ｋ

ｍ），⑥讃岐山脈南縁西部区間（約８２ｋｍ），⑦石鎚山脈北縁区

間（約２９ｋｍ），⑧石鎚山脈北縁西部区間（約４１ｋｍ），⑨伊

予灘区間（約８８ｋｍ），⑩豊予海峡－由布院区間（約６１ｋｍ）

である。 

  中央構造線断層帯は，全体として右横ずれを主体とし，上下方向

のずれを伴うが，断層帯の最東端の①金剛山地東縁区間では断層の

西側が東側に対して相対的に隆起する逆断層で，断層帯の西端部の

⑩豊予海峡－由布院区間では主として北側低下の正断層である。 

（甲９７３［１，１１頁］，乙３４３［１，１１頁］） 

⒝ 中央構造線断層帯に関するこれまでの主な調査研究 

  中央構造線にほぼ沿う形で分布する活断層帯を中央構造線断層帯

と呼ぶ。中央構造線は西南日本を内帯と外帯に分ける重要な地質境
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界線であり，中生代後期以降，多様な断層活動を経てきたとされて

いる。 

  第四紀後期には，ほぼ一様に右横ずれ成分の卓越する断層運動を

行っており，特に四国から紀伊半島西部にかけての地域では明瞭な

断層変位地形が連続的に認められる。 

  本断層帯に関する物理探査，地形・地質調査として，伊予灘にお

いては，債務者による「伊方発電所 地盤（敷地周辺の地質・地質

構造）について」（乙１１９。以下「四国電力（２０１５）」とい

う。）のほか，複数の研究グループによる調査が実施されている。 

（甲９７３［２６，６９頁］，乙３４３［２６，６９頁］） 

⒞ 中央構造線断層帯の評価結果 

  「中央構造線断層帯（金剛山地東縁－和泉山脈南縁）における重

点的な調査観測」や「別府－万年山断層帯（大分平野－由布院断層

帯東部）における重点的な調査観測」（以下「別府重点調査」とい

う。）などの調査結果に基づき，構成断層の再評価や活動区間の再

編を行った。この結果，地質構造が連続していることを根拠に別府

－万年山（べっぷ－はねやま）断層帯の別府湾から大分県由布市湯

布院町までの活断層を本断層帯の一部と見なし，さらに全体を１０

の活動区間に区分することとした。 

  別府－万年山断層帯の一部を本断層に含めた理由を詳述すると，

別府重点調査による別府湾内の反射法地震探査の再解析から，中央

構造線断層帯と同様の構造が伊予灘から別府湾へと続くと判断され

ること，別府－万年山断層帯では震源断層として評価された別府湾

海底断層群が，地震発生層ではその構造に収斂する二次的なもので

あることが構造探査から推定されたことなどによる。 

  そこで，別府－万年山断層帯の構成断層を平均変位速度でグルー
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プ分けし，大在沖から別府湾南縁を通り朝見川断層で屈曲して由布

院断層に至る一連の断層が従来の中央構造線断層帯に滑らかに連続

することから，松田時彦「最大地震規模による日本列島の地震分帯

図」（地震研究所彙報，６５，２８９－３１９）の基準にしたがっ

て，別府－万年山断層帯の一部を⑩豊予海峡－由布院区間として新

たに評価を行った。これは，別府湾には別府－万年山断層帯を構成

する断層が大分市内にも伏在することが指摘されていること，別府

湾が湾奥周辺で最も深いこと，伊予灘から別府湾に跨がる大きな負

の重力異常が存在すること等ともよく整合する。 

  伊予灘から豊予海峡を経て別府湾に至る地域では，中央構造線の

北側に新期堆積物によって充填された狭長な半地溝状堆積盆地が続

くと推定されており，反射法地震探査をはじめ各種の物理探査が精

力的に行われてきた。その結果，この堆積盆地は中央構造線の活動

によって形成されたものであることが明らかになっている。 

（甲９７３［２７，３０頁］，乙３４３［２７，３０頁］） 

⒟ 中央構造線そのものの活動 

  中央構造線そのものの活動に伴う断層についても検討しておく。 

  この点で別府重点調査の成果は重要である。Ｈ測線ならびに大野

川測線の反射法断面には，三波川帯と領家帯上面の接合部より浅部

の中央構造線の上盤に位置する別府湾充填新期堆積層内にも強い変

形が認められる。また，中央構造線直近でかつ中央構造線と同一方

向の佐賀関断層もＣ級ではあるが活断層である。これらのことから

三波川帯と領家帯上面の接合部以浅の中央構造線も活断層である可

能性を考慮に入れておくことが必要と考えられる。伊予灘南縁，佐

田岬半島沿岸の中央構造線については現在までのところ探査がなさ

れていないために活断層と認定されていない。今後の詳細な調査が
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求められる。 

（甲９７３［３１頁］，乙３４３［３１頁］） 

⒠ 中央構造線断層帯の断層の深部の傾斜角 

  中央構造線の特に②五条谷区間から⑨伊予灘区間における断層深

部の傾斜角について，中角度（約４０度）あるいは高角度（ない

し，ほぼ鉛直）と評価する点について，これまでに指摘された中角

度および高角度の根拠と現時点での本断層帯の深部における傾斜角

の評価は，次のとおりである。 

Ⅰ 中角度であるとする主張の要旨 

  伊予灘から別府湾にいたる地域で行われた多数の反射法地震探

査等の成果によって，中角度傾斜の中央構造線の活動による可能

性のある，現在の成長する狭長な半地溝堆積盆地の存在が確認さ

れている。盆地中央部を走る高角な中央構造線断層（活断層帯）

は下方延長で中央構造線を切断していない。さらに，中央構造線

の北側の堆積層に傾動沈降運動が認められるが，これは傾斜した

断層面の滑りに伴うロールオーバー構造と解釈される。地下深部

で中角度に傾斜した横ずれ断層面が地表付近で高角度になること

は，不自然ではない。また，ＧＮＳＳ観測に基づく地殻変動から

の傾斜角の推定では ３５～５０°で北に傾斜する断層のモデル

が最適と推定されている。このことは中央構造線の物質境界が力

学境界であることを示唆するものである。 

Ⅱ 高角度である主張の要旨 

  高角度であるとする主張については次のとおりである。 

  トレンチ調査及びボーリング調査，反射法地震探査に基づくと

地表付近の断層の傾斜は高角度であり，しかも地表の断層のトレ

ースが直線的であることから，地表付近では高角度の断層が連続
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していることを示している。地表付近の中央構造線断層帯が中角

度であれば，地表の起伏に伴って断層走向は変わるはずである

が，そのような事実はない。また，⑤讃岐山脈南縁東部区間にお

ける反射断面の結果から中角度の傾斜角が推定されているが，反

射断面から見える境界は地質境界を意味しており，活断層である

と断定できない。さらに，第四紀以降の上下方向のずれの向き

は，活断層のトレースに沿って北側低下と南側低下が混在し，典

型的な横ずれ断層の上下変異パターンを示しており，中角度の断

層面が純粋な横ずれ運動を生じるとの考えとは矛盾する。 

Ⅲ 地震本部の見解 

ⅰ 中央構造線断層帯の傾斜角について，中角度か高角度かの判

断根拠がいくつかあるため，現時点では，両論を併記すること

とした。しかしながら，以下のような考察に基づき，中角度の

可能性が高いと判断した。 

  中角度とする説と，高角度とする説の双方とも，中央構造線

が地下深部まで中角傾斜であること，中央構造線断層帯（活断

層）が高角傾斜であることは両論とも一致している。議論が分

かれるのは次の２点である。第１に，高角な中央構造線断層帯

と中央構造線はどのような関係にあるかということである。第

２に，中角である中央構造線が横ずれ卓越の運動を担えるかと

いうことである。 

  第１の点については，反射法地震探査断面が多数公表されて

いるが，それらの中で高角である中央構造線断層帯（活断層）

が下方において中角である中央構造線を切断していることを示

す事実は確認されていない。第２の点については，１）中央構

造線は数千万年間以上にわたって断層活動を行ってきたと推定
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され，断層の強度や摩擦係数等が他の断層よりも小さいと想像

される。２）３５から５０°で北に傾斜する断層モデルによ

り，ＧＮＳＳによる地殻変動が説明可能であるという報告があ

る。また，実際に２０１３年にパキスタンで発生したバルチス

タン地震も最初の破壊が７５°の傾斜角で，その後破壊が４

５°でほぼ純粋な横ずれをしたと主張する例もある。 

  中央構造線断層帯が下方において中角である中央構造線を切

断している事実が確認されないことと，４００ｋｍ以上にわた

る中央構造線に平行してごく近傍にのみ活断層帯が随伴する事

実は，中角である中央構造線の活動に伴って浅部における中央

構造線断層帯（活断層）が形成・成長しているという考えを支

持する。さらに中央構造線より南側の三波川帯や四万十帯など

の外帯には活断層はほとんど存在せず，その延長部が中央構造

線直下に分布することは高角の断層が形成しにくいことを示唆

している。 

  今後，中央構造線断層帯の深部における傾斜角についてさら

なる調査を実施する必要があり，その結果に基づいて，断層深

部の傾斜角を見直す可能性があることは留意されたい。 

ⅱ ③根来区間や⑤讃岐山脈南縁東部区間の傾斜角は反射断面に

基づいて比較的深部にわたるまで中角度と推定されているが，

世界でこれまでに生じた大地震のメカニズムや力学的見地か

ら，活動度の高い横ずれ断層が中角度で活動した事例はないた

め，その条件について検討する必要がある。 

  伊予灘区間では断層が海域に位置しており，陸域に近い沿岸

浅海域の調査も必要となる。本断層帯の深部での傾斜を最終的

に解明するためには，断層の深部延長をボーリング調査などに
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よって直接確認することが望ましい。 

（甲９７３・乙３４３［３１～３３，６１頁］） 

⒡ 震源断層の傾斜角の違いによる地震規模等の違い 

  中央構造線断層帯について，断層深部の傾斜角が中角の場合ある

いは高角の場合では，地震発生層の深さと幅，更に中央構造線断層

帯の全体が破壊した際のＭｗの評価が異なる。 

  地震発生層の深さ，幅，地震規模において，高角の数値よりも中

角のそれが上回っている。これは，地震発生層の深さは，高角より

も中角の方が深い距離となり，幅においても高角よりも中角の方が

幅は広くなり，地震規模も高角より中角の方が大きい。 

  地震規模では，断層帯全体（当麻断層から由布院断層）で，中角

の時はＭｗ８．０であるが，高角の時はＭｗ７．８である。 

（甲９７３［１３，１４，３３，７２頁］，乙３４３［１３，１

４，３３，７２頁］） 

ｃ 中央構造線断層帯長期評価（第二版）への改訂までの議論の経過 

  地震本部地震調査委員会の長期評価部会及びその下部組織である活

断層分科会は，平成２８年５月３０日から中央構造線断層帯長期評価

（第二版）への改訂に向けた議論を行い，その後，上記部会・分科会

に評価文案が示され，平成２９年１０月３１日に長期評価部会の承認

を受けた。 

  また，この議論の中で，上記部会・分科会の委員から次のような発

言がなされた。 

（乙５２０，５２２の１～１３，５２３の１～２０） 

 平成２８年５月３０日に行われた第５９回活断層分科会におい

て，委員の一人から，四国地域「を評価する際には，伊予灘など海

域のデータが重要になる。前回の評価が公表されて以降，新たなデ
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ータが得られているはずである。」，別の委員から「四国電力のデ

ータを用いる際には，それらの結果に依存せざるを得ないだろう。

それ以外のデータは入手可能か。」との発言があったのに対し，事

務局が「すべてのデータを網羅的に収集することは，時間的な制約

もあるので難しいが，主要なものについてはできる限りのデータを

参照するようにしたい。」と回答したところ，委員の一人から，

「その際のデータは，公表されているもののみで良い。」との発言

があった。 

（乙５２３の２［参考資料１の１４頁］） 

⒝ 平成２８年８月２６日に行われた第６１回活断層分科会におい

て，委員の一人から，「佐田岬のすぐ北側では，地質学的なＭＴＬ

が活構造であると考えて良いということか。」との質問がなされ，

別の委員が，「その通りである。盆地の形成過程を踏まえると活構

造と考えて良い。」と回答した。 

（乙５２３の４［参考資料１の３頁］） 

⒞ 平成２８年１２月１６日に行われた第６５回活断層分科会におい

て，委員の一人から，伊予灘の地質境界としての中央構造線が活断

層である可能性について，「事実，伊予灘ではそのような事実を確

かめるための調査を行っていない。松山の西側の海底では，産総研

による調査によって活断層であるという報告もなされている。ただ

し，松山の南側は活断層ではない。」との発言がなされた。 

（乙５２２の４［参考資料１－２の４頁］） 

⒟ 平成２９年１月１６日に行われた第２２６回長期評価部会・第６

６回活断層分科会合同会において，委員の一人から，「伊予灘につ

いて。これは希望だが，中央構造線のなかでは，佐田岬ギリギリの

地質境界の断層の四国電力の探査が終わっていないか，少なくとも
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データが公表されていない。いずれきちんとここを探査しないと，

中央構造線の評価が終わらない。四国電力がやるのか他の機関がや

るのか分からないが，探査データの決定的不足箇所であることを是

非とも認識しておいて貰いたい。ここが断層であることは間違いな

いが，いつまで動いていたのかが中央構造線の評価全体にも大変重

要。」との発言がなされた。 

（乙５２３の８［参考資料１の６頁］） 

 平成２９年８月８日に行われた第７３回活断層分科会において，

委員の一人から，「伊予灘付近の構造について，技術的に調査可能

であるにもかかわらず，浅い部分や海岸付近の構造がわかっていな

い。今後は，より正確なデータを得るための調査が必要になるだろ

う。」との発言がなされた。 

（乙５２３の１６［参考資料１－２の５頁］） 

ｄ 債務者は，平成３０年５月２５日，使用済燃料乾式貯蔵施設の設置

変更許可の申請を行った。同年１０月１９日に行われた規制委員会の

第６４３回審査会合では，同申請に対する審査が行われ，規制委員会

の審査官から，中央構造線断層帯長期評価（第二版）については，債

務者が策定した基準地震動の評価には直接影響しないと判断している

のかと質問されたのに対し，債務者は，基準地震動策定の際に考慮し

た不確かさの中で織り込み済みである旨回答した。 

  その後，規制委員会は，債務者に対し，中央構造線断層帯長期評価

（第二版）による中央構造線断層帯全体の断層長さの変更，断層区分

の変更及び断層傾斜角の評価の変更が本件発電所の基準地震動Ｓｓに

影響するものではないことを改めて説明するよう求め，債務者は，検

討・評価結果を取りまとめて規制委員会に報告し，平成３１年４月１

９日に行われた第７０６回審査会合において，当該検討・評価結果が
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妥当である旨の了承を受けた。その際，規制委員会は，中央構造線断

層帯長期評価（第二版）における佐田岬半島北岸部の活断層の有無に

ついて調査の必要性を指摘するとの記載については，特段の説明を求

めることはなかった。 

（甲１１１２，乙４５７，４５８） 

ｅ 規制庁は，令和２年３月４日付けで発出した「中央構造線断層帯

（金剛山地東縁－由布院）の長期評価（第二版）の知見に関する技術

情報検討会の検討結果等について」と題する書面（甲１１１４，乙５

１３）において，中央構造線断層帯長期評価（第二版）のうち佐田岬

半島沿岸の中央構造線につき詳細な調査を求める旨の記載について，

中央構造線断層帯の諸特性としてではなく，説明の部分に記載されて

いるものであり，活断層と認定される根拠（引用文献）も示されてい

ないことから，最新知見とは考えなかったと記載している。 

  規制委員会は，同日，上記書面の報告内容について審議を行い，こ

れを了承したが，その際，規制委員会の委員の一人が，債務者から四

国電力（２０１４）が提出され，その中に音波探査記録が多数含まれ

ていたことから，この記録を見て活断層がないことを確認した。しか

し，四国電力（２０１４）は，本件発電所に関する資料を取りまとめ

た「まとめ資料」（注・四国電力（２０１５）のこと）に入っていな

かったため，中央構造線断層帯長期評価（第二版）に引用されておら

ず，中央構造線断層帯長期評価（第二版）が策定される際，参照され

なかったと考えられる旨発言し，規制庁の原子力規制部審査グループ

安全規制監理官も同様の見解を示した。 

（甲１１１４，乙４３１，５１３，５１４） 

ｆ 規制委員会は，令和２年９月１６日，上記ｄの設置変更許可申請に

係る審査の結果を審査書に取りまとめた。同審査書には，既許可申請
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の審査（本件原子炉に係る原子炉設置変更許可申請の新規制基準適合

性審査）において，敷地前面の海底谷の地形調査，地質境界としての

中央構造線が確認できる入り組んだ湾内部も対象にした海上音波探査

等の結果から，敷地近傍には後記更新世以降の地層に変位を及ぼすよ

うな活断層が存在していないことを確認していたことから，中央構造

線断層帯長期評価（第二版）における佐田岬半島北岸部の活断層の有

無について調査する必要性を指摘する旨の記載を踏まえても，本件発

電所の基準地震動Ｓｓを見直す必要はないことが記載された。そし

て，上記ｄの設置変更許可申請は，同日付けで許可された。 

（乙５９６，５９７） 

 中央構造線に関するその他の専門的な知見 

ａ 四国長期評価の記載内容 

⒜ 評価地域の地質構造とテクトニクス 

  中央構造線は，和歌山県西部から四国を横断する長さ約５００ｋ

ｍの区間では，極近傍に並走する活断層群を伴っており，それを中

央構造線断層帯と呼んでいる。 

  中央構造線断層帯（活断層）は中央構造線の上盤に形成されると

みられ，紀伊半島から四国中央部に至る多くの箇所で高角な傾斜で

あるが，下方延長が中央構造線を切断していない可能性が高い。別

府湾から豊後水道での反射法地震探査の結果でも，高角の中央構造

線断層帯（活断層）が地下３～４ｋｍで北傾斜する中央構造線に到

達するものの中央構造線を切断していないという解釈がなされてい

る。震源断層としては中角度の中央構造線が活動し，それに伴って

地下浅部で高角な中央構造線断層帯（活断層）が活動してきた結果

であろう。 

  中央構造線断層帯は，紀伊半島から豊後水道付近までの区間で右
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横ずれの活断層であるが，第四紀以降の累積的な上位変異は，伊予

三島を境に東側では北側隆起，西側では別府湾や伊予灘，燧灘など

の北側に相対的な沈降域が存在する。東部で北側隆起，西部で北側

低下の垂直運動は，約７０万年前以降の横ずれ運動が卓越する前に

顕著に進行していたものと推定され，伊予灘から別府湾にかけては

鮮新世以降堆積したと推測される地層が厚く分布している。 

（甲９７２［６，７頁］） 

⒝ 四国地域における活断層の特性 

  中央構造線断層帯のうち，伊予灘区間について以下のとおりとさ

れている（＊は中央構造線断層帯の傾斜角が深部にわたり高角とし

たときの値）。 

・ 断層長さ 約８８ｋｍ 

・ ずれの向きと種類 右横ずれ（上下方向のずれを伴う） 

・ 断層面の傾斜 高角度（深さ２ｋｍ浅） 

・ 断層面の幅 ２５ｋｍ程度 ＊１０～１５ｋｍ程度 

・ 地震発生最下層の深さ Ｄ９０あるいは地震活動 

  １５ｋｍ程度 ＊１０～１５ｋｍ程度 

・ 平均変位速度 

  １～２ｍ／千年程度（右横ずれ） 

  ０．２ｍ／千年程度（上下，南側隆起） 

・ １回のずれの量（最大値） 

  ２ｍ程度（右横ずれ） 

（甲９７２［１７頁］） 

ｂ 全国地震動予測地図２０１８年版 

  地震調査委員会は，平成３０年６月，中央構造線断層帯長期評価

（第二版）及び四国長期評価を踏まえて，「全国地震動予測地図２０
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１８年版」（以下「予測地図（２０１８）」という。）を公表した。 

  予測地図（２０１８）では，中央構造線断層帯の震源断層の位置に

ついて，本件発電所敷地沖合い約８ｋｍに分布する高角の活断層の地

下深部（地下約２ｋｍ）の領家花こう岩類と三波川変成岩類の会合部

以深に存在すると評価した上で，その上端について地下約４ｋｍ以深

と評価している。   （乙４４３［２２３，２２４，２２７頁）） 

ｃ 小松教授の見解 

 中央構造線，ハーフグラーベンについて 

Ⅰ 結論 

  中央構造線は，活断層であり，本件発電所敷地の６００～８０

０ｍ沖を通り，東部で下灘－長浜沿岸活断層へ連続すると考えら

れる。沖合の中央構造線断層帯は，中央構造線のハーフグラーベ

ン運動により，副次的に形成されたと考えられる。 

Ⅱ 現在のハーフグラーベンを形成する正断層運動 

  ハーフグラーベンは，基本的に正断層が生じるような伸張場，

つまり，引っ張りの力が掛かる応力場で生じるものである。別府

湾の反射法地震探査の記録から，別府湾においてハーフグラーベ

ンが形成されており，中央構造線が再活動していることが明らか

になった。別府湾，伊予灘は，現在，正断層ができて，ハーフグ

ラーベンができる場であるから，これは正断層の伸張の場という

ことができる。 

  伊予灘区間の中央構造線について，中央構造線断層帯長期評価

（第二版）の考え方に反して，右横ずれではなく正断層だと考え

ているわけではない。私が主張しているのは，主として正断層成

分を持つ断層であるということである。四国・九州ブロックは，

西側にずれながら反時計回りに回転しているから，断層が横ずれ
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成分を持つのは当然である。 

  中央構造線が後期更新世以降に活動していることをうかがわせ

るものは，四国電力（２０１５）の図には直接的にはない。た

だ，堆積盆の中にある多くの活断層は，中央構造線の運動によっ

て付随してできたと解釈しており，これが活断層である限り，中

央構造線も活断層であると間接的ではあるが考えている。 

  ハーフグラーベンを形成するような運動が現在も続いているこ

との間接的な根拠として，沖合の活断層が現在の沖積層（Ａ層）

を切っているということが挙げられる。その活断層は中央構造線

が動いてできたものであるから，この中央構造線は活断層であろ

うと間接的ではあるが考えている。 

  中国電力によるボーリング調査の結果からすれば，伊予灘堆積

盆の堆積作用は７０万年前を境にした変化はなく，鮮新世末（３

００万年前）のハーフグラーベンの形成初期から現世まで一貫し

てほぼ一定の速度で沈んでいることが明らかである。 

  したがって，伊予灘においては，７０万年以降もそれ以前と同

様に北側低下の垂直運動が行われており，３００万年前から一貫

して中央構造線を主断層とするハーフグラーベンの形成運動が継

続し，現在も活動を続けている，すなわち，地質境界としての中

央構造線は活断層である。 

Ⅲ 重量異常調査 

  重力異常に関する調査によって，別府湾から伊予灘までの地下

構造が連続しており，伊予灘においてもハーフグラーベンが形成

されており，中央構造線が再活動していることが明らかになっ

た。 

Ⅳ 両端が活断層 
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  中央構造線の九州側では，佐賀関断層という活断層が地震本部

によっても示されている。構造的な連続性が確認される別府湾か

ら伊予灘にかけての地質境界としての中央構造線は，両端が活断

層であるから，常識的にその全体が活断層であると合理的に推測

できる。 

  佃氏は，本件発電所敷地前面海域の東側にある長浜―串断層に

ついて，沖合いにある中央構造線断層帯の分岐断層であるという

が，これは表面分布に基づく一つの解釈に過ぎず，証拠に乏し

い。むしろ，深部において見出された中央構造線の上部にそのま

ま延長すれば長浜－串断層に合体するのであるから，上記の解釈

のほうが理に適っている。 

⒝ 債務者の調査について 

Ⅰ 結論 

  債務者は，音波探査によって佐田岬半島沿岸部には活断層はな

いことを確認したと主張をしているが，この調査によって，佐田

岬半島沿岸の中央構造線が活断層ではないことは証明されておら

ず，ボーリング調査などのさらに詳細な調査が必要である。 

Ⅱ 音波探査について 

  四国電力（２０１４）の図を見ると，図の右側の斜面（海岸か

ら続く坂，斜面）の上には，崖錐性の堆積物がたまっている可能

性がある。どのような堆積物で覆われているかは，これでは分か

らない。債務者がＤ層と認定した堆積層が本当にＤ層かどうか分

からない。 

  四国電力（２０１４）の図によっても，佐田岬半島沿岸部にお

いては，音響基準層（Ｂ層）が何に覆われているのか認定でき

ず，沖積層（Ａ層）は削れてしまっており，音波探査によって
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は，中央構造線の活動の痕跡の有無は判断できない。 

  加えて，債務者による音波探査は，海水部分に由来する多重反

射が顕著であることなどから，最低限でも，ＳＲＭＥ等の実効性

が確認されている多重反射除去処理が適用されない限り，十分な

精度をもって検討できる資料とはいえない。より精度の良い音波

探査やボーリングによる直接の確認が必要である。 

Ⅲ ボーリング調査について 

  活断層である中央構造線が海底に顔を出す部分を覆っている堆

積物が何かを認定するために，ボーリング調査の必要がある。 

  これが沖積層（Ａ層）であれば，沖積層がたまったといえ，約

１万７０００年前以降は活動してないと証明される。また，Ｄ層

の上部を覆っているとすれば，更新世後期以降，動いていない可

能性がある。これに対し，崖錐性の堆積物であれば，動いてない

ということが証明できないことから，これは活断層の可能性が十

分残るということになる。 

Ⅳ 高橋ほか論文について 

  高橋ほか論文は，新たに海上音波探査を実施して執筆されたも

のではなく，債務者が行った海上音波探査の結果をもとに見解を

述べたものに過ぎず，特に，想定される中央構造線に対して斜め

方向の一つの測線のみを取り上げて結論を出しているが，この測

線は，敷地の主要な南北の断層が活断層かどうか，海域まで延長

しているかを見るために，その断層の延長に直交する方向で探査

されたものに過ぎない。上記測線で正当な評価ができるかは疑問

であり，他の研究において串沖断面で見出された活断層を記入し

ていないことからも，その信頼性は高くない。 

  なお，債務者及び高橋ほか論文は，反射法地震探査記録の解釈
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を示す図において，地質境界としての中央構造線の下に堆積層を

示す反射面が存在するかのような解釈線が記載されている。しか

し，地質境界としての中央構造線の下は三波川変成岩類であり，

その中に堆積層が存在するはずはなく，この解釈線は誤りである

から，上記解釈線に基づく債務者の主張や高橋ほか論文の知見

は，出発点において誤りがある。 

⒞ ダメージゾーンについて 

  佐田岬半島北岸部の沖合いすぐの海底には直線的な深い谷があ

り，断層を示す崖であろうと考えられる。中央構造線のダメージゾ

ーンに位置している本件発電所付近の佐田岬半島を現地調査した結

果，数多くの正断層を発見した。５年間にわたり調査を続けたとこ

ろ，このような正断層（ガウジ断層）は，佐田岬半島北岸に普遍的

に存在することが判明したが，副次的断層群の階層や密度に違いが

あり，複雑かつ高密度に断層群が存在するのは北岸の中央構造線に

沿うと考えられる部分だけであった。そして，これらの断層は粘土

を挟んでいたことから新しい時代に再活動していることが分かる。 

  ダメージゾーンは，震源数百ｍにわたって多くの断層を作り，岩

石自体も細かいダメージで割れているから，強度が落ちている。し

たがって，中央構造線が深部で地震を起こせば，ダメージゾーンの

断層は大きく変位をし，地震波は弱いところで強度が大きくなると

いうふうに考えられるから，ダメージゾーンの上にある本件発電所

は大きな打撃を受けると考えられる。 

  また，本件発電所敷地及びその周辺を含む佐田岬半島東部には北

北西方向の並列する鋭いリニアメントが密に存在するところ，リニ

アメントの海岸への出口は断層であることが一般的であり，リニア

メントが断層であることを示している。リニアメントの湾入部は，
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断層群の集中しているゾーンに相当し，そのために崩壊・削剥を受

けたものと考えられる。この湾入部の海底には，海底扇状地状のマ

ウンドが形成されているところ，陸上下線からもたらされた土砂の

流下によって形成される通常の海底扇状地のように，表面に樹脂状

の海底谷は認められず，盛り上がりも著しいことから，このマウン

ドは，円弧滑りによって崩落した岩塊や土砂が一気に堆積して形成

されたものと推定される。本件発電所北西端の敷地前面は落差４５

ｍの急崖となっており，その基底部に中央構造線が通っているとこ

ろ，この中央構造線が正断層運動を起こすと，地震動にも誘発され

て大規模な斜面崩落が発生する可能性が高い。 

⒟ 佐田岬半島の地形発達史の問題 

  佐田岬半島，伊予灘，宇和海は３００万年前以前は共に九州まで

連続する陸地であり，伊予灘と宇和海はそれ以降に沈み始めたこと

が知られている。特に，伊予灘は３０００ｍに及ぶ深い堆積盆をな

すが，この堆積盆は南へ深く北へ浅くなるハーフグラーベンをなし

ており，３００万年前以降に再活動した中央構造線がハーフグラー

ベンを形成する境界断層として活動したことによるものと考えられ

る。また，佐田岬半島には無数の線状及び面をなす断層地形があ

り，多くのところで崩壊が起こっている活構造帯である。 

  債務者は，伊予灘のハーフグラーベン，本件発電所の敷地が中央

構造線のダメージゾーンにあることを否定し，周辺の断層はすべて

古い時期に形成されたもので活断層ではないというが，佐田岬半島

の地形の形成過程，３００万年前以降の活動史を解明し，本件発電

所の安全性が確保されているかどうかを確認すべきである。例え

ば，佐田岬半島北側沿岸には深く削り取られた崖があるが，この部

分の海底地形は，最終氷河期が終わった後の地形（完新統堆積前の
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基盤面の地形）からほとんど変わっていないことから，潮流によっ

てできた海底谷ではなく，佐田岬半島北岸すれすれに走る中央構造

線の活動によるものである可能性がある。また，ガウジ断層が北岸

最前線から２～３ｋｍ離れた地点にも存在すること，断層と思われ

る直線的リニアメントの分析（複合する断層のどれがリニアメント

の主体であるのか，また，これらの断層が活断層であるか否か）が

十分行われていないことなどからすると，債務者によるこれまでの

調査では不十分である。 

（甲８８５，９７４，９９５～９９７，１１０５，１２１７，小松教

授の証言） 

ｄ 早坂准教授の見解 

 中央構造線，ハーフグラーベンについて 

  別府湾－伊予灘地域は第四紀に中央構造線を主断層とするハーフ

グラーベンを形成している。いわゆる中央構造線断層帯は，ハーフ

グラーベン形成時に副次的に形成されたものであり，そのほとんど

は深部で基盤に達していない。 

  本来の中央構造線は本件発電所敷地の６００～８００ｍ沖付近を

通る。 

  伊予灘中央構造線の両端は活断層であることがわかっており，全

体が活断層である可能性が高い。伊予灘中央構造線の地表地域に高

角度の活断層が発生している可能性もある。 

⒝ 債務者の調査について 

  四国電力（２０１３）及び四国電力（２０１４）は，検討が不十

分であり，本件原子炉を直ちに停止させ，調査をやり直すべきであ

る。 

  四国電力（２０１３）では，海上音波探査が行われているもの



 177 

の，本件発電所敷地から６～８ｋｍの沖合にある中央構造線断層帯

だけをターゲットとして調査している。 

  四国電力（２０１４）では，伊予灘南縁の海底地形図が空白とな

っており，中央構造線を考慮していない。 

⒞ ダメージゾーンについて 

  佐田岬北岸は，中央構造線のダメージゾーンに位置しており，中

央構造線のダメージゾーンでは巨大な深層崩壊が起こっている。 

（甲６１３の２） 

ｅ 奥村教授の見解 

 中央構造線の震源断層の位置について 

  中央構造線断層帯長期評価（第二版）において，本件発電所敷地

周辺の伊予灘における活断層に関しては，四国電力（２０１５）に

示されている佐田岬半島北岸の沿岸部も含めた詳細な音波探査等に

基づき，敷地の沖合約８ｋｍの地点に活断層を設定しており，佐田

岬半島北岸の沿岸部には活断層を認定していない。 

  「佐田岬半島沖沿岸すれすれを活断層が走る」とする小松教授の

意見は中央構造線断層帯長期評価（第二版）には採用されておら

ず，中央構造線断層帯長期評価（第二版）の結論としては，本件発

電所の敷地沿岸部に活断層が存在するとは評価していない。中央構

造線断層帯長期評価（第二版）への改訂は，小松教授の意見を受け

てなされたものではない。        （乙３４４［３頁］） 

⒝ 中央構造線の震源断層の傾斜角について 

  中央構造線断層帯の断層深部の傾斜角については，委員によって

意見が分かれており，傾斜角が中角度（北傾斜）か高角度かの判断

根拠がいくつかあるため，今回の改訂では両論が併記され，中角度

（北傾斜）である可能性が高い旨の記載がなされた。もっとも，決
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して，断層傾斜角を高角度とする見解が否定されたわけではなく，

今後，より精緻なデータが拡充されれば，断層深部の傾斜角を見直

す可能性がある。            （乙３４４［４頁］） 

⒞ 債務者の調査について 

  債務者は，中央構造線断層帯に関して，本件発電所敷地が位置す

る佐田岬半島の沿岸部も含めた詳細な調査を行っていることから，

債務者による活断層の調査・評価は，新規制基準に照らしても十分

なものと考えている。 

  四国電力（２０１４）で示されているように，佐田岬半島の沿岸

部では，四国電力をはじめ産業技術総合研究所，国土地理院，大学

グループなど各調査機関により，調査対象深度及び分解能の異なる

各種の音源を用いた音波探査が実施されており，音波探査測線は，

佐田岬半島北岸を形成する複数の湾入部を含む海陸境界付近まで実

施されている。 

  四国電力（２０１４）による音波探査では，佐田岬半島北岸の沿

岸部も含めた海陸境界付近までの活断層の有無を判読できる明瞭な

記録が得られており，四国電力（２０１４）に示された音波探査記

録だけでなく，調査で得られた数多くの音波探査記録を確認した

が，それらの音波探査記録から判断すると，佐田岬半島北岸の沿岸

部に活断層は見当たらないと結論づけることができる。 

  中央構造線断層帯長期評価（第二版）の「現在までのところ探査

がなされていない」という記載は，四国電力による詳細な音波探査

が実施されていることを見落としたまま主張された内容が，一つの

見解として，付随的な意見として残されたものである。佐田岬半島

北岸の沿岸部においては，四国電力によって詳細な音波探査がなさ

れているのであるから，この事実の認識が確実に共有されていれば
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このような記載は残されなかったものと考える。 

（乙３４４［１，５頁］） 

ｆ 山崎教授の見解 

 中央構造線の活断層の位置等 

Ⅰ 結論 

  中央構造線断層帯長期評価（第二版）において，本件発電所敷

地周辺の伊予灘における活断層に関しては，佐田岬半島の沖合約

８ｋｍの地点に活断層を認定しており，佐田岬半島には活断層を

認定していない。 

  地震調査委員会長期評価部会の委員の立場からすると，中央構

造線断層帯長期評価（第二版）への改訂は，小松教授の見解を受

けてなされたものでもなければ，同教授の見解と一致するもので

もない。           （乙４４２［１，２，４頁］） 

Ⅱ ハーフグラーベンを形成する正断層運動 

  中央構造線断層帯長期評価（第二版）の認識は，現在の伊予灘

においては横ずれ型の断層運動が卓越しているとの知見を前提に

している。その横ずれ型の断層運動を担っている震源断層が，横

ずれ型の断層運動に適した鉛直に近い高角の震源断層であるの

か，それとも断層の強度や摩擦係数等が他の断層より小さい等の

理由により中角度で傾斜した地質境界断層がそのまま震源断層と

して横ずれ型の断層運動を担うことができているのかという点で

決着が付いていないために，両論を併記しているが，現在の伊予

灘において，横ずれ型の断層運動が卓越していることや，地下浅

部において中央構造線断層帯が高角傾斜であることについては，

両論とも一致している。伊予灘の活動センスはあくまで右横ずれ

であり，正断層成分が含まれるとしても相対的にわずかなものに
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とどまるため，小松教授のいう伊予灘全体にわたるハーフグラー

ベンの成長を基礎づけることはできない。 

（乙４４２［３，４頁］） 

Ⅲ 両端が活断層であることについて 

  小松教授は，佐田岬半島沿岸部の中央構造線の地質境界の両側

に「下灘－長浜沿岸活断層」と「佐賀関断層」という活断層があ

るから，それに挟まれている佐田岬半島沿岸部も活断層であると

いう見解を述べておられるようだが，両端が活断層であればその

間も活断層であるというのは，あまりにも乱暴な議論である。活

断層に挟まれている領域であっても，その区間が活断層であるか

どうかは一概にいえないので，きちんとその区間のデータを吟味

して，活断層であるかどうかを判別する必要がある。 

（乙４４２［１５頁］） 

Ⅳ 重力異常図 

  小松教授は，重力探査の結果得られた重力異常図から，佐田岬

半島沿岸部に重力異常の急変部が存在しており，活断層が存在す

ることが強く疑われるとの見解を述べておられるようだが，重力

異常図から分かるのは，あくまで地下の密度差であって，活断層

を直接判別できるわけではない。もちろん，地下の密度が変化す

る場所には，活断層が分布することもあるが，伊予灘では活断層

の位置について言及するほどの分解能が重力異常になく，中央構

造線断層帯長期評価（第二版）も重力異常から活断層を直接的に

評価するようなことはしていない。  （乙４４２［１７頁］） 

⒝ 債務者の調査 

Ⅰ 結論 

  四国電力による佐田岬半島沿岸部の活断層調査・評価は十分な
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ものであり，佐田岬半島沿岸部に活断層は存在しないと評価でき

る。 

  中央構造線断層帯長期評価（第二版）の「三波川帯と領家帯上

面の接合部以浅の中央構造線も活断層である可能性を考慮に入れ

ておくことが必要と考えられる。伊予灘南縁，佐田岬半島沿岸の

中央構造線については現在までのところ探査がなされていないた

めに活断層と認定されていない。今後の詳細な調査が求められ

る。」という記載については，四国電力による詳細な調査を踏ま

えた記載ではない。奥村教授が，四国電力による詳細な音波探査

が実施されていることを見落としたまま主張された内容が残った

記載であるとの意見を述べられているようだが，私としても，そ

のとおりであろうと思う。  （乙４４２［４，５，１８頁］） 

Ⅱ 音波探査記録 

  四国電力から，佐田岬半島沿岸部において実施された音波探査

の記録（四国電力（２０１４））を見せてもらったが，中央構造

線断層帯長期評価（第二版）が求める「詳細な調査」は，既にな

されており，実際には佐田岬半島沿岸の地下浅部に活断層はない

といえると思う。地震本部は基本的に学術論文を評価対象として

いるために原子力発電所の審査資料（特に，正式な審査会合では

なくヒアリングの資料）として示された四国電力による調査が正

確に考慮されていない面があるが，その調査自体は我々研究者が

調査するのと同様の信頼できる調査機関によって学術研究と同レ

ベルの精度で行われたものであり，その成果は学術論文でなくと

も評価対象として採用できるものである。 

  伊予灘では，四国電力のほか，国土地理院，大学研究グルー

プ，産業技術総合研究所といった各種機関が極めて密に音波探査
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と音響測深探査を実施し，表層の断層分布と浅部地下構造の関係

を容易に連続的に認識できるような情報を取得することで，その

調査データを基に断層の三次元的な連続分布の精密な情報を得て

いる。 

  小松教授は，四国電力（２０１４）で示された図のＡ層やＤ層

が崖錐性の堆積物である可能性があると主張しているようだが，

崖錐性の堆積物とは考えられない。なぜなら，当該地点を覆うＤ

層中には層理を有する堆積物であることを示すほぼ水平な反射面

が見られ，この反射面を同断面のさらに沖合部や隣接する断面に

も追跡できることから，一般に無層理で急傾斜地に局所的な分布

を示す崖錐性の堆積物ではないことが分かる。 

  四国電力による音波探査図のＹ－１０Ｗ及びＣ－６Ｂ並びに図

のＣ－９Ｂの断面を見てみると，三波川変成岩類の上を堆積層が

ほぼ水平に覆って分布しているのが観察され，これは三波川変成

岩類の上面が活断層として活動していないことを明確に示してい

る。 

  また，沿岸部に海底谷（凹地状の地形）が認められるが，凹地

状地形の下位層であるＤ層に全く変形がないことから活断層では

なく，この地形は沿岸流によって削剥されて形成されたものと考

えられる。さらに，活断層の認定根拠の一つとしての変位の累積

性の観点からも，沖合の活断層帯ではＡ層，Ｄ層と比較してＴ層

が大きく変位しているが，沿岸部ではそのような変位の累積は確

認できず，三波川帯上面と堆積層が断層関係ではなく不整合関係

にあることがわかる。小松教授がいうように沿岸に正断層の活動

があるとすれば，扇型で南へ向かって深くなる変位の累積が認め

られるはずだが，そのような傾向も認められない。これらの地質
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学的（地球物理学的）事実は，佐田岬半島沿岸部に分布する三波

川帯上面と堆積層の境界（中央構造線の延長部）が，活断層では

ないことを示している。 

（乙４４２［５，６，８，１２，１３，１６頁］） 

Ⅲ ボーリング調査 

  音波探査だけでなく，ボーリング調査をするべきだとの小松教

授の見解については，ボーリング調査をして地質境界を含む資料

を採取したところで，活断層かどうかは判断できない。中央構造

線断層帯長期評価（第二版）の「ボーリング調査などによって直

接確認するのが望ましい」との記載は，深部の断層傾斜角を確定

するためにボーリング調査の実施が望ましいとしているのであっ

て，活断層の存否を確定するためにボーリング調査が望ましいと

はしていない。 

  四国電力（２０１４）では，詳細な（音響）層序区分が行われ

ている。この層序区分は，伊予灘東部海域で行われたボーリング

調査の層序及び周辺陸域の地質分布との対比から推定される地質

年代を，全音波探査断面に適切に反映したものであり，電力中央

研究所，国土地理院，産業技術総合研究所といった他の機関の区

分とも整合した妥当なものといえる。 

（乙４４２［８，１５，１６頁］） 

⒞ ダメージゾーンについて 

  小松教授は，佐田岬半島北岸の岩盤に多数の破砕帯や断層粘土が

見られるとして，中央構造線のダメージゾーンに当たり，沿岸に活

断層が存在しているとの見解を述べておられる。 

  しかし，岩盤は，長い年月を経る過程で多くの傷が生じるもので

あり，古い岩盤であれば破砕帯はどこにでもある。そして，活動を



 184 

停止してから何百万年も何千万年も経過しており，既に固結してい

る破砕帯であっても，地表に現れて雨水に晒されるなどすれば，破

砕帯に水分が染み込んで粘土状になることもよくあることであり，

破砕部が粘土状だからといって活断層であるとはいえない。 

  陸域の活断層の調査においては，まず空中写真を用いて活断層の

疑いのある地形を判読し，現地で地形と対応する破砕帯と地形・地

層の変位の累積性の有無等を確認し，それを詳細に分析するのが一

般的なアプローチである。       （乙４４２［１７頁］） 

ｇ 芦田教授の見解 

 二次元反射法地震探査は，震源と受振器を直線状に並べて反射し

てくる地震波を捉えるもので，得られる情報は測線直下の地質情報

に限られるため，面的な連続性を捉えることはできないし，測線間

隔も粗いため，断層を正確に把握することはできない。二次元反射

法地震探査においては，縦横に相当数の測線を組まないと，二次元

の地下構造図すら描くことはできず，もとより断層の連続性や落差

に関するデータを得ることはできないが，これまでの海上音波探査

では交叉測線がなく，ただ一本の測線を用いた二次元探査しか行わ

れていないから，三波川層と領家層の広域にわたる地下構造図及び

断層の位置・落差を示す図面を描くことはできない。 

  また，受振したデータには，直下から反射して戻ってくる波のほ

か，直下でない周囲から反射して戻ってくる波が含まれるにもかか

わらず，これらを全て直下からの反射として処理するため，不正

確，場合によっては誤って解釈してしまうことがある。 

  加えて，債務者の行った二次元反射法地震探査は，透過深度が浅

く，深部の解釈において参考にならない上，重複反射によるノイズ

を抑えるためのＣＤＰ重合が不足している（石油探査の場合は重合
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数が１００を超えるのが通常であるのに対し，債務者による重合数

は８に過ぎない。）ため，重複反射を除去できておらず，不正確な

ものとなっている。重複反射を除去するには，その周期的な繰り返

し時間を用いて予測デコンボリューション処理を行う方法，ＣＤＰ

重合の重合数を多くする方法のほか，最近では，小松教授も指摘す

るＳＲＭＥ法が開発されている。ＳＲＭＥ法は，共通発振点記録の

受振点と共通受振点記録の発振点の位置が一致するように受振記録

を選び，これをもとに多重反射波を合成して，取得記録からこの多

重反射波を減算して除去する方法である。 

  このことは，高橋ほか論文においても同様であり，深部調査では

ＣＤＰ重合数は１２，浅部調査では８に過ぎないが，地下調査で

は，最近は５０重合程度が常識である。 

⒝ 三次元反射法地震探査は，多数の震源と受振器を，調査地域を取

り囲むように面的に配置し，調査地域全域に反射点を配置してデー

タを取得する手法である。得られたデータを計算機によって映像化

することにより，地層の境界や断層の傾斜，落差等について，面的

な連続性等を捉えることができる。原子力発電所のような重要な施

設の地下構造を調査する際には，三次元反射法地震探査を用いるべ

きである。 

（甲１１０２，１１２６，１２１６） 

ｈ 榊󠄀原教授の見解 

 中央構造線（地質境界）が活断層であるか否か 

  中央構造線（地質境界）と中央構造線断層帯との関係は，四国中

央部では地表で両者がほぼ一致しているが，四国西部陸域では中央

構造線断層帯が中央構造線よりもはっきりと北側に離れて位置して

いる。領家帯と三波川帯の地質境界断層が中央構造線として定義さ
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れているが，四国地域では領家帯が領家花崗岩類と和泉層群に分け

られるため，和泉層群と三波川帯の地質境界（以下「Ｉｚ／Ｓ境

界」という。）が中央構造線となるところ，Ｉｚ／Ｓ境界の表層か

ら地下浅部にかけては北傾斜２０～３０度程度の低角な断層面を有

している。また，地質学的な調査研究によれば，Ｉｚ／Ｓ境界は少

なくとも第四紀以降（約２６０万年前以降）活動していないことが

示されており，変動地形学的にも中央構造線付近には活断層地形が

認定されていない。一方，地下数ｋｍ以深では，領家花崗岩類と三

波川変成岩類の境界としての中央構造線（以下「Ｒ／Ｓ境界」とい

う。）が北傾斜約４０度の中角度をなしている。 

  伊予灘海域においては，領家花崗岩類と三波川変成岩類が接合す

るＲ／Ｓ境界上端付近において，堆積物を海底面まで切る高角断層

が中央構造線断層帯であり，中央構造線，すなわち，Ｉｚ／Ｓ境界

は，和泉層群と三波川変成岩類の境界が２０度程度の低角で北傾斜

する構造をなしているが，Ｉｚ／Ｓ境界と対応する活断層は認めら

れない。 

  海域と陸上を統合した地質構造をみると，平面的にみてＲ／Ｓ境

界は直線的で，横ずれ断層に特有の直線的な分布を示す中央構造線

断層帯の位置とほぼ一致しているのに対し，Ｉｚ／Ｓ境界は直線性

に乏しく大きく湾曲しており，活断層の分布と一致しない。 

  そして，上記のとおりＩｚ／Ｓ境界の傾斜角が海域で約２０度，

陸上で約２０～３０度と低いところ，横ずれ運動が卓越する中央構

造線断層帯では高角の断層が生じやすく，低角のＩｚ／Ｓ境界では

横ずれ変位を担うことができないため，Ｒ／Ｓ境界からショートカ

ットして北側に高角の断層が現れていると考えられる。 

  伊予灘で行われた海上音波探査記録によっても，沿岸から約５～
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８ｋｍ沖合いの中央構造線断層帯による堆積層の累積的な変形が認

められ，海底面まで高角断層による変形が及んでいる一方，中央構

造線断層帯より沿岸側では，堆積物はほぼ水平に和泉層群を覆って

三波川変成岩類に達しており，Ｉｚ／Ｓ境界上端付近を含め，基盤

岩を覆う堆積層に断層運動を示唆するような変形が認められないこ

とから，地質境界であるＩｚ／Ｓ境界は活断層でないことを確認で

きる。 

⒝ 債務者による海上音波探査の評価 

  伊予灘海域では，債務者のほか，国土地理院，大学研究グルー

プ，産業技術総合研究所といった各種機関によって，膨大な数量の

海上音波探査が実施されている。特に，佐田岬半島沿岸部において

債務者が実施した探査測線は，入り組んだ湾状地形の中まで達して

おり，仮に沿岸域において断層があれば，十分に把握可能である。

また，債務者による測線の密度は，債権者らが活断層の存在を主張

するに当たり参照している国土地理院による調査の際の測線密度と

比べても高いことから，測線密度としても十分である。 

（乙５１８） 

ｉ 金折氏の見解 

 佐田岬半島北岸が中央構造線のダメージゾーンではないこと 

  断層は必ず破砕帯を伴っており，破砕帯は断層ガウジと断層角礫

を含む断層コアから構成され，それらをダメージゾーンが取り囲ん

でいる。ダメージゾーンでは，断層コアに近づくほど割れ目の密度

が高くなる傾向があり，母岩より割れ目の密度が高いことから，断

層コアからの距離と露頭での割れ目密度の関係をプロットすること

でダメージゾーンの範囲を定量的に認定できる。 

  佐田岬半島において露頭を調査し，その割れ目頻度と中央構造線
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からの距離の関係をプロットしたところ，割れ目の密度・頻度はい

ずれも中央構造線からの距離に依存しておらず，両者に相関は認め

られなかった。また，佐田岬半島における露頭の割れ目頻度は，他

の地域におけるダメージゾーン内の割れ目頻度を大きく下回ってい

ることからも，佐田岬半島北岸が中央構造線のダメージゾーンでは

ないと判断することができる。 

  以上に反する小松教授・早坂准教授の意見は，割れ目頻度による

ダメージゾーンの定量的な認定が行われておらず，上記判断を左右

するものではない。 

⒝ 佐田岬半島北岸の海底ボーリング調査の要否 

  佐田岬半島北岸においては，債務者をはじめとする各種機関によ

って膨大な数量の海上音波探査が行われ，地下における三次元的な

変形構造を詳細に把握するのに十分なデータが取得されていること

から，伊予灘における中央構造線断層帯による堆積層の変位・変形

は明瞭に把握できている。これによれば，本件発電所前面の佐田岬

半島北岸に活断層がないことは明らかである。 

  このように，海域の活断層調査では海上音波探査によって活断層

を認定することが可能であり，海底ボーリングは海上音波探査で得

られた断面に上載地層法を適用する上で必要な地層の年代を把握す

るため，補助的な位置づけで行われているものに過ぎない。約１２

万年前以降に活動性を有する活断層の分布を把握するという目的か

らすると，約１００万年前以前からの堆積層を切る断層すら認めら

れない佐田岬半島北岸で海底ボーリング調査を行う理由はない。 

  また，水深約６０ｍ以上の海底下にある軟らかい堆積層と硬い三

波川変成岩類との境界部の細かな構造まで乱すことなく資料を採取

することは現実的には至難の業であるから，そもそも海底ボーリン
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グでは不整合か断層かの判別はできないし，断層内物質から活断層

か否かを判定する技術は未だ確立されていない。 

（乙５１９，５９４，６６５） 

ｊ 佃氏の見解 

 佐田岬半島北岸のダメージゾーンについて 

  佐田岬半島北岸にあるカタクレーサイトは，部分的で薄く，断層

ガウジや顕著な破砕帯は認められず，また，大きな構造でもない

し，中央構造線の位置する海側に向かって変形が顕著となる状況も

認められない。更に，そもそもカタクレーサイトは地下深部で動い

た断層が高温高圧の環境下で固結して岩石となったものであり，こ

のように古い地質時代の断層運動の痕跡が地表にあることが活断層

の証拠となるものではない。加えて，本件発電所敷地内における深

さ２０００ｍまでの深部ボーリングコアの観察においても，浅部か

ら深部まで堅硬かつ緻密な結晶片岩が連続していることも考慮する

と，佐田岬半島北岸にダメージゾーンがあるとはいえないし，仮に

それがあったとしても，地質境界としての中央構造線が活断層であ

ることの根拠にはなり得ない。 

⒝ 喜多灘～串沿岸の活断層について 

  喜多灘～串沿岸の活断層が地質境界としての中央構造線の近くに

位置することは否定しないが，横ずれ断層に特徴的な引きずり込み

構造を伴っており，ハーフグラーベン南縁の正断層では説明できな

いことからすると，これは沖合いの主断層系から分かれた分岐断層

に過ぎず，中央構造線の本体とは認められない。また，佐田岬半島

北岸は喜多灘～串沿岸のずっと西側にあり，喜多灘～串沿岸の活断

層の存在が佐田岬半島北岸に活断層があることの直接的な根拠とな

るものではない。 
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⒞ 債務者による海上音波探査 

  佐田岬半島北岸の海岸線は入り組んでおり，その湾内まで入った

調査が行われていることから，佐田岬半島北岸を東西に通過する活

断層があるならば，それは湾内にまで入る測線の範囲に確実に含ま

れることになる。また，同一測線で音源としてチャープソナーとブ

ーマーの両方の探査を実施することを基本としており，このように

複数の探査を組み合わせることにより，堆積層中の反射面が更に明

瞭になり，かつ，より深部の堆積層（Ｄ層やＴ層）内部の構造や基

盤岩（Ｂ層）の上面形状まで詳しく判読することができる。 

  加えて，債務者が平成２５年に行った海上音波探査では，８つの

受振器で捉えた反射波を重合する（複数個の記録を足し合わせるこ

とで信号を強調するとともにノイズを低減する）技術（ショートマ

ルチチャンネル）を用いることにより，従来の手法（シングルチャ

ンネル）による音波探査よりも大きな探査深度で高解像度の音波探

査記録が得られるようになった。なお，複数の受振器を用いるマル

チチャンネル方式といわれる調査方式自体は，従前からあったもの

の，通常は長大なケーブルを大型の調査船から曳航する必要がある

ため，佐田岬半島北岸部のような沿岸部まで接近して調査を行うこ

とはできなかったが，ショートマルチチャンネル方式であれば，沿

岸部の調査も可能である。 

  このように，佐田岬半島北岸部では，堆積層中の構造を判読でき

る非常に高解像度な音波探査記録があり，かつ，測線の端まで堆積

層が基盤岩を覆っているので，仮に断層があれば，堆積層の変位・

変形を見逃すことなく読み取ることができる。そして，上記音波探

査記録によれば，堆積層（Ｄ層，Ｔ層）に変位はなく，正断層運動

に対応する，地層が南側へ傾く特有の堆積構造が認められないし，
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約１００万年前以前の地層を含むＴ層までを含めて，堆積層を切る

断層が全く認められないことから，活断層を示す痕跡があるとはい

えない。 

（乙５２０） 

ｋ 上田氏の見解 

 伊予灘における海上音波探査について 

  伊予灘においては，債務者が自ら詳細な海上音波探査を行ってい

ることに加え，国土地理院，大学研究グループ，産業技術総合研究

所といった各種機関による調査も行われており，適切な手法で測線

間隔も狭く密に探査が行われ，かつ，複数の湾入部を含む海陸境界

付近まで調査が行われており，十分に詳細な調査が行われていると

いえる。これらの調査の結果，伊予灘では，地形・地質構造が三次

元的に把握されており，例えば，断層群に伴うグラーベン（凹み）

とプレッシャーリッジ（高まり。バルジとも言う。）の直線的な配

列が明らかにされている。 

⒝ 伊予灘における第四紀層の変形構造と断層模型実験との整合性 

  伊予灘の中央構造線断層帯に沿った地層の変形や断層の分布状況

は，基盤の断層の直上に，直線的な断層群が形成され，これらの断

層群に沿って，地盤表面が凸状に膨らむ箇所（プレッシャーリッ

ジ）と溝状に落ち込む箇所（グラーベン）が顕著に認められるとい

う，鉛直断層に対し純粋な横ずれを与えた場合の実験結果とよく類

似している。また，横ずれ断層模型実験の結果を見ると，基盤の断

層から上方に向かって広がっていく断層群（フラワー構造）が発生

し，上記プレッシャーリッジに伴う正のフラワー構造と上記グラー

ベンに伴う負のフラワー構造とが隣接し直線的に配列するが，伊予

灘の中央構造線断層帯では，まさにこのような構造が見てとれる。 
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  これに対し，基盤に純粋な正断層変位や逆断層変位を与えた場合

の実験結果は，伊予灘の中央構造線断層帯に沿った地層の変形や断

層の分布状況とは大きく異なる。すなわち，正断層模型実験では，

断層の直上付近に，互いに傾斜が逆向きの断層群が発達し，これら

の断層群に挟まれた楔状の地盤が落ち込み，地盤表面にグラーベン

が形成されるものの，周囲の地盤表面に対して高まりを作るような

プレッシャーリッジは形成されない。また，逆断層模型実験では，

断層の上盤側が上昇し，下盤側に向かって傾く撓曲変形が認めら

れ，これに伴い，断層の直上付近に開口亀裂群が形成される。しか

し，伊予灘の中央構造線断層帯においては，このような構造は認め

られない。 

  加えて，横ずれ断層変位成分が主体であっても，正断層変位成分

を伴うとプレッシャーリッジが形成されにくい傾向がある。特に中

角ないし低角な断層では，わずかな上下変位成分でも，斜めずれ断

層特有の変形構造が出現しやすい傾向があるため，伊予灘の中央構

造線断層帯に沿う第四紀層の変形構造からは，横ずれ変位が相当程

度に卓越する断層運動であると考えられる。 

  これに対し，債権者らは，中央構造線断層帯について，ハーフグ

ラーベンに伴う附随断層であるというが，プレッシャーリッジとグ

ラーベンが隣接し直線的に配列するという伊予灘の中央構造線断層

帯の構造とは合致しない。 

⒞ 原決定の説示について 

  原決定は，上記⒝の実験結果について，中角度の震源断層の延長

部に当たる位置に活断層が発生しないことまでが明示されているも

のではないと説示するが，上記⒝のとおり，横ずれ成分が卓越する

断層運動においては，基盤の断層が中角であっても，浅部では高角
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となる傾向があるから，震源断層が中角である場合に，基盤の断層

の延長部に断層が生じることはない。 

  また，原決定は，地質境界としての中央構造線が本件発電所付近

の東西で活断層と一致する場所があることは，本件発電所敷地至近

距離においても，地質境界としての中央構造線が活断層である可能

性を補強する事情となり得る旨説示する。しかし，横ずれ型の活断

層系における活断層群の分布域は，主断層が大きくステップする箇

所（ジョグ部）では幅広く，ステップ幅が狭く比較的直線的に分布

する箇所では狭い傾向にあるところ，本件発電所沖の中央構造線断

層帯では，主断層が大きくステップしておらず，比較的直線的に分

布しているから，本件発電所の東西で，地質境界としての中央構造

線と活断層が近接する箇所があるとしても，本件発電所敷地至近距

離において，地質境界としての中央構造線自体が活断層である可能

性があるとはいえない。 

（乙５２１） 

ｌ 長谷川教授の見解 

 中央構造線断層帯長期評価（第二版）の記載について 

  中央構造線断層帯長期評価（第二版）には，①伊予灘南縁，佐田

岬半島沿岸の中央構造線については現在のところ探査がなされてい

ないために活断層として認定されていないこと，②別府湾～豊予海

峡の地震探査結果によると三波川帯と領家帯上面の接合部より浅部

の別府湾充填新期堆積層内に強い変形が認められること，を理由と

して，伊予灘南縁の中央構造線が活断層である可能性を考慮に入れ

ておくことが必要との一文が今後の課題として記載されている。 

  しかし，上記①については，実際には債務者の海上音波探査は佐

田岬半島北岸の入り組んだ湾内まで行われていることから，明らか
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な事実誤認があったものであり，当該探査の成果が査読を受けた学

術論文として出版されていなかったことが一因であると考える。 

  この点，これまでに債務者によって実施された海上音波探査デー

タを基に，伊予灘南縁の中央構造線が活断層ではないことを示した

査読論文（高橋ほか論文）が受理され，日本活断層学会が出版する

学術誌に掲載されることとなった。高橋ほか論文は，活断層の認定

において最重要である浅部堆積層内部の構造を明瞭に捉えた地震探

査記録に基づき，伊予灘南縁の中央構造線（Ｉｚ／Ｓ境界）に第四

紀以降の活動はないと判断されると記載しているところ，日本活断

層学会は，活断層に関する研究の更なる発展を目的に設立された学

会で，地震本部の長期評価に関わる委員の多くが所属している。ま

た，査読においては，投稿内容と同じ分野の研究者が論文の内容の

評価・検証を行い，科学的な合理性が認められない，又は学会誌に

研究成果を載せる価値がないと判断された場合には査読論文として

掲載されることはない。したがって，高橋ほか論文が上記学会誌に

掲載されることとなったことにより，同論文の信頼性と学術的価値

が担保されることとなり，今後，地震本部が中央構造線断層帯の長

期評価を再び改訂する際には，必ず引用されることから，中央構造

線断層帯長期評価（第二版）の上記記載は見直されることになると

考える。 

  他方，上記②については，確かに，豊予海峡においては，三波川

帯と領家帯上面の接合部より浅部の堆積層に強い変形が示されてい

るものの，これは，接合部にあるほぼ鉛直の活断層の横ずれ運動に

よって堆積層中に形成されたフラワー・ストラクチャーであるよう

に見えるし，高橋ほか論文において，伊予灘では上記のような変形

がそもそも認められないと記載されている。 
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  以上のとおり，中央構造線断層帯長期評価（第二版）において，

Ｉｚ／Ｓ境界が活断層である可能性を考慮に入れておくことが必要

とした理由はなくなった。 

⒝ 芦田教授の見解について 

  芦田教授は，債務者の海上音波探査により，深度１５０ｍ程度よ

り深部の情報が得られていないことを問題視するが，活断層調査の

基本として，上載地層法によって活断層の有無を判断する上では，

深度１５０ｍ程度までの堆積層（特に約１２万年前以降の地層）内

部の構造を明瞭に捉えた記録が重要であり，それより深部の古い地

質時代の堆積層や岩盤内部の構造を捉えた記録はなくても支障がな

い。また，芦田教授は，海底面重複反射の除去ができていないこと

を指摘するが，海底面重複反射は約１００万年前以前の古い地層の

反射波に重なっているに過ぎず，活断層の認定を行うＤ層上部とは

重なっていないため，上記の点も活断層の有無を判断する上で支障

となるものではない。 

  更に，芦田教授は，海上での三次元地震探査が必須であるという

が，その必要性の有無は目的次第であり，鉱床探査のように三次元

的に複雑な構造の把握を要する場合には三次元探査が必要と考えら

れるが，地表へ直線的に表れる活断層については，活断層による変

動地形に関する情報を得ることができる精密海底地図を取得した上

で，変動地形が延長する方向を直交方向に横断する測線を複数設定

すれば，二次元の探査によってその存在を捉えることが可能であっ

て，三次元探査を実施する必要はない。また，三次元探査は，地形

等による実現の困難性に加えて，ブーマーを音源とする債務者の行

った二次元探査に比べても受振器の配置間隔が広く，浅部の解像度

が格段に劣る。 
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  なお，芦田教授は，債務者による海上音波探査について，交叉測

線のない二次元記録であることを問題視するが，実際には，岸に向

かう南北方向の測線だけでなく，東西方向の測線が２つあり，芦田

教授はそのことを見落としている。交差する測線との整合性をチェ

ックすることなく，南北方向の測線のみを見て行った芦田教授の解

釈の信頼性は不十分である。 

⒞ 小松教授の見解について 

  小松教授は，①長浜－串沖活断層が中央構造線断層帯の分岐断層

とするのは一つの解釈に過ぎない，②本件発電所敷地前の音波探査

記録の精度が低い，③佐田岬半島北岸が断層によるダメージゾーン

に位置している，④活断層の有無を判断するには，佐田岬半島の３

００万年前以降の地形発達史を考慮する必要があること，を根拠と

して，Ｉｚ／Ｓ境界が活断層である可能性は否定できないという。 

  しかし，①については，高橋ほか論文においても，長浜－串沖活

断層は中央構造線断層帯の分岐断層であるとも考えられるが，現時

点では深部のＩｚ／Ｓ境界の活動との関連性は明らかでないことを

認めた上で，Ｉｚ／Ｓ境界の上端は直線性に乏しく，海岸線に沿っ

て大きく湾曲し，中央構造線活断層系の分布と対応しない，伊予灘

中部ではＩｚ／Ｓ境界の上端を覆う地層はほぼ水平で，第四紀以降

の活動は認められないとされていることからすると，長浜－串沖活

断層があるからといって，本件発電所の敷地前面である伊予灘中部

のＩｚ／Ｓ境界が活断層ということにはならない。②も，債務者に

よる音波探査の結果，明瞭な反射面が得られ，第四紀以降の活動は

認められないとした高橋ほか論文が査読論文として受理されている

ことからすると，根拠のない主張である。 

  佐田岬半島北岸のダメージゾーンについては，仮に断層によるダ
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メージゾーンであったとしても，いつの時代のどの断層運動による

ものかは別問題であるため，そもそも佐田岬半島北岸における活断

層の有無と直接関係するものではない。また，小松教授は，本件発

電所の西側に海底扇状地状のマウンドがあるとして斜面崩壊が発生

する危険性を指摘するが，この「マウンド」は高橋ほか論文による

浅部探査断面図の南端部の水平な層理を有する堆積層と対応してお

り，斜面崩壊の痕跡でないことは明らかであり，その成因は潮流に

よるものと考えられる。 

  佐田岬半島の地形発達史については，そもそも原子力発電所を対

象とした活断層評価では，約１２万年前以降の活動の有無が問われ

るのであって，３００万年前まで遡って活動史を解明する必要はな

いし，地形発達史の検討は広域の地形を俯瞰して日本列島の大きな

枠組みと矛盾しないものとすべきであり，ごく限られた狭小な地域

の情報に基づいて，中央構造線の全体像を説明できないようなもの

を主張しても意味がない。 

⒟ 債権者らのその余の主張について 

  債権者らは，債務者が縦横比を強調した図面をもとに誤ったイメ

ージを与えていると主張するが，債務者の用いた図面は断層による

地層の変位・変形を強調して活断層を見落とさないための海域活断

層調査における一般的な表示である。債権者らは，縦横比を１：１

とした図面では，地質境界としての中央構造線の活動によって，南

傾斜に転じた地点以南の堆積層も北方に動くことが十分にあり得る

と認められる，Ｄ層に変位がなくとも，地質境界としての中央構造

線の凹凸はさしたるものではなく，地質境界としての中央構造線の

活動性を否定することは不可能であると主張するが，このような新

しい解釈を出すのであれば，伊予灘中部の佐田岬半島北岸に活断層
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があることを示す具体的なデータを示す必要があるし，仮にＩｚ／

Ｓ境界が活断層であったならば，三波川変成岩類上面の凹凸を覆う

堆積層には必ず乱れが生じて，縦横比を強調した断面で検出でき

る。 

  また，債権者らは，三波川変成岩類上面を断層面と捉えて債務者

の主張を批判するが，三波川変成岩類は古い地質時代の岩石である

のに対し，佐田岬半島北岸でこれを覆う地層は新第三系～第四系で

あり，両者の間には大きな時間間隙があることから，三波川変成岩

類上面は断層面ではなく浸食面であり，元の断層面は浸食で失われ

て深部の断層面より緩傾斜となっていることを見落としており，債

権者らの主張には誤解がある。 

（乙５９３，６６７） 

ｍ 京都大学名誉教授岡田篤正（以下「岡田教授」という。）の見解 

 伊予灘では，海底を中央構造線断層帯が通過するとともに，その

南縁の佐田岬半島北岸に本件発電所が立地するため，債務者を初

め，国土地理院，大学研究グループ，産業技術総合研究所の各種機

関による膨大な数量の海上音波探査が実施されており，伊予灘沖合

いを通過する活断層の分布が把握されている。これまでに行われた

伊予灘における調査は豊富であり，これらの調査，特に，佐田岬半

島北岸の海底谷及び地質境界を横断して湾内まで入る多数の海上音

波探査記録により活断層が認められないことが確認できる。佐田岬

半島北岸に見られる海底谷は，下位の境界面に凹みが認められず，

変位の累積がなく活断層でないことは明らかであり，変動地形学的

には潮流による侵食地形とみなすことが妥当である。 

⒝ 高橋ほか論文は，佐田岬半島の地質境界を横断する深部探査断面

と浅部探査断面を総合した検討から地質境界の位置を明確に特定
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し，この地質境界の位置を覆う堆積層がほぼ水平で変位・変形が全

く認められないことから，これが活断層でないことを明らかにした

もので，佐田岬半島北岸の地質境界としての中央構造線が活断層で

あるか否かの論争に決着をつける論文である。 

⒞ 四国の活断層分布を俯瞰すると，中央構造線断層帯から片幅１５

ｋｍ以内は他の活断層が分布しない空白域となっており，佐田岬半

島もこの空白域内にある。最新の活断層図（今泉ほか編「活断層詳

細デジタルマップ」）にも佐田岬半島に活断層は示されていない

し，岡田教授自身もこれまでの空中写真判読の経験から，ここに活

断層はないと考える。主となる活断層の近傍では小さな断層の分布

密度は減少するという概念があり，中央構造線断層帯が成熟した活

断層として集中的に歪みを解消しているため，中央構造線断層帯沿

いに他の活断層が分布しない活断層の空白域が生じていると理解で

きる。 

イ 前記アの疎明事実のとおり，設置許可基準規則解釈別記２は，「敷地ご

とに震源を特定して策定する地震動」について，内陸地殻内地震について

選定した検討用地震に関し，活断層の位置・形状・活動性等を明らかにす

ることを求めている。そして，同別記２や地震ガイドは，震源が敷地に極

めて近い場合について，地表に変位を伴う断層全体を考慮した上で，震源

モデルの形状及び位置の妥当性，敷地及びそこに設置する施設との位置関

係，並びに震源特性パラメータの設定の妥当性について詳細に検討すると

ともに，これらの検討結果を踏まえた評価手法の適用性に留意の上，各種

の不確かさが地震動評価に与える影響をより詳細に評価し，震源の極近傍

での地震動の特徴に係る最新の科学的・技術的知見を踏まえ，更に十分な

余裕を考慮して基準地震動を策定すべきこと，その場合の地震動評価につ

いて，地表に変位を伴う断層全体（地表地震断層から震源断層までの断層
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全体）を考慮した上で，震源モデルの形状及び位置の妥当性，敷地及びそ

こに設置する施設との位置関係，並びに震源特性パラメータの設定の妥当

性について詳細に検討されていることを確認すること，特に，評価地点近

傍に存在する強振動生成領域（アスペリティ）での応力降下量などの強振

動の生成強度に関するパラメータ，強振動生成領域同士の破壊開始時間の

ずれや破壊進行パターンの設定において，不確かさを考慮し，破壊シナリ

オが適切に考慮されていることを確認すること，震源の極近傍での地震動

の特徴に係る最新の科学的・技術的知見を取り込んだ手法により，地表に

変位を伴う国内外被害地震の震源極近傍の地震動記録に対して適切な再現

解析を行い，震源モデルに基づく短周期地震動，長周期地震動及び永久変

位を十分に説明できていること（特に，永久変位・変位についても実現象

を適切に再現できていること）を確認すること，浅部における断層のずれ

の進展の不均質性が地震動評価へ及ぼす影響を検討するとともに，浅部に

おける断層のずれの不確かさが十分に評価されていることを確認するこ

と，破壊伝播効果が地震動へ与える影響について，十分に精査されている

こと，水平動成分に加えて上下動成分の評価が適切に行われていることを

確認することを求めている。 

  この点，債権者らは，本件発電所敷地付近にある佐田岬半島北岸部の地

質境界としての中央構造線は活断層である可能性が高く，そのことは現時

点における地震調査研究に関する最も有力な見解である中央構造線断層帯

長期評価（第二版）でも指摘されているにもかかわらず，債務者は，この

点に関する十分な調査を尽くさないまま，佐田岬半島北岸部に活断層は存

在せず，活断層が敷地に極めて近い場合の評価は必要がないと判断して，

活断層が敷地に極めて近い場合の地震動評価を行わず，その具体的数値も

持ち合わせていないというのであるから，債務者による断層モデルを用い

た手法による地震動評価は，全体として不合理なものである疑いがあり，
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断層モデルを用いた手法による地震動評価が応答スペクトルに基づく地震

動評価の数値を越えないという判断自体，ひいては債務者による地震動評

価そのものが不合理なものであって，これを正当とした規制委員会の判断

も不合理である旨主張する。 

  そこで，債権者らの上記主張について検討を加える。 

ウ 中央構造線断層帯長期評価（第二版）の記載について 

  債権者らは，中央構造線断層帯長期評価（第二版）に「三波川帯と領家

帯上面の接合部以浅の中央構造線も活断層である可能性を考慮に入れてお

くことが必要と考えられる。伊予灘南縁，佐田岬半島沿岸の中央構造線に

ついては現在までのところ探査がなされていないために活断層と認定され

ていない。今後の詳細な調査が求められる。」との記載があるのは，債務

者による調査では不十分と判断したことを明らかにしたものである旨主張

する。 

  この点，確かに，中央構造線断層帯長期評価（第二版）には，伊予灘海

域部について債務者により詳細な調査がされたことが記載されているのに

対し，伊予灘南縁，佐田岬半島沿岸の中央構造線については，「現在まで

のところ探査がなされていないために活断層と認定されていない。今後の

詳細な調査が求められる。」との記載があり，この記載は，佐田岬半島沿

岸に活断層が存在するか否かについて，債務者その他の上記音波探査では

不十分であることを指摘したものであるようにも読める。 

  しかし，中央構造線断層帯長期評価（第二版）に上記のような記載がさ

れた経緯についてみると，前記アの疎明事実のとおり，平成２９年１月１

６日に行われた第２２６回長期評価部会・第６６回活断層分科会合同会に

おいて，委員の一人から，「中央構造線のなかでは，佐田岬ギリギリの地

質境界の断層の四国電力の探査が終わっていないか，少なくともデータが

公表されていない」旨の発言があり，また，平成２９年８月８日に行われ
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た第７３回活断層分科会において，委員の一人から，「伊予灘付近の構造

について，技術的に調査可能であるにもかかわらず，浅い部分や海岸付近

の構造がわかっていない。今後は，より正確なデータを得るための調査が

必要になるだろう。」との発言がされたことが認められるが，これらの発

言について，その後議論が交わされたことは認められない。また，中央構

造線断層帯長期評価（第二版）に引用されている四国電力（２０１５）に

は，債務者をはじめとする関係機関による海上音波探査測線図やこれに基

づいて作成された海底地形図は示されているものの，同海底地形図には，

佐田岬北部沿岸に若干の空白域が認められ（乙１１９［７，３９頁］），

また，上記文献に四国電力（２０１４）が掲載されていないことからする

と，四国電力（２０１４）の存在を知らず，四国電力（２０１５）のみを

見た一部の委員の発言が，議論の対象となることのないまま中央構造線断

層帯長期評価（第二版）の上記記載として残されることとなったものとみ

るのが自然である。 

  これに対し，債権者らは，四国電力（２０１４）が公開された資料とし

てウェブ上などに掲載されていたことを指摘するが，そのことから，上記

発言をした委員が四国電力（２０１４）を見た上で上記発言をしたものと

直ちに認めることはできない。 

  以上によれば，中央構造線断層帯長期評価（第二版）の上記記載が，四

国電力（２０１４）に掲載された海上音波探査の結果を検討した上でなさ

れたものと認めることはできず，債権者らの上記主張は採用できない。 

エ 活断層の有無に関する債務者の調査及びその評価について 

 債務者の行った海上音波探査等の調査について 

  前記アの疎明事実のとおり，債務者は，本件発電所の敷地前面海域で

各種音源を用いた海上音波探査を実施するとともに，債務者をはじめ産

業技術総合研究所，国土地理院，大学グループなどの各調査機関によっ
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て実施された，調査対象深度及び分解能の異なる各種の音源を用いた海

上音波探査の結果をまとめ，また，本件発電所の敷地前面海域の付近に

ある上灘沖北断層について，海底ボーリング調査を行って，音波探査断

面で区分されたＡ層，Ｄ層，Ｔ層及びＢ層の層序区分がそれぞれどの地

層に対比されるかの当てはめを行った上で，これをヒアリング資料であ

る四国電力（２０１４）として規制委員会に提出した。そして，上記海

上音波探査の結果をもとに，佐田岬半島北岸の湾奥部まで横断する音波

探査断面において，中期～後期更新世相当層と推定されるＤ層に変形が

認められないことなどから，佐田岬半島の北岸部に活断層が存在してい

ないことが確認できると判断したものである。 

  これに対し，債権者らは，①債務者の行った海上音波探査は透過深度

が浅く，重複反射を抑える作業がほとんど行われていない上，測線の間

隔も空いており，その間の地層の状態が把握されていないこと，②債務

者その他の関係機関が行った二次元反射法地震探査では，得られる情報

が測線直下の地質情報に限られ，正確な連続的地下構造図を作成できな

いため，三次元反射法地震探査が不可欠であること，③そもそも断層の

有無を判断するためには，より精密な方法であるボーリング調査を行う

べきであり，海上音波探査では不十分であると主張する。 

  そこで，これらの主張について検討するに，まず，上記①について

は，債務者の行った海上音波探査により，約１００万年前以前の地層を

含むＴ層や，その下の音響基盤であるＢ層上面までの構造が明らかにな

っているのであるから，透過深度が浅すぎるという指摘は当を得ない。

また，重複反射を抑える作業についても，債務者は，８つの受振器で捉

えた反射波を重合する作業を行っているところ，この重合数で十分であ

るか否かについては，専門家の間でも意見が分かれており，これが不十

分であるとする芦田教授の見解は，石油などの資源探査を主に念頭に置
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いて示されたものであることをも考慮すると，少なくとも債務者による

重複反射を抑える作業が不十分であると認めることはできないというべ

きである。測線の間隔についても，債務者は，南北方向に１１本（特

に，本件発電所敷地前面海域においては，約２ｋｍの範囲内に５本），

これと交叉する東西方向に３本の測線を設け，ブーマーによる海上音波

探査を行っているのであり，測線の間隔が空いており不十分であるとい

う指摘は当を得ない。 

  次に，上記②については，芦田教授及び小松教授は，三次元反射法地

震探査が不可欠である旨，債権者らの主張に沿う意見を述べるが，三次

元反射法地震探査は主に石油などの資源探査に用いられる手法である

上，調査に使用する機器が長大であるため，水深が浅く，かつ，漁船等

が付近を航行している本件発電所敷地前面海域での実施は困難である旨

の意見が述べられており，三次元反射法地震探査を行わなかった債務者

による調査が不十分であると認めることはできないというべきである。

上記③についても同様であり，小松教授など，債権者らの主張に沿う意

見を述べる専門家がいる一方で，海底ボーリング調査によっては，断層

であるかを正確に把握することはできないし，そもそも現在の技術では

断層などの不整合面をきちんと保存した状態でボーリングコアを引き上

げること自体が難しいとの指摘もされているところであって，これが行

われていないからといって債務者による調査が不十分であると認めるこ

とはできない。 

  加えて，債務者による調査をもとに研究を行った高橋ほか論文は，い

わゆる査読論文として専門誌に掲載されているところ，同論文によれ

ば，本件発電所敷地前面の佐田岬半島北岸では，地質境界としての中央

構造線は第四紀以降活動していない，すなわち，活断層ではないと結論

付けられている。これに対し，債権者らは，高橋ほか論文は，論文執筆
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に当たって新たな調査を行ったものではなく，平成２５年までに債務者

が行った調査をもとに，これを検討したものに過ぎないこと，同論文で

取り上げられた測線が限られており，これにより本件発電所敷地前面海

域における地質構造を把握することはできないことを主張するが，同論

文により，債務者が平成２５年までに行った調査が十分なものであった

ことが明らかになったということができるし，同論文においては，代表

的な測線のみを取り上げた旨明示されており，実際の検討は債務者が行

った全ての海上音波探査の結果について行われているものと認められる

から，債権者らの上記指摘はいずれも当を得ない。 

  なお，債権者らは，債務者が三次元反射法探査やボーリング調査を行

わず，二次元反射法探査のみを行い，重複反射を抑える作業も不十分で

あったために，債務者の上記探査結果の地質境界としての中央構造線を

示す解釈線には，存在するはずのない，地質境界を貫く反射面が存在す

ることになっていたり，地質境界としての中央構造線の下は堆積層では

なく，三波川変成岩類であるはずなのに，解釈線の下に堆積層を示す複

数の反射面が存在することになっているという誤った解釈線が導かれて

いると主張する。しかし，疎明資料（乙６６６）によれば，債権者らが

指摘する反射面は，様々なデータ処理を施した後も若干残ってしまう擬

似信号（海面で一度反射して海底に向かい，海底で反射した記録（海面

反射）や，エアガンなど，バブル振動波形が発振される音源を用いた場

合，海底面が数本の反射面で記録される現象の総称）であり，堆積層と

解釈される反射面ではないものと認められることから，債権者らの上記

主張は採用できない（債権者らは，上記疎明資料においては，債権者ら

の指摘する反射面が擬似信号であることの説明も立証もないと主張する

が，これらの反射面が途中で途切れていること，債務者や高橋ほか論文

において，これらの反射面を擬似信号であると解釈していることからす
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ると，債権者らが指摘する上記反射面が，本来の反射面であることの疎

明はなされていないというべきである。）。 

 海上音波探査の結果に対する債務者の評価について 

  本件発電所の敷地前面海域で各種音

源を用いた調査を実施し，また，伊予灘においては，債務者をはじめ産

業技術総合研究所，国土地理院，大学グループなどの各調査機関によ

り，調査対象深度及び分解能の異なる各種の音源を用いた音波探査が実

施されているところ，これらの音波探査の結果を四国電力（２０１４）

に取りまとめ，中期～後期更新世相当層と推定されるＤ層に変形が認め

られないことなどから，佐田岬半島の北岸部に活断層が存在していない

ことが確認できると評価している。 

  これに対し，債権者らは，①債務者が上記評価を行うに際して用いた

図が，縦軸と横軸の縮尺が実際とは異なる，極めて精度の低いものであ

って，ここから上記のような分析を行うことはできない，②正断層運動

がある場合においても，扇状の層をなすような変位の累積性等が必ずし

も存在するとは限らない，③佐田岬半島沿岸部においては，若い地層が

潮流によって消失していることからすると，扇状の層をなすような変位

の累積性が見られず，かつ，Ｄ層が水平だったとしても，これらは潮流

によって若い地層が消失したことによるものである可能性が高く，地質

境界としての中央構造線がハーフグラーベン構造であるか否か，活断層

であるか否かとは必ずしも関連性がない，と主張する。 

  しかし，前記アの疎明事実によれば，海域の活断層判読においては活

断層を見逃すことのないように縦横比を強調することとされており，債

務者の示した縮尺は活断層判読においては一般的であるということがで

きる。上記①の主張は，変位の累積を示す鉛直方向のずれや水平方向の

傾きであっても，１：１の縮尺で見ると著しいものではないから，Ｄ層
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が水平であるように見えても，これにより変位の累積がないということ

はできないという趣旨に解されるが，変異の累積性の観点からすると，

実際よりも鉛直方向のずれや水平方向の傾きが強調され，仮に正断層運

動の結果として現れる扇状の層をなすような変位の累積があれば，それ

が強調されて確認できるはずであって，縦横比を強調した図を用いるこ

とにより，活断層判読が不正確になるということはできない。したがっ

て，債権者らの上記①の主張は採用できない。 

  次に，上記②の主張についてみると，疎明資料（甲１０５６［１７

頁］，乙４８０［１７頁］，乙４８４［１９５頁］）及び審尋の全趣旨

によれば，ハーフグラーベンを形成するような正断層運動においても，

その付近に副次的断層が発生して堆積盆内に生じるひずみを解消するこ

とにより，陸地近傍側においては扇状の層をなすような変位の累積性が

目立たなくなるケースがあり得るように見えるが，これらのケースで

は，明らかな副次的断層が陸地のごく近傍まで続いており，本件発電所

敷地前面海域とはその前提が異なっている上，これらのケースでも堆積

層は水平ではなく，一定の傾きが見られるのであり，本件発電所敷地前

面海域の状況とは異なっている。そして，債権者らは，本件発電所敷地

至近の伊予灘にハーフグラーベンを形成する運動が現在も続いているに

もかかわらず，扇状の層をなすような変位の累積性が認められない理由

を合理的に説明できていない。したがって，上記②の主張も採用できな

い。 

  更に，上記③の主張についてみても，疎明資料（乙１２６，５９３）

によれば，潮流によって削られているのは，本件発電所敷地至近の伊予

灘南縁が海中に没した後に堆積した比較的新しい堆積物（Ａ層）である

ことが認められるのであって，ほとんどの断面ではＤ層が残っているこ

とが確認できるにもかかわらず，これらの堆積層は水平であって，扇状
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の変位の累積があるとは認められない。この点，債権者らは，かつては

Ｄ層の堆積層中に扇状の変位の累積が存在していたにもかかわらず，そ

の後にＤ層上面が水平に削られた結果としてＤ層上面が水平になってい

るに過ぎない旨主張するものとも解されるが，仮にそうであるとすれ

ば，Ｄ層の上面以外の堆積層中には依然として扇状の変位の累積が残っ

ているはずであるし，Ｄ層よりもさらに下位のＴ層にも同様の変位の累

積が見られるはずであるが，疎明資料（乙１２６，５９３）によれば，

Ｄ層及びＴ層の堆積層は上面以外についても水平であって，扇状の変位

の累積を示す構造を確認することはできない。したがって，潮流により

比較的新しい堆積物であるＡ層が削られていることから，地質境界とし

ての中央構造線にハーフグラーベン構造があったことを推認できるもの

とはいえず，上記③の主張も採用できない。 

 小括 

  以上のとおり，債務者による海上音波探査及びこれに基づく債務者の

評価に誤りがある旨の債権者らの主張は採用できない。 

オ 債権者らが主張するその余の点について 

  債権者らは，伊予灘堆積盆が一貫してほぼ一定の速度で沈んでいるこ

と，本件発電所敷地前面海域の中央構造線の両端（東側及び西側）に活断

層があること及び重力異常調査の結果からすると，佐田岬半島北岸部の中

央構造線が活断層であることは明らかであり，少なくとも本件発電所敷地

の至近において，地質境界としての中央構造線が正断層成分を含む横ずれ

断層である可能性は否定できないと主張する。 

  しかし，債権者らが挙げた上記の事情は，いずれも本件発電所敷地の至

近において，地質境界としての中央構造線が正断層成分を含む横ずれ断層

である可能性を示唆するものとはいえない。その理由は，以下のとおりで

ある。 
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 佐田岬半島北岸が中央構造線のダメージゾーンであるとの主張につい

て 

  債権者らは，小松教授が佐田岬半島北岸部で行った断層調査によれ

ば，比較的浅所で，また，時代的にも比較的新しい時代に形成されたと

考えられるガウジを伴う断層が普遍的に存在していること，一次断層

群，二次断層群のほか，数ｃｍオーダーの幅で細かな断層群が密に形成

されている三次断層群まで存在するのは，佐田岬半島北岸の中央構造線

に沿うと考えられる部分だけであること，湾入部の東先端（ヒラバエ）

では，東西性の正断層群の断層面がむき出しになり，西端では鉛直フラ

クチャーが示す断層のリニアメントとなっていること，ヒラバエの岩礁

に見られる断層面は三次断層群の微細な割れ目が発達しており，中央構

造線に関連するダメージゾーンの特徴を示していることからすると，佐

田岬半島北岸部は中央構造線のダメージゾーンであると考えられると主

張する。 

  しかし，債務者は，本件原子炉に係る設計基準対象施設及び重大事故

等対処施設の地盤について， 本件発電所敷

地の地盤は三波川変成岩類のうち主に塩基性片岩で構成されており，本

件発電所敷地内の塩基性片岩は片理があるものの，一般に剥離性が弱

く，塊状かつ堅硬であること，本件発電所敷地の地盤はほぼ水平で，そ

の岩盤は深度約５０ｍから少なくとも約２０００ｍまでは堅硬かつ緻密

な泥質片岩を主体とする結晶片岩が連続しており，塊状かつ堅硬で安定

していること，本件発電所敷地内にみられる断層はほとんどが１０ｃｍ

未満と小さく，地下深部への連続性もないこと，本件原子炉施設に係る

基礎地盤が支持力，すべり安全性，変形に対する抵抗力を有し，基準地

震動による地震力が作用した場合においても地耐力があるといえるこ

と，本件原子炉の周辺斜面もすべり安全性を有し，基準地震動による地
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震力が作用した場合においても安定性があると認められることを確認

し，本件原子炉に係る設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の地盤

が設置許可基準規則３条及び３８条に適合するものと判断しており，前

提事実６⑵アのとおり，規制委員会もその判断を正当と認めたものであ

るから，本件発電所の敷地及びその周辺の佐田岬半島北岸が中央構造線

のダメージゾーンであるとは考えられない。 

  これに対し，小松教授は，前記アの疎明事実のとおり，債権者らの上

記主張に沿う意見を述べるが，他方，金折氏は，ダメージゾーンでは，

断層コアに近づくほど割れ目の頻度が高くなる傾向があり，母岩より割

れ目の密度が高いことから，断層コアからの距離と露頭での割れ目密度

の関係をプロットすることでダメージゾーンの範囲を定量的に認定でき

るものであるが，佐田岬半島において露頭を調査し，その割れ目頻度と

中央構造線からの距離の関係をプロットしたところ，割れ目の密度・頻

度は中央構造線からの距離に依存しておらず，また，割れ目頻度は，他

の地域におけるダメージソーン内の割れ目頻度を大きく下回っていたと

の意見を述べており，また，山崎教授は，古い岩盤であれば破砕帯はど

こにでもあるし，活動を停止してから長期間を経過し，既に固結してい

る破砕帯であっても，地表に現れて雨水にさらされるなどすれば，破砕

帯に水分がしみ込んで粘土状になることはよくあるため，破砕部が粘土

状だからといって活断層であるとはいえないとの意見を述べている。更

に，金折氏は，小松教授らが割れ目頻度によるダメージゾーンの定量的

な認定を行っていない旨指摘し，小松教授自身も，自らの調査が不十分

であることは自認している。 

  また，小松教授は，佐田岬半島北岸が中央構造線のダメージゾーンで

ある根拠として，上記の点以外にも，本件発電所敷地及びその周辺に，

並列する鋭いリニアメントが密に存在すること，断層群の集中している
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ゾーンに相当する湾入部の海底には，海底扇状地状のマウンドが形成さ

れているところ，これは河川からもたらされた土砂の流下によるものと

は考えられず，円弧滑りによって崩落した岩塊や土砂が一気に堆積して

形成されたものと推定されることを挙げるが，リニアメントについて

は，上記の露頭調査と同様，定量的な調査とは認められず，小松教授自

身，その調査が未だ十分でないことを自認しているし，海底扇状地状の

マウンドについても，高橋ほか論文による浅部探査断面図南端に見られ

る水平な層理を有する堆積層と対応するもので，斜面崩壊の痕跡ではな

いという長谷川教授の見解が対立するところであって，これが斜面崩壊

の痕跡であると断定することはできない。 

  以上によれば，債権者らの主張及びこれに沿う小松教授の上記意見を

踏まえても，佐田岬半島北岸部が中央構造線のダメージゾーンであると

認めることはできない。 

 伊予灘堆積盆が一貫してほぼ一定の速度で沈んでいるとの主張につい

て 

  債権者らは，伊予灘堆積盆が約３００万年前から一貫してほぼ一定の

速度で沈んでいることが認められるから，伊予灘におけるハーフグラー

ベンを形成する運動は７０万年前を境にした変化はなく，現在もこれが

継続している旨主張する。 

  しかし，債権者らの主張は小松教授の見解に依拠するものであるとこ

ろ，小松教授は，７０万年前頃を境にして中央構造線は横ずれ運動が卓

越するに至ったこと，すなわち，縦ずれが小さくなるように中央構造線

の運動様式が変化したことを認める証言をしていたのであり（小松教授

の証言［３７頁］），小松教授の見解自体一貫性を欠くものである。加

えて，疎明資料（甲９９６，乙５９９）によれば，小松教授がその見解

の根拠とした中国電力の音波探査断面図（甲９９６［４～６頁］）は，
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海上で音波を発振してから地層で反射して戻ってくるまでの往復走時を

縦軸に表示した時間断面図を便宜一律に深さへと換算した，実質的な時

間断面図であると認められるところ，時間断面図では地下深部にいくほ

ど堆積層厚が実際よりも薄く見えるので，時間断面図を用いて構造発達

史を考察するときには注意を要するとされていること（乙６００［３１

頁］）からすると，小松教授による上記の分析は正確性を欠くものとい

わざるを得ない。したがって，債権者らの上記主張は採用できない。 

 両端に活断層があるとの主張について 

  債権者らは，中央構造線のうち本件発電所敷地付近の部分の東寄りの

地域には下灘－長浜沿岸活断層帯が存在し，反対側の九州側では，佐賀

関断層という活断層が地震本部によっても示されており，構造的な連続

性が確認される別府湾から伊予灘にかけての地質境界としての中央構造

線は，その両端が活断層であるから，常識的にその全体が活断層である

と合理的に推測できるという小松教授の見解をもとに，上記東西の活断

層の存在から本件発電所敷地至近距離の中央構造線も活断層であると主

張する。 

  しかし，小松教授自身，「両端が活断層だから真ん中もそうだという

ふうに，単純には推定というか認定はできない」と証言しており（小松

教授の証言［５２頁］），また，疎明資料（甲８８５［１５頁］）によ

れば，本件発電所敷地の沖合い５～８ｋｍに存在する中央構造線断層帯

が下灘－長浜活断層につながっているようにも見えることも併せ考慮す

ると，地質境界としての中央構造線が本件発電所の東西で活断層と一致

する場所があるからといって，ここから直ちに本件発電所敷地至近距離

の中央構造線（地質境界）も活断層であるということはできない。 

 重力異常調査の結果について 

  債権者らは，重力異常調査の結果，本件発電所敷地直近の中央構造線
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（地質境界）に沿って重力異常の急変帯があることから，この地質境界

に沿ってハーフグラーベンが形成されていること，すなわち，この地質

境界が断層であることの証左になるという小松教授の見解をもとに，上

記重力異常調査の結果から地質境界としての中央構造線が活断層である

可能性を直接立証できる旨主張する。 

  しかし，重力異常の急変帯が，密度の異なる物質が隣り合っているこ

とを示すものであることは否定できないとしても，本件発電所敷地直近

の佐田岬北部沿岸に地質境界としての中央構造線が存在すること自体は

争いがない。そうすると，重力異常の急変帯はこの地質境界を示すもの

に過ぎないとも考えられるから，重力異常の急変帯から活断層の存在が

直接立証されるものと認めることはできず，債権者らの上記主張は採用

できない。 

カ 小括 

  以上によれば，債務者が本件発電所敷地前面海域において平成２５年ま

でに行った海上音波探査の結果，本件発電所敷地の至近（２ｋｍ以内）に

活断層はないとした債務者の評価に不合理な点があると認めることはでき

ず，前記ウのとおり，これに疑義を差し挟むようにもみえる中央構造線断

層帯長期評価（第二版）の記載によっても，上記判断は左右されないとい

うべきである。 

  そして，債権者らが主張するその余の点を考慮しても，本件発電所敷地

から２ｋｍ以内の距離に，中央構造線又は中央構造線断層帯の活動に伴っ

て生じた活断層があると認めることはできないから，本件原子炉につい

て，活断層が敷地に極めて近い場合の評価が必要であることを前提とする

債権者らの主張は採用することができない。 

  したがって，債務者が，活断層が敷地に極めて近い場合の評価を行わな

かったことが不合理であると認めることはできないから，これにより，本
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件原子炉の安全性に影響を及ぼす可能性が具体的に高いと認めることもで

きず，債権者らの生命，身体又は健康が侵害される具体的危険があると認

めることもできない。 

⑵ プレート間地震の地震動評価について 

ア 疎明事実 

  後掲疎明資料及び審尋の全趣旨によれば，前提事実のほか，次の事実が

一応認められる。 

 内閣府検討会による検討 

ａ 内閣府検討会は，東北地方太平洋沖地震を契機として中央防災会議

の下に設置された東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策

に関する専門調査会の中間とりまとめにおいて示された，「今後，地

震・津波の想定を行うにあたっては，これまでの考え方を改め，津波

堆積物調査などの科学的知見をベースに，あらゆる可能性を考慮した

最大クラスの巨大な地震・津波を検討していくべきである」との考え

方に基づき，南海トラフの巨大地震を対象として，これまでの科学的

知見に基づき想定すべき最大クラスの対象地震の設定方針を検討する

ことを目的として設立された検討会である。 （乙１８４［２頁］） 

ｂ 内閣府検討会の平成２４年３月３１日付け「南海トラフの巨大地震

による震度分布・津波高について（第一次報告）」（乙１８５）及び

内閣府検討会（２０１２ｂ）は，検討した南海トラフの巨大地震につ

いて，次のとおり見解を示した。 

  今回検討された南海トラフの巨大地震は，南海トラフ沿いにおいて

次に起こる地震・津波を予測して検討したものではなく，南海トラフ

で発生し得る巨大地震の強震断層モデルである。言い換えれば，現在

の科学的知見の下で，今回推計し設定する最大クラスの地震・津波の

発生確率，そしてその発生時期の予測をすることは不可能に近い。 
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  今回構築した強震断層モデルは，Ｍｗ９クラスの巨大地震の中でも

最大クラスのものであり，また，震源断層全体の地震モーメント等を

定めてから断層内部の微細なパラメータを設定する方式を活用してお

り，設定する断層パラメータの幅が大きいことから，想定より大きな

強震動を生成する強震断層モデルとなっている可能性も否定できない。 

（乙１８５［１，１２頁］，１８６［１，２頁］） 

ｃ 内閣府検討会（２０１２ｂ）による南海トラフの巨大地震は，中央

防災会議（２００３）及び地震調査委員会（２００９）のモデルの設

定手順等を踏まえ，マクロ的に見た断層パラメータ等の震源断層全体

の地震モーメントや平均変位量等を設定した後，ミクロ的に見た断層

パラメータ等のＳＭＧＡの地震モーメントや応力降下量等の微視的震

源特性を設定し構築したものである。 

  ＳＭＧＡ（強震動生成域）は，他の領域（背景領域）に比べてプレ

ート間のカップリングが強いところで，破壊時には背景領域よりも変

位量が大きいと考えられる。ＳＭＧＡの変位量は，「Ｃｈａｒａｃｔ

ｅｒｉｚｉｎｇ ｃｒｕｓｔａｌ ｅａｒｔｈｑｕａｋｅ ｓｌｉｐ 

ｍｏｄｅｌｓ ｆｏｒ ｔｈｅ ｐｒｅｄｉｃｔｉｏｎ ｏｆ ｓｔ

ｒｏｎｇ ｇｒｏｕｎｄ ｍｏｔｉｏｎ」Ｓｏｍｅｒｖｉｌｌｅ，Ｐ．

Ｇ．・Ｋ．Ｉｒｉｋｕｒａ・Ｒ．Ｇｒａｖｅｓ・Ｓ．Ｓａｗａｄａ・

Ｄ．Ｗａｌｄ・Ｎ．Ａｂｒａｈａｍｓｏｎ・Ｙ．Ｉｗａｓａｋｉ・Ｔ．

Ｋａｇａｗａ・Ｎ．Ｓｍｉｔｈ ａｎｄ Ａ．Ｋｏｗａｄａ（いわゆ

るＳｏｍｅｒｖｉｌｌｅ ｅｔ ａｌ．（１９９９））の相似則から

強震断層全体の平均変位量の２倍とし，個々のＳＭＧＡの応力降下量

は全て等しいとして設定する。ＳＭＧＡの位置は，過去の地震時の強

震動生成域と概ね同じ場所に位置する可能性が示唆されることから，

中央防災会議（２００３）の強震断層モデルを参考に配置した。 
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（乙１８６［２，５～８頁］） 

ｄ 上記ｃの方式は，震源断層全体とＳＭＧＡの地震モーメントの比率

等に幅があり，不確定性が大きくなる。その結果，南海トラフの巨大

地震にように検証すべき震度分布や地震波形がない場合には，その不

確定性から，想定より大きな強震断層モデルとなっている可能性も否

定できない。 

  強震断層モデルから算出される強震動は，主としてＳＭＧＡのパラ

メータによって支配される。ＳＭＧＡを直接解析する新たな手法によ

る解析事例はまだまだ少なく評価が難しい点はあるが，検証すべき震

度分布を持たない巨大地震の強震断層モデルの検討においては，ＳＭ

ＧＡの応力降下量等のパラメータを直接設定することにより不確定性

を小さくすることができる新しい方式を検討する必要がある。 

  また，東北地方太平洋沖地震はＭｗ９．０の地震であるにもかかわ

らず，経験的手法による震度分布の比較では，観測された震度分布は

Ｍｗ８．２～８．３相当のものであった。この理由の解明についても

課題となっている。 

（乙１８６［２１，２４頁］） 

 ＳＰＧＡモデルについて 

  野津氏は，東北地方太平洋沖地震を対象としたスーパーアスペリティ

（ＳＰＧＡ）モデルを提唱した人物であり，以下の見解を示している。 

ａ 内閣府検討会や債務者が用いたＳＭＧＡモデルにおいては，南海ト

ラフの地震や東北太平洋沖地震のような巨大プレート間地震では一辺

の長さが数十ｋｍにも及ぶＳＭＧＡ（強震動生成域。アスペリティと

も同義）の全体から，地震波がまんべんなく生成されると考えられて

いる。しかし，実際には，ＳＭＧＡの内部にも応力降下量の高い部分

と低い部分とが存在し，一辺が数ｋｍ程度の，より狭い領域から地震
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波が集中的に生成されると考えられる。 

  現に，東北地方太平洋沖地震の際に観測された周辺の観測点におけ

る速度波形は，従来のＳＭＧＡモデルでは再現できていない。 

（甲４８０，６１０，１１３５，１１３６，１１４５） 

ｂ これに対し，ＳＰＧＡモデルは，東北地方太平洋沖地震をはじめと

する海溝型大地震において特徴的な強震動パルス波が，女川原子力発

電所での基準地震動を超える地震動の原因となったことに着目し，こ

のパルスの発生源を，一辺が数ｋｍ程度のＳＭＧＡより狭い領域（Ｓ

ＰＧＡ）に求めるというものである。このＳＰＧＡを用いて東北地方

太平洋沖地震の速度波形やフーリエ・スペクトルを再現したところ，

周辺の観測点における速度波形やフーリエ・スペクトルを精度よく再

現することができた。 

  なお，他の研究者との共著論文（甲１１４９）では，予測問題にお

いては地震全体の規模が与えられればＳＰＧＡの高周波レベルと放射

エネルギーの総和を推定することができると考えられるものの，東北

地方太平洋沖地震のＳＰＧＡは，１９６８年十勝沖地震や２００３年

十勝沖地震と比べ，全体としての地震規模が大きいにもかかわらず，

速度震源スペクトルのピークがより高周波側に存在している点に特徴

があり，これがＭｗ９．０の地震における平均的な特性なのか，東北

地方太平洋沖地震に固有の特性であるのかは明らかでないため，将来，

データの蓄積とともに，ＳＰＧＡのスケーリングが変容する可能性が

あること，予測問題における震源断面上でのＳＰＧＡの配置は，なお

今後の課題であることが挙げられている。 

（甲４８０，６１０，１１３５，１１３６，１１４５，１１４９，１

１５０） 

ｃ 東北地方太平洋沖地震において観測された強震動パルスは，周期１
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～２秒程度であるが，１９９５年兵庫県南部地震等において，これと

形状及び周期特性の良く似た強震動パルスにより大被害をもたらした

ことが広く知られているように，振幅が大きければ構造物にとって脅

威となる。     （甲４８０，１１３５［９０頁］，１１３６） 

 野津氏による地震動の計算 

  野津氏は，平成２８年９月９日付け意見書（甲４８０）において，内

閣府検討会が想定した南海トラフの地震について，ＳＰＧＡモデルを用

いて，四国における西側のＳＭＧＡを，想定震源断層から外れない範囲

で可能な限り本件発電所に近づけた上で，本件発電所の敷地至近にＳＰ

ＧＡを配置し，地盤の増幅特性について平成２１年１２月１６日の地震

におけるＥＨＭＨ０７の地点での記録に基づいて本件発電所の敷地にお

ける地震動を計算したところ，最大加速度は１９００ガル，最大速度は

約１３８ｃｍ／ｓとなったとの意見を述べた。 

  これに対し，債務者が，内閣府検討会が想定した南海トラフの地震で

は，ＳＭＧＡの位置は最も陸側（本件発電所の敷地に近い側）でも本件

発電所の敷地直下には及んでいないところ，強震動生成領域（ＳＭＧＡ）

の中で局所的に応力降下量が高いとされるＳＰＧＡが本件発電所の敷地

直下に存在することはなおさら想定されないし，本件発電所の敷地は極

めて硬い地盤であり，ＥＨＭＨ０７の地点とは地盤の増幅特性が異なる

旨指摘したところ，野津氏は，同年１２月２６日付け意見書（甲６１０）

において，内閣府検討会が想定したＳＭＧＡの中で，最も本件発電所に

とって厳しい条件となる位置にＳＰＧＡを配置し，また，地盤の増幅特

性についても，債務者の反論を受け入れて本件発電所の敷地における地

震動を計算したところ，最大加速度は約８７８ガル，最大速度は約１２

８ｃｍ／ｓとなった（なお，ＳＰＧＡの配置についてのみ債務者の反論

を受け入れた場合には，最大加速度は約１０６６ガル，最大速度は約１
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２９ｃｍ／ｓになるとした。）との意見を述べた。 

（甲４８０，６１０，１１４５） 

 規制委員会は，日本原子力発電株式会社東海第二発電所の発電用原子

炉設置変更許可申請に対する審査書案に対するパブリックコメント（平

成３０年７月５日から同年８月３日まで）の中に，原子炉施設の耐震設

計では耐震検討用の地震動計算が目的である以上，ＳＰＧＡモデルによ

る強震動パルス生成域を置いて計算すべきであるとの意見があったのに

対し，同年９月２６日，ＳＰＧＡモデルは，東北地方太平洋沖地震等の

観測地震動を説明するための再現モデルの一つであるが，予測問題に適

用する場合においては，同モデルの提案者も論文で示すようにＳＰＧＡ

の位置設定等が今後の課題とされており，強震動予測のパッケージとし

て確立していないと考えていること，ＳＰＧＡモデルの適用も含め，地

震動の計算方法の高度化については，まず，地震調査研究推進本部のよ

うな場で議論されるものであり，そこでの検討結果も含め，新たな知見

が得られれば，原子力発電所の規制にどのように取り入れるかについて，

規制委員会として適切に判断していく旨回答した。    （乙６１８） 

 東北地方太平洋沖地震の短周期震源モデルの知見 

  入倉氏は，平成２５年，倉橋奨氏との共同研究において，東北地方太

平洋沖地震の際に観測された強震記録をもとに同地震の短周期震源モデ

ルを構築しようとしたところ，震源断層近くのいくつかの観測点におけ

る地震記録にはパルス波形（衝撃状の波形）が見られるが，従来の均質

なＳＭＧＡモデルではこれに対応する地震動を再現することができず，

ＳＭＧＡ内の小さなサブエリア内でより高い応力パラメータを持つ「不

均質モデル」を使用することでよく再現できたとの研究結果（「２０１

１年Ｍｗ９．０東北地方太平洋沖地震の短周期震源モデル」。甲１１４

７の１・２。以下「Ｋｕｒａｈａｓｈｉ ＆ Ｉｒｉｋｕｒａ（２０１
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３）」という。）を報告した。 

  ただし，上記研究において行われたのは，東北地方太平洋沖地震の際

に観測された周辺の観測点における地震動を再現する作業であり，「不

均質モデル」を用いた強震動予測には言及されていない。 

（甲１１４７の１・２） 

イ 債権者らは，プレート間地震の地震動評価について，債務者はＳＭＧＡ

モデルに基づいてこれを行っているが，ＳＭＧＡモデルを用いた地震動想

定では，地震動評価が過小となるため，野津氏が提唱するＳＰＧＡモデル

に基づく地震動評価を行うか，ＳＭＧＡ内の小さなサブエリア内でより高

いパラメータを持つ「不均質モデル」を使用する必要性があると主張する。 

  上記アの疎明事実によれば，ＳＰＧＡモデルは，東北地方太平洋沖地震

などの海溝型大地震において特徴的な強震動パルス波が，女川原子力発電

所での基準地震動を超える地震動の原因となったことを契機として，上記

強震動パルス波の発生源を，一辺が数ｋｍ程度のＳＭＧＡより狭い領域

（ＳＰＧＡ）に求めるというものであり，野津氏は，このＳＰＧＡモデル

を用いることにより，従来のＳＭＧＡモデルでは再現できなかった東北地

方太平洋沖地震の際に観測された周辺の観測点における速度波形等を精度

よく再現することができたとの見解を示している。 

  しかし，ＳＰＧＡモデルは，東北地方太平洋沖地震のように既に発生し

た地震の際に観測された周辺の観測点における速度波形等を再現すること

は示されているものの，「予測問題」，すなわち，将来発生する地震動を

予測する場合においては，将来，データの蓄積とともに，ＳＰＧＡのスケ

ーリングが変容する可能性があること，予測問題における震源断面上での

ＳＰＧＡの配置は，なお今後の課題であることを，その執筆者である野津

氏らが自認しており，これを受けて，規制委員会も，ＳＰＧＡモデルは強

震動予測のパッケージとしては未だ確立していないと考えていることが認
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められる。 

  そうすると，債務者が南海トラフの地震について，ＳＰＧＡモデルを用

いた強震動予測を行わなかったことから，債務者による基準地震動の算定

が不合理であるとは直ちに認めることができない。 

ウ 次に，野津氏は，ＳＰＧＡモデルを用いて内閣府検討会が想定した南海

トラフの地震による本件発電所の敷地における基準地震動を算定したとこ

ろ，債務者の想定する基準地震動を大きく上回る結果になった旨の意見を

述べ，債権者らは，野津氏の上記意見をもとに，債務者による基準地震動

の算定は過小評価となっている旨主張する。 

  しかし，野津氏の上記意見は，四国における西側のＳＭＧＡを，想定震

源断層から外れない範囲で可能な限り本件発電所に近づけた上で，本件発

電所の敷地至近にＳＰＧＡを配置し，更に，地盤の増幅特性について平成

２１年１２月１６日の地震におけるＥＨＭＨ０７の地点での記録をもとに

算定した結果であって，上記のような位置にＳＰＧＡを配置することの当

否は必ずしも検証されているとはいえないし，地盤の増幅特性につきＥＨ

ＭＨ０７の地点での記録をもとにしたこと等についても，債務者から適切

でないと批判されているが，これらの批判を踏まえても，なお野津氏の上

記計算が妥当であるといえる根拠は，債権者らの側から示されていない。 

  また，債権者らは，ＳＭＧＡ内の小さなサブエリア内で，より高い応力

パラメータを持つ「不均質モデル」（Ｋｕｒａｈａｓｈｉ ＆ Ｉｒｉｋ

ｕｒａ（２０１３））を用いて，ＳＭＧＡ内の不均質性を考慮した場合の

結果でも，債務者の想定する基準地震動を大きく上回る地震動になるとの

野津氏の意見（甲１１４５）をもとに，債務者の想定する基準地震動は不

合理である旨主張するが，上記「不均質モデル」は，ＳＰＧＡモデルと同

様，東北地方太平洋沖地震の際に観測された周辺の観測点における地震動

を再現するために用いられたものであり，これを地震動予測に用いること
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の当否は明らかでない。 

  そうすると，野津氏の意見書（甲４８０，６１０，１１４５）において

示された南海トラフの地震による本件発電所の敷地における地震動の計算

結果が，債務者による基準地震動の値を超えていることから，債務者によ

る基準地震動の算定が不合理であるとは直ちに認めることができないとい

うべきである。 

エ 小括 

  以上のとおり，プレート間地震の地震動評価に関する債権者らの主張は

いずれも採用できず，債務者によるプレート間地震の地震動評価が不合理

であると認めることはできないから，これにより，本件原子炉の安全性に

影響を及ぼす可能性が具体的に高いと認めることはできず，債権者らの生

命，身体又は健康が侵害される具体的危険があると認めることはできない。 

３ 火山事象の影響に対する安全性について 

⑴ 立地評価について 

ア 疎明事実 

  後掲疎明資料及び審尋の全趣旨によれば，前記前提事実のほか，次の事

実が一応認められる。 

 巨大噴火のメカニズム 

ａ 巨大噴火の特徴 

  巨大噴火の特徴は，地下数ｋｍにあるマグマ溜まりに存在していた

大量の珪長質マグマが発泡し，急激な体積の膨張にともなってマグマ

の一部を地表に噴出するメカニズムにあるとされる。 

  また，一般に破局的な噴火としてイメージされているカルデラ噴火

は，大規模火砕流及び降下火砕物として膨大なマグマを短時間に噴出

することによって生じた地下の空間に地表が陥没して大型のカルデラ

を形成させる噴火である。このような大規模火砕流を伴う巨大噴火は，



 223 

およそＶＥＩ６以上の巨大噴火で見られるようになり，過去のＶＥＩ

７以上の噴火では，ほぼ例外なくこのタイプの噴火であるといわれて

いる。 

  なお，カルデラ噴火一般について，大規模火砕流噴火に先行してプ

リニー式噴火があることが多いが，プリニー式噴火を伴わずいきなり

火砕流噴火になることもあるとされる。 

（乙３６５，３７２～３７４，３７６） 

ｂ マグマの性質 

  火山噴火の源となるマグマは，地下の岩石が溶けてできたもので，

最も多く含まれる化学成分は，二酸化ケイ素（ＳｉＯ２。シリカとも

呼ばれる。）である。二酸化ケイ素は，マグマの種類によって含有量

が異なり，マグマの粘性（粘り気）とも深い関係があるので，マグマ

を分類するときの基本成分となる。二酸化ケイ素の含有量が多いほど

マグマの粘性は高い。 

  二酸化ケイ素の含有量によるマグマの分類は，マグマが冷え固まっ

たときにできる火成岩にちなんで行われており，二酸化ケイ素の重量

あたりの成分量が概ね７０％以上を流紋岩質，６３～７０％をデイサ

イト質，５２～６３％を安山岩質（５７％以下のものは玄武岩質安山

岩と呼ばれることもある。），５２％以下を玄武岩質という。 

  デイサイト質以上の二酸化ケイ素含有量を持つマグマは珪長質マグ

マと呼ばれ，長石，石英等の珪長質鉱物の溶融物に富んでいる。これ

に対し，二酸化ケイ素含有量の少ないマグマは苦鉄質マグマと呼ばれ，

カンラン石，輝石等の苦鉄質鉱物の溶融物に富んでいる。 

  巨大噴火のマグマは，一般的に，揮発性成分に富み揮発性成分がマ

グマの中から逃げにくい珪長質マグマが主体である。他方，玄武岩～

玄武岩質安山岩のマグマが大規模なＶＥＩ６クラスの噴火を起こす可
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能性は低いとされている。 

（乙３２６，３２７，３６５，３６６，３７２，３７６，４８６） 

ｃ マグマ溜まり 

  巨大噴火は，膨大なマグマを短時間に噴出する噴火であるところ，

珪長質マグマの移動・集積に要するタイムスケールを考えると，数十

～１００ｋｍ３珪長質マグマを噴火期間中に生成，集積させながら噴

出させることは不可能であるため，あらかじめマグマを蓄積させてお

くことが必要である。この珪長質マグマは，マントルで生じた玄武岩

質（苦鉄質）の初生マグマが，周辺の岩石と比べて密度が小さいため，

浮力が生じて上昇する過程において，周辺の地殻を部分溶融（融点の

低い鉱物だけが溶け，融点の高い鉱物は溶け残る現象。部分融解とも

いう。）させてこれと混合することや，マグマが上昇し，冷却するこ

とに伴う結晶分化作用（マグマが冷却し結晶が晶出することで，残液

の組成が変化すること）によりマグマの組成が変化することにより生

成される。また，噴火に伴って形成される大規模な陥没（カルデラ）

に見合う空間的広がりとしてのマグマ溜まりが必要であることから，

一般的に巨大噴火は噴火に先立って地殻内部に大局的に巨大なマグマ

溜まりを形成する必要があると考えられている。 

  そして，巨大噴火のマグマ溜まりでは，噴火可能なマグマ溜まりの

進化に要する期間として数百～数千年のタイムスケールが示されてお

り，実際のマグマ滞留期間が１０万年のオーダーになることもあり得

るとされる。 

（乙３７２，３７３，３７６～３７８，４０８，４０９，５４４～５

４７） 

ｄ マグマ溜まりの位置 

  大規模なマグマ溜まりを地殻内に安定して定置させる場所として，
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浮力中立点が考えられている。浮力中立点は，マグマ溜まりが安定し

て定置しやすい深度である。 

  マグマの密度と周辺地殻の密度が釣り合うような深さは，マグマが

安定して定置しやすい場所であり，大局的には，密度の小さい珪長質

なマグマ溜まりほど浮力中立点は浅い。大規模なマグマ溜まりを地殻

内に安定して存在させるためには，密度中立深度にマグマが貫入する

必要があり，大規模噴火の多くは流紋岩組成のマグマを噴出している

ことから，そのマグマ溜まりは深さ数ｋｍ程度の浅所に貫入している

ものと考えられるとの知見もある。 

  巨大噴火では，典型的には，マグマ溜まりの肩部で応力集中が起こ

り，地表に向かって環状割れ目が生じて，そこに沿ったマグマの流出

が発生すると考えられている。このような環状割れ目によるマグマの

流出経路を環状火道といい，地質的にも，環状に連なる岩脈とその内

部を占める筒状の沈降岩体から裏付けられている。環状火道は，巨大

噴火で見られるような，マグマの高い噴出率や大量の火砕物の噴出を

可能にすると考えられている。 

  また，巨大噴火では，環状火道から，プリニー式噴火あるいは火砕

流としてマグマが噴出することでマグマ溜まりが減圧して，天井部が

重力不安定になって環状割れ目に沿って沈下することでより大量の火

山灰や軽石が噴出し，その結果，地下のマグマが急激に失われるため，

噴出と並んで地表が陥没し，大型のカルデラが形成されるとされてい

る。 

  上記のような環状割れ目に沿って沈下する大型カルデラの生成機構

からも，多くの巨大噴火のマグマ溜まりの天井は極めて浅いところに

あり，扁平な形状を示すとの知見がある。カルデラの地表面積は噴火

規模と比例することが知られている。 
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（乙３６４，３６５，３７２，３７３，３７６，３７８） 

ｅ マグマ溜まりの拡大に伴う地殻変動 

  巨大噴火では，火山活動に伴う地殻の変動について，巨大なマグマ

溜まりの形成を伴うマグマの蓄積及びマグマ溜まりの拡大に従って，

地表に大きな変形があるとされている。 

  例えば，新たに供給されたマグマによってマグマ溜まり内が増圧し

ても，増圧によって応力が集積した特定の箇所に開口割れ目を形成し

て噴火しマグマを消費するのではなく，マグマ溜まりの形成によって

壁岩が過熱されると脆性破壊強度よりも塑性変形強度が小さくなり得

るため，増圧による開口割れ目が形成される前に，母岩（周辺の岩石

全体）が流動変形して応力集中を解消することが考えられ，その場合，

母岩が大きな変形をこうむるため，マグマ溜まりの拡大に伴って地表

に大きな変形をもたらすと期待されるとの指摘がある。 

（乙３７２，３７３） 

ｆ 後カルデラ噴火ステージ 

  南九州のカルデラ火山（姶良カルデラ，阿多カルデラ及び鬼界カル

デラ）の活動様式の変遷に関するＮａｇａｏｋａ（１９８８）の知見

は次のとおりである。 

  姶良カルデラ，阿多カルデラ等の南九州のカルデラ火山の第四紀後

期における噴火サイクルは，①プリニー式噴火サイクル（単発のプリ

ニー式噴火又は中規模火砕流を伴ったプリニー式噴火のフェーズ），

②大規模火砕流サイクル（プリニー式噴火，マグマ水蒸気爆発や中規

模火砕流，大規模火砕流のフェーズ），③中規模火砕流サイクル（単

発の中規模火砕流のフェーズ），④小規模噴火のサイクル（プルカノ

式噴火，ストロボリ式噴火や溶岩流出のフェーズ）の４つのタイプに

分類される。 
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  姶良カルデラや阿多カルデラでは，大規模火砕流サイクルの前の１

０万年間にいくつかのプリニー式噴火（成層圏に達する高い噴煙柱か

ら大量の降下軽石を引き起こす噴火）サイクルが間欠的に発生したプ

リニー式噴火ステージがあったとされ，カルデラ形成後には多様な噴

火様式の小規模噴火を繰り返す後カルデラ火山噴火ステージがあった

とされる。                    （乙５６３） 

 規制委員会の噴火予測，巨大噴火に対する考え方 

ａ 火山検討チームの検討状況 

  規制委員会は，原子力施設における火山活動のモニタリングに関す

る検討チーム（以下「火山検討チーム」という。）を立ち上げ，議論

を行った。火山検討チームには，火山に関する外部専門家として，気

象庁火山噴火予知連絡会会長である東京大学名誉教授藤井敏嗣（以下

「藤井教授」という。），京都大学名誉教授石原和弘（以下「石原教

授」という。），中田教授，東北大学教授石渡明（以下「石渡教授」

という。）等が参加していた。平成２６年８月２５日には第１回会合

が，同年９月２日には第２回会合が開催され，参加者からは以下のよ

うな発言がされた。      （甲８７６，８７７） 

 石原教授 

  噴火の前に地面が隆起するかという点について，多くの場合はそ

うであるが，そうでない場合も多い。噴火ポテンシャル，すなわち，

どれだけのマグマを蓄積しているか，噴火の兆候があるかというの

は，火山ガイドにもあるように，噴出物の「階段ダイヤグラム」

（横軸に時間，縦軸に噴出量をとった折れ線グラフを作成し，長期

的な噴火の見通しを立てる手法をいう（乙３６６）。），「経年的

な地震活動」の増加等も考慮する必要がある。 

  巨大噴火は何らかの前駆現象が数か月，あるいは数年前に発生す
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る可能性が高い。ただ，そういう前駆現象が出たからといって，巨

大噴火になるとは限らない。したがって，顕著な地変，中小噴火が

始まった時に，巨大噴火を想定した態勢，あるいは対策が迅速にと

れるかどうかというのが決め手になると思われる。 

  巨大噴火が起きる１０年，２０年前に分かるというような意見も

聴くが，実際にはそう単純ではない。顕著な異変（例えば，地震）

が起きた後，異変がおさまったから大丈夫かといっても，その後，

大きな噴火が起こり得る。その間，巨大噴火を想定したような態

勢・対策が保持・維持できるかが大きな現実的な問題だろうと思わ

れる。 

⒝ 石渡教授 

  通常の噴火でも予知は難しく，巨大噴火の場合はなおさら難しい

であろうと思う。では，どうしたらいいかということは，私もよく

わからないが，様々な火山活動の種類・強度と，それから距離の関

係を示した基準をある程度作り，異常な現象が周りで起こったら，

とにかく安全側に立って止めるというような判断をするような基準

をつくることが大事ではないかというふうに思う。 

⒞ 中田教授 

  巨大噴火に対するスタンスと捉え方について，巨大噴火の時期や

規模を予測することは，現在の火山学では極めて困難，無理である。

それでも評価ガイドのほうでは，その異常を見つけ，現状と変わら

ないかどうかを確認するということであるが，ただ，その異常が，

バックグラウンドの「ゆらぎ」の範囲ではないかとも思われる。実

は我々はバックグラウンドについての知識を持っていないので，そ

れほど異常ではない現象を異常と思い込んでしまう危険性がある。 

  マグマ溜まりの増減はモニタリングできるかもしれないが，そも
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そもどのぐらいたまっているのかというのはわからない。その点に

ついては，トモグラフィ，レシーバ関数解析，散乱解析によって，

ある程度の推定ができるように技術を開発する必要がある。 

  カルデラ噴火には必ず前兆があって，直前には明らかに大きな変

動がみかけ上は出ると考えられる。そうすると，通常の避難には間

に合うだろうけれども，ここで要求されている燃料の搬出等に間に

合うだけのリードタイム（数年あるいは１０年という単位）では，

とてもこの現象は見えるものではない。 

  仮にモニタリングで異常が見つかった場合に，その異常が何に基

づいてどのような意味を持つのかという理解が，今の火山学では非

常に不十分である。ゆらぎなのか，本当にカルデラに向けた兆候な

のか，それをどのように判断するのかということである。 

⒟ 藤井教授 

  マグマの蓄積が行われても，必ずしも地表が膨らむというわけで

はなく，マグマ溜まりが下側に沈むことによってボリュームを稼ぐ

ことができて，地表には現れないかもしれないという議論を論文の

中でしている。マグマ供給に見合うだけの隆起が起こるとは限らな

い。 

  マグマ溜まりが１００ｋｍ３以上たまっていればという発言をし

たが，１００ｋｍ３たまっているということを今の時点で推定する

手法というのは，ほとんどないというふうに理解をしている。私は，

この点について，１０年位前から，気象庁火山噴火予知連絡会のほ

うでいろんな探査の専門家に問い合わせてきた。実際にマグマの量

１００ｋｍ３というと，面積として６０～１００ｋｍ２の下に厚さ

１ｋｍぐらいの液体であるマグマが存在する。そういうものを例え

ば今の地震学的手法で探査できるかというと，なかなか難しいとい
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うのが探査の専門家の意見である。 

  平成２５年５月に，内閣府から，広域火山災害について，カルデ

ラ噴火というのは非常に危機的なものであるとの提言を出した。こ

れは原子力発電所だけの問題ではなく，人間の－日本国民の安全に

とっても重要な問題であるが，それに対する知見があまりになさ過

ぎるので，早急に観測・調査・研究をする体制をつくるべきである

ということを，石原教授も含めた内閣府の委員会の中から提言を出

した。なかなかモニタリングは厳しいから，そういう意味では空振

りも覚悟で，人命尊重という－防災という点からだと空振りも覚悟

でということは可能だと思う。しかし，果たしてこういう施設の運

営に対してそういうことが可能なのかどうかということは，きちん

と考えるべきではないかと思う。 

ｂ 火山検討チームの基本的考え方 

  火山検討チームは，平成２７年７月３１日付けで，「原子力施設に

係る巨大噴火を対象とした火山活動のモニタリングに関する基本的考

え方」を作成して，火山検討チームの検討結果をとりまとめた。その

内容は以下のとおりである。 

  国内の通常の火山活動については，気象庁が防災の観点から１１０

の活火山について「噴火警報・予報」を発表することになっているが，

噴火がいつ・どのような規模で起きるかといった的確な予測は困難な

状況にある。また，未知の巨大噴火に対応した監視・観測体制は設け

られていない。 

  ＶＥＩ６以上の巨大噴火に関しては発生が低頻度であり，モニタリ

ング観測例がほとんど無く，中・長期的な噴火予測の手法は確立して

いない。しかし，巨大噴火には何らかの短期的前駆現象が発生するこ

とが予想され，モニタリングによって異常現象として捉えられる可能
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性は高い。ただし，モニタリングで異常が認められたとしても，い

つ・どの程度の規模の噴火にいたるのか，或いは定常状態からの「ゆ

らぎ」の範囲なのか識別できないおそれがある。 

  このような状況を受け，また原子力施設における対応には期間を要

するものもあることも踏まえれば，規制委員会の対応としては，予測

の困難性や前駆現象を広めにとらえる必要性があることから，何らか

の異常が検知された場合には，モニタリングによる検知の限界も考慮

して，“空振りも覚悟のうえ”で巨大噴火に発展する可能性を考慮し

た処置を講ずることも必要である。また，その判断は，規制委員会・

規制庁が責任を持って行うべきである。 

  なお，国として巨大噴火の可能性を考慮した処置を講ずるためには，

国は関係行政機関や防災組織及び関連研究者等と連携して，住民の避

難・移住計画や経済損失の取扱い等に係る対応策などを策定するべく，

調査・研究を推進していくべきであると考える。 

  巨大噴火の可能性を考慮した処置を原子力施設に対して講ずる判断

の目安及びその考え方，モニタリング方法の具体化及び精度の向上，

モニタリング（観測・監視・評価）の体制や取り組み方，巨大噴火に

関連した火山活動に関する火山学上の知見の整理（地質学的・岩石学

的・地球化学的・地球物理学的・測地学的）等については，規制委員

会をはじめとする国の行政機関及び大学等研究機関が調査・研究を推

進しつつ，引き続き検討することが必要である。 

（甲６５２［別添１１頁］） 

ｃ 規制委員会の巨大噴火，モニタリングに対する考え方 

 規制委員会は，平成２８年８月２４日付けで改訂した「実用発電

用原子炉に係る新規制基準の考え方について」と題する文書の中で，

旧火山ガイドにおける火山活動のモニタリングについて以下のよう
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な見解を示している。 

  モニタリングの目的は，運転期間中の火山の活動可能性及び設計

対応不可能な火山事象の影響可能性が十分に小さいとの評価の根拠

が継続していることを確認するためであり，あくまで火山の状態の

変化を検知することを目的としているのであって，モニタリングに

よって噴火の時期や規模を予測することを目的としていない。そし

て，事業者は，抽出した結果を第三者の助言を得るなどして定期的

に評価する必要がある。 

（乙１１５［２７８頁］） 

⒝ 規制庁は，前提事実５⑶ウのとおり，基本的な考え方を策定し，

従前から行ってきた旧火山ガイドにおける「設計対応不可能な火山

事象を伴う火山活動の評価」に関する考え方を整理した。 

⒞ 平成３０年３月７日，規制委員会の会議において，基本的な考え

方が報告されたところ，規制委員会の委員から異論は出なかった。

また，同会議において，更田委員長は，「地震の観測記録は日常的

と言っていいぐらいにあるが，巨大噴火は有史以来，人類は経験し

ておらず，記録がない。ハザードの特性に十分留意した議論が必要

で，他のハザードとの比較の議論はなかなか危険をはらんでいる」

旨発言した。 

（乙３５８［１８～２２頁］） 

⒟ 規制委員会は，平成３０年１２月１９日に「実用発電用原子炉に

係る新規制基準の考え方について」（以下「新規制基準の考え方」

という。）を改訂した。 

  そこでは，巨大噴火を原子炉等規制法４３条の３の６第１項４号

の「災害」に含めるとした上で，基本的な考え方と同様の見解に基

づき，巨大噴火の発生可能性が相応の根拠をもって示されない限り，
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巨大噴火によるリスクは，社会通念上容認される水準であると判断

できるとした上で，科学技術的判断のため必要な範囲内で巨大噴火

を考慮するとして，現在の火山学の知見に照らした火山学的調査を

十分に行った上で，火山の現在の活動状況は巨大噴火が差し迫った

状態ではないことが確認でき，かつ，運用期間中に巨大噴火が発生

するという科学的に合理性のある具体的な根拠があるといえない場

合は，少なくとも運用期間中は，「巨大噴火の可能性が十分に小さ

い」と判断できるとしている。 

（乙４５０［３４６～３４９頁］） 

 令和

元年火山ガイドに改正した。 

 噴火予測，阿蘇の現状等についての専門家の知見 

ａ 藤井教授 

 藤井教授は，「わが国における火山噴火予知の現状と課題」藤井

敏嗣（甲６５３）の中で，次のとおり述べる。 

  火山噴火の長期予測については明確な手法は確立していない。長

期予測については，階段ダイアグラムの活用が指摘され，火山ガイ

ドも原子力発電所に影響を及ぼすような噴火が発生する可能性が十

分低いかどうかにつき，階段ダイアグラムなどの使用により検討す

るよう推奨しているが，階段ダイアグラムを活用して噴火時期を予

測するには，マグマ供給率もしくは噴火噴出物放出率が一定である

ことが必要条件であるところ，これが長期的にわたって成立する保

証はない。特に数千年から数万年という長期間においてはこのよう

な前提が成立することは確かめられていない。さらに，階段ダイア

グラムのもとになる噴出物量の推定そのものに大きな誤差が含まれ

ていること，また噴火年代についても大きな誤差があることから，
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数万年レベルの噴火履歴から原子力発電所の稼働期間である数十年

単位の噴火可能性を階段ダイアグラムで議論すること自体に無理が

ある。火山噴火の長期予測に関しては，その切迫度を測る有効な手

法は開発されていない。 

  わが国において，数十ｋｍ３以上の噴出物を放出するような超巨

大噴火が６千年から１万年に１度程度の頻度で発生してきたことは

よく知られている。このような規模の爆発的噴火を過去に頻繁に繰

り返してきた南九州でカルデラ噴火が発生した場合，周辺１００ｋ

ｍ程度が火砕流のために壊滅状態になり，更に国土の大半を１０ｃ

ｍ以上の火山灰で覆うことが予測されている。この種の噴火の最終

活動は鬼界カルデラ噴火であり，既に７３００年が経過している。

このような国家としての存亡に関わる火山現象であるが，火山噴火

予知や火山防災という観点からの調査研究は行われていない。２０

１３年５月に内閣府から公表された「大規模火山災害対策への提言」

において，このようなカルデラ噴火がわが国においては発生しうる

ことを国民に周知すること，またカルデラ噴火の実態を理解するた

めの研究体制を早急に確立することが述べられたが，現時点では実

現していない。 

  カルデラ噴火は原子力発電所の再稼働問題で社会的に注目を集め

たが，科学的な切迫度を求める手法は存在しない。原子力発電所の

稼働期間中にカルデラ噴火の影響を被る可能性が高いか低いかとい

う判定そのものが不可能なはずである。このような判定を原子力発

電所設置のガイドラインに含むこと自体が問題であろう。カルデラ

噴火は原子力発電所問題だけでなく，国土保全にもかかわる問題で

あることから，低頻度大規模噴火の研究が火山噴火予知・火山防災

の観点から行われるべきである。２０１４年から開始された「災害
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の軽減に貢献するための地震火山観測研究計画」においては，低頻

度大規模噴火の研究が，噴火としての規模は小さいが突然発生する

ために発災の危険性が高い水蒸気噴火の研究とともに主要テーマと

して掲げられており，その成果に期待したいが，少ない研究計画予

算の中でどこまで解明できるか楽観はできない。 

（甲６５３［２１１，２１９，２２０頁］） 

⒝ また，藤井教授は，「科学（２０１５年Ｖｏｌ．８５，Ｎｏ６）」

の「火山学者緊急アンケート」（以下「火山学者緊急アンケート」

という。）において，次のとおり見解を示している。 

  特定地域の平均的噴火発生期間から噴火の頻度を求めること自体

には問題があるわけではない。しかし，九州電力が約９万年という

平均発生間隔を求めた噴火の選択は恣意的である。 

  さらに，平均噴火発生間隔の数値を用いて次期カルデラ噴火の切

迫度を見積もるには適切な噴火発生モデルを想定する必要があるが，

そのようなモデルを提示することなく，特定のカルデラ火山の最終

噴火からの経年が平均発生間隔より短いから，次の噴火まで余裕が

あるという九州電力の主張は合理的でない。 

  適切な噴火発生モデルを提示できない段階で切迫度を検討すると

したら，平均発生間隔に依拠することなく，カルデラ噴火が複数回

発生した阿蘇山では最短間隔が２万年であることを考慮すべきであ

る。すなわち，最終噴火から２万年を経過したカルデラ火山は既に

再噴火の可能性がある時期に到達したと考えるべきであろう。 

（甲２３４［５７７頁］） 

ｂ 小山真人氏 

 静岡大学防災総合センターの小山真人氏（以下「小山氏」とい

う。）は，火山学者緊急アンケートにおいて，次のとおり見解を述
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べる。 

  綿密な機器観測網の下で大規模なマグマ上昇があった場合に限っ

て，数日～数十日前に噴火を予知できる場合もあるというのが，火

山学の偽らざる現状である。機器観測によって数十年以上前に噴火

を予測できた例は皆無である。一方，巨大噴火直前の噴出物の特徴

を調べることによって，後知恵的に経験則を見つけようとする研究

も進行中であるが，まだわずかな事例を積み重ねているだけで一般

化には至っていない。カルデラ火山の巨大噴火の予測技術の実用化

は，おそらく今後いくつかの巨大噴火を実際に経験し，噴火前後の

過程の一部始終を調査・観測してからでないと達成できないであろ

う。 

  過去の噴火履歴の検討により，日本のどこかでカルデラ火山の巨

大噴火（ＶＥＩ７程度）が起きる確率はおおよそ１万年に１回程度

であることがわかっている（最新のものは鬼界カルデラの７３００

年前の巨大噴火）。したがって，今後１万年間に日本列島のどこか

でカルデラ火山の巨大噴火が起きる確率は，ほぼ１００％とみてよ

い。今後１００年間では１％程度になる。 

（甲２３４［５７４，５７５頁］） 

⒝ また，小山氏は，「科学（２０１５年Ｖｏｌ．８５，Ｎｏ２）」

において，次のとおり見解を述べる。 

  Ｎａｇａｏｋａ（１９８８）は，南九州のカルデラ火山が４つの

「噴火ステージ」，すなわちプリニー式噴火（成層圏に達する高い

噴煙柱から大量の降下軽石を引き起こす噴火）ステージ→大規模火

砕流をともなう破局的噴火ステージ→中規模火砕流噴火ステージ→

後カルデラ火山噴火ステージをたどり，再びプリニー式噴火ステー

ジに戻るサイクルをくり返していると推定した。しかしながら，噴
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火ステージ説は噴火史上のパターン認識にもとづいた仮説であり，

実際のマグマ溜まり内で生じる物理・化学過程にもとづいた立証が

なされているわけではない。 

  実際にＶＥＩ７以上の噴火を機器観測した例は世界の歴史上にな

い。つまり，現代火山学は，どのような観測事実があれば大規模カ

ルデラ噴火を予測できるか（あるいは未遂に終わるか）についての

知見をほとんど持ちあわせていない。 

（甲９６９［１８９，１９０頁］） 

ｃ 町田洋教授 

  東京都立大学名誉教授町田洋（以下「町田教授」という。）の見解

は，次のとおりである。 

 噴出中心から約１５０ｋｍ離れた山口県秋吉台でも阿蘇４火砕流

堆積物が厚く残っていることからすると，噴出中心から半径約１５

０ｋｍの範囲内に火砕流が到達したとみるのは，ごく常識的な判断

であると考える。阿蘇４火砕流は，佐田岬半島を根元まで包み込ん

だに違いないと，「火山灰アトラス」ではおよその分布範囲を示し

ている。阿蘇カルデラから本件発電所まで約１３０ｋｍしかないの

で，本件発電所敷地は，阿蘇４火砕流が到達した範囲に入るといえ

る。 

  火砕流にとって，海面は摩擦が少なく，水域は障害にならない。 

  伊方の周辺地域に火砕流堆積物がないからといって火砕流が来な

かったというのは見当違いである。佐田岬半島は，急斜面からなる

山地の続きであり，テフラは残りがたく，積もっても，海水や風雨

で，すぐに浸食される地形である。 

⒝ 債務者は，阿蘇カルデラを含む九州のカルデラ火山が現在，破局

的噴火直前の状態ではないということも言っているが，カルデラの
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地下でいま何が起こっていて，どんなことが破局的噴火の前兆現象

なのか，誰もわからない状況である。したがって近い将来噴火が起

こる確率は０に近いとは断言し難い。噴火間隔がいくらかは，年代

値に大きな幅があり，また阿蘇カルデラの場合過去４回の大噴火の

時間間隔は一定ではない。四国電力が使っているＮａｇａｏｋａ

（１９８８）で記されている噴火ステージのサイクルは，テフラ整

理のための一つの考え方にすぎず，これによって破局的噴火までの

時間的猶予を予測できる理論的根拠にはならない。 

（甲３４３） 

ｄ 須藤氏 

 現在の科学研究では，火山についての噴火の時期も規模も形態様

式もまた推移や継続時間も，予測することはできないというのが，

大多数の火山研究者の共通認識である。地下のマグマ溜まりの規模

や性状を把握し，その火山における噴火の潜在能力を評価しようと

いうのは，噴火の中長期の予測を可能にする方法として，大きな方

向性としては間違っていないと思われる。しかし，現状の火山につ

いての科学研究では，それでその火山の今後数十年間における最大

規模の噴火を評価することはできない。 

  債務者は，阿蘇カルデラ内に小規模な低速度領域しかない，大規

模なマグマはないと決めつけているが，まず，地下のマグマ溜まり

の体積を地下構造探査によって精度良く求めることはできない。近

時の通説的見解では，マグマ溜まりはその周辺の母岩（地殻）と比

較的明瞭な壁のようなもので仕切られているのではなく，マグマ溜

まりの大部分はマッシュ状（半固結状態）でほとんど流動できない

状態にあり，その外縁は周辺の母岩と明瞭な区別はできないと考え

られている。 



 239 

  実際，安部祐希氏（以下「安部氏」という。）の博士号論文

（「Ｓｅｉｓｍｉｃ ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ ｏｆ ｔｈｅ ｃｒｕ

ｓｔ ａｎｄ ｔｈｅ ｕｐｐｅｒｍｏｓｔ ｍａｎｔｌｅ ｂｅ

ｎｅａｔｈ Ｋｙｕｓｈｕ，Ｊａｐａｎ，ａｓ ｄｅｒｉｖｅｄ 

ｆｒｏｍ ｒｅｃｅｉｖｅｒ ｆｕｎｃｔｉｏｎ ａｎａｌｙｓｅ

ｓ：Ｉｍｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ ｆｏｒ ｖｏｌｃａｎｉｃ ｐｒ

ｏｃｅｓｓｅｓ」Ｙｕｋｉ Ａｂｅ）では，草千里南部のマグマ溜

まりの下には，体積５００ｋｍ３の巨大な低速度領域があることが

検知されている。こういった低速度領域がマグマ溜まりであり，近

い将来にＶＥＩ７級の噴火を引き起こす可能性も，決して否定はで

きない。 

⒝ 債務者は，草千里南部のマグマ溜まりについて，最近の噴出物か

らすれば玄武岩質〜玄武岩質安山岩だと決めつけているようだが，

一般に地下構造は複雑であるため，噴出物から地下のマグマ溜まり

の性質を精度よく推定することはできない。 

  いずれ調査がさらに進み，阿蘇カルデラの地下構造のイメージン

グが達成されれば，将来のカルデラ噴火の予測に役立てられる日は

来るかもしれない。しかし，現段階では，阿蘇カルデラにおいて，

近い将来にカルデラ噴火を引き起こすようなマグマ溜まりは，ある

ともないとも確定的な判断はできない。次の阿蘇の巨大噴火（阿蘇

５噴火）が起きる可能性は火山学的には全く否定できない。阿蘇５

噴火が数年後なのか，数万年後なのかは分からない。 

⒞ 債務者が阿蘇については約３万年前の草千里軽石噴火（ＶＥＩ５）

相当の噴火を考慮しそれ以上の噴火を考慮していないのは，元々，

阿蘇カルデラ地下のマグマ溜まりの体積を評価したからではなく，

これがＮａｇａｏｋａ（１９８８）でいう「後カルデラ火山噴火ス
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テージ」の既往最大の噴火だからである。しかし，Ｎａｇａｏｋａ

（１９８８）における噴火ステージとは，テフラ層序について整理

するための作業仮説にすぎず，将来の噴火の予測のためには全く使

えない概念である。一般的に阿蘇は現在「後カルデラ火山活動期」

などと言われることはあるが，近い将来阿蘇５が起き，「先カルデ

ラ期」や「カルデラ形成期」などと評価し直される可能性は，火山

学的にはまったく否定できない。 

  阿蘇については，約２６万年前以降，ＶＥＩ７級の噴火を４回繰

り返している。いずれＶＥＩ７級の阿蘇５はあると見るのが，常識

的で科学的な評価である。ただ，現在の火山学では，それが数年後

なのか，数万年後なのかは分からないということである。確かに，

ＶＥＩ７級の噴火は低頻度の現象である。ＶＥＩ７とほぼ同視でき

る，Ｍ７以上の噴火は，日本全体でも１万年に１回程度，すなわち

１００年に１％程度の確率でしか起きない。同様の考え方をすれば，

阿蘇だけなら６万年に１回程度，九州全体なら２〜３万年に１回程

度と見ることはできる。 

  しかし，原子力発電所において万が一の大規模自然現象をも想定

し，深刻な事故の確率を１００万年に１回未満に抑えるという安全

目標を国として立てているのであれば，阿蘇その他の日本のカルデ

ラ火山におけるＶＥＩ７級の噴火は，無視できないほど高い確率で

発生するものといえる。ＶＥＩ６程度は当然のこととして，阿蘇４

と同規模の阿蘇５が来る可能性はあると評価するのが，原子力発電

所に求められる安全性の程度を踏まえた，合理的な判断というべき

である。 

（甲９６８） 

ｅ 大倉教授 
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  大倉教授は，「測地学的手法による火山活動の観測について」（乙

３４７）において，カルデラ火山について，次のとおり意見を述べる。 

  阿蘇カルデラの地下約６ｋｍ付近にはマグマ溜まりが存在し，また

地下約１５ｋｍにもマグマ溜まりと考えられる変動源が存在する。地

下約１５ｋｍに存在する変動源は，水又は溶融したマグマの存在する

領域の底部に当たるものであり，最大４５ｋｍ３程度のマグマの，そ

の一部分が存在しているのみであろうと考えられる。 

  また，地下約６ｋｍ付近のマグマ溜まりは全体として縮小傾向にあ

り，長期間の水準測量データを踏まえると，１９３０年代と比べて約

１０００万ｍ３（０.０１ｋｍ３）少なくなっており，その縮小の理由

は，火山ガスの放出によるものであることが分かる。 

  これらのことから，今後の阿蘇の火山活動は，１９３０年代のよう

な大規模なものではなく，ましてや大規模なカルデラ噴火が起こるよ

うな状態ではないと推定される。 

  なお，２０１４年１１月２５日から始まったマグマ噴火の前兆とし

て山体膨張を観測しており，地殻変動の状況から，噴火の前にはマグ

マ供給率が増加していたことがわかる。これらの知見に基づき，測地

学的手法による火山活動の観測によってマグマ供給量の増減を確認す

ることが可能であり，それを噴火の前兆として捉えることが可能であ

ると考えられる。 

（乙３４７［２８頁］，乙３４８～３５１） 

ｆ 安部氏 

  安部氏は，大倉教授との共著論文である「Ｌｏｗ－ｖｅｌｏｃｉｔ

ｙ ｚｏｎｅｓ ｉｎ ｔｈｅ ｃｒｕｓｔ ｂｅｎｅａｔｈ Ａｓ

ｏ ｃａｌｄｅｒａ， Ｋｙｕｓｈｕ，Ｊａｐａｎ， ｄｅｒｉｖｅ

ｄ ｆｒｏｍ ｒｅｃｅｉｖｅｒ ｆｕｎｃｔｉｏｎ ａｎａｌｙｓ
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ｅｓ」Ｙ．Ａｂｅ・Ｔ．Ｏｈｋｕｒａ・Ｔ．Ｓｈｉｂｕｔａｎｉ・Ｋ．

Ｈｉｒａｈａｒａ・Ｓ．Ｙｏｓｈｉｋａｗａ ａｎｄ Ｈ．Ｉｎｏｕ

ｅ．（乙４１７）において，次のとおり見解を述べる。 

  阿蘇カルデラの中央火口丘の東側の深さ８～１５ｋｍにおける地震

波低速度領域（ＬＡ）及び中央火口丘東側を除いた阿蘇カルデラ周辺

の深さ１５～２３ｋｍにおける地震波低速度領域（ＬＢ）を検出した。

推定された速度構造より，地震波低速度領域は最大で１５％のメルト

もしくは３０％の水を含むと解釈される。 

  ＬＡ直下では，深部低周波地震が１５～２５ｋｍで発生し，シル状

の変形源が１５．５ｋｍで検出されている。このＬＡにおいて，深部

低周波地震の群発活動の領域から上昇してシル状の変形源に蓄積され

るメルトは，固結しているかもしれないし，部分溶融物的にメルトが

存在するかもしれない。 

  ＬＡ及びＬＢの体積は数百ｋｍ３を超える可能性があり，仮に部分

溶融度が１０％を超える場合には，数十ｋｍ３以上のマグマを含む可

能性がある。現在，ＬＡの下部で検出されている深部低周波微動や地

殻の変形など，流体の動きに起因すると考えられる現象は，ＬＢの下

部では検出されていない。したがって，熱源が存在しておらず，ＬＢ

の中ではメルトが新たに生成されていないと思われる。 

（乙４１７） 

ｇ 榊󠄀原教授 

  草千里ヶ浜降下軽石が噴出した３万年前以降のマグマ噴出量に注目

すると，苦鉄質マグマ２．３ｋ㎥に対し，珪長質マグマはわずかに０．

２ｋ㎥に過ぎず，噴出の頻度も非常に乏しい。火山噴出物の岩石学的

特徴を見ても，ストロンチウム同位体組成が，阿蘇２～阿蘇４にかけ

ては比較的均質であるのに対し，阿蘇４以降は不均質となっている。
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ここから，阿蘇２～阿蘇４においては一つのマグマ溜まり（つまり，

巨大なマグマ溜まり）が存在したのに対し，阿蘇４以降は複数のマグ

マ溜まりが存在した（つまり，巨大なマグマ溜まりはなかった）こと

がうかがわれる。 

  また，１９３０年代以降，地殻が沈降しており，マグマ溜まりが収

縮していることがうかがわれる。 

  さらに，珪長質な巨大マグマ溜まりが存在する場合，深部から供給

される苦鉄質マグマは珪長質マグマにトラップされることでカルデラ

中央部から噴出できないはずであるが，阿蘇カルデラにおいてはカル

デラ中央部で主に苦鉄質マグマが噴出している。 

  以上にみたとおり，現在の阿蘇火山の噴火活動は，過去の破局噴火

直前の状況と大きく異なり，苦鉄質マグマの活動を主体とした静穏な

状況である。すなわち，珪長質なマグマや組成が類似するマグマが１

万年以上前から噴火を繰り返していた阿蘇１～阿蘇４噴火前と比較し

て，その状況が明らかに異なっていることが地質学及び岩石学的に示

されている。さらに，この現況は，地球物理学的データから推定され

ている現在のマグマ溜まりが小規模かつ苦鉄質マグマであること，お

よび地殻変動データから１９３０年以降でマグマ溜まりが収縮してい

る傾向にあることからも支持される。 

  すなわち，現在の阿蘇火山の状態は，これらの多角的な科学的デー

タによる客観的な総合的判断に基づくと，破局噴火を起こすような珪

長質で大規模なマグマ溜まりが存在している可能性は非常に低い。そ

して，今後，収縮している現在のマグマ溜まりが膨張に転じ，あるい

は新たなマグマ溜まりが形成され，破局噴火を起こすような珪長質な

大規模マグマ溜まりを形成すると仮定しても，過去の破局噴火前に前

駆的な噴火が１万年以上前から起きていたことに鑑みれば，それには
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数千年～数万年の期間を要すると考えられる。 

  本件発電所の運用期間中に破局噴火が起こる可能性は極めて低く，

阿蘇４規模の破局噴火の活動可能性が十分に小さいと評価できる。 

（乙３９３［６，９～１０，１３，１５頁］） 

ｈ Ｄｒ．Ｂｒｉｔｔａｉｎ Ｅ．Ｈｉｌｌ 

  ＳＳＧ－２１などのＩＡＥＡの火山に係る安全ガイドの主著者であ

り，米国等において原子力施設に係る火山事象評価についての経験を

有する火山学者であるＤｒ．Ｂｒｉｔｔａｉｎ Ｅ．Ｈｉｌｌ（以下

「Ｄｒ．Ｂｒｉｔｔａｉｎ」という。）は，次のとおり見解を述べる。 

 現状の火山学に基づけば，将来の阿蘇４タイプの噴火の発生確率

について，正確な数値を計算することは困難であると考えられる。

困難である理由として，阿蘇火山のような巨大なカルデラ火山は，

直接評価することができない物理的な相互作用を伴う非常に複雑な

システムを有することが挙げられる。過去の大規模な噴火のパター

ンは，カルデラ噴火が規則的な順序づけられたパターンを有してい

ないため，将来の大規模な噴火に対して正確に再発率を表すもので

はない。結果として，地震ハザードを評価するために使われるよう

な数値計算法は，阿蘇４タイプのような将来のカルデラ噴火の数値

的な発生確率を算定するために使用することはできない。 

  阿蘇火山よりも大きなカルデラ火山であるアメリカのイエロース

トーンでも同様の状況にある。何十年にもわたり詳細な調査を行っ

た後，アメリカ地質調査所は，カルデラの広範囲において，大量の

マグマの注入や脱ガスといった明確な兆候が認められることもなし

に，イエローストーンにおいて新たな巨大カルデラ噴火が発生する

確率は，有用な計算の閾値以下と考えることができると結論づけた。

この結論は，入手可能な証拠によって裏付けられた合理的なもので
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あり，阿蘇火山における現在の状況にも直接的に適用可能であると

考える。 

⒝ 将来の阿蘇４タイプの噴火について，数値的な発生可能性を明ら

かにすることは困難であるが，入手可能な最善の科学的知見を用い

ることによって，本件発電所の健全性や安全性評価のためにこのよ

うな噴火が起こることを考慮すべきかどうかを判断することが可能

である。すなわち，多くの入手可能な技術的知見が，近い将来に阿

蘇４噴火のような巨大噴火が発生するとの合理的な解釈を支持して

いる場合にはこのような巨大噴火のリスクを考慮すべきであり，多

くの入手可能な技術的な知見がこのような噴火が発生しないとの合

理的な解釈を支持している場合にはリスクを考慮する必要はない。 

⒞ 現在の阿蘇の地下に阿蘇４噴火を起こしたような巨大なマグマ溜

まりは確認されず，現在のマグマ供給系は阿蘇４噴火当時のマグマ

供給系と異なる特徴を示すところ，阿蘇４噴火のような巨大噴火が

発生するような状態へのマグマ供給系の劇的な変化が今後数十年で

起きるとは考え難く，また，阿蘇４噴火を起こした巨大マグマ溜ま

りを形成するには数十年よりはるかに長い期間（少なくとも数万年

以上）を要することから，今後数十年の間に阿蘇４噴火のような巨

大噴火が起こるとは考え難い。 

  地下に阿蘇４噴火を起こしたような大規模な（すなわち２００ｋ

ｍ３を超えるような）マグマ溜まりが存在しているとすれば，地殻

よりも低密度な大量のマグマが上昇しようとする力で地表面に変形

が見られるはずであるが，阿蘇では，詳細な地球物理学的調査が行

われているにもかかわらず，そのような兆候はみられないし，さら

に，いくつかの小規模なマグマ溜まり等が検出されているにもかか

わらず，これらのマグマ溜まり等よりも，より検出しやすい大規模
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なマグマ溜まりを示唆する兆候は何ら検出されていないので，阿蘇

の地下には，大規模なマグマ溜まりは存在しないと結論付けること

ができる。 

⒟ 巨大な噴火を引き起こすためには珪長質マグマ溜まりが必要であ

る。なぜなら，珪長質マグマのみが，広範囲にわたる火山灰堆積物

を生成するために必要な爆発性を有しているためである。苦鉄質マ

グマは粘性が低く，離溶された揮発性物質が容易に放出されるため，

爆発的な噴火を起こしにくい。苦鉄質マグマでも大規模噴火を起こ

すことはあるが，爆発的なものではなく，大量のテフラ堆積物を生

成することもない。 

  阿蘇４噴火以降，阿蘇においては苦鉄質マグマ活動が支配的な新

しい活動時期に入った。約８万７０００年前から約３万年前までは，

珪長質マグマの噴火も見られたが，その珪長質マグマの組成は阿蘇

４噴火のものとは異なり，地殻との有意な相互作用を示しているこ

とから，阿蘇４噴火のマグマの残留物ではない。さらに，約３万年

前以降では，苦鉄質マグマの噴火が多く，珪長質マグマの噴出量は

ごく微量である。したがって，現在の阿蘇のマグマ溜まりは苦鉄質

マグマが支配的であり，今後１００年間で大量の珪長質マグマを噴

出する有意なポテンシャルはない。 

（乙４１０，４１１，５７６） 

ｉ 三好雅也准教授 

  福井大学准教授三好雅也（以下「三好准教授」という。）は，平成

３０年度原子力規制庁請負調査報告において，阿蘇におけるマグマ供

給系の変遷につき，次のとおり報告を行った。 

 後カルデラ期火山噴出物が示す比較的幅広い１／Ｓｒ値（ストロ

ンチウム含有量の逆数）及びＳｒ同位体比は，先阿蘇火山岩類の安
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山岩，カルデラ形成期火山噴出物とは異なる特徴である。後カルデ

ラ期の多様な組成のマグマ生成には，地殻同化作用に加えて分別結

晶作用が関与したことが考えられる。後カルデラ期安山岩～流紋岩

マグマの成因の候補の一つとして，阿蘇４噴火の珪長質マグマの残

存物とマントルから供給された玄武岩マグマとの混合が考えられる

が，玄武岩と阿蘇４噴火のデイサイト・流紋岩との混合によって生

じるマグマの組成範囲内には，後カルデラ期安山岩～流紋岩はプロ

ットされないので，後カルデラ期安山岩～流紋岩マグマは，阿蘇４

噴火の珪長質マグマとは独立して生成されたことが考えられる。 

⒝ カルデラ形成期火山噴出物には化学組成の系統的時間変化（珪長

質から苦鉄質）が認められるが，後カルデラ期火山噴出物には見ら

れず，複数の火口から多様なマグマを噴出している。この観察事実

から，後カルデラ期の阿蘇火山直下にはカルデラ形成期のような巨

大なマグマ溜まりは存在しなくなり，複数の小規模マグマ溜まりが

する議論は，このモデルと調和的である。さらに，給源火口の分布

と噴出物化学組成の関係は，中央部で玄武岩質，その周囲で珪長質

となっており，地下に巨大な珪長質マグマ溜まりが存在する場合に

想定される給源火口分布とは異なる。したがって，カルデラ中央部

における玄武岩質火山活動で特徴付けられる後カルデラ期の最近１

万年間には，阿蘇カルデラ直下にカルデラ形成期のような巨大な珪

長質マグマ溜まりは存在しなかったと考えられる。そのほか，現時

点で知り得る範囲において，阿蘇カルデラ直下における巨大珪長質

マグマ溜まりの存在を示唆する岩石学・地球化学的研究結果は報告

されていない。 

（乙４８６） 



 248 

ｊ Ｐｒｆ．Ｓｉｒ Ｓｔｅｐｈｅｎ Ｓｐａｒｋｓ ＦＲＳ 

  火山学の権威で，ＳＳＧ－２１の著者でもある英国ブリストル大学

のＰｒｆ．Ｓｉｒ Ｓｔｅｐｈｅｎ Ｓｐａｒｋｓ ＦＲＳ（以下

「Ｐｒｆ．Ｓｐａｒｋｓ」という。）は，阿蘇火山のマグマシステム

と阿蘇４規模の噴火可能性について，次のとおり意見を述べる。 

  カルデラ形成期には，膨大な量の珪長質マグマを生成するため，中

部近くにおける苦鉄質安山岩マグマの停滞により，カルデラ全体に匹

敵する面積を持つ高温帯の形成が必要である。しかし，過去３万年間，

阿蘇は玄武岩質マグマを噴出する火山であり，現在の阿蘇における火

山活動は，玄武岩質マグマやそれに伴う揮発成分を活動中の中岳火口

へ供給するマグマ溜まりと火道の開放システムでほぼ連続しており，

そこには珪長質マグマが生成されているという証拠はない。深さ１５

～２３ｋｍで大規模な地震異常域が確認されているが，長周期地震や

地殻変動などの他の地球物理学的兆候に欠けるため，活動的なシステ

ムではないことが示唆され，これは阿蘇火砕流のマグマ溜まりを生成

した中部地殻の高温帯の残存物ではないかと推測される。また，阿蘇

カルデラ地下の地震発生帯の分布をみると，カルデラを形成するよう

な大規模な浅部マグマ溜まりは存在せず，中岳の地下に高温領域が集

中して存在することを示している。これらの証拠や議論からすると，

阿蘇において，将来１００年間に阿蘇４規模の噴火が発生する確率は

零と評価される。 

（乙５７４の１・２） 

 阿蘇に関する債務者の評価 

  債務者は，阿蘇について，現在のマグマ溜まりは巨大噴火直前の状態

ではなく，今後も，現在の噴火ステージが継続するものと判断され，運

用期間中の噴火規模については，後カルデラ火山噴火ステージでの既往
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最大規模の噴火である阿蘇草千里ヶ浜噴火（噴出量約２ｋｍ３）を考慮

すればよいと評価したが（前提事実６⑴イ ），その具体的な根拠は次

のとおりである。 

ａ 巨大噴火の活動間隔については，阿蘇１噴火と阿蘇２噴火との間隔

は約１１万年，阿蘇２噴火と阿蘇３噴火との間隔は約２万年，阿蘇３

噴火と阿蘇４噴火との間隔は約３万年であり，活動間隔にばらつきは

あるものの，最新の巨大噴火は約９万年前から約８．５万年前の阿蘇

４噴火であることから，巨大噴火の最短の活動間隔は最新の巨大噴火

からの経過時間に比べて短い。 

  また，Ｎａｇａｏｋａ（１９８８）を参考にすると，現在の阿蘇山

の活動は，多様な噴火様式の小規模噴火を繰り返していることから，

後カルデラ火山噴火ステージと判断される。 

ｂ 阿蘇カルデラの地下構造については，Ｓｕｄｏ ａｎｄ Ｋｏｎｇ

（２００１）に示される地震波速度構造において，地下約６ｋｍ付近

に小規模なマグマ溜まりは認められるものの，大規模なマグマ溜まり

は認められない。高倉ほか（２０００）によると，阿蘇カルデラの地

下１０ｋｍ以浅にマグマと予想される低比抵抗域は認められない。 

  また，三好ほか（２００５）によると，阿蘇４噴火以降の火山岩の

分布とそれらの組成から，大規模な流紋岩質～デイサイト質マグマ溜

まりは想定されないとされている。 

ｃ 国土地理院による電子基準点の解析結果によると，マグマ溜まりの

顕著な増大を示唆する基線変化は認められない。 

（乙１３［６－８－９～１０頁］，６２０） 

イ 債権者らは，将来の活動可能性があると評価した火山につき，原子力発

電所の運用期間中において設計対応が不可能な火山事象を伴う火山活動の

可能性の評価（個別評価）を行うことを定めた旧火山ガイド及び令和元年
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火山ガイドについて，①検討対象火山が原子力発電所の運用期間中に活動

する可能性が十分に小さいかどうか，活動する可能性が十分に小さいとは

いえない場合には，その火山活動の規模（噴火規模）を判断できること，

すなわち，噴火の時期及び規模について，少なくとも発電用原子炉の運転

の停止及び核燃料物質の敷地外への搬出に要する期間の余裕を持って予測

できること（中長期的予測が可能であること）を前提としている点で不合

理である，②令和元年火山ガイドは，巨大噴火とそれ以外の噴火とを区別

した上で，巨大噴火については実質的に考慮対象から除外するものであり，

福島事故の教訓を踏まえておらず，たとえ発生確率が低いとされた事象で

あっても，いったん事故や災害が発生したときの被害の規模が極めて大き

いものについては，対策を講じるべきであるという政府事故調査報告書の

記載にも反する上，国際原子力機関（ＩＡＥＡ）の策定したＳＳＧ－２１

の基準を満たさないものであって，不合理である，③令和元年火山ガイド

は，モニタリングを立地評価から外し，その位置づけを曖昧なものにした

点で国際基準を満たさないものであって，不合理である，④旧火山ガイド

に従って本来なされるべき評価をすれば，原子力発電所の「運用期間」，

すなわち，原子力発電所に核燃料物質が存在する期間は，中間貯蔵施設や

最終処分場の見通しが立っていない以上，少なくとも数百年に及ぶと考え

るべきであるところ，今後数百年間に検討対象火山の活動可能性が十分小

さいと判断することはできないはずであり，また，設計対応不可能な火山

事象の到達可能性評価においては過去最大の噴火規模を想定すべきである

から，本件発電所は立地不適とされるべきである，と主張する。 

ウ 前提事実５⑶イのとおり，旧火山ガイドは，将来の活動可能性があると

評価した火山については，原子力発電所の運用期間中において設計対応が

不可能な火山事象を伴う火山活動の可能性の評価（個別評価）を行うこと

とし，過去の火山活動履歴とともに，必要に応じて，地球物理学的調査
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（マグマ溜まりの規模や位置，マグマの供給系に関係する地下構造等につ

いて分析）及び地球化学的調査（火山噴出物等について分析）により現在

の火山の活動の状況も併せて把握した上で，①以上の調査結果と火山の抽

出の際に行った文献調査，地形・地質調査及び火山学的調査結果を基に，

原子力発電所の運用期間中における検討対象火山の活動の可能性を総合的

に評価し，その結果，活動の可能性が十分小さいといえない場合には，さ

らに，②噴火規模を推定し，噴火規模における設計対応不可能な火山事象

が原子力発電所に到達する可能性が十分小さいかどうかを評価し，これに

より原子力発電所の立地の適否を判断することとしている。 

  また，

山の活動可能性の評価に当たり，巨大噴火については，当該火山の現在の

活動状況は巨大噴火が差し迫った状態ではないと評価でき，運用期間中に

おける巨大噴火の可能性を示す科学的に合理性のある具体的な根拠が得ら

れていない場合には，運用期間中における巨大噴火の可能性は十分に小さ

いと判断できるとし，更に，火山活動のモニタリングについて，その目的

が「噴火可能性が十分小さいことを継続的に確認すること」から「評価時

から状態の変化の検知により評価の根拠が維持されていることを確認する

こと」と改められ，また，「噴火可能性につながるモニタリング結果が観

測された場合には，必要な判断・対応をとる必要がある。」という記載が

「モニタリングにより観測データの有意な変化を把握した場合には，状況

に応じた判断・対応を行うこととする。」と改められたものである。 

  そして，この点，前記アの疎明事実のとおり，火山検討チームにおける

検討では，通常の噴火では予知は難しく，巨大噴火についても，その時期

や規模を予測することは困難であり，少なくとも燃料の搬出等に間に合う

だけのリードタイム（数年あるいは１０年という単位）をもって巨大噴火

の時期及び規模を予測することは困難であるという意見も強く，招へいさ
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れた専門家の意見をまとめた「原子力施設に係る巨大噴火を対象とした火

山活動のモニタリングに関する基本的考え方」にもその旨記載されている

こと，火山検討チームに招へいされたメンバーの一人である藤井教授は，

数十年単位の噴火可能性を議論すること自体に無理がある，原子力発電所

の稼働期間中にカルデラ噴火の影響をこうむる可能性が高いか低いかとい

う判定そのものが不可能なはずであるとの見解を示し，これと同旨の意見

を述べる専門家が複数いることが認められる。これらの事実からすると，

現在の科学技術水準においては噴火の時期及び規模についての的確な予測

は困難であり，ＶＥＩ６以上の巨大噴火についても中長期的な噴火予測の

手法は確立しておらず，原子力発電所の運用期間中に検討対象火山が噴火

する可能性やその時期及び規模を的確に予測することは困難であるとの見

解も多くあることは事実である。 

エ しかしながら，前記アで詳細に認定したとおり，火山事象，特に阿蘇に

おける巨大噴火の可能性をどのように考えるかについては，専門家の間で

もそれぞれの研究等に基づいて様々な見解が述べられているところであり，

また，前記１で述べたとおり，本件は設置許可処分の取消しを求める行政

訴訟ではなく，人格権に基づいて本件原子炉の運転差止めを求めるもので

あり，本件原子炉の運転期間中に本件原子炉の安全性に影響を及ぼす火山

事象の発生する可能性が高く，これにより債権者らの生命，身体又は健康

が侵害される具体的危険性があると認められるか否かを問題とすべきであ

るから，当裁判所としては，この判断を離れて，旧火山ガイドや令和元年

火山ガイドの定めの合理性の有無を判断するのは相当ではないと考える。 

  そこで，以上のような観点から検討するものとする。 

 

つの火山の火山活動に関する個別評価として，火砕物密度流以外の設計

対応不可能な火山事象は問題とならず，火砕物密度流に関しては，阿蘇
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以外の火山は火山活動の履歴や敷地までの離隔距離等から考慮する必要

がないと評価し，阿蘇については，その噴火履歴として，噴出量６００

ｋｍ３以上の阿蘇４噴火が存在するものの，これによって発生した火砕

物密度流は本件発電所の敷地まで達していないと考えられ，また，現在

の阿蘇の活動については，現在のマグマ溜まりは巨大噴火直前の状態で

はなく，運用期間中の噴火規模については，阿蘇４噴火後の既往最大規

模の噴火である阿蘇草千里ヶ浜噴火を考慮することとしたものである。 

 これに対し，債権者らは，現在の火山学の水準に照らせば，噴火の中

長期的予測手法は確立しておらず，運用期間とされる今後数百年間に，

阿蘇の活動可能性が十分小さいと判断できないことはもちろん，運転期

間である数十年に限ったとしても，活動可能性が小さいと判断すること

はできないと主張する。 

  確かに，上記ウで述べたように，火山検討チームにおける検討では，

通常の噴火では予知は難しく，巨大噴火についても，その時期や規模を

予測することは困難であり，少なくとも燃料の搬出等に間に合うだけの

リードタイム（数年あるいは１０年という単位）をもって巨大噴火の時

期及び規模を予測することは困難であるという意見も強く，招へいされ

た専門家の意見をまとめた「原子力施設に係る巨大噴火を対象とした火

山活動のモニタリングに関する基本的考え方」にもその旨記載されてい

ること，火山検討チームに招へいされたメンバーの一人である藤井教授

は，数十年単位の噴火可能性を議論すること自体に無理がある，原子力

発電所の稼働期間中にカルデラ噴火の影響を被る可能性が高いか低いか

という判定そのものが不可能なはずであるとの見解を示し，これと同旨

の意見を述べる専門家が複数いることが認められる。しかし，その一方

で，阿蘇については今後数百年間以内に巨大噴火が発生するような状況

にはないと明言するなど，少なくとも阿蘇については原子力発電所の運
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用期間中に巨大噴火が発生する可能性は相当低いといえるとする専門家

も複数いることが認められる。そして，後者の立場をとる専門家も，前

記アの疎明事実のとおり，火山物理学や岩石学・地球化学などのそれぞ

れの専門分野からの分析結果等を踏まえて，上記の見解を述べるもので

ある。 

  そうすると，阿蘇が今後数十年，あるいは今後１００年程度の間に，

阿蘇４のような破局的噴火を引き起こす具体的危険があるか否かについ

ては，火山に関する専門家の間でも意見が分かれており，科学的には，

直ちに，いずれの見解が正しいともいえないのが現状であるといわざる

を得ないから，このような現状の下では，当裁判所においては，現在の

科学的知見からして，本件原子炉の運転期間中に阿蘇において阿蘇４の

ような破局的噴火が発生する可能性が具体的に高いと認めることはでき

ず，したがって，これにより債権者らの生命，身体又は健康が侵害され

る具体的危険があると認めることもできないといわざるを得ない。 

 また，前記アの疎明事実のとおり，阿蘇４噴火によって発生した火砕

物密度流が本件発電所敷地に達したといえるか否かについても，火山に

関する専門家の間でも意見が分かれている。すなわち，町田教授は，阿

蘇の噴出中心から約１５０ｋｍ離れた山口県秋吉台でも阿蘇４火砕流堆

積物が厚く残っていることなどから，阿蘇カルデラから約１３０ｋｍ離

れた本件発電所敷地にも阿蘇４の火砕流が到達した可能性は否定できな

いとし，また，日本第四紀学会編（１９８７）及び町田・新井（２０１

１）は，阿蘇４噴火の火砕物密度流が本件発電所敷地の位置する佐田岬

半島に到達した可能性を示唆している。しかし，その一方で，Ｄｒ．Ｂ

ｒｉｔｔａｉｎは，山口県下で阿蘇４火砕物密度流堆積物が認められた

のは，阿蘇４噴火の当時，周防灘海域に水がなく，上記地域まで阿蘇か

ら陸続きであったからであり，阿蘇４噴火当時も海域が存在した佐田岬
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半島周辺とは事情が異なるのであって，阿蘇４噴火による火砕物密度流

が本件発電所敷地に到達したとは考えられない旨の意見を述べ，また，

長谷川教授らは，Ｄｒ．Ｂｒｉｔｔａｉｎの上記見解と同様の指摘のほ

か，阿蘇から東方向の火砕物密度流は大野山地・佐賀関半島にぶつかっ

て分岐した可能性等を挙げて，阿蘇４噴火による火砕流が本件発電所敷

地に到達したとは考えられない旨の意見を述べている。この点について

も，科学的には，直ちに，いずれの見解が正しいともいえないが現状で

あるといわざるを得ない。 

  そうすると，仮に阿蘇において，今後数十年，あるいは今後１００年

程度の間に，阿蘇４噴火よりも小規模な噴火が発生する可能性があった

としても，上記のような現状の下では，当裁判所においては，これによ

り設計対応不可能な火山事象が本件発電所の敷地に及び，これにより本

件原子炉の安全性に影響を及ぼす可能性が具体的に高いと認めることは

できず，債権者らの生命，身体又は健康が侵害される具体的危険がある

と認めることもできないといわざるを得ない。 

オ 小括 

  以上によれば，本件原子炉について，設計対応不可能な火山事象がその

運用期間中に発生し，これにより本件原子炉の安全性に影響を及ぼす可能

性が具体的に高いと認めることはできず，債権者らの生命，身体又は健康

が侵害される具体的危険があると認めることもできない。 

⑵ 影響評価について 

ア 疎明事実 

  後掲疎明資料及び審尋の全趣旨によれば，前記前提事実のほか，次の事

実が一応認められる。 

 債務者による検討 

ａ 本件発電所敷地への降灰量の推計計算 
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  債務者は，平成３０年１１月，非常用ディーゼル発電機の吸気フィ

ルタの閉塞について，火山ガイドに定める気中降下火砕物濃度の計算

手法のうち，設置許可段階での降灰量（層厚）の数値シミュレーショ

ンとの連続性の観点から３．１の手法を採用した。 

  そして，層厚１５ｃｍの降下火砕物の堆積を想定し，算定に当たっ

ては，火山ガイドに従って，その全量が２４時間のうちに降下してく

ると仮定し，降下火砕物の堆積層厚は数値シミュレーションを踏まえ

て設定していることから，旧火山ガイドに従い，数値シミュレーショ

ンの際の粒径分布（Ｔｅｐｈｒａ２のシミュレーションによる粒径分

布）を用い，降下火砕物の粒径ごとに当該粒径の粒子が降下火砕物全

体の中に占める割合を設定して，総降灰量に当該割合を乗じることで

粒径ごとの降下火砕物の降灰量を算出し，気中降下火砕物濃度をその

合計である３．１ｇ／ｍ３と試算し，規制委員会の認可を受けた。 

  なお，債務者は，３．２の手法については，数値シミュレーション

（三次元の大気拡散シミュレーション）で使用する噴煙高さの設定や

噴出率の時間変化等に課題を残しているため，結果の妥当性を判断す

ることが困難であるとして，採用しなかった。 

（甲１１８７，乙６５０，６５１） 

ｂ 非常用ディーゼル発電機の吸気フィルタの交換 

  債務者は，前提事実 とおり，旧火山ガイドが平成２９年

１１月に改正され，降下火砕物の濃度を既往の実測値に基づいて推定

する手法から，降灰継続時間を仮定して，堆積量から気中降下火砕物

濃度を推定する手法等を用いるべきこととされたことに伴い，前提事

⒝のとおり，非常用ディーゼル発電機の吸気フィルタを

交換した。具体的には，本件原子炉の非常用ディーゼル発電機の吸気

消音機の周囲に設置する火山灰フィルタは，債務者が気中降下火砕物
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濃度として想定する約３．１ｇ／ｍ３に対応するために必要な表面積

５．９ｍ２を上回る約６．１ｍ２を確保している。 

  また，非常用ディーゼル発電機が機能喪失した場合にも，動力源が

なくてもタービン動補助給水ポンプに給水が可能な水源によって約１

７．１日間にわたり原子炉の冷却が可能であり，さらに，給水に動力

源が必要な水源や本件原子炉のみならず本件発電所の１号機及び２号

機に係る水源をも活用すれば，さらに本件原子炉を冷却できる期間が

延びることもうかがわれる。 

（乙３２９） 

 九重第一軽石に関する降灰実績 

  日本学術振興会特別研究員熊原康博らの研究である熊原康博・長岡信

治「四国南西部，松田川流域における九重第一テフラの対比と低位段丘

の年代」（甲１１９４。以下「熊原・長岡（２００２）」という。）に

よれば，九重山の火口から約１４０ｋｍ離れた高知県宿毛市において，

九重第一軽石による降下火砕物の堆積物であると考えられる，層厚２０

ｃｍの小川テフラ（Ｌｏｃ．１）が確認され，また，同市内の別の場所

では層厚４０ｃｍのテフラ（Ｌｏｃ．２）も確認された。しかし，Ｌｏ

ｃ．２には四万十帯起源の砂粒が混入しており，水流によって二次的に

形成された可能性が高いと指摘されており，また，Ｌｏｃ．１について

も，火山灰層中には非火山性の細粒砂が混入していたとの記載がある

（なお，同文献には，火山ガラスは風化して消滅している旨の記載があ

る。）。 

  また，産業技術総合研究所の地質調査総合センターのデータベースに

は九重第一軽石による降下火砕物の等層厚線が描かれており，これによ

ると，層厚２０ｃｍの範囲が高知県南西部に延び，同県宿毛市付近にお

いて２０ｃｍを超える降灰があったものと評価されている。同様の記載
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は，債務者が九重第一軽石の噴出量の想定を見直す際に参考にした長

岡・奥野（２０１４）にも見られる。 

（甲６５１［５５頁］，１１９４，１２０１） 

 宇和盆地における火山灰データ 

  四国南西部に位置する宇和盆地において２００８年（平成２０年）に

掘削された深さ１２０ｍに及ぶボーリングデータをみると，深度約１０

０ｍに及ぶ未固結の第四系が確認でき，約７０万年間にわたる堆積物が

連続的に存在することが明らかになっている。宇和盆地は堆積環境が良

いため，火山灰が地層として数十万年にわたり保存されており，九州地

域の爆発的噴火に起因する降灰の頻度とその厚さを精度よく記録してい

ると考えられる。 

  そして，上記データによれば，破局的噴火である阿蘇４噴火による降

灰層厚でも３１ｃｍであり，また，姶良カルデラにおいて約２万９００

０年前から約２万６０００年前に発生した姶良丹沢噴火（噴出量約４５

０ｋｍ３）による降灰層厚も，テフラ層に換算すると４０ｃｍ弱となる。 

（乙３９１，３９２，３９６，４２６，５３０） 

 Ｔｅｐｈｒａ２による気中降下火砕物濃度の推計 

  Ｔｅｐｈｒａ２は，火山灰の移流拡散モデル（風による移動と空中で

勝手に拡がる現象を盛り込んで作られたモデル）を元にした降下火山灰

シミュレーションコードであり，火山灰の噴出量や噴煙の高さといった

初期パラメータを入力することにより，堆積物の分布を計算するもので

あるが，逆に，堆積物の情報から，初期パラメータを求めることもでき

る（インバージョン的な使用方法）。しかし，Ｔｅｐｈｒａ２は，火山

灰の粒子は垂直に上昇する噴煙柱から離脱しないという標準的な重力流

モデルとは異なり，垂直に上昇する噴煙柱から火山灰の粒子が離脱する

というモデルに基づいているため，インバージョン的な使用方法には問
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題があり，特に大規模な噴火については，うまく再現できていないとい

う指摘がある。                  （甲１１７０） 

イ 最大層厚の評価について 

 債務者は，阿蘇について本件原子炉施設の運用期間中に巨大噴火が発

生する可能性が十分に小さいとした上で，阿蘇については最後の巨大噴

火である阿蘇４噴火以降最大規模の噴火である草千里ヶ浜軽石噴火（噴

出量約２ｋｍ３）を考慮するが，本件発電所敷地からは九重山の方が近

いことなどから，約５万年前の九重第一軽石による影響の方が大きいと

して，九重第一軽石の噴出量を保守的に６．２ｋｍ３と想定した上でシ

ミュレーションを行い，これをもとに降下火砕物の層厚を１５ｃｍと想

定した。 

  これに対し，債権者らは，影響評価においては，阿蘇における破局的

噴火に準ずる規模の噴火を考慮すべきであるし，仮に九重第一軽石噴火

を想定すれば足りるとしても，同噴火による本件発電所敷地への降下火

砕物の層厚についての債務者の評価は過小であると主張する。 

 そこで，まず，本件発電所敷地への影響評価として，債務者が九重第

一軽石噴火を想定したことの適否について検討すると，前記⑴アの疎明

事実のとおり，火山検討チームの検討結果である「原子力施設に係る巨

大噴火を対象とした火山活動のモニタリングに関する基本的考え方」に

おいては，噴火がいつ・どのような規模で起きるかといった的確な予測

は困難であり，また，ＶＥＩ６以上の巨大噴火についての中長期的な噴

火予測の手法は確立していないとされ，また，同検討チームに招へいさ

れたメンバーからは，原子力発電所の稼働期間中にカルデラ噴火の影響

を被る可能性が高いか低いかという判定そのものが不可能なはずである

との意見も出た一方で，阿蘇の今後については１９３０年代と比べても

大規模な火山活動が生じるような状態ではないと推定され，破局的噴火



 260 

などの大規模な噴火が今後数百年間以内に発生するような状況にはない

とするなど，少なくとも阿蘇については本件原子炉の運用期間中に巨大

噴火が発生する可能性は相当低いといえるとする専門家もいることが認

められ，後者の立場をとる専門家は，火山物理学や岩石学・地球化学な

どのそれぞれの専門分野からの分析結果等を踏まえて，上記の見解を述

べるものである。 

  そうすると，今後数十年，あるいは今後１００年程度の間に，阿蘇に

おいて草千里ヶ浜噴火を超える規模の噴火が発生する具体的危険がある

か否かについては，火山に関する専門家の間でも意見が分かれており，

科学的には，直ちに，いずれの見解が正しいともいえないのが現状であ

るといわざるを得ないから，このような現状の下では，当裁判所におい

ては，現在の科学的知見からして，本件原子炉の運転期間中に阿蘇にお

いて草千里ヶ浜噴火を超える規模の噴火が発生する可能性が具体的に高

いと認めることはできないといわざるを得ない。 

  したがって，本件発電所敷地への影響評価として，債務者が九重第一

軽石噴火を想定したことが不合理であるということはできない。 

 次に，債務者が九重第一軽石噴火による本件発電所敷地への降下火砕

物の層厚を最大１５ｃｍと評価したことの当否について検討すると，債

権者らは，火山噴出物の体積を正確に把握することは困難であり，九重

第一軽石噴火の噴出量を６．２ｋｍ３と見積もったことについても不定

性が存在する，九重山から見て本件発電所の敷地よりも遠方の高知県宿

毛市付近で約２０ｃｍの降灰があったことを示す文献が複数存在するこ

とや，九重第一軽石噴火と噴出量が類似した別の火山噴火について，火

口からの距離が九重山から本件発電所の敷地までとほぼ同等の地点にお

いて，２０ｃｍから５０ｃｍ近い降灰が確認されていることに照らすと，

保守的にみて５０ｃｍ程度，少なくとも３０ｃｍ程度の最大層厚を設定
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すべきであると主張する。 

  確かに，前記アの疎明事実によれば，九重第一軽石噴火による降灰量

について，九重山から約１４０ｋｍ離れた高知県宿毛市付近において，

２０ｃｍを超える降灰があったとする文献のあることが認められ，また，

債務者においても，九重第一軽石噴火の噴出量を当初の２．０３ｋｍ３

から６．２ｋｍ３へと改めていることからすると，火山噴出物の体積を

正確に把握することが困難であることは否定できない。 

  しかし，前記アの疎明事実のとおり，本件発電所の敷地に近い宇和盆

地における降灰データによれば，巨大噴火の火山灰を除けば層厚１５ｃ

ｍを超える火山灰は認められず，阿蘇４噴火（噴出量約６００ｋｍ３）

や姶良カルデラの姶良丹沢噴火（噴出量約４５０ｋｍ３）といった九州

のカルデラ火山における極めて大きな噴出量の噴火でも，その堆積層厚

は３０～４０ｃｍであることからすると，九重第一軽石噴火による堆積

層厚が１５ｃｍを超えることは考えにくいというべきである。もっとも，

九重第一軽石噴火により，九重山から約１４０ｋｍ離れた高知県宿毛市

において約２０ｃｍの火山灰が堆積しているとする文献が複数存在する

ものの，これらの文献の元となったと考えられる熊原・長岡（２００２）

には，層厚約２０ｃｍの小川テフラ（Ｌｏｃ．１）についても，火山灰

層中に非火山性の細粒砂が混入していたとの記載があることからすると，

上記Ｌｏｃ．１の層厚を，そのまま九重第一軽石噴火による火山灰層の

厚さと認めることはできない。加えて，九重山から見て高知県宿毛市は

ジェット気流が卓越しやすい東の方角にあり，本件発電所の敷地とは方

角が異なることをも考慮すると，上記文献の記載をもって，本件発電所

の敷地に九重第一軽石噴火による層厚１５ｃｍを超える火山灰が堆積し

た可能性が高いと認めることはできない。 

  他方，九重第一軽石噴火と噴出量が類似した別の火山噴火における降
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灰量については，九重山とは別の火山からの噴出物であり，その組成等

も異なると考えられることからすると，九重山からの火山灰がこれらの

火山からの火山灰と同様の分布を示すとは限らないし，そもそも九重山

とこれらの火山とは地理的条件も異なるから，これを，九重山から本件

発電所敷地への降下火砕物の層厚にそのまま当てはめることは相当でな

いというべきである。 

  したがって，債権者らの上記主張を考慮しても，本件発電所の敷地に

九重第一軽石噴火による層厚１５ｃｍを超える火山灰が堆積した可能性

が高いと認めることはできない。 

 以上のとおり，本件発電所敷地への降下火砕物の最大層厚に係る債務

者の評価が過小である旨の債権者らの主張（ ）は，いずれ

も採用できず，これにより，本件原子炉について，その運用期間中に発

生し得る火山事象により，本件原子炉の安全性に影響を及ぼす可能性が

具体的に高いと認めることもできない。 

ウ 債権者らは，更に，火山ガイドにおける気中降下火砕物濃度の推計手法

の不合理性及び債務者の推計に係る過小評価をも主張する。 

  しかし，火山ガイド自体の不合理性をいう主張については，前記⑴エで

述べたとおりである。 

  一方，債務者による気中降下火砕物濃度の推計が過小評価になっている

との主張は，債務者が実際の降灰や他の類似火山の事例よりも大きい粒子

の割合が多くなるような粒径分布を用いていること，微細粒子の凝集によ

る降下，火山灰の再飛散の影響及び古い時期の噴火については微細粒子が

風化・溶解する可能性があることを考慮していないことをいうものである。 

  そこで検討するに，疎明資料（甲１１９５，乙６５３）によれば，九重

山５４ｋａプリニー式噴火（九重第一軽石噴火）による降下軽石の粒度分

布につき，露頭にて撮影した降下軽石の写真を用いて軽石の輪郭をトレー
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スする手法（画像解析法）によりその粒度分布を解析した結果，画像解析

法を用いない手法に比べて有意に粗い粒度が推定されたという研究結果が

あることが認められるから，債務者が気中降下火砕物濃度の推計に用いた，

Ｔｅｐｈｒａ２のシミュレーションで設定する粒径分布は，上記研究結果

により明らかにされた粒径分布より粗いとはいえない。 

  また，他の類似火山の事例が九重山の降下火砕物にそのまま当てはまる

し，債務者が指摘すると

おり，債権者らが主張する他の類似火山の事例は，各火山から１００ｋｍ

地点における粒度分布であって，債務者が推計した全粒度組成（その噴火

で発生する降下火砕物の全体としての粒径分布）とは異なるから，両者を

単純に比較するのは相当でない。 

  更に，微細粒子の凝集による降下については，疎明資料（乙６３３［９

４頁］，６５４）によれば，粒径が４φ（１／１６ｍｍ）より細かい粒子

は凝集して降下したと考えられるところであり，これらの微細粒子により

降下火砕物の気中濃度が大幅に増えるものとは認められない。 

  他方，前記アの疎明事実によれば，古い時期の噴火については微細粒子

が風化・溶解する可能性があることが認められるし，一度地表面に沈着し

た火山灰が，強風によって舞い上がり，再度大気中を浮遊する再飛散の可

能性も否定できないことは，債権者らの指摘するとおりであるが，これら

の事情を考慮することにより，債務者の想定した気中降下火砕物濃度がど

の程度増加するのかは明らかにされていない。 

  加えて，債権者らは，上記のとおり指摘した事情について，あくまでそ

のような可能性を指摘しただけで，それが正しいと断言するものではない

ことを自認するところである。 

  そうすると，債権者らの上記主張を考慮しても，債務者による気中降下

火砕物濃度の推計が過小評価であって，これにより，本件原子炉について，
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その運用期間中に発生し得る火山事象により，本件原子炉の安全性に影響

を及ぼす可能性が具体的に高いと認めることはできないというべきである。 

エ 小括 

  以上によれば，本件原子炉について，その運用期間中に発生し得る火山

事象が，本件原子炉の安全性に影響を及ぼす可能性が具体的に高いと認め

ることはできず，債権者らの生命，身体又は健康が侵害される具体的危険

があると認めることもできない。 

４ 避難の困難性 

⑴ 債権者らは，原子力発電所の安全を判断するに当たっては，原子力発電所

の国際的な安全思想である「深層防護」の考え方，すなわち，各防護階層の

独立性を確保し，各層において最高度の安全を備えたものでなければ，全体

として「安全」とはみなさないという考え方によるべきであるから，第５層

の避難計画が実効性を欠くのであれば，本件発電所は社会通念上許容できな

いリスクを有しているといえ，人格権侵害の具体的危険があることになると

ころ，債権者らについては，本件発電所が過酷事故を起こした場合の的確な

避難計画が定められておらず，債権者らが各居住する島内での避難，島外へ

の避難がいずれも困難ないし不可能であり，安定ヨウ素剤を，放射性ヨウ素

を吸い込む前に服用することができず，かつ，新型コロナウイルス感染症が

終息していない現状では安全に避難することができないと主張する。 

⑵ 債権者らの主張する「深層防護」の考え方が，原子力発電所を運用してい

く上で重要であることは否定できないものの，前記１で検討したとおり，本

件は，人格権に基づく妨害予防請求としての本件原子炉の運転差止めを求め

るものであり，その運転により債権者らの生命，身体又は健康が侵害される

具体的危険があるといえなければ，本件原子炉の運転差止めを命じるという

法的判断はできないというべきである。そうすると，債権者らの指摘する避

難計画等の不備により上記具体的危険があるといえるためには，これらの点
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に加えて，そもそも本件原子炉が債権者らのいう「過酷事故」を発生させる

具体的危険があることが疎明されなければならない。 

  しかるに，本件においては，前記２，３で検討したとおり，本件原子炉が

債権者らのいう「過酷事故」を発生させる具体的危険があることが疎明され

ていないから，債権者らの指摘する避難の困難性等を理由として，本件原子

炉の運転差止めを命じることはできないというべきである。 

⑶ したがって，避難の困難性等を理由とする債権者らの申立てには，理由が

ない。 

５ 債権者らの原審及び当審におけるその余の主張を検討しても，現在の科学的

知見からして，本件原子炉の運転期間中に本件原子炉の安全性に影響を及ぼす

大規模自然災害の発生する可能性が具体的に高く，これによって債権者らの生

命，身体又は健康が害される具体的危険があるとの疎明があったとは認められ

ないから，債権者らの仮処分命令の申立ては却下すべきである。 

６ よって，結論を異にする原決定は相当でないからこれを取り消すこととし，

主文のとおり決定する。 

    令和３年３月１８日 
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